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千歳市民憲章

【千歳市民憲章シンボルマーク】
千歳市民憲章制定40周年記念
（令和元年11月20日決定）

〈市の木〉

〈市の花〉

〈市の鳥〉

〈市の魚〉

（昭和54年7月1日制定）

（昭和27年5月1日制定）

世界をつなぐ　北の大空。
千歳川の　清い流れ。
開拓　ここに一世紀。
私たちは、誇りある千歳市民です。
郷土の発展と、お互いのしあわせを願い、
この憲章をかかげて、力強く前進をつづけます。

１ 心身をきたえ、仕事にはげみ、
　 明るく　若々しい　まちにしましょう。
１ 自然を愛し、季節に親しみ、
　 快よく　楽しい　まちにしましょう。
１ きまりを守り、力を合わせて、
　 美しく　住みよい　まちにしましょう。
１ 年よりを敬い、子供の夢をはぐくみ、
　 温かく　平和な　まちにしましょう。
１ 文化を育て、希望にみちた、
　 豊かな　おちついた　まちにしましょう。

ちとせの「ち」を飛行機の形に図案化して、空港がある臨空都市
を表現するとともに、国立公園支笏湖とその連山、豊かな大地
など伸びゆく千歳の姿を描いています。

説明

シラカバ
（昭和43年４月１日制定）

カツラ
（昭和61年４月１日制定）

ツツジ
（昭和61年４月１日制定）

ハナショウブ
（昭和61年４月１日制定）

コウライキジ
（昭和61年４月１日制定）

ヤマセミ
（昭和61年４月１日制定）

ヒメマス
（平成８年11月１日制定）

　サケ
（平成８年11月１日制定）

都市宣言

市のシンボル

千歳市章

ごあいさつ

　千歳市では、これまで６期にわたって総合計画を策定し、

総合的かつ計画的なまちづくりを進めることにより、今日まで

着実な人口増加と発展を続けてきました。

　まちの活力、発展の原動力は“人”です。千歳市が現在の

勢いを維持し、発展を続けるためには、市内外の方に選ばれ

る“魅力的なまち”となる必要があります。

　このため、「千歳市第７期総合計画」の策定に当たっては、

幅広い手法を用いて集めた“市民の声”を計画に反映すると

ともに、刻 と々変化する社会情勢や市民ニーズに迅速に対応

できる計画とすることを念頭に作業を進めました。

　新たなまちづくりの指針となる千歳市第７期総合計画は、

新型コロナウイルス感染症などの影響により今後の先行きを

見通すことが難しい中、10年後の未来に向かってスタートす

ることとなりますが、新千歳空港や支笏湖など“千歳らしさ”

を保ち、多様な意見や新しい価値観を受け入れながら、各種

施策や事業を効果的に展開することにより、市民の皆さまが

幸せを感じ、「住んで良かった」と思えるまちであり続けるとと

もに、将来都市像である「人をつなぐ　世界をつなぐ　空の

まち　ちとせ」の実現を目指してまいります。

　本計画の策定に当たり、各種アンケート調査やまちづくりイ

ンタビューなどを通じ貴重なご意見をいただきました皆さまを

はじめ、千歳市都市経営会議委員、千歳市総合計画審議会

委員、並びに計画策定にご協力いただいた多くの関係者の皆

さまに心からお礼を申し上げます。

　令和３年３月

交通安全都市宣言

清く明るく正しい選挙都市宣言

青少年健全育成都市宣言

スポーツ都市宣言

暴力追放・防犯都市宣言

（昭和37年３月12日）

（昭和41年12月22日）

（昭和43年３月27日）

（昭和45年６月29日）

（昭和63年３月28日）
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展開方針８　未来につなげる強靭な水道・下水道づくりを推進します。
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計画の体系
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基本目標７ 多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち
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　これまで千歳市では、昭和38年（1963年）の「千歳市総合建設計画」から「千歳市第６期総合計
画」まで、６期にわたって「総合計画」を策定し、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきました。
　その後、平成23年（2011年）の地方自治法改正により、総合計画の基本部分となる「基本構想」の
策定義務が廃止され、総合計画の策定は各自治体の任意によるものとなりましたが、全国的に少子高
齢化や人口減少が進み、社会経済情勢等が急速に変化する中、まちの持続的な発展と市民生活の向
上を目指すため、「千歳市第７期総合計画」を策定し、令和の時代を迎えた千歳市の新たなまちづくり
の指針とします。

　千歳市第７期総合計画の策定に当たって重視した点は次のとおりです。

1.千歳市が持つ資源・特性を生かし、持続的な発展を目指す計画

　千歳市は、道内において数少ない人口増加を続けるまちです。今後も、「住みよい・過ごしやすい 
魅力的なまち」として発展するためには、千歳市の持つ資源や特性を最大限に生かすとともに、持
続可能な財政基盤を確立することが必要です。
　そのため、千歳市の強みや弱みを踏まえた選択と集中によるまちづくりを進め、持続的な発展を
目指す計画としました。

2.わかりやすく実効性のある計画

　限られた経営資源の中、まちづくりを効果的に進めていくためには、市民にまちづくりの目標を
わかりやすく示すとともに、実効性のある計画とすることが必要です。
　そのため、この計画が目標とする「まちの姿」を市民がイメージできる計画とするとともに、財政
計画や行政評価と連動しながら効果的・効率的に事業を展開する計画としました。

3.社会経済情勢等の変化に対応できる計画

　千歳市第７期総合計画の計画期間半ばには、団塊の世代※が75歳以上の後期高齢者となるほか、
新千歳空港の民間委託やボールパーク構想など、市内外で大型事業が進められており、千歳市を取
り巻く環境は大きな変革期を迎えます。
　また、情報通信技術や国際化などが想定を上回るスピードで進展しており、これら社会経済情勢
等の変化を敏感にとらえ、適切に施策を展開できる計画としました。

4.多くの声を反映させた計画

　「住みよい・過ごしやすい 魅力的なまち」を目指すためには、市民がどのようなまちを望んでいる
のかを把握することが重要です。
　千歳市は、転出入が多いほか、市外から通勤・通学している方も多く、また、市内に居住する外国
人が増加傾向にあるなど、千歳市に求められるニーズは多様化しています。
　そのため、幅広い年代の市民や市内で活動する各種団体、市外から千歳市へ通勤・通学している
方、公募市民を委員とする都市経営会議などから多くの「声」を集め、多様なニーズに対応できるま
ちの実現を目指す計画としました。

　千歳市のまちづくりにおける最上位計画
とし、分野別の個別計画を策定する際には、
その方向性等について、総合計画と整合を
図ります。

　まちづくりに関する全ての分野を対象と
し、総合的かつ計画的な行政運営を行うた
めの指針とします。

　行政と市民や市民活動団体等の協働によ
り、まちづくりを進めていくため、市民等に
対し、まちづくりへの参画方法や活動に対
する支援の方向性を示すものとします。

　行政内部はもとより、市民や他の自治体
等に対し、千歳市の特性や長期的な展望に
基づくまちづくりの目標とその実現方法を
示すものとします。

まちづくりの
最上位計画

市内外にまちづくりの
方向性を示す計画

行政運営の
指針となる計画

市民等の
活動を支える計画

　千歳市では総合計画を次のように位置付けます。

※ 団塊の世代：第二次世界大戦直後、第一次ベビーブームが起きた昭和22年（1947年）から昭和24年（1949年）に生まれた、特に人口が多い
    世代のこと。

計画策定の趣旨1 計画策定の視点3

計画の位置付け2

用 語 解 説

8
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　千歳市第７期総合計画は、「基本構想」と「実施計画」により構成します。
　また、総合計画に定める各種施策・事業のうち、人口増加に特化したものを「人口戦略プロジェクト」
と位置付け、これを千歳市における地方版総合戦略※とします。

　基本構想は、千歳市を取り巻く社会動向や地域の
現状と課題、市民の声などを踏まえ、目指すべき将
来都市像や人口の将来展望、まちづくりの基本目
標、それに向けた施策展開について基本的な考え方
や方向性を示しています。
　基本構想の目標年次は令和12年度（2030年度）
としますが、社会経済情勢の急激な変化や人口の将
来展望を大きく見直す必要が生じたときなどは、必
要に応じて見直しを行います。

基本構想
　実施計画は、基本構想を実現するための施策や事
業等を示しています。
　実施計画の計画期間は３年間とし、社会経済情
勢や市民ニーズ、事業の進捗状況や施策の評価結
果、財政状況等を踏まえ、毎年見直しを行います。
　なお、人口戦略プロジェクトは、実施計画の一部
であり、まちの活力の源である人口の増加を維持す
るため、分野横断的に取り組む施策や事業を示して
います。

※ 地方版総合戦略：人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、「まち・ひと・しごと創生法」に
　 基づき、地方自治体が各地域の実情に応じた目標や基本的方向等をとりまとめた計画のこと。

実施計画

総合計画の構成と期間4

基本構想

将来都市像

まちづくりの基本目標

展開方針

施　　策

事　　業
実施計画

人口戦略プロジェクト

基本構想
目標年次：令和12年度（2030年度）

実施計画（第１期）
令和3年度～5年度

令和
３年度
(2021)

４年度
(2022)

５年度
(2023)

6年度
(2024)

7年度
(2025)

8年度
(2026)

9年度
(2027)

10年度
(2028)

11年度
(2029)

12年度
(2030)

実施計画（第2期）
令和4年度～6年度

実施計画（第3期）
令和5年度～7年度

毎年度見直し

必要に応じて見直し

計画の構成

計画の期間

第2章
新たな

まちづくりに
向けて
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　日本を旅行などで訪れる外国人は急増しており、平成30年（2018年）には
3,000万人を超えました。
　令和２年（2020年）には、新型コロナウイルス感染症拡大により、訪日外国人
は減少に転じましたが、感染症の収束後には、訪日外国人の増加が期待されてい
ます。
　また、新たな在留資格※5の創設などにより、日本国内で働く外国人が今後更に
増加していくことが予測されています。
　一方、海外を訪れたり、海外で働く日本人も増えており、国を越えて、様々な国
籍の人たちが行き来することが珍しくない時代になっています。
　このような「人」を通じた国際交流等の拡大によるメリットはたくさんあります
が、その一方で、感染症等の世界規模での拡大や、国際的な犯罪・テロなどの発生が懸念されます。
　経済面においても国際化が進んでいます。関税撤廃など貿易の自由化は進む傾向にあり、海外に「日本」を売
り込むチャンスが拡大していますが、国際競争の激化により、従来関税によって保護されてきた国内生産品の
売上低下が懸念されています。また、海外においては関税を引き上げて自国の生産者を保護しようとする動き
も見られます。

　令和元年（2019年）12月に中国湖北省で初めて確認された新型コロナウイル
ス感染症は、その後、欧米を中心に感染が広がり、令和２年（2020年）９月末ま
でに全世界で3,300万人以上が感染し、100万人以上が死亡するなど、世界的
な大流行（パンデミック）となりました。
　日本では、東京都や大阪府など、大都市圏を中心に新型コロナウイルス感染症
が拡大し、医療機関や介護施設等で集団感染（クラスター）が発生したほか、マ
スクや消毒液、手洗い石鹸が店頭から姿を消すなど、国民の生活に大きな影響を
与えました。
　また、北海道は、感染者の増加を受け、国に先駆けて独自の「緊急事態宣言」を
打ち出すなど、感染拡大防止に取り組みました。
　その後、国は、全都道府県を対象に「緊急事態宣言」を発出し、国民に外出の自
粛や「３つの密（密閉・密集・密接）」を避けるよう呼びかけ、全国の小中学校や高等学校が一斉に休校となった
ほか、企業等に対し、休業要請やテレワーク、テレビ会議の導入などにより、人と人との接触機会を大幅に削減
するよう求め、これにより、仕事や働き方など、国民の生活スタイルが急速に変化することになりました。
　国内外における移動制限や東京オリンピック・パラリンピックをはじめとする各種イベントの延期・中止等に
より、航空会社や飲食店、宿泊施設など、国内経済に大きな影響が生じており、新型コロナウイルス感染症拡大
の長期化に伴う国及び自治体の対策や、収束後の経済復興に向けた迅速な取組が求められています。

　スマートフォンやタブレット等が普及し、AI（人工知能）などICT（情報通信技
術）が日々進化する中、IoT（身の回りのものがインターネットとつながること）に
より、日常生活で便利さを感じることが増えています。
　また、様々な産業において、労働力不足への対応や知識・技術の継承、ニーズ
の多様化への対応などにICTが活用されています。さらには、場所を問わず、手元
の端末から全世界に情報発信することが簡単にできるようになり、新たなコミュ
ニケーションやビジネスの機会が広がっています。
　経済面では、電子マネーやスマートフォン等で支払いができる環境が普及し、世界中でキャッシュレス化が急
速に進展しています。
　このような中、国は、目指すべき未来社会の姿として、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工
業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く5番目の社会「Society5.0」を掲げ、ＩＣＴ等を活用し、
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済の発展と社会
的課題の解決を両立する※3、人間中心の社会の実現に取り組んでいます。
　ＩＣＴによって、日常生活が便利になった一方、インターネットを通じた犯罪やトラブル、個人情報の流出、情
報格差※4が発生するなど、新たな社会問題が生まれています。

　人口構造の変化に加え、急速に進む情報化や国際化など、我が国を取り巻く環境は大きく変化しています。
　千歳市のまちづくりについても、これら時代の潮流を踏まえ、的確に対応していくことが必要です。

　日本では、平成20年（2008年）をピークに人口減少が始まっており、国立社会保障・人口問題研究所※１の推
計では、令和47年（2065年）には、人口が約8,808万人になるとされています。
　総人口が減少する中、65歳以上の高齢者は増加を続け、令和18年（2036年）には国民の３人に１人が高齢者
になると推計されています。その後、令和25年（2043年）には高齢者人口が減少に転じるものの、高齢化率は上
昇を続け、令和47年（2065年）には38.4％に達し、国民の約2.6人に1人が高齢者になると推計されています。
　一方、合計特殊出生率※2は1.5を下回る状況が続いており、人口減少と少子高齢化が進展する中で、国内経済
の縮小や労働力不足、社会保障制度における支える人と支えられる人のアンバランス化などが日本経済に大き
な影響を与えることが懸念されています。また、地域や家庭における介護力が低下し、高齢者が高齢者を介護す
る「老老介護」がより深刻になっていくことも問題視されています。
　人口の推移を地球規模でみると、日本のように人口減少が進む国がある一方、アフリカを中心に急激に人口
増加が進む国もあり、国連の推計では、世界の総人口は令和元年（2019年）の77億人から令和12年（2030
年）には約85億人に、さらに令和32年（2050年）には約100億人に達する見込みとなっています。

1.人口構造の変化

3.新型コロナウイルス感染症の拡大

4.国際化の進展

2.情報化の進展

※1 国立社会保障・人口問題研究所：厚生労働省に所属する国立の研究機関のこと。人口や世帯の動向を捉えるとともに、国内外の社会保障政
　　策や制度についての研究を行っている。
※2 合計特殊出生率：15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する。
※3 経済の発展と社会的課題の解決を両立する：経済発展に伴う食料の需要増加や国際競争激化などの社会的課題に対し、ＩｏＴやロボット、ＡＩ      
　　等の先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、食料の増産や食品ロスの削減、持続可能な産業化等を図ること。
※4 情報格差：インターネットなどの情報通信技術や、パソコン、スマートフォンなどの機器を持つ人と、持たない人の間で生まれる格差のこと。
※5 新たな在留資格：深刻な人手不足となっている産業分野に対し、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れていくため、平成31年  
　　（2019年）４月に創設された「特定技能」のこと。

時代の潮流　1

2018年
日本を訪れる外国人

3,000万人超

2065年
日本の人口は

約8,808万人

合計特殊出生率は

1.5を下回っている

2065年

高齢者に
国民約2.6人に1人は

2020年
9月末までに全世界で

が感染
3,300万人以上

用 語 解 説

12



第

　章 

2
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

第

　章 

2
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

　日本を旅行などで訪れる外国人は急増しており、平成30年（2018年）には
3,000万人を超えました。
　令和２年（2020年）には、新型コロナウイルス感染症拡大により、訪日外国人
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打ち出すなど、感染拡大防止に取り組みました。
　その後、国は、全都道府県を対象に「緊急事態宣言」を発出し、国民に外出の自
粛や「３つの密（密閉・密集・密接）」を避けるよう呼びかけ、全国の小中学校や高等学校が一斉に休校となった
ほか、企業等に対し、休業要請やテレワーク、テレビ会議の導入などにより、人と人との接触機会を大幅に削減
するよう求め、これにより、仕事や働き方など、国民の生活スタイルが急速に変化することになりました。
　国内外における移動制限や東京オリンピック・パラリンピックをはじめとする各種イベントの延期・中止等に
より、航空会社や飲食店、宿泊施設など、国内経済に大きな影響が生じており、新型コロナウイルス感染症拡大
の長期化に伴う国及び自治体の対策や、収束後の経済復興に向けた迅速な取組が求められています。

　スマートフォンやタブレット等が普及し、AI（人工知能）などICT（情報通信技
術）が日々進化する中、IoT（身の回りのものがインターネットとつながること）に
より、日常生活で便利さを感じることが増えています。
　また、様々な産業において、労働力不足への対応や知識・技術の継承、ニーズ
の多様化への対応などにICTが活用されています。さらには、場所を問わず、手元
の端末から全世界に情報発信することが簡単にできるようになり、新たなコミュ
ニケーションやビジネスの機会が広がっています。
　経済面では、電子マネーやスマートフォン等で支払いができる環境が普及し、世界中でキャッシュレス化が急
速に進展しています。
　このような中、国は、目指すべき未来社会の姿として、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工
業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く5番目の社会「Society5.0」を掲げ、ＩＣＴ等を活用し、
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済の発展と社会
的課題の解決を両立する※3、人間中心の社会の実現に取り組んでいます。
　ＩＣＴによって、日常生活が便利になった一方、インターネットを通じた犯罪やトラブル、個人情報の流出、情
報格差※4が発生するなど、新たな社会問題が生まれています。

　人口構造の変化に加え、急速に進む情報化や国際化など、我が国を取り巻く環境は大きく変化しています。
　千歳市のまちづくりについても、これら時代の潮流を踏まえ、的確に対応していくことが必要です。

　日本では、平成20年（2008年）をピークに人口減少が始まっており、国立社会保障・人口問題研究所※１の推
計では、令和47年（2065年）には、人口が約8,808万人になるとされています。
　総人口が減少する中、65歳以上の高齢者は増加を続け、令和18年（2036年）には国民の３人に１人が高齢者
になると推計されています。その後、令和25年（2043年）には高齢者人口が減少に転じるものの、高齢化率は上
昇を続け、令和47年（2065年）には38.4％に達し、国民の約2.6人に1人が高齢者になると推計されています。
　一方、合計特殊出生率※2は1.5を下回る状況が続いており、人口減少と少子高齢化が進展する中で、国内経済
の縮小や労働力不足、社会保障制度における支える人と支えられる人のアンバランス化などが日本経済に大き
な影響を与えることが懸念されています。また、地域や家庭における介護力が低下し、高齢者が高齢者を介護す
る「老老介護」がより深刻になっていくことも問題視されています。
　人口の推移を地球規模でみると、日本のように人口減少が進む国がある一方、アフリカを中心に急激に人口
増加が進む国もあり、国連の推計では、世界の総人口は令和元年（2019年）の77億人から令和12年（2030
年）には約85億人に、さらに令和32年（2050年）には約100億人に達する見込みとなっています。
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4.国際化の進展
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※1 国立社会保障・人口問題研究所：厚生労働省に所属する国立の研究機関のこと。人口や世帯の動向を捉えるとともに、国内外の社会保障政
　　策や制度についての研究を行っている。
※2 合計特殊出生率：15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する。
※3 経済の発展と社会的課題の解決を両立する：経済発展に伴う食料の需要増加や国際競争激化などの社会的課題に対し、ＩｏＴやロボット、ＡＩ      
　　等の先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、食料の増産や食品ロスの削減、持続可能な産業化等を図ること。
※4 情報格差：インターネットなどの情報通信技術や、パソコン、スマートフォンなどの機器を持つ人と、持たない人の間で生まれる格差のこと。
※5 新たな在留資格：深刻な人手不足となっている産業分野に対し、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れていくため、平成31年  
　　（2019年）４月に創設された「特定技能」のこと。
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5.地球環境の変動 8.地方創生の推進

9.持続可能性（サステナビリティ）の確保

6.国土強靭化の取組

7.価値観や生活様式の多様化

　国内の総人口が減少する中、東京圏※1への人口集中が進んでいます。
　国は、地方での雇用創出や大都市から地方への新しい人の流れをつくると
ともに、結婚・出産・子育ての希望をかなえ、安心して暮らせる魅力的な地域
をつくる「地方創生」を推進していますが、都市への人口集中は続いており、
人口だけでなく税収面などで大都市と地方の間の格差が広がっています。
　人口減少と少子化に歯止めがかからない中、将来的に存続できなくなるおそれがある自治体が指摘されてお
り、今後、更に進む人口減少が、自治体運営に大きな影響を与えることが予測されています。
　その一方で、地方創生を推進し、地域価値の創造・再生を図り、新たな活力を生み出している自治体もあり、
これからの自治体には、地域の特性を生かした政策立案に加え、地域力を生かした近隣自治体・企業等との連
携やシティセールス※2に関する力が問われています。

　社会経済の変化とともに、一人ひとりが持つ価値観やライフスタイルの多様化が進んでおり、近年では、多様
な価値観を持つ人たちへの理解を深め、配慮しようという動きも広がっています。
　また、人種や民族、国籍、社会的地位、障がいの有無など、多様性を認め合う「ダイバーシティ」や、一人ひとり
の個性を価値あるものと評価し、社会全体で包み込むように迎え入れる「インクルージョン」の考え方が尊重さ
れるようになり、実際に、教育や福祉、環境整備、ビジネスの場などで、これらの考えに基づいた取組が広まっ
ています。
　また、量より質を重視する価値観が普及し、精神的な豊かさや生活の質の向上を求める人が増えており、コト
消費※の拡大や多様な働き方ができる社会づくりに向けた取組が進められています。

　世界的な気候変動に伴い、日本においても大型の台風や局所的な短時間豪雨
等が頻発しており、各地で甚大な被害が発生しています。また、地理的・地形的
要因から大地震や火山噴火等の大災害もこれまで多く発生しており、その都
度、多くの人命が失われ、莫大な経済的・社会的・文化的損失を被ってきました。
　このような中、国は、大規模自然災害等から人命を守るとともに、経済社会が
致命的な被害を受けることなく迅速に復旧することができる、強くてしなやかな
国づくりを目指した「国土強靭化」や地域防災対策を進めており、地方自治体に
おいても、地域の特性に合わせた国土強靭化の取組が求められています。

※1 東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の１都３県のこと。
※2 シティセールス：定住・交流人口の増加や地域活性化、発展等を目的に、まちが有する資源や特性を市内外に売り込むこと。
※3 包摂性のある社会：社会的に弱い立場の人を含め、全ての人を排除せず受け入れ、支え合う社会のこと。

※ コト消費：物を所有することに価値を見出す消費傾向（モノ消費）に対して、商品やサービスを購入したことで得られる体験に価値を見出す消費
　 傾向のこと。

　生物やそれを取り巻く自然環境の保護など、環境分野で用いられることが多かった「持続可能性」という概念
は、より多くの分野で用いられるようになっています。
　世界では、地球の持続可能性が危ぶまれている中、平成27年（2015年）に、17のゴール（目標）と169のター
ゲットからなる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が国連で採択されました。ＳＤＧｓの達成に向けて、地球環
境を守りながら、多様性と包摂性のある社会※3の実現に各国が取り組んでおり、日本でも、ＳＤＧｓに基づく取
組が企業や自治体で進められています。
　また、厳しい財政状況が続く国や地方自治体では、「持続可能な財政運営」をいかに実現するかが大きな課題
となっています。
　人口減少、少子高齢化によって税収が減少する一方、社会保障費や老朽化が進む公共施設の更新費用、多発
する自然災害への対応・対策にかかる費用は増加傾向にあります。
　収入の増加が見込めない中、支出は増え続けることが予測されており、福祉施策やインフラの整備など、公
共事業を進めるうえで、「健全化」に加え「持続可能性」が重要な視点となっています。

　人間が地球環境に与える負荷は高い状況が続いており、環境問題は年々深刻
化しています。
　中でも、大気中にある二酸化炭素やメタン、フロンなどの温室効果ガスが増え
ることにより、気温の上昇や地球全体の気候が変化する「地球温暖化」が進んで
おり、気象庁や世界中の研究機関では、このままの状況が続くと21世紀末には
世界全体の年平均気温が約４℃高くなると予測されています。このような中、平
成４年（1992年）には、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極
的な目的とする「気候変動に関する国際連合枠組条約」が国連で採択されました
が、地球温暖化の進展に歯止めをかける状況には至っていません。
　このような中、平成27年（2015年）12月、フランスのパリで開催された第21
回国連気候変動枠組条約締結国会議（COP21）において、令和2年（2020年）
以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして「パリ協定」が採択されました。
　また、国では令和元年（2019年）６月、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定し、最終到達
点としての「脱炭素社会」を掲げ、野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指し、「環境と成長
の好循環」を実現することとしています。
　また、プラスチックごみによる海洋汚染が世界中に広がるなど、気候変動以外でも地球規模の環境問題が起
こっています。

21世紀末
世界全体の
年平均気温が

高くなると予測
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あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
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持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人々に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

持続可能な生産消費形態を確保する

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する

各国内及び各国間の不平等を是正する

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある
人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化を行う

全ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する

あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

ＳＤＧｓ 17のゴール

用 語 解 説用 語 解 説
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5.地球環境の変動 8.地方創生の推進

9.持続可能性（サステナビリティ）の確保

6.国土強靭化の取組

7.価値観や生活様式の多様化
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　その一方で、地方創生を推進し、地域価値の創造・再生を図り、新たな活力を生み出している自治体もあり、
これからの自治体には、地域の特性を生かした政策立案に加え、地域力を生かした近隣自治体・企業等との連
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　また、国では令和元年（2019年）６月、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定し、最終到達
点としての「脱炭素社会」を掲げ、野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指し、「環境と成長
の好循環」を実現することとしています。
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各国内及び各国間の不平等を是正する

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある
人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化を行う

全ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
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　千歳市の西に位置し、市民の誇りである支笏湖
は、その高い透明度から、環境省の湖沼水質測定
結果で、これまで20回も全国１位に輝いています。
　また、支笏湖の周辺には樽前山や風不死岳、恵
庭岳などの山々が連なっているほか、北海道三大
秘湖とも呼ばれるオコタンぺ湖を有するなど、千
歳市は自然の宝庫です。
　さらに、東部には自然豊かな農業地帯が広がり、
市街地中央部には、市民の憩いの場である青葉公
園に加え、毎年サケが遡上する清流千歳川をはじめ
とする恵まれた水資源を有しており、千歳川支流の
内別川は、市民の飲み水として貴重な水源となって
おり、環境省の名水百選※１に選ばれています。

　千歳市は、空・陸・海の交通ネットワークが結び
つく一大交通拠点としての優位性や豊富な地下水
などを生かし、11の工業団地を有しています。
　工業団地には、260社を超える企業が立地して
おり、自動車、半導体、食品、飲料、物流、研究施設
など、多岐にわたる生産・流通拠点が形成されて
います。

　千歳市には、２つの陸上自衛隊駐屯地と１つの
航空自衛隊基地が所在しているほか、航空機エン
ジンの性能試験等を行う千歳試験場や広大な北
海道大演習場を有するなど、日本における北方の
防衛拠点となっています。
　また、市内に居住する自衛隊員とその家族等は
人口の約25％を占めており、災害時の支援や町内
会活動、スポーツ・文化活動などを通じて市民生
活と深い関わりを持っています。

　千歳市には、令和２年（2020年）にユネスコ世
界遺産に推薦された「北海道・北東北の縄文遺跡
群」の構成資産である「国指定史跡キウス周堤墓
群※2」をはじめ、数多くの埋蔵文化財があります。
　また、「アイヌの伝統的芸能と工芸技術」や「泉
郷獅子舞」などの無形文化財も伝承・保存されて
おり、これまで先人たちが築いてきた歴史を身近
に感じることができます。

　千歳市の農業は、大規模経営と近代化が進めら
れており、農業産出額は石狩管内第１位となってい
ます。また、畜産業も盛んで、鶏卵産出額は道内第
１位となっています。
　さらに、都市部の人が農業地域の人たちと交流
し、農業体験などを楽しむグリーン・ツーリズムも
推進されており、農家レストランや観光農園など、
観光型農業も盛んに行われています。

　新千歳空港は、北は稚内、南は沖縄まで、国内の主
要空港と結ばれており、国内線乗降客数は2,000万人
を超え、羽田空港に次ぐ国内第２位となっています。
　国際線は、アジアを中心に20都市以上と結ばれ、年
間乗降客数は380万人を超えています。
　都市間輸送を担うＪＲ千歳線は、ＪＲ北海道の最大
幹線となっており、道内主要都市へのアクセスに優れ
ています。
　また、道路については、高速道路２路線と国道６路
線、道道14路線がネットワークを形成しています。さ
らに、鉄道及び道路で直結した苫小牧・室蘭には国際
拠点港湾があり、北海道における「空・陸・海」をつなぐ
一大交通拠点となっています。

新千歳空港は
国内線乗降客数

（令和元年度）

（令和元年度）

第2位

260社
を超える企業

11の工業団地に 鶏卵産出額

1位第道内

千歳市人口の

が自衛隊員とその家族
25％約

　千歳市は、北海道の中南部、石狩平野の南端に
位置し、札幌市や苫小牧市など４市４町に隣接し
ています。札幌市へは北へ40km、ＪＲ千歳線の快
速電車で約30分と至近距離にあります。
　また、千歳市は東西に長く、面積は594.5k㎡で
東京23区とほぼ同じ面積となっており、市域の西
部は、山岳地帯で支笏湖地域一帯は支笏洞爺国立
公園に指定され、中央部の市街地には、住宅や商
業施設、新千歳空港など都市機能が集中してお
り、東部は丘陵地帯で自然豊かな農業地帯となっ
ています。
　さらに、千歳市は道内でも降雪量が少なく、雪に
よる被害が比較的少ないほか、平成30年（2018年）
の北海道胆振東部地震でも道路や公共施設など
に大きな被害はありませんでした。

　千歳市には、多彩な人材や空港、自然、工業団地などの“資源”に基づく、多くの“特性”があり、これ
らを最大限に生かしたまちづくりを進める必要があります。
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2.北海道の一大交通拠点

1.位置・地勢

3.豊かな自然

4.多様な企業が立地する工業都市 5.道内有数の農業生産地域

6.日本有数の防衛施設が所在するまち 7.豊富な文化財

20回第1位

支笏湖は
湖沼水質測定結果

全国

※１ 名水百選：昭和60年（1985年）３月に、環境庁（今の環境省）が選定した、全国各地の「名水」とされる100か所の湧水や河川のこと。
※2 キウス周堤墓群：縄文時代後期後葉(紀元前1,200年頃)に構築された集団墓のこと。地面を円形に掘り下げ、周囲に土を環状に盛った区画の
　　中に墓坑を設け遺体を埋葬した。史跡指定地内には非常に大型のものを含め９基の周堤墓が存在。世界的にも狩猟採集民の築いた構造物 
　　としては最大級。

千歳市の資源・特性

国指定史跡
キウス周堤墓群

に推薦

2020年に
ユネスコ世界遺産
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います。

　千歳市には、２つの陸上自衛隊駐屯地と１つの
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１位となっています。
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推進されており、農家レストランや観光農園など、
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　新千歳空港は、北は稚内、南は沖縄まで、国内の主
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を超え、羽田空港に次ぐ国内第２位となっています。
　国際線は、アジアを中心に20都市以上と結ばれ、年
間乗降客数は380万人を超えています。
　都市間輸送を担うＪＲ千歳線は、ＪＲ北海道の最大
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拠点港湾があり、北海道における「空・陸・海」をつなぐ
一大交通拠点となっています。

新千歳空港は
国内線乗降客数

（令和元年度）

（令和元年度）

第2位

260社
を超える企業

11の工業団地に 鶏卵産出額

1位第道内

千歳市人口の

が自衛隊員とその家族
25％約

　千歳市は、北海道の中南部、石狩平野の南端に
位置し、札幌市や苫小牧市など４市４町に隣接し
ています。札幌市へは北へ40km、ＪＲ千歳線の快
速電車で約30分と至近距離にあります。
　また、千歳市は東西に長く、面積は594.5k㎡で
東京23区とほぼ同じ面積となっており、市域の西
部は、山岳地帯で支笏湖地域一帯は支笏洞爺国立
公園に指定され、中央部の市街地には、住宅や商
業施設、新千歳空港など都市機能が集中してお
り、東部は丘陵地帯で自然豊かな農業地帯となっ
ています。
　さらに、千歳市は道内でも降雪量が少なく、雪に
よる被害が比較的少ないほか、平成30年（2018年）
の北海道胆振東部地震でも道路や公共施設など
に大きな被害はありませんでした。

　千歳市には、多彩な人材や空港、自然、工業団地などの“資源”に基づく、多くの“特性”があり、これ
らを最大限に生かしたまちづくりを進める必要があります。
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2.北海道の一大交通拠点

1.位置・地勢

3.豊かな自然

4.多様な企業が立地する工業都市 5.道内有数の農業生産地域

6.日本有数の防衛施設が所在するまち 7.豊富な文化財

20回第1位

支笏湖は
湖沼水質測定結果

全国

※１ 名水百選：昭和60年（1985年）３月に、環境庁（今の環境省）が選定した、全国各地の「名水」とされる100か所の湧水や河川のこと。
※2 キウス周堤墓群：縄文時代後期後葉(紀元前1,200年頃)に構築された集団墓のこと。地面を円形に掘り下げ、周囲に土を環状に盛った区画の
　　中に墓坑を設け遺体を埋葬した。史跡指定地内には非常に大型のものを含め９基の周堤墓が存在。世界的にも狩猟採集民の築いた構造物 
　　としては最大級。
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　千歳市の暮らしに関する総合評価について、中学生は「とても良い」と「どちらかといえば良い」が
ほぼ同率で約４割ずつを占めています。一方、高校生は「どちらかといえば良い」が約半数（49.0％）、
大学生は「どちらかといえば良い」が４割弱（38.2％）でそれぞれ最多となっており、「とても良い」と
「どちらかといえば良い」を合わせた割合は、低い年代ほど高くなっています。

　総合計画の策定に当たり、まちづくりの評価や意向を把握するため、市民や中学生・高校生・大学
生等を対象にアンケートを実施しました。

　無作為抽出した18歳以上の市民3,000人を対象として実施した市民アンケートでは、千歳市の「住
みごこち」については約８割が肯定的な評価であり、「定住意向」については７割以上が今の場所に住
み続けたいと評価しています。

　千歳市の住みごこちについては、「どちらか
といえば住み良い」が49.0％で最も多く、次に
「住み良い」が28.4％で続きます。この２つを合
わせると77.4％となり、約８割が『住みごこちが
良い』と評価しています。

　市民の定住意向については、「今の場所に住
み続けたい」が71.6％で最も多くなっています
が、「市内の別の場所に移りたい」や「市外に移
りたい」という回答がそれぞれ１割前後を占め
ており、その理由として、買い物の不便さのほ
か医療や福祉面への不安などをあげています。

1.市民アンケート

2.中高生・大学生アンケート

市民の評価と意向3

〈住みごこち〉 〈定住意向〉

住み良い

どちらかといえば住み良い

どちらともいえない

どちらかといえば住みにくい

住みにくい

無回答

中学生
（779人）

とても良い
どちらかといえば良い
どちらかといえば良くない
良くない
わからない
無回答

今の場所に住み続けたい

市内の別の場所に移りたい

市外に移りたい

無回答

28.4％

49.0％

14.1％

6.3％

0.8％
1.3％

71.6％
9.5％

14.3％
4.6％

高校生
（496人）

大学生
（1,376人）

0％

43.3％

24.2％

8.3％ 38.2％ 22.0％ 8.7％ 10.3％ 12.4％

49.0％ 9.3％ 11.3％

43.4％ 6.4％

1.4％ 4.4％ 1.2％

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2.0％ 4.2％

1つだけ選択（市民851人） 1つだけ選択（市民851人）

1つだけ選択〈千歳市での暮らしに関する総合評価〉

第3章

目指す都市像
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りたい」という回答がそれぞれ１割前後を占め
ており、その理由として、買い物の不便さのほ
か医療や福祉面への不安などをあげています。
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住み良い

どちらかといえば住み良い

どちらともいえない

どちらかといえば住みにくい

住みにくい

無回答

中学生
（779人）

とても良い
どちらかといえば良い
どちらかといえば良くない
良くない
わからない
無回答

今の場所に住み続けたい

市内の別の場所に移りたい

市外に移りたい

無回答

28.4％

49.0％

14.1％
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0.8％
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14.3％
4.6％

高校生
（496人）
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（1,376人）
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　大正15年（1926年）、当時の千歳村民が総出で原野に一本の着陸場を造り、小樽新聞社（現 北海
道新聞社）所有の「北海」第１号が着陸しました。千歳における空港の始まりです。
　このことを原点として、千歳市民には、事に当たっては一致団結するという開拓精神がまちづくりの
根底に脈々と流れています。
　このような千歳の発展の歴史や、先人が時を重ねて守り続けてきた貴重な財産、また、支笏湖をはじ
めとする豊かな自然を、かけがえのない子どもたちの未来へ確実に受け継いでいく必要があります。
　近年は、国際化や情報化の進展に加え、ライフスタイルの多様化など、社会情勢の変化が極めて速
く、日々の変化に敏感に対応する必要があります。
　また、豊かな自然環境や豊富で良質な水、北海道内にとどまらず世界に通じる良好なアクセス性な
ど、千歳市が持つ特性や資源、優位性を最大限に生かし、まちの魅力や利便性をさらに高めるととも
に、積極的な情報発信に努め、まちの勢いを一層加速させることが重要となっています。

　「まちの活力、発展の原動力は“人”」です。

　人口の増加を維持し、目標に向かって市民や企業、行政が一体となって取り組むことは、活発な市
民活動や企業活動を生み、そのことがさらなるまちの活力となり、これから活躍する人たちが将来に
夢を持てるような新しい魅力を創ります。
　このことから、引き続きまちの勢いを持続し、このまちに暮らす市民がお互い支え合い「幸せ」を感
じ、「住みやすい」、「住んで良かった」と思える、活力あるまちづくりを推進します。

　本計画においては、将来にわたり人口増加が続く活気あふれるまちづくりに向け、次の時代を担う
若い世代の方々の様々な意見や、国際都市として多様な価値観を受け入れながら、市民の誇りである
新千歳空港や支笏湖及び周辺の山々、また、豊富で澄んだ水が流れる千歳川や内別川など、変わるこ
とのない千歳らしさを保ちつつ、全ての市民にとって住み良く、安全で安心できる魅力的なまちとし
ていくことを基本理念とします。

　基本理念に基づき、人口増加が続く活気あふれるまちづくりを目指す千歳市の将来都市像を次の
とおりとします。

将来都市像2

人口の増加を維持し、多彩
な市民や企業、団体、行政
が互いにつながり支え合い
ながら、人と活力、魅力があ
ふれる“幸せを感じるまち”

まちの勢いを持続し、人や
企業が新千歳空港を通じて
世界とつながり、国籍を問
わず多様な人・価値観を受
け入れる“開かれたまち”

村民の手によって造られた
一本の着陸場を原点とする
開拓精神や空港とともに歩
んできた歴史をまちの誇り
に、空港とともに成長・発展
し、人と物が活発に行き交
う“活力あふれるまち”

人をつなぐ 世界をつなぐ 空のまち

基本理念1
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村民の手によって造られた
一本の着陸場を原点とする
開拓精神や空港とともに歩
んできた歴史をまちの誇り
に、空港とともに成長・発展
し、人と物が活発に行き交
う“活力あふれるまち”

人をつなぐ 世界をつなぐ 空のまち

基本理念1
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● 千歳 市の人 口は 昭 和 3 3 年
（1958年）の市制施行以来順調
に増加を続けており、令和2年
（2020年）10月1日現在の人口
は、98,122人となっています。

人口の将来展望3

●年齢３区分別に人口の内訳を見
ると、年少人口（０～14歳）は減
少傾向、生産年齢人口（15～64
歳）は横ばいで推移しています。
また、65歳以上の老年人口は
年々増加傾向にあり、令和２年度
（2020年度）における高齢化率
は23.1％となっています。

【年齢３区分別人口の推移】

●千歳市の転入者及び転出者は、
それぞれ毎年、人口総数の約６％
にあたる5,000～6,000人で推
移しており、近年は増加傾向にあ
ります。

【転入・転出者数の推移】

千歳市の出生数は減少傾向にあ
り、令和元年（2019年）には10
年前と比べ約100人少ない812
人となっています。また、合計特
殊出生率※1も低下傾向にあり、平
成29年（2017年）に全国平均を
下回りましたが 、令 和 元 年
（2019年）には、再び全国平均を
上回る水準へ回復しています。

●

【合計特殊出生率の推移】

千歳市の人口
（2020年10月1日現在）

98,122人
　千歳市は、全国的に人口減少が進む中、人口増加を続け
る数少ないまちです。
　また、新千歳空港や支笏湖など多くの特性や優位性を有す
る発展の可能性に満ちたまちであり、今後も、空港の発展や
新たな企業の誘致、教育環境・住宅環境の充実等に取り組む
とともに、デジタル化のさらなる推進や、ＩＣＴを活用した新
しい働き方など多様なニーズへの積極的かつ柔軟な対応等
により、まちの魅力をさらに高めていくことが必要です。
　本計画では、人口増加が続く活気あふれるまちづくりに
向け、人口増加に特化した施策や事業を“人口戦略プロジェ
クト”と位置付け、転入超過数の維持や出生数の回復などに
戦略的に取り組み、道央圏の中核都市として、さらなる「高
み」を目指すこととし、令和12年（2030年）における千歳市
の将来人口を10万人とします。

2030年
千歳市の将来人口10万人

方向性1

方向性2

方向性3

雇用の創出や教育環境、住宅環境の充実等に取り組み、“人口の定着、転入者の増加”を目指します。

結婚や出産、子育てに関する希望をかなえる環境づくりに取り組み、“出生数の回復”を目指します。

千歳市が持つ多くの観光資源や地理的優位性※2などを生かして“交流人口※3の拡大”や“関係人
口※4の創出”を目指します。
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1.千歳市の人口の現状
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3.目指す方向性
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千歳市
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※1 合計特殊出生率：15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する。
※2 地理的優位性：道路網や鉄道網、空港等が整備されるなど、地理的に優れていること。
※3 交流人口：地域外からの旅行者や短期滞在者のこと。
※4 関係人口：通勤・通学者や過去に観光等で来訪経験のある人、ふるさと納税の寄附者など、まちにゆかりのある人たちのこと。

用 語 解 説
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● 千歳 市の人 口は 昭 和 3 3 年
（1958年）の市制施行以来順調
に増加を続けており、令和2年
（2020年）10月1日現在の人口
は、98,122人となっています。

人口の将来展望3

●年齢３区分別に人口の内訳を見
ると、年少人口（０～14歳）は減
少傾向、生産年齢人口（15～64
歳）は横ばいで推移しています。
また、65歳以上の老年人口は
年々増加傾向にあり、令和２年度
（2020年度）における高齢化率
は23.1％となっています。

【年齢３区分別人口の推移】

●千歳市の転入者及び転出者は、
それぞれ毎年、人口総数の約６％
にあたる5,000～6,000人で推
移しており、近年は増加傾向にあ
ります。

【転入・転出者数の推移】

千歳市の出生数は減少傾向にあ
り、令和元年（2019年）には10
年前と比べ約100人少ない812
人となっています。また、合計特
殊出生率※1も低下傾向にあり、平
成29年（2017年）に全国平均を
下回りましたが 、令 和 元 年
（2019年）には、再び全国平均を
上回る水準へ回復しています。

●

【合計特殊出生率の推移】

千歳市の人口
（2020年10月1日現在）

98,122人
　千歳市は、全国的に人口減少が進む中、人口増加を続け
る数少ないまちです。
　また、新千歳空港や支笏湖など多くの特性や優位性を有す
る発展の可能性に満ちたまちであり、今後も、空港の発展や
新たな企業の誘致、教育環境・住宅環境の充実等に取り組む
とともに、デジタル化のさらなる推進や、ＩＣＴを活用した新
しい働き方など多様なニーズへの積極的かつ柔軟な対応等
により、まちの魅力をさらに高めていくことが必要です。
　本計画では、人口増加が続く活気あふれるまちづくりに
向け、人口増加に特化した施策や事業を“人口戦略プロジェ
クト”と位置付け、転入超過数の維持や出生数の回復などに
戦略的に取り組み、道央圏の中核都市として、さらなる「高
み」を目指すこととし、令和12年（2030年）における千歳市
の将来人口を10万人とします。

2030年
千歳市の将来人口10万人

方向性1

方向性2

方向性3

雇用の創出や教育環境、住宅環境の充実等に取り組み、“人口の定着、転入者の増加”を目指します。

結婚や出産、子育てに関する希望をかなえる環境づくりに取り組み、“出生数の回復”を目指します。

千歳市が持つ多くの観光資源や地理的優位性※2などを生かして“交流人口※3の拡大”や“関係人
口※4の創出”を目指します。
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2.将来人口
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千歳市
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※1 合計特殊出生率：15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する。
※2 地理的優位性：道路網や鉄道網、空港等が整備されるなど、地理的に優れていること。
※3 交流人口：地域外からの旅行者や短期滞在者のこと。
※4 関係人口：通勤・通学者や過去に観光等で来訪経験のある人、ふるさと納税の寄附者など、まちにゆかりのある人たちのこと。

用 語 解 説
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農業地域

都市地域森林地域及び
自然公園地域

支笏湖

至岩見沢

千歳川
道道支笏湖公園線 至帯広

至苫小牧

至苫小牧

至苫小牧

JR千歳駅JR千歳線
道央自動車道

道東自動車道

JR石勝線

至札幌

至札幌

JR南千歳駅

JR新千歳空港駅
新千歳空港

337

36

276

453
16

※１ 都市地域：一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある地域のこと。都市計画法により、都市計画区域に指定されている     
　　市街化区域や市街化調整区域などをいう。
※2 低未利用地：空き地、空き家となっているなど、周辺と比較して有効に活用されていない土地のこと。

　千歳市は、東西に細長い行政区域を持ち、東から西に向かい、生産性の高い「農業地域」、空港や鉄
道を中心に人口の９割以上が居住する「都市地域※１」、山岳、湖などの自然環境に恵まれた支笏洞爺
国立公園支笏湖地域をはじめ、広大な国有林等を主とする「森林地域」及び「自然公園地域」で構成さ
れています。
　また、千歳市の特徴として市街地の東・西・南の三方に防衛施設が位置しているとともに、国・公有
地が総面積の約75％を占めるなど、土地利用に制限があります。
　近年の経済等のグローバル化、地球環境問題の進行や少子高齢化・人口減少等を背景に、持続可
能なまちの発展を目指すためには、自然環境の保全を図りつつ、有効かつ適切な土地利用を進めてい
くことが重要です。
　このことから、土地利用の基本方向を次のとおりとします。

土地利用の基本方針5

方向性1
環境と経済の調和を基本とし、市民が生き生きと暮らし、各種産業が展開できる社会の実現を
目指し、地域の特性などを十分に踏まえながら、都市地域・農業地域・森林地域及び自然公園地
域ごとに適正な土地利用を図ります。

方向性2 自然環境の保全を図りつつ、市民の生命及び財産を災害から守り、安全で安心な生活を確保す
るための都市基盤の整備について、総合的かつ計画的に進めます。

方向性3 将来の人口減少社会に備えて、既存施設や低未利用地※２などの有効活用を基本とし、成熟した
都市形成を推進します。

1.土地利用の基本方向

※1 激甚化：その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与える事態となること。
※2 交通の要衝：新千歳空港をはじめ、ＪＲ鉄道、高速道路、国道などが結節し、交通面で重要な場所となっていること。

国土強靭化の推進4
　我が国は、その国土の地理的・地形的・気象的な特性から、これまで数多くの災害に見舞われてきま
した。近年では、気候変動の影響から、大型台風の発生や局所的な短時間豪雨等による被害が頻発・
激甚化※1しており、各地で甚大な被害が発生しています。また、大地震や火山噴火等の大災害もこれま
で多く発生しており、平成23年（2011年）に発生した東日本大震災では、未曽有の大災害を経験し、事
前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策の総合的・計画的な実施が重要になりました。
　この教訓を踏まえ、国は平成25年（2013年）６月、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防
災・減災等に資する国土強靭化基本法」を制定しました。
　また、この法律に基づき、平成26年（2014年）６月に策定した「国土強靭化基本計画」では、「人命の
保護」、「国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される」、「国民の財産及び公共施設に
係る被害の最小化」、「迅速な復旧復興」を基本目標とし、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心
な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靭化」（ナショナル・レジリエンス）を推進することとし
ています。
　一方、千歳市においても、台風による大規模な倒木や土砂崩れ、地震による市内全域の長時間停電
（ブラックアウト）など、これまで想定していなかった事態が発生しています。さらに、支笏湖周辺には
活火山である樽前山と恵庭岳が存在し、中でも樽前山は、現在も噴気活動を続けており、注意が必要
であるほか、市街地中央部には千歳川をはじめとする複数の河川が流れていることから、浸水等の発
生にも備える必要があります。
　また、国内外の航空路線が就航する新千歳空港を有し、道内各地の主要都市を結ぶ鉄道や高速道
路網が整備され、北海道における交通の要衝※2となっている千歳市では、今後も災害等による様々な
被害により、市民生活や社会・経済活動に多大な影響が及ぶことが想定されます。
　このことから千歳市においても、国が策定した国土強靱化基本計画と整合を図りながら、地域の特
性に合わせた国土強靭化の取組を推進します。

千歳市総合防災訓練 樽前山

用 語 解 説用 語 解 説
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※１ 都市地域：一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある地域のこと。都市計画法により、都市計画区域に指定されている     
　　市街化区域や市街化調整区域などをいう。
※2 低未利用地：空き地、空き家となっているなど、周辺と比較して有効に活用されていない土地のこと。

　千歳市は、東西に細長い行政区域を持ち、東から西に向かい、生産性の高い「農業地域」、空港や鉄
道を中心に人口の９割以上が居住する「都市地域※１」、山岳、湖などの自然環境に恵まれた支笏洞爺
国立公園支笏湖地域をはじめ、広大な国有林等を主とする「森林地域」及び「自然公園地域」で構成さ
れています。
　また、千歳市の特徴として市街地の東・西・南の三方に防衛施設が位置しているとともに、国・公有
地が総面積の約75％を占めるなど、土地利用に制限があります。
　近年の経済等のグローバル化、地球環境問題の進行や少子高齢化・人口減少等を背景に、持続可
能なまちの発展を目指すためには、自然環境の保全を図りつつ、有効かつ適切な土地利用を進めてい
くことが重要です。
　このことから、土地利用の基本方向を次のとおりとします。

土地利用の基本方針5

方向性1
環境と経済の調和を基本とし、市民が生き生きと暮らし、各種産業が展開できる社会の実現を
目指し、地域の特性などを十分に踏まえながら、都市地域・農業地域・森林地域及び自然公園地
域ごとに適正な土地利用を図ります。

方向性2 自然環境の保全を図りつつ、市民の生命及び財産を災害から守り、安全で安心な生活を確保す
るための都市基盤の整備について、総合的かつ計画的に進めます。

方向性3 将来の人口減少社会に備えて、既存施設や低未利用地※２などの有効活用を基本とし、成熟した
都市形成を推進します。

1.土地利用の基本方向

※1 激甚化：その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与える事態となること。
※2 交通の要衝：新千歳空港をはじめ、ＪＲ鉄道、高速道路、国道などが結節し、交通面で重要な場所となっていること。

国土強靭化の推進4
　我が国は、その国土の地理的・地形的・気象的な特性から、これまで数多くの災害に見舞われてきま
した。近年では、気候変動の影響から、大型台風の発生や局所的な短時間豪雨等による被害が頻発・
激甚化※1しており、各地で甚大な被害が発生しています。また、大地震や火山噴火等の大災害もこれま
で多く発生しており、平成23年（2011年）に発生した東日本大震災では、未曽有の大災害を経験し、事
前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策の総合的・計画的な実施が重要になりました。
　この教訓を踏まえ、国は平成25年（2013年）６月、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防
災・減災等に資する国土強靭化基本法」を制定しました。
　また、この法律に基づき、平成26年（2014年）６月に策定した「国土強靭化基本計画」では、「人命の
保護」、「国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される」、「国民の財産及び公共施設に
係る被害の最小化」、「迅速な復旧復興」を基本目標とし、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心
な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靭化」（ナショナル・レジリエンス）を推進することとし
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　一方、千歳市においても、台風による大規模な倒木や土砂崩れ、地震による市内全域の長時間停電
（ブラックアウト）など、これまで想定していなかった事態が発生しています。さらに、支笏湖周辺には
活火山である樽前山と恵庭岳が存在し、中でも樽前山は、現在も噴気活動を続けており、注意が必要
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千歳市総合防災訓練 樽前山

用 語 解 説用 語 解 説
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　都市地域、農業地域、森林地域及び自然公園地域の土地利用の基本方向は、次のとおりとします。

●市街地については、将来の少子高齢化・人口減少に対応した、豊かで暮
　らしやすい都市形成を目指し、安全で快適な都市生活のために必要な
　都市機能の適正配置や既存施設・低未利用地などの有効活用、利便性
　の高い交通環境の確保を推進します。
●住宅系市街地については、無秩序な拡大を抑制することとし、低未利用
　地の有効活用を推進することを基本としますが、環境保全上の観点への
　配慮や農林業との十分な調整を図り、市街地整備の見通しが確実になっ
　た市街化調整区域について、市街化区域への編入を検討します。
●工業系市街地については、今後も企業誘致を推進し多様な産業の集積
　を目指し、低未利用地の有効活用を進めるほか、地域産業の活性化等を
　踏まえ、新千歳空港周辺の都市的土地利用の可能性について検討します。
●商業系市街地については、無秩序な拡大を抑制することとし、低未利用
　地の有効活用を推進することを基本とします。
●自然災害などに対する安全性を高めるとともに、地域の実情を考慮しな
　がら、災害に強い都市構造の形成を図ります。
●良好な都市景観の創出などにより、美しくゆとりある都市環境の形成を
　推進します。

●生産性が高く魅力ある農業経営を目指すため、土地改良や排水整備な
　ど優良農地の確保に努めます。
●農村における景観の維持・形成を図るとともに、適正な農用地利用に配
　慮しながら、地域資源の特性を生かした都市と農村の交流を促進する
　環境づくりに努めます。

●支笏洞爺国立公園に指定されている支笏湖及びその周辺地域について
　は、貴重な動植物、山岳、湖沼、景観などの優れた財産を保護するととも
　に、観光や自然体験・学習等の場として、環境との調和に努めながら計
　画的な利用に努めます。
●国有林をはじめとする原生的な森林や貴重な動植物が生息・生育する森
　林については、自然環境の維持と保全に努めます。
●国立公園以外の良好な自然を形成している地域については、将来にわたっ
　て市民がその恵みを享受できるよう、自然環境の適切な保全と調和を
　保った適切な利用に努めます。

2.地域類型別の土地利用の基本方向

第4章

まちづくりの
基本目標

都市地域

農業地域

森林地域及び自然公園地域
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❸全ての市民にとって住み良く、
　安全で安心できる
　魅力的なまちにします。

❷このまちに暮らす市民が
　お互い支え合い「幸せ」を感じ、
　「住みやすい」、「住んで良かった」と
　思える、活力あるまちづくりを
　推進します。

❶これから活躍する人たちが
　将来に夢を持てるような
　新しい魅力を創ります。

計画の体系
第
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4
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づ
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の
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第

　章 

4

10万人

将来都市像

基本理念

将来人口

あたたかさとつながりを
心で感じられるまち

充実した学びと
豊かな文化・
スポーツのまち

地の利と資源を
生かした産業のまち

暮らしやすく便利な
都市基盤があるまち

多彩な市民と
オール千歳で
挑戦するまち

災害や危険から
暮らしを守るまち

豊かな自然を育み
快適で住みよいまち

市民協働によるまちづくりを推進します。
自衛隊とともに発展するまちづくりに努めます。
シティセールスを戦略的に推進します。
健全で効率的な行財政運営に努めます。

1
2
3
4

展
開
方
針

地球の環境を守る取組を推進します。
美しい千歳の自然環境を守り、次の世代への継承に努めます。
廃棄物の減量化・再資源化が進んだ循環型社会の形成を推進します。
安全で快適な生活環境の維持、向上に努めます。

1

2

3

4

展
開
方
針

住みよさとにぎわいを生み出す市街地の形成に努めます。
誰もが安心して暮らせる住まいづくりを推進します。
空港を核としたまちづくりを推進します。
快適で利用しやすい公共交通の充実に努めます。
安全で快適な道路環境の確保に努めます。
川とともに安心して暮らせるまちづくりに努めます。
緑豊かなまちづくりを推進します。
未来につなげる強靭な水道・下水道づくりを推進します。

1
2
3
4
5
6
7
8

展
開
方
針

地域資源を生かし次世代につなぐ農林業を推進します。
支笏湖チップの保全と活用に努めます。
強みを生かした企業誘致と円滑な企業活動への支援を推進します。
身近な買い物やサービスを支える商工業の振興に努めます。
色々な千歳を知り楽しむことができる、観光の振興に努めます。
多様な地域と様々な分野でつながる交流を推進します。
雇用者、求職者の支援と安定に努めます。

1
2
3
4
5
6
7

展
開
方
針

地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進し､あったかみのあるまちの実現に努めます。
健康づくりを推進し、心身ともに健康な市民の増加に努めます。
地域全体で、より安心できる医療の提供に努めます。
高齢者が健やかに安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進します。
障がいのある人が､安心して､自立した生活を送ることができる地域づくりを推進します。
切れ目のない子育て支援の充実に努めます。
誰もが安心して生活できるよう相談や支援の充実に努めます。

1
2
3
4
5
6
7

展
開
方
針

生涯学習により市民が活躍するまちづくりを推進します。
生き生きと学び育つことができる小中学校教育の充実に努めます。
高等教育等の機会を確保するとともに、学園都市の形成に努めます。
各世代の生活課題や地域課題に対応した社会教育の充実に努めます。
文化芸術の振興と文化財の保護・継承に努めます。
誰もがスポーツに親しめる生涯スポーツの普及に努めます。

1
2
3
4
5
6

展
開
方
針

防災・減災対策の充実強化を図り、災害等に強いまち・ひとづくりを推進します。
交通事故や犯罪のない社会の実現に努めます。
消防・救急体制の充実強化を図るとともに、火災予防を推進します。

1
2
3

展
開
方
針

1基本目標1基本目標1基本目標1基本目標

2基本目標2基本目標2基本目標2基本目標

3基本目標3基本目標3基本目標3基本目標

4基本目標4基本目標4基本目標4基本目標

5基本目標5基本目標5基本目標5基本目標

6基本目標6基本目標6基本目標6基本目標

7基本目標7基本目標7基本目標7基本目標
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第
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4

まちの現状と課題

目標とするまちの姿 

あたたかさとつながりを
心で感じられるまち

「第４章 まちづくりの基本目標」の構成 

■少子高齢化等による急速な人口減少などにより、社会構造や経済情勢が大きく変化するこ
　とに従い、人々の価値観が多様化し、地域社会における住民のつながりが希薄になるなど、
　生活の様々な場において、支え合いの基盤が弱まってきています。このことから、市民が必
　要とする保健・福祉・介護・医療・子育てなどに関する相談や情報を円滑に受けることができ
　るよう、包括的な相談体制の構築や、情報の発信方法を拡充することが重要です。

　子どもから高齢者まで、また、一人暮らしから大家族まで、それぞれの年齢やライフスタイル
で生活している誰もが、お互いの理解を深め支え合うことができる「あたたかさとつながりを
心で感じられるまち」を目指します。

■保健・福祉・介護・医療・子育てなどに関する施策は、日常生活や健康、生きることにつながる
　取組が多くありますが、地域でのつながりが希薄化している中、悩みを誰にも相談できず孤
　立してしまう人も少なくありません。国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」の理
　念でもある「誰一人取り残さない世界の実現」を目指し、複合的な課題を抱えた人であって
　も適切な支援を受けられるよう、地域住民や関係機関等との連携を深め、専門的な支援体
　制を構築することが必要です。

■社会構造の変化や、ライフスタイルの多様化が進む中、市民一人ひとりが地域社会の一員で
　あることの意識を高め、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、支え合い地域をともに
　創っていく地域共生社会※の実現に向けた支援を行うことが必要です。

地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進し、あったかみのあるまちの実現に努めます。1.
健康づくりを推進し、心身ともに健康な市民の増加に努めます。2.
地域全体で、より安心できる医療の提供に努めます。3.
高齢者が健やかに安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進します。4.
障がいのある人が、安心して、自立した生活を送ることができる地域づくりを推進します。5.
切れ目のない子育て支援の充実に努めます。6.
誰もが安心して生活できるよう相談や支援の充実に努めます。7.

展開方針

※ 地域共生社会：制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と
　　資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

基本目標の
タイトルです。

基本目標に関する
広い視点で見た
現状と課題を
示しています。

基本目標のタイトルに
込めたまちの姿を
より詳しく示しています。

基本目標を達成するために
位置付けた展開方針を
示しています。

専門用語の解説文を
記載しています。

1基本目標1基本目標1基本目標1基本目標

用 語 解 説
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まちの現状と課題

目標とするまちの姿 

あたたかさとつながりを
心で感じられるまち

「第４章 まちづくりの基本目標」の構成 

■少子高齢化等による急速な人口減少などにより、社会構造や経済情勢が大きく変化するこ
　とに従い、人々の価値観が多様化し、地域社会における住民のつながりが希薄になるなど、
　生活の様々な場において、支え合いの基盤が弱まってきています。このことから、市民が必
　要とする保健・福祉・介護・医療・子育てなどに関する相談や情報を円滑に受けることができ
　るよう、包括的な相談体制の構築や、情報の発信方法を拡充することが重要です。

　子どもから高齢者まで、また、一人暮らしから大家族まで、それぞれの年齢やライフスタイル
で生活している誰もが、お互いの理解を深め支え合うことができる「あたたかさとつながりを
心で感じられるまち」を目指します。

■保健・福祉・介護・医療・子育てなどに関する施策は、日常生活や健康、生きることにつながる
　取組が多くありますが、地域でのつながりが希薄化している中、悩みを誰にも相談できず孤
　立してしまう人も少なくありません。国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」の理
　念でもある「誰一人取り残さない世界の実現」を目指し、複合的な課題を抱えた人であって
　も適切な支援を受けられるよう、地域住民や関係機関等との連携を深め、専門的な支援体
　制を構築することが必要です。

■社会構造の変化や、ライフスタイルの多様化が進む中、市民一人ひとりが地域社会の一員で
　あることの意識を高め、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、支え合い地域をともに
　創っていく地域共生社会※の実現に向けた支援を行うことが必要です。

地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進し、あったかみのあるまちの実現に努めます。1.
健康づくりを推進し、心身ともに健康な市民の増加に努めます。2.
地域全体で、より安心できる医療の提供に努めます。3.
高齢者が健やかに安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進します。4.
障がいのある人が、安心して、自立した生活を送ることができる地域づくりを推進します。5.
切れ目のない子育て支援の充実に努めます。6.
誰もが安心して生活できるよう相談や支援の充実に努めます。7.

展開方針

※ 地域共生社会：制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と
　　資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

基本目標の
タイトルです。

基本目標に関する
広い視点で見た
現状と課題を
示しています。

基本目標のタイトルに
込めたまちの姿を
より詳しく示しています。

基本目標を達成するために
位置付けた展開方針を
示しています。

専門用語の解説文を
記載しています。

1基本目標1基本目標1基本目標1基本目標

用 語 解 説
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目標とするまちの姿 

豊かな自然を育み
快適で住みよいまち

　身近な生活空間から支笏湖を包む大自然まで、千歳に広がる豊かな自然環境を継承し、快
適に暮らすことができる「豊かな自然を育み快適で住みよいまち」を目指します。

　災害への備えの意識や日常生活と隣り合わせにある交通事故、犯罪などを未然に防ぐ意識
を日頃から高め合い、安全・安心なまちづくりを着実に進め、被害を最小限に抑え、災害時も
みんなで助け合い、困難を乗り越えることができる「災害や危険から暮らしを守るまち」を目
指します。

■千歳市には、支笏湖や千歳川をはじめ、市民の憩いの場である青葉公園など豊かな自然が
　身近にあり、特に支笏湖周辺は樽前山や恵庭岳などの山々が連なる自然の宝庫となってい
　ます。これらの自然は、きれいな水やさわやかな空気を生み出し、動植物の多様性を支えて
　います。近年の気候変動や多発する自然災害、外来種の侵入、人為的な影響などから良好な
　自然環境を守り、後世に引き継いでいくことが必要です。

■地球温暖化による気候変動は、世界各地の人々の暮らしや自然環境に様々な影響を与えて
　います。千歳市でも、これまで想定していなかったような大雨や台風により、市民生活に影
　響を及ぼすことが増えています。地球温暖化対策として、市民や企業に行動を促すととも
　に、環境にやさしいエネルギーの普及などを進めていくことが必要です。 

■市民生活や経済活動の中では、様々な廃棄物が発生しますが、近年はこれらの廃棄物をで
　きるだけ減らすことや、資源として循環させていくことが求められています。千歳市では、市
　民や企業、周辺自治体と連携・協働し、廃棄物の資源化や適正処理に取り組んでいますが、
　分別・リサイクル意識の醸成や、不適正排出、不法投棄などへの対応には、市民や企業等が
　問題意識を持ち実践していくことが必要です。これまでの取組を継承しつつ、快適で住みよ
　い生活環境を維持し、良好な環境を後世に引き継いでいくことが必要です。

■千歳市には、新千歳空港や航空自衛隊千歳基地等が所在しており、これら施設の設置・運用
　に伴う各種障害について解消や緩和を図るなど、市民が快適に暮らすことができるよう、身
　近な生活空間における環境の維持・向上に努める必要があります。

地球の環境を守る取組を推進します。1.
美しい千歳の自然環境を守り、次の世代への継承に努めます。2.
廃棄物の減量化・再資源化が進んだ循環型社会の形成を推進します。3.
安全で快適な生活環境の維持、向上に努めます。4.

展開方針

2基本目標2基本目標2基本目標2基本目標 3基本目標3基本目標3基本目標3基本目標

まちの現状と課題まちの現状と課題

目標とするまちの姿 

災害や危険から
暮らしを守るまち

■平成23年（2011年）に東日本大震災が発生した後も、熊本地震のほか、平成30年（2018年）
には北海道胆振東部地震が発生しました。また、台風や集中豪雨による風水害など自然災害
が頻発しており、防災に関する制度や対策の強化などの公助に加え、「自分の命は自分で守
る」、「自分たちのまちは自分たちで守る」という自助・共助の大切さが数々の災害を経て教訓
となっています。交通安全や防犯、消防においても、被害を未然に防ぐ環境づくりとともに、
市民の意識を高め、一人ひとりの行動や地域での活動につなげていくことが重要です。

超高齢社会の進展を背景に、全国的に高齢者が交通事故の当事者となる比率が高くなってい
ます。また、犯罪事件の多様化、複雑化に伴い、誰もが犯罪に巻き込まれる可能性が増加して
います。このような中、安全で安心して生活できるまちづくりを、防災や交通安全、防犯、消防
などの面から着実に進めていくことが必要です。

■

防災・減災対策の充実強化を図り、災害等に強いまち・ひとづくりを推進します。1.
交通事故や犯罪のない社会の実現に努めます。2.
消防・救急体制の充実強化を図るとともに、火災予防を推進します。3.

展開方針
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目標とするまちの姿 

豊かな自然を育み
快適で住みよいまち

　身近な生活空間から支笏湖を包む大自然まで、千歳に広がる豊かな自然環境を継承し、快
適に暮らすことができる「豊かな自然を育み快適で住みよいまち」を目指します。

　災害への備えの意識や日常生活と隣り合わせにある交通事故、犯罪などを未然に防ぐ意識
を日頃から高め合い、安全・安心なまちづくりを着実に進め、被害を最小限に抑え、災害時も
みんなで助け合い、困難を乗り越えることができる「災害や危険から暮らしを守るまち」を目
指します。

■千歳市には、支笏湖や千歳川をはじめ、市民の憩いの場である青葉公園など豊かな自然が
　身近にあり、特に支笏湖周辺は樽前山や恵庭岳などの山々が連なる自然の宝庫となってい
　ます。これらの自然は、きれいな水やさわやかな空気を生み出し、動植物の多様性を支えて
　います。近年の気候変動や多発する自然災害、外来種の侵入、人為的な影響などから良好な
　自然環境を守り、後世に引き継いでいくことが必要です。

■地球温暖化による気候変動は、世界各地の人々の暮らしや自然環境に様々な影響を与えて
　います。千歳市でも、これまで想定していなかったような大雨や台風により、市民生活に影
　響を及ぼすことが増えています。地球温暖化対策として、市民や企業に行動を促すととも
　に、環境にやさしいエネルギーの普及などを進めていくことが必要です。 

■市民生活や経済活動の中では、様々な廃棄物が発生しますが、近年はこれらの廃棄物をで
　きるだけ減らすことや、資源として循環させていくことが求められています。千歳市では、市
　民や企業、周辺自治体と連携・協働し、廃棄物の資源化や適正処理に取り組んでいますが、
　分別・リサイクル意識の醸成や、不適正排出、不法投棄などへの対応には、市民や企業等が
　問題意識を持ち実践していくことが必要です。これまでの取組を継承しつつ、快適で住みよ
　い生活環境を維持し、良好な環境を後世に引き継いでいくことが必要です。

■千歳市には、新千歳空港や航空自衛隊千歳基地等が所在しており、これら施設の設置・運用
　に伴う各種障害について解消や緩和を図るなど、市民が快適に暮らすことができるよう、身
　近な生活空間における環境の維持・向上に努める必要があります。

地球の環境を守る取組を推進します。1.
美しい千歳の自然環境を守り、次の世代への継承に努めます。2.
廃棄物の減量化・再資源化が進んだ循環型社会の形成を推進します。3.
安全で快適な生活環境の維持、向上に努めます。4.

展開方針

2基本目標2基本目標2基本目標2基本目標 3基本目標3基本目標3基本目標3基本目標

まちの現状と課題まちの現状と課題

目標とするまちの姿 

災害や危険から
暮らしを守るまち

■平成23年（2011年）に東日本大震災が発生した後も、熊本地震のほか、平成30年（2018年）
には北海道胆振東部地震が発生しました。また、台風や集中豪雨による風水害など自然災害
が頻発しており、防災に関する制度や対策の強化などの公助に加え、「自分の命は自分で守
る」、「自分たちのまちは自分たちで守る」という自助・共助の大切さが数々の災害を経て教訓
となっています。交通安全や防犯、消防においても、被害を未然に防ぐ環境づくりとともに、
市民の意識を高め、一人ひとりの行動や地域での活動につなげていくことが重要です。

超高齢社会の進展を背景に、全国的に高齢者が交通事故の当事者となる比率が高くなってい
ます。また、犯罪事件の多様化、複雑化に伴い、誰もが犯罪に巻き込まれる可能性が増加して
います。このような中、安全で安心して生活できるまちづくりを、防災や交通安全、防犯、消防
などの面から着実に進めていくことが必要です。

■

防災・減災対策の充実強化を図り、災害等に強いまち・ひとづくりを推進します。1.
交通事故や犯罪のない社会の実現に努めます。2.
消防・救急体制の充実強化を図るとともに、火災予防を推進します。3.

展開方針
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目標とするまちの姿 

充実した学びと
豊かな文化・スポーツのまち

　教育環境の整備を進め、幼児期から生涯にわたって市民が生き生きと学び、教養を深める
機会を創出するとともに、文化芸術活動やスポーツ活動を通じて交流の輪を広げ、まちづくり
や地域活性化の力となっていく「充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち」を目指します。

■学習指導要領が改訂※され、グローバル化やＡＩ（人工知能）などの技術革新が急速に進む
　中、子どもたちの生きる力を育む教育が進められる一方、不登校やいじめへの対応、ニーズが
　高まる特別支援教育の充実など、学校教育に求められる内容は多様化・拡大しており、これ
　ら社会状況等の変化に対応していく必要があります。

■公立千歳科学技術大学をはじめ、北海道千歳リハビリテーション大学、日本航空専門学校が
　ある千歳市は、多くの若者が学ぶ学園都市としての顔があります。イベントへの参加や地域
　住民向けの教室・講座の開催、地域の課題解決などを通じ、千歳市のまちづくりに貢献して
　いるこれらの高等教育機関との連携を深め、学び生活しやすいまちとして学生たちに一層親
　しまれるようになることが必要です。

■健康な高齢者が増加傾向にあり、生涯にわたって学びやスポーツを楽しみたいと考える人が
　増加しています。人生100年時代を見据えたライフサイクルの中で、千歳市においても生涯を
　通じて学習やスポーツと親しみ、時代の変化に応じたスキルの獲得や心身の健康づくりを促
　進していくことが必要です。また、全国各地からの転入者が多い千歳市には多彩な知識や技術
　を持つ人も多いことから、こうした知識や技術を生涯学習に活用するなど、千歳ならではの
　学びと学びを生かした活動の場づくりを進めていく必要があります。

■子どもから大人まで世代にかかわらず、魅力ある教育が受けられることは重要であり、学校
　教育をはじめ社会教育、文化・スポーツ活動など、様々な分野から教育・活動の機会を充実
　させていくことが必要です。

生涯学習により市民が活躍するまちづくりを推進します。1.
生き生きと学び育つことができる小中学校教育の充実に努めます。2.
高等教育等の機会を確保するとともに、学園都市の形成に努めます。3.
各世代の生活課題や地域課題に対応した社会教育の充実に努めます。4.
文化芸術の振興と文化財の保護・継承に努めます。5.
誰もがスポーツに親しめる生涯スポーツの普及に努めます。6.

展開方針

目標とするまちの姿 

地の利と資源を
生かした産業のまち

　豊かな自然環境をはじめ、新千歳空港や多くの立地企業・人材など、千歳市が持つ地域資源
を生かし産業を振興することで、市民の生活が豊かになり、地域経済も発展する「地の利と資
源を生かした産業のまち」を目指します。

■千歳市は、石狩管内一の農業生産地域であり、スマート農業※1や森林環境譲与税※2による
　新たな森林整備、貴重な支笏湖チップ※3のブランド化などに新たな動きも見られます。これ
　らに対する市民の認知度を高め、消費の拡大や担い手の確保などを促進していくことが必
　要です。

■観光や商業については、外国人観光客の増加などにより、観光入込客数は増加傾向にあり
　ましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い旅行者が激減していることから、感染症
　対策に加え、ワーケーション※4などの新たなニーズに対応することが必要です。また、長期滞
　在者や空港利用者を市内の回遊に十分結びつけることができていない状況が見られること
　から、旅行者の誘客や市内における回遊を促進するため、観光事業者や商業者などと連携
　し、宿泊地や観光地、商業地としてのまちの魅力を高めることが必要です。

■新千歳空港を核に空・陸・海が有機的に結びつく立地条件の良さなどにより、多くの事業所
　が集積しています。また、新千歳空港の民間委託が開始され、機能拡張に伴う立地企業の増
　加も期待されることから、千歳市が持つ特性を最大限に生かし、多様な企業の誘致に取り
　組んでいく必要があります。

地域資源を生かし次世代につなぐ農林業を推進します。1.
支笏湖チップの保全と活用に努めます。2.
強みを生かした企業誘致と円滑な企業活動への支援を推進します。3.
身近な買い物やサービスを支える商工業の振興に努めます。4.
色々な千歳を知り楽しむことができる、観光の振興に努めます。5.
多様な地域と様々な分野でつながる交流を推進します。6.
雇用者、求職者の支援と安定に努めます。7.

展開方針

※ 学習指導要領の改訂：小学校では令和2年度（2020年度）、中学校では令和3年度（2021年度）から全面実施、高等学校では令和4年度 
　（2022年度）の入学生から年次進行で実施される。

用 語 解 説

※1 スマート農業：ロボット技術などの先端技術を活用し、省力化や高品質生産等を可能にする新たな技術のこと。労働力の軽減や、それに伴う 
      圃場・収穫量の拡大を図ることができる。ＧＮＳＳ(Global Navigation Satellite System）を使用したトラクター等の操作やドローンの活用などがある。
※2 森林環境譲与税：森林環境税（温室効果ガス排出削減や災害防止を図るために必要な地方財源確保のため創設）の収入額を地方自治
　　体に譲与するもの。森林整備及びその促進に関する事業を実施するための財源として活用される。
※3 支笏湖チップ：支笏湖に生息するヒメマスのこと。釣り人や地元から”チップ”の名称で親しまれており、平成30年度（2018年度）から支笏湖
　　チップの名称で地域ブランド化に取り組んでいる。
※4 ワーケーション：「ワーク」（労働）と「バケーション」（休暇）を組み合わせた造語で、観光地でテレワークなどにより働きながら休暇をとる過ご    
       し方のこと。

4基本目標4基本目標4基本目標4基本目標 5基本目標5基本目標5基本目標5基本目標

まちの現状と課題まちの現状と課題

用 語 解 説
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目標とするまちの姿 

充実した学びと
豊かな文化・スポーツのまち

　教育環境の整備を進め、幼児期から生涯にわたって市民が生き生きと学び、教養を深める
機会を創出するとともに、文化芸術活動やスポーツ活動を通じて交流の輪を広げ、まちづくり
や地域活性化の力となっていく「充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち」を目指します。

■学習指導要領が改訂※され、グローバル化やＡＩ（人工知能）などの技術革新が急速に進む
　中、子どもたちの生きる力を育む教育が進められる一方、不登校やいじめへの対応、ニーズが
　高まる特別支援教育の充実など、学校教育に求められる内容は多様化・拡大しており、これ
　ら社会状況等の変化に対応していく必要があります。

■公立千歳科学技術大学をはじめ、北海道千歳リハビリテーション大学、日本航空専門学校が
　ある千歳市は、多くの若者が学ぶ学園都市としての顔があります。イベントへの参加や地域
　住民向けの教室・講座の開催、地域の課題解決などを通じ、千歳市のまちづくりに貢献して
　いるこれらの高等教育機関との連携を深め、学び生活しやすいまちとして学生たちに一層親
　しまれるようになることが必要です。

■健康な高齢者が増加傾向にあり、生涯にわたって学びやスポーツを楽しみたいと考える人が
　増加しています。人生100年時代を見据えたライフサイクルの中で、千歳市においても生涯を
　通じて学習やスポーツと親しみ、時代の変化に応じたスキルの獲得や心身の健康づくりを促
　進していくことが必要です。また、全国各地からの転入者が多い千歳市には多彩な知識や技術
　を持つ人も多いことから、こうした知識や技術を生涯学習に活用するなど、千歳ならではの
　学びと学びを生かした活動の場づくりを進めていく必要があります。

■子どもから大人まで世代にかかわらず、魅力ある教育が受けられることは重要であり、学校
　教育をはじめ社会教育、文化・スポーツ活動など、様々な分野から教育・活動の機会を充実
　させていくことが必要です。

生涯学習により市民が活躍するまちづくりを推進します。1.
生き生きと学び育つことができる小中学校教育の充実に努めます。2.
高等教育等の機会を確保するとともに、学園都市の形成に努めます。3.
各世代の生活課題や地域課題に対応した社会教育の充実に努めます。4.
文化芸術の振興と文化財の保護・継承に努めます。5.
誰もがスポーツに親しめる生涯スポーツの普及に努めます。6.

展開方針

目標とするまちの姿 

地の利と資源を
生かした産業のまち

　豊かな自然環境をはじめ、新千歳空港や多くの立地企業・人材など、千歳市が持つ地域資源
を生かし産業を振興することで、市民の生活が豊かになり、地域経済も発展する「地の利と資
源を生かした産業のまち」を目指します。

■千歳市は、石狩管内一の農業生産地域であり、スマート農業※1や森林環境譲与税※2による
　新たな森林整備、貴重な支笏湖チップ※3のブランド化などに新たな動きも見られます。これ
　らに対する市民の認知度を高め、消費の拡大や担い手の確保などを促進していくことが必
　要です。

■観光や商業については、外国人観光客の増加などにより、観光入込客数は増加傾向にあり
　ましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い旅行者が激減していることから、感染症
　対策に加え、ワーケーション※4などの新たなニーズに対応することが必要です。また、長期滞
　在者や空港利用者を市内の回遊に十分結びつけることができていない状況が見られること
　から、旅行者の誘客や市内における回遊を促進するため、観光事業者や商業者などと連携
　し、宿泊地や観光地、商業地としてのまちの魅力を高めることが必要です。

■新千歳空港を核に空・陸・海が有機的に結びつく立地条件の良さなどにより、多くの事業所
　が集積しています。また、新千歳空港の民間委託が開始され、機能拡張に伴う立地企業の増
　加も期待されることから、千歳市が持つ特性を最大限に生かし、多様な企業の誘致に取り
　組んでいく必要があります。

地域資源を生かし次世代につなぐ農林業を推進します。1.
支笏湖チップの保全と活用に努めます。2.
強みを生かした企業誘致と円滑な企業活動への支援を推進します。3.
身近な買い物やサービスを支える商工業の振興に努めます。4.
色々な千歳を知り楽しむことができる、観光の振興に努めます。5.
多様な地域と様々な分野でつながる交流を推進します。6.
雇用者、求職者の支援と安定に努めます。7.

展開方針

※ 学習指導要領の改訂：小学校では令和2年度（2020年度）、中学校では令和3年度（2021年度）から全面実施、高等学校では令和4年度 
　（2022年度）の入学生から年次進行で実施される。

用 語 解 説

※1 スマート農業：ロボット技術などの先端技術を活用し、省力化や高品質生産等を可能にする新たな技術のこと。労働力の軽減や、それに伴う 
      圃場・収穫量の拡大を図ることができる。ＧＮＳＳ(Global Navigation Satellite System）を使用したトラクター等の操作やドローンの活用などがある。
※2 森林環境譲与税：森林環境税（温室効果ガス排出削減や災害防止を図るために必要な地方財源確保のため創設）の収入額を地方自治
　　体に譲与するもの。森林整備及びその促進に関する事業を実施するための財源として活用される。
※3 支笏湖チップ：支笏湖に生息するヒメマスのこと。釣り人や地元から”チップ”の名称で親しまれており、平成30年度（2018年度）から支笏湖
　　チップの名称で地域ブランド化に取り組んでいる。
※4 ワーケーション：「ワーク」（労働）と「バケーション」（休暇）を組み合わせた造語で、観光地でテレワークなどにより働きながら休暇をとる過ご    
       し方のこと。

4基本目標4基本目標4基本目標4基本目標 5基本目標5基本目標5基本目標5基本目標

まちの現状と課題まちの現状と課題

用 語 解 説
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目標とするまちの姿 

暮らしやすく便利な
都市基盤があるまち

　これまで整備してきた都市基盤の利便性や強さを更に高め、市民が安心して快適に暮らし、
にぎわいを生み出すことのできる「暮らしやすく便利な都市基盤があるまち」を目指します。

■住みよさとにぎわいを生み出し、まちの発展を続けていくためには、計画的な土地利用や都
　市基盤の持つ機能を維持していくことが重要であることから、多様化する住宅ニーズに合わ
　せた住まいづくりや、空き地や空き家などの低未利用地※1、グリーンベルト※2や千歳川周辺
　などの公共空間※3を有効的に活用することが必要です。
■大正15年（1926年）の村民総出で造った着陸場が空港の原点であり、空港とともに発展し
　てきた歴史を市民と共有しながら、空港の機能や魅力を最大限に活用し、空港を核としたま
　ちづくりを推進することが必要です。また、市民にとって身近な交通手段である公共交通の
　確保も重要であることから、市民ニーズや社会情勢の変化を的確に把握し、快適で利用しや
　すい公共交通の充実に努めることが必要です。
■昭和40年代から昭和50年代の経済成長期に集中的に整備した公共施設や道路・公園・上下
　水道などは、経年変化による老朽化に伴い整備が必要となる施設が増えています。市民にとっ
　て安全で快適な住みよいまちとするためには、老朽化が進む公共施設等の適切な維持管理を
　行うとともに、耐震化や長寿命化※4の整備を計画的に進めるなど、都市基盤の強靭化※5や有
　効利用に努めることが必要です。

住みよさとにぎわいを生み出す市街地の形成に努めます。1.
誰もが安心して暮らせる住まいづくりを推進します。2.
空港を核としたまちづくりを推進します。3.
快適で利用しやすい公共交通の充実に努めます。4.
安全で快適な道路環境の確保に努めます。5.
川とともに安心して暮らせるまちづくりに努めます。6.
緑豊かなまちづくりを推進します。7.
未来につなげる強靭な水道・下水道づくりを推進します。8.

展開方針

目標とするまちの姿 

多彩な市民と
オール千歳で挑戦するまち

　時代とともに生まれる様々な課題や目標に対し、千歳市民をはじめ、千歳市に縁のある人た
ちが持つ多彩な知恵や経験を結集し、解決に向けて取り組んでいくことができる「多彩な市民
とオール千歳で挑戦するまち」を目指します。

■性別や年齢、国籍などにかかわらず、様々な人が多様な働き方をする「ダイバーシティ経営」
　に取り組む企業が増える中、企業以外にも多様性を尊重する考え方が浸透しつつあります。
　千歳市においても市民の価値観が多様化するとともに、外国人居住者が増加していること
　から、個々が持つ多様な価値観を尊重し受け入れながら、市民協働や男女共同参画をより一
　層推進していくことが重要です。

■現在、人口増加を続けている千歳市においても、人口減少や高齢社会の進行が予測されて
　おり、将来にわたり災害や景気後退などの不測の事態にも対応し、安定的に行政運営を継
　続するためには、強固で持続可能な財政基盤の確立が不可欠であり、財政収支の均衡を維
　持するとともに、資産や債務に関する改革に取り組む必要があります。また、組織の適正化
　やＩＣＴの活用、他の自治体との連携等により効率的な行政運営に努めるとともに、施設更
　新費用の抑制や施設の適正配置などに取り組んでいく必要があります。

■全国的に人口減少が続く中、引き続き人口増加を目指し、まちの活力を維持していくためには、
　市内外に対し、千歳市が持つ優れた資源や魅力を積極的に売り込んでいくことが必要です。

■千歳市は、自衛隊との共存共栄によるまちづくりを進めてきましたが、近年、自衛隊の体制
　の変革が進んでおり、北海道における自衛隊の体制縮小に加え、充足率※の低下が懸念され
　ています。自衛隊は、防衛や地域防災のほか、地域経済の活性化や市民協働の担い手として
　必要不可欠な存在であることから、自衛隊の体制維持・強化に取り組む必要があります。

市民協働によるまちづくりを推進します。1.
自衛隊とともに発展するまちづくりに努めます。2.
シティセールスを戦略的に推進します。3.
健全で効率的な行財政運営に努めます。4.

展開方針

※ 充足率：自衛官の定員に対して、実際に配置されている自衛官数の割合のこと。

※1 低未利用地：空き地、空き家となっているなど、周辺と比較して有効に活用されていない土地のこと。
※2 グリーンベルト：ＪＲ千歳駅から南西約350ｍに位置する、幅約40ｍ延長約１kmに渡る公共広場のこと。市民や観光客などの「憩い・遊び・
　　 集い」の場として様々なイベントが行われている。
※3 公共空間：個人に属さない公（おおやけ）の空間のこと。必ずしも公的に整備された空間でなくとも、一般に開放されている公共性の高い
      空間を含む人が集えるスペース。
※4  長寿命化：老朽化した建物などについて、不具合を直し耐久性を高めるなど、将来にわたり長く使い続けること。
※5 都市基盤の強靭化：災害が発生した場合、被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興できる、強さとしなやかさを備えること。

6基本目標6基本目標6基本目標6基本目標 7基本目標7基本目標7基本目標7基本目標

まちの現状と課題まちの現状と課題

用 語 解 説
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目標とするまちの姿 

暮らしやすく便利な
都市基盤があるまち

　これまで整備してきた都市基盤の利便性や強さを更に高め、市民が安心して快適に暮らし、
にぎわいを生み出すことのできる「暮らしやすく便利な都市基盤があるまち」を目指します。

■住みよさとにぎわいを生み出し、まちの発展を続けていくためには、計画的な土地利用や都
　市基盤の持つ機能を維持していくことが重要であることから、多様化する住宅ニーズに合わ
　せた住まいづくりや、空き地や空き家などの低未利用地※1、グリーンベルト※2や千歳川周辺
　などの公共空間※3を有効的に活用することが必要です。
■大正15年（1926年）の村民総出で造った着陸場が空港の原点であり、空港とともに発展し
　てきた歴史を市民と共有しながら、空港の機能や魅力を最大限に活用し、空港を核としたま
　ちづくりを推進することが必要です。また、市民にとって身近な交通手段である公共交通の
　確保も重要であることから、市民ニーズや社会情勢の変化を的確に把握し、快適で利用しや
　すい公共交通の充実に努めることが必要です。
■昭和40年代から昭和50年代の経済成長期に集中的に整備した公共施設や道路・公園・上下
　水道などは、経年変化による老朽化に伴い整備が必要となる施設が増えています。市民にとっ
　て安全で快適な住みよいまちとするためには、老朽化が進む公共施設等の適切な維持管理を
　行うとともに、耐震化や長寿命化※4の整備を計画的に進めるなど、都市基盤の強靭化※5や有
　効利用に努めることが必要です。

住みよさとにぎわいを生み出す市街地の形成に努めます。1.
誰もが安心して暮らせる住まいづくりを推進します。2.
空港を核としたまちづくりを推進します。3.
快適で利用しやすい公共交通の充実に努めます。4.
安全で快適な道路環境の確保に努めます。5.
川とともに安心して暮らせるまちづくりに努めます。6.
緑豊かなまちづくりを推進します。7.
未来につなげる強靭な水道・下水道づくりを推進します。8.

展開方針

目標とするまちの姿 

多彩な市民と
オール千歳で挑戦するまち

　時代とともに生まれる様々な課題や目標に対し、千歳市民をはじめ、千歳市に縁のある人た
ちが持つ多彩な知恵や経験を結集し、解決に向けて取り組んでいくことができる「多彩な市民
とオール千歳で挑戦するまち」を目指します。

■性別や年齢、国籍などにかかわらず、様々な人が多様な働き方をする「ダイバーシティ経営」
　に取り組む企業が増える中、企業以外にも多様性を尊重する考え方が浸透しつつあります。
　千歳市においても市民の価値観が多様化するとともに、外国人居住者が増加していること
　から、個々が持つ多様な価値観を尊重し受け入れながら、市民協働や男女共同参画をより一
　層推進していくことが重要です。

■現在、人口増加を続けている千歳市においても、人口減少や高齢社会の進行が予測されて
　おり、将来にわたり災害や景気後退などの不測の事態にも対応し、安定的に行政運営を継
　続するためには、強固で持続可能な財政基盤の確立が不可欠であり、財政収支の均衡を維
　持するとともに、資産や債務に関する改革に取り組む必要があります。また、組織の適正化
　やＩＣＴの活用、他の自治体との連携等により効率的な行政運営に努めるとともに、施設更
　新費用の抑制や施設の適正配置などに取り組んでいく必要があります。

■全国的に人口減少が続く中、引き続き人口増加を目指し、まちの活力を維持していくためには、
　市内外に対し、千歳市が持つ優れた資源や魅力を積極的に売り込んでいくことが必要です。

■千歳市は、自衛隊との共存共栄によるまちづくりを進めてきましたが、近年、自衛隊の体制
　の変革が進んでおり、北海道における自衛隊の体制縮小に加え、充足率※の低下が懸念され
　ています。自衛隊は、防衛や地域防災のほか、地域経済の活性化や市民協働の担い手として
　必要不可欠な存在であることから、自衛隊の体制維持・強化に取り組む必要があります。

市民協働によるまちづくりを推進します。1.
自衛隊とともに発展するまちづくりに努めます。2.
シティセールスを戦略的に推進します。3.
健全で効率的な行財政運営に努めます。4.

展開方針

※ 充足率：自衛官の定員に対して、実際に配置されている自衛官数の割合のこと。

※1 低未利用地：空き地、空き家となっているなど、周辺と比較して有効に活用されていない土地のこと。
※2 グリーンベルト：ＪＲ千歳駅から南西約350ｍに位置する、幅約40ｍ延長約１kmに渡る公共広場のこと。市民や観光客などの「憩い・遊び・
　　 集い」の場として様々なイベントが行われている。
※3 公共空間：個人に属さない公（おおやけ）の空間のこと。必ずしも公的に整備された空間でなくとも、一般に開放されている公共性の高い
      空間を含む人が集えるスペース。
※4  長寿命化：老朽化した建物などについて、不具合を直し耐久性を高めるなど、将来にわたり長く使い続けること。
※5 都市基盤の強靭化：災害が発生した場合、被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興できる、強さとしなやかさを備えること。

6基本目標6基本目標6基本目標6基本目標 7基本目標7基本目標7基本目標7基本目標

まちの現状と課題まちの現状と課題

用 語 解 説

用 語 解 説
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「第５章 展開方針」の構成 

「展開方針」の
タイトルです。

展開方針に
関連する
「現状と課題」を
示しています。

展開方針に関連するＳDGｓの
ゴールをアイコンで示しています。

各種アンケート、都市経営会
議、まちづくりインタビュー、
ちとせの木プロジェクトから
得られた市民の声のうち、
展開方針に関連するものを
示しています。

「現状と課題」と
「市民の声」を踏まえた
取組の方向性を
示しています。

展開方針に関連する項目の市民アンケート結果（満足度・重要度）を、
「満足度」を横軸、「重要度」を縦軸として示しています。
♢：平成20年の結果　△：平成26年の結果　●：平成30年の結果
なお、重要度は全ての項目がプラスの範囲に分布していたことから、平均値
（0.8）を基準とし、「重要度が比較的高い（比較的低い）」と表現しています。

専門用語の解説文を
記載しています。

あたたかさとつながりを
心で感じられるまち

1.地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進し、あったかみのあるまちの実現に
　努めます。

7.誰もが安心して生活できるよう相談や支援の充実に努めます。

6.切れ目のない子育て支援の充実に努めます。

5.障がいのある人が、安心して、自立した生活を送ることができる地域づくりを
　推進します。

4.高齢者が健やかに安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進します。

3.地域全体で、より安心できる医療の提供に努めます。

2.健康づくりを推進し、心身ともに健康な市民の増加に努めます。

展開方針展開方針展開方針

子どもから高齢者まで、また、一人暮らしから大家族まで、それぞれの年齢やライフス

タイルで生活している誰もが、お互いの理解を深め支え合うことができる「あたたか

さとつながりを心で感じられるまち」を目指します。

目標とするまちの姿

1基本目標1基本目標1基本目標1基本目標
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「展開方針」の
タイトルです。

展開方針に
関連する
「現状と課題」を
示しています。

展開方針に関連するＳDGｓの
ゴールをアイコンで示しています。

各種アンケート、都市経営会
議、まちづくりインタビュー、
ちとせの木プロジェクトから
得られた市民の声のうち、
展開方針に関連するものを
示しています。

「現状と課題」と
「市民の声」を踏まえた
取組の方向性を
示しています。

展開方針に関連する項目の市民アンケート結果（満足度・重要度）を、
「満足度」を横軸、「重要度」を縦軸として示しています。
♢：平成20年の結果　△：平成26年の結果　●：平成30年の結果
なお、重要度は全ての項目がプラスの範囲に分布していたことから、平均値
（0.8）を基準とし、「重要度が比較的高い（比較的低い）」と表現しています。

専門用語の解説文を
記載しています。

あたたかさとつながりを
心で感じられるまち

1.地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進し、あったかみのあるまちの実現に
　努めます。

7.誰もが安心して生活できるよう相談や支援の充実に努めます。

6.切れ目のない子育て支援の充実に努めます。

5.障がいのある人が、安心して、自立した生活を送ることができる地域づくりを
　推進します。

4.高齢者が健やかに安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進します。

3.地域全体で、より安心できる医療の提供に努めます。

2.健康づくりを推進し、心身ともに健康な市民の増加に努めます。

展開方針展開方針展開方針

子どもから高齢者まで、また、一人暮らしから大家族まで、それぞれの年齢やライフス

タイルで生活している誰もが、お互いの理解を深め支え合うことができる「あたたか

さとつながりを心で感じられるまち」を目指します。

目標とするまちの姿

1基本目標1基本目標1基本目標1基本目標

41



基
本
目
標
1

基
本
目
標
1

第

　章 

5
展
開
方
針

第

　章 

5
展
開
方
針

現状と課題 
■社会経済情勢の変化とともに人々の生活や雇用環境、文化・価値観が多様化し、地域社会における 
　家庭や人々のつながりが希薄になるなど、地域や家庭、職場といった生活の様々な場において支え
　合いの基盤が弱まってきており、福祉サービスを安心して利用できる、身近に利用できるなど、誰
　もが住み慣れた地域で自分らしく暮らすため、地域福祉を推進する必要があります。

■生活の困窮や家族の介護負担など、生活に何らかの課題を有する市民は増加傾向にあり、課題の
　内容も多様化しています。今後も、多様な生活課題を抱える市民に的確に対応できる地域づくり
　を進める必要があります。

■地域福祉に対する理解があり、住民同士の結びつきがあると考えている市民は半数に届いていな
　いことから、今後も、引き続き地域福祉の理念の普及を進める必要があります。

■今住んでいる場所から移りたいと回答した方の約３割が、「医療や福祉面への不安」を理由にあげ
　ています。

【市民アンケート】

■地域福祉を支えている町内会やボランティア団体の役員・会員の高齢化、なり手不足が課題とし
　てあげられています。

【団体アンケート】

■学年が上がるほど「地域の交流、つながり」を重要と感じていない結果となっています。
【中高生・大学生アンケート】

■福祉の心や知識を子ども達に広め、豊かな人間性を育みましょう。
■持続した福祉教育を進めるため、人材の確保、育成に取り組みましょう。
■必要な人に必要な情報が伝わるよう、多様な情報発信環境を整備しましょう。
■目や耳から情報を得ることが難しい人たちに、正しく情報を伝える手段を普及させましょう。

【都市経営会議からの提言】

■10年後の千歳について「福祉にやさしいまちにしてほしい」との意見がありました。
【ちとせの木プロジェクト】

市民の声

市民みんなが主役となり、お互いに支え合いながら、安心して暮らし続けられる、あったかみのあるま
ちづくりを推進します。

必要なときに必要な情報が入手できる環境整備を行い、全ての市民が安心して福祉サービスを利用で
き、暮らしと生きがい、地域をともに創っていく仕組みづくりを推進します。

市民一人ひとりがお互いに支え合い、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、様々な
生活課題を抱える人が、それぞれのニーズに合った必要な支援を受けられる地域づくりに努めます。

市民やボランティアなどが地域福祉活動に積極的に参加し、市全体に「支え合いの輪」が広がるよう
な取組を促進します。

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

地域共生社会　の実現に向けて地域福祉を推進し、
あったかみのあるまちの実現に努めます。

展開方針1

基本方向

※ 地域共生社会：制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と    
    人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

※

千歳市成年後見支援センター開設式

千歳市地域福祉勉強会 千歳市福祉バス

用 語 解 説
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現状と課題 
■社会経済情勢の変化とともに人々の生活や雇用環境、文化・価値観が多様化し、地域社会における 
　家庭や人々のつながりが希薄になるなど、地域や家庭、職場といった生活の様々な場において支え
　合いの基盤が弱まってきており、福祉サービスを安心して利用できる、身近に利用できるなど、誰
　もが住み慣れた地域で自分らしく暮らすため、地域福祉を推進する必要があります。

■生活の困窮や家族の介護負担など、生活に何らかの課題を有する市民は増加傾向にあり、課題の
　内容も多様化しています。今後も、多様な生活課題を抱える市民に的確に対応できる地域づくり
　を進める必要があります。

■地域福祉に対する理解があり、住民同士の結びつきがあると考えている市民は半数に届いていな
　いことから、今後も、引き続き地域福祉の理念の普及を進める必要があります。

■今住んでいる場所から移りたいと回答した方の約３割が、「医療や福祉面への不安」を理由にあげ
　ています。

【市民アンケート】

■地域福祉を支えている町内会やボランティア団体の役員・会員の高齢化、なり手不足が課題とし
　てあげられています。

【団体アンケート】

■学年が上がるほど「地域の交流、つながり」を重要と感じていない結果となっています。
【中高生・大学生アンケート】

■福祉の心や知識を子ども達に広め、豊かな人間性を育みましょう。
■持続した福祉教育を進めるため、人材の確保、育成に取り組みましょう。
■必要な人に必要な情報が伝わるよう、多様な情報発信環境を整備しましょう。
■目や耳から情報を得ることが難しい人たちに、正しく情報を伝える手段を普及させましょう。

【都市経営会議からの提言】

■10年後の千歳について「福祉にやさしいまちにしてほしい」との意見がありました。
【ちとせの木プロジェクト】

市民の声

市民みんなが主役となり、お互いに支え合いながら、安心して暮らし続けられる、あったかみのあるま
ちづくりを推進します。

必要なときに必要な情報が入手できる環境整備を行い、全ての市民が安心して福祉サービスを利用で
き、暮らしと生きがい、地域をともに創っていく仕組みづくりを推進します。

市民一人ひとりがお互いに支え合い、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、様々な
生活課題を抱える人が、それぞれのニーズに合った必要な支援を受けられる地域づくりに努めます。

市民やボランティアなどが地域福祉活動に積極的に参加し、市全体に「支え合いの輪」が広がるよう
な取組を促進します。

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

地域共生社会　の実現に向けて地域福祉を推進し、
あったかみのあるまちの実現に努めます。

展開方針1

基本方向

※ 地域共生社会：制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と    
    人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

※

千歳市成年後見支援センター開設式

千歳市地域福祉勉強会 千歳市福祉バス

用 語 解 説
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現状と課題 
■平均寿命が延伸し「人生100年時代」を迎える中、これからは、生涯のうちで健康に過ごすことが
　できる期間である健康寿命を、より一層伸ばしていくことが求められており、そのためには、生活
　習慣の改善や健康的な食生活の習慣づくりが重要です。

■千歳市の死因別死亡割合では、がんや心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病が６割を占めており、
　疾病の早期発見・早期治療及び高血圧や糖尿病を予防することの重要性が高まっています。

■千歳市の自殺の割合は全国と同様、中高年層が高く、次いで若年層となっています。自殺は誰にで
　も起こりうることから「自殺対策＝生きるための支援」として、市民一人ひとりが、悩んでいる人に
　気づき、必要な支援につなげるなど自殺対策の一翼を担い、地域全体で包括的に取り組むことが
　重要になっています。

■インフルエンザをはじめとする既存感染症に加え、世界規模で感染が広がる新型コロナウイルス
　感染症など、新たな感染症の発生も確認されていることから、引き続き感染予防や予防接種に関
　する啓発と定期的・計画的な予防接種に取り組んでいくことが重要です。

■近年の少子化、核家族化、女性の社会進出等に伴い、子どもが健やかに生まれ育つための環境づ
　くりを推進することは重要な課題であり、母子保健対策の充実と強化が求められています。

■今後も人口増加を目指すためには、子どもを望む人たちが安心して妊娠・出産・子育てすることが
　できる環境づくりや心身ともに健康で過ごせるよう支援することが重要です。 

※ ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のこと。 

■「健康づくりや病気の予防」は満足度が高く、重要度も比
　較的高いと評価されており、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■高齢者への健康づくりへの働きかけや意識啓発が必要と
　の声があります。（自由記述）

【市民アンケート・団体アンケート】

■子育て世代から不妊治療への支援拡充を望む声があり
　ます。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

市民が健康に関心を持ち、自ら健康づくりや健全な食生活を実践できるよう促すとともに、医療機関
や地域などと連携し、生活習慣病を予防する取組を推進します。また、多様化する感染症に対して、予
防方法等の周知や啓発に努め、予防接種の機会の確保と接種率の向上に努めます。 

安心して妊娠出産期を過ごすことができ、乳幼児が健やかに発育できるように、妊産婦や乳幼児・乳
幼児の保護者等に対し、健康の保持増進に関する支援、育児に関する情報提供や相談などの支援に
努めます。

自殺は「追い込まれた末の死」と捉え、自他ともに支え合える環境づくりとしてゲートキーパー※などの
人材育成、こころの健康を保つための啓発や安心安全な相談先の情報提供等を行い、生きることの
包括的支援を推進します。 

市民の健診(検診)機会の充実に努めるとともに、関係機関と連携し、効率的な事業を推進します。ま
た、健診(検診)結果に応じた事後支援に努めます。

生活習慣病の早期発見・早期治療、予防に関する意識の高揚を図るため、様々な団体等と連携した啓
発活動に努めます。

就学前後の環境変化、ひとり親家庭、障がいのある子どもなど、多様化する子育て支援ニーズに対応
した相談体制づくりなど、子育て世帯に寄り添った、切れ目のない支援に努めます。 

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

健康づくりを推進し、
心身ともに健康な市民の増加に努めます。

展開方針2

基本方向

母子保健相談支援事業(パパクラブ)

市民健康診査事業

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （8位／42項目）

 （6位／42項目）
重要度

0.23

1.09

【健康づくりや病気の予防】
市民アンケートより
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現状と課題 
■平均寿命が延伸し「人生100年時代」を迎える中、これからは、生涯のうちで健康に過ごすことが
　できる期間である健康寿命を、より一層伸ばしていくことが求められており、そのためには、生活
　習慣の改善や健康的な食生活の習慣づくりが重要です。

■千歳市の死因別死亡割合では、がんや心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病が６割を占めており、
　疾病の早期発見・早期治療及び高血圧や糖尿病を予防することの重要性が高まっています。

■千歳市の自殺の割合は全国と同様、中高年層が高く、次いで若年層となっています。自殺は誰にで
　も起こりうることから「自殺対策＝生きるための支援」として、市民一人ひとりが、悩んでいる人に
　気づき、必要な支援につなげるなど自殺対策の一翼を担い、地域全体で包括的に取り組むことが
　重要になっています。

■インフルエンザをはじめとする既存感染症に加え、世界規模で感染が広がる新型コロナウイルス
　感染症など、新たな感染症の発生も確認されていることから、引き続き感染予防や予防接種に関
　する啓発と定期的・計画的な予防接種に取り組んでいくことが重要です。

■近年の少子化、核家族化、女性の社会進出等に伴い、子どもが健やかに生まれ育つための環境づ
　くりを推進することは重要な課題であり、母子保健対策の充実と強化が求められています。

■今後も人口増加を目指すためには、子どもを望む人たちが安心して妊娠・出産・子育てすることが
　できる環境づくりや心身ともに健康で過ごせるよう支援することが重要です。 

※ ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のこと。 

■「健康づくりや病気の予防」は満足度が高く、重要度も比
　較的高いと評価されており、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■高齢者への健康づくりへの働きかけや意識啓発が必要と
　の声があります。（自由記述）

【市民アンケート・団体アンケート】

■子育て世代から不妊治療への支援拡充を望む声があり
　ます。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

市民が健康に関心を持ち、自ら健康づくりや健全な食生活を実践できるよう促すとともに、医療機関
や地域などと連携し、生活習慣病を予防する取組を推進します。また、多様化する感染症に対して、予
防方法等の周知や啓発に努め、予防接種の機会の確保と接種率の向上に努めます。 

安心して妊娠出産期を過ごすことができ、乳幼児が健やかに発育できるように、妊産婦や乳幼児・乳
幼児の保護者等に対し、健康の保持増進に関する支援、育児に関する情報提供や相談などの支援に
努めます。

自殺は「追い込まれた末の死」と捉え、自他ともに支え合える環境づくりとしてゲートキーパー※などの
人材育成、こころの健康を保つための啓発や安心安全な相談先の情報提供等を行い、生きることの
包括的支援を推進します。 

市民の健診(検診)機会の充実に努めるとともに、関係機関と連携し、効率的な事業を推進します。ま
た、健診(検診)結果に応じた事後支援に努めます。

生活習慣病の早期発見・早期治療、予防に関する意識の高揚を図るため、様々な団体等と連携した啓
発活動に努めます。

就学前後の環境変化、ひとり親家庭、障がいのある子どもなど、多様化する子育て支援ニーズに対応
した相談体制づくりなど、子育て世帯に寄り添った、切れ目のない支援に努めます。 

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

健康づくりを推進し、
心身ともに健康な市民の増加に努めます。

展開方針2

基本方向

母子保健相談支援事業(パパクラブ)

市民健康診査事業

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （8位／42項目）

 （6位／42項目）
重要度

0.23

1.09

【健康づくりや病気の予防】
市民アンケートより
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現状と課題 
■市民の健康を守るため、市民病院では地域の急性期病院※１として、救急医療、高度医療、小児・周 
　産期医療※２、災害医療、へき地医療等において、公立病院としての役割を果たしています。

■「病院・診療所などの医療環境」は満足度が低く、重要度は
比較的高いと評価されていますが、満足度は上昇傾向にあ
ります。 

■今住んでいる場所から移りたいと回答した方の約３割が、
「医療や福祉面への不安」を理由にあげています。

【市民アンケート】

■中学生の約86％が、将来住む場所について「医療・福祉環
境」がとても重要と回答しています。 

【中高生アンケート】

■子育て世代や自衛官から、市民病院の待ち時間が長いとの声があります。 
【まちづくりインタビュー】

市民の声

市民病院が地域基幹病院としての役割を果たすことができるよう、地域の実情や市民の要請に応じた
医療提供体制の充実に努めるとともに、病状に応じた適切な医療を適切な医療機関で受けることがで
きるよう、地域の医療機関との連携体制を一層強化し、地域完結型医療※の確立を目指します。

市民の安心・安全を、１年を通じて確保するため、休日夜間急病センターの安定的な運営を図るととも
に、関係機関との連携・協力により、救急医療体制の維持・充実に努めます。

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

地域全体で、
より安心できる医療の提供に努めます。

展開方針3

基本方向

■医師確保の取組により、市民病院の医師数は横ばいとなっていますが、全国的な医師不足や地域
　格差は深刻な状況にあり、引き続き医師をはじめとする医療職員の確保に取り組み、医療提供体
　制の充実に努めることが必要です。

■地域医療構想※３に基づく病床数削減が進められる中、地域の実情や市民ニーズに対応した医療提供 
　体制を維持するため、市民病院において、適切な病床機能と病床数の確保に加え、高度医療機器等
　の計画的な整備に取り組むことが必要です。 

■地域全体で質の高い医療を提供するため、患者の紹介・逆紹介※４を進めるなど、地域の各医療機関
　による役割分担や連携を強化し、医療の機能分化を進めることが必要です。また、新型コロナウイ
　ルス感染症や新型インフルエンザなどの感染拡大にも対応することができるよう、地域医療体制
　の確保に取り組む必要があります。

■救急医療体制については、平成29年（2017年）の休日夜間急病センターの開設により、内科系初
　期救急医療体制を整備しました。また、外科系初期救急医療については、医師会等の協力のもと
　在宅当番医制により実施していますが、医師や看護師の不足などのため、診療空白日が生じている
　ことから、その発生の抑制を図りながら外科系初期救急医療体制の維持に努めることが必要です。

※ 地域完結型医療：病院や診療所などが、それぞれの機能に応じた役割を分担し、地域全体で一人の患者をケアしていく医療のこと。

※1 急性期病院：病気の発症直後や症状の変化が激しい時期の患者を対象に、高度で専門的な医療の提供を中心とする病院のこと。
※2 小児・周産期医療：小児科での診療（小児医療）及び、妊娠22週から生後7日未満までの期間に、「妊産婦」及び「胎児・新生児」を対象とし、
　　母児双方の健康を守るための医療（周産期医療）の総称。
※3 地域医療構想：75歳以上の後期高齢者が急増する2025年に向け、医療や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で安
　　心して生活を継続できるような、切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築すること。
※4 紹介・逆紹介：他の医療機関からの紹介による市民病院への受診が紹介、逆に、市民病院からの紹介による他の医療機関への受診が逆
　　紹介。

休日夜間急病センター ささえーる

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （38位／42項目）

 （1位／42項目）
重要度

-0.20

1.44

【病院・診療所などの医療環境】
市民アンケートより
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現状と課題 
■市民の健康を守るため、市民病院では地域の急性期病院※１として、救急医療、高度医療、小児・周 
　産期医療※２、災害医療、へき地医療等において、公立病院としての役割を果たしています。

■「病院・診療所などの医療環境」は満足度が低く、重要度は
比較的高いと評価されていますが、満足度は上昇傾向にあ
ります。 

■今住んでいる場所から移りたいと回答した方の約３割が、
「医療や福祉面への不安」を理由にあげています。

【市民アンケート】

■中学生の約86％が、将来住む場所について「医療・福祉環
境」がとても重要と回答しています。 

【中高生アンケート】

■子育て世代や自衛官から、市民病院の待ち時間が長いとの声があります。 
【まちづくりインタビュー】

市民の声

市民病院が地域基幹病院としての役割を果たすことができるよう、地域の実情や市民の要請に応じた
医療提供体制の充実に努めるとともに、病状に応じた適切な医療を適切な医療機関で受けることがで
きるよう、地域の医療機関との連携体制を一層強化し、地域完結型医療※の確立を目指します。

市民の安心・安全を、１年を通じて確保するため、休日夜間急病センターの安定的な運営を図るととも
に、関係機関との連携・協力により、救急医療体制の維持・充実に努めます。

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

地域全体で、
より安心できる医療の提供に努めます。

展開方針3

基本方向

■医師確保の取組により、市民病院の医師数は横ばいとなっていますが、全国的な医師不足や地域
　格差は深刻な状況にあり、引き続き医師をはじめとする医療職員の確保に取り組み、医療提供体
　制の充実に努めることが必要です。

■地域医療構想※３に基づく病床数削減が進められる中、地域の実情や市民ニーズに対応した医療提供 
　体制を維持するため、市民病院において、適切な病床機能と病床数の確保に加え、高度医療機器等
　の計画的な整備に取り組むことが必要です。 

■地域全体で質の高い医療を提供するため、患者の紹介・逆紹介※４を進めるなど、地域の各医療機関
　による役割分担や連携を強化し、医療の機能分化を進めることが必要です。また、新型コロナウイ
　ルス感染症や新型インフルエンザなどの感染拡大にも対応することができるよう、地域医療体制
　の確保に取り組む必要があります。

■救急医療体制については、平成29年（2017年）の休日夜間急病センターの開設により、内科系初
　期救急医療体制を整備しました。また、外科系初期救急医療については、医師会等の協力のもと
　在宅当番医制により実施していますが、医師や看護師の不足などのため、診療空白日が生じている
　ことから、その発生の抑制を図りながら外科系初期救急医療体制の維持に努めることが必要です。

※ 地域完結型医療：病院や診療所などが、それぞれの機能に応じた役割を分担し、地域全体で一人の患者をケアしていく医療のこと。

※1 急性期病院：病気の発症直後や症状の変化が激しい時期の患者を対象に、高度で専門的な医療の提供を中心とする病院のこと。
※2 小児・周産期医療：小児科での診療（小児医療）及び、妊娠22週から生後7日未満までの期間に、「妊産婦」及び「胎児・新生児」を対象とし、
　　母児双方の健康を守るための医療（周産期医療）の総称。
※3 地域医療構想：75歳以上の後期高齢者が急増する2025年に向け、医療や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で安
　　心して生活を継続できるような、切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築すること。
※4 紹介・逆紹介：他の医療機関からの紹介による市民病院への受診が紹介、逆に、市民病院からの紹介による他の医療機関への受診が逆
　　紹介。

休日夜間急病センター ささえーる

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （38位／42項目）

 （1位／42項目）
重要度

-0.20

1.44

【病院・診療所などの医療環境】
市民アンケートより

用 語 解 説
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現状と課題 

■「高齢者の自立支援」は満足度は平均的で、重要度は比較
　的高いと評価されており、満足度は上昇傾向にあります。 
■高齢者が生きがいや希望を持てる施策をとの声があります。
　(自由記述) 

【市民アンケート】

■高齢者から、今後増加が見込まれる一人暮らしの高齢者へ
　のフォローを求める声があります。
■自衛官から、これからは子育て世代だけでなく、高齢者に
　とっても住みやすいまちにしていく必要があるとの声があ
　ります。  

【まちづくりインタビュー】

市民の声

高齢者が地域住民とつながりながら、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう、
生きがいづくりや社会参加の支援に努めます。 

住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、地域包括支援センターの機能強化や在宅医療・介護
連携の推進、高齢者の権利擁護など地域における生活支援体制の強化に努めます。

介護を必要とする高齢者へ適切に介護保険サービスを提供するため、介護保険サービスの充実に努
めるとともに、介護保険事業の安定的な運営に努めます。 

健康で介護を必要としない状態を保つなど、健康寿命※を伸ばすため、介護予防の基本的な知識等の
普及啓発とともに、介護予防事業の充実や地域の自主的な活動の支援に努めます。 

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

高齢者が健やかに安心して暮らし続ける
ことができる地域づくりを推進します。

展開方針4

基本方向

■千歳市は、全道一平均年齢が若く、人口増加を続けている数少ないまちですが、令和２年（2020
　年）10月１日現在の65歳以上の人口は22,628人で増加傾向にあり、高齢化率は23.1％となってい
　ます。今後も高齢者人口の増加に伴い、一人暮らしの高齢者世帯や介護サービスを必要とする要
　支援・要介護認定者、認知症高齢者の増加が予想され、団塊の世代※が75歳以上となる令和７年
　（2025年）を見据えた対応が求められています。 

■新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の高齢者施設において人手不足等が生じました。感
　染症流行下における高齢者の安全・安心を確保するとともに、さらなる高齢化の進展に備えるため、
　施設間連携に向けたネットワークづくりなどに取り組むことが必要です。 

■高齢者の生きがいづくりや地域の見守りなど日常生活の自立支援、介護予防の取組とともに、要介
　護状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で生活することができるよう介護サービスの提供な
　ど、支援体制の整備を図る必要があります。また、認知症などの増加に伴い、在宅医療の充実とと
　もに、介護と連携した支援の重要性が高まっています。

■高齢者が健康で、安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介護、介護予防、生
　活支援、住まいの支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を一層推進することが必要
　です。 

※ 健康寿命：平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた、心身ともに自立し、健康的に生活できる期間のこと。
    千歳市をはじめ市町村では、一般的に、介護保険の要介護２～５の認定者数等を用いて算定している。 

※ 団塊の世代：第二次世界大戦直後、第一次ベビーブームが起きた昭和22年時期（1947年）から昭和24年（1949年）に生まれた、特に人口が多い世        
　 代のこと。

満足度 高い低い
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要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （30位／42項目）

 （13位／42項目）
重要度

-0.03

0.98

【高齢者の自立支援】
市民アンケートより

介護予防サロン 認知症サポーター養成講座
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現状と課題 

■「高齢者の自立支援」は満足度は平均的で、重要度は比較
　的高いと評価されており、満足度は上昇傾向にあります。 
■高齢者が生きがいや希望を持てる施策をとの声があります。
　(自由記述) 

【市民アンケート】

■高齢者から、今後増加が見込まれる一人暮らしの高齢者へ
　のフォローを求める声があります。
■自衛官から、これからは子育て世代だけでなく、高齢者に
　とっても住みやすいまちにしていく必要があるとの声があ
　ります。  

【まちづくりインタビュー】

市民の声

高齢者が地域住民とつながりながら、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう、
生きがいづくりや社会参加の支援に努めます。 

住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、地域包括支援センターの機能強化や在宅医療・介護
連携の推進、高齢者の権利擁護など地域における生活支援体制の強化に努めます。

介護を必要とする高齢者へ適切に介護保険サービスを提供するため、介護保険サービスの充実に努
めるとともに、介護保険事業の安定的な運営に努めます。 

健康で介護を必要としない状態を保つなど、健康寿命※を伸ばすため、介護予防の基本的な知識等の
普及啓発とともに、介護予防事業の充実や地域の自主的な活動の支援に努めます。 

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

高齢者が健やかに安心して暮らし続ける
ことができる地域づくりを推進します。

展開方針4

基本方向

■千歳市は、全道一平均年齢が若く、人口増加を続けている数少ないまちですが、令和２年（2020
　年）10月１日現在の65歳以上の人口は22,628人で増加傾向にあり、高齢化率は23.1％となってい
　ます。今後も高齢者人口の増加に伴い、一人暮らしの高齢者世帯や介護サービスを必要とする要
　支援・要介護認定者、認知症高齢者の増加が予想され、団塊の世代※が75歳以上となる令和７年
　（2025年）を見据えた対応が求められています。 

■新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の高齢者施設において人手不足等が生じました。感
　染症流行下における高齢者の安全・安心を確保するとともに、さらなる高齢化の進展に備えるため、
　施設間連携に向けたネットワークづくりなどに取り組むことが必要です。 

■高齢者の生きがいづくりや地域の見守りなど日常生活の自立支援、介護予防の取組とともに、要介
　護状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で生活することができるよう介護サービスの提供な
　ど、支援体制の整備を図る必要があります。また、認知症などの増加に伴い、在宅医療の充実とと
　もに、介護と連携した支援の重要性が高まっています。

■高齢者が健康で、安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介護、介護予防、生
　活支援、住まいの支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を一層推進することが必要
　です。 

※ 健康寿命：平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた、心身ともに自立し、健康的に生活できる期間のこと。
    千歳市をはじめ市町村では、一般的に、介護保険の要介護２～５の認定者数等を用いて算定している。 

※ 団塊の世代：第二次世界大戦直後、第一次ベビーブームが起きた昭和22年時期（1947年）から昭和24年（1949年）に生まれた、特に人口が多い世        
　 代のこと。

満足度 高い低い
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1.6

0.3

満足度
 （30位／42項目）

 （13位／42項目）
重要度

-0.03

0.98

【高齢者の自立支援】
市民アンケートより

介護予防サロン 認知症サポーター養成講座
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現状と課題 

■「障がい者（児）の生活支援」は満足度は平均的で、重要度
　は比較的高いと評価されています。
■当事者の意見が反映される障がい者の自立支援をとの声
　があります。（自由記述） 

【市民アンケート】

■子どもから大人まで、福祉教育に接する機会を増やし、豊かな人間性を育みましょう。 
■市民同士がつながり、必要な情報が必要な人に届くようにしましょう。

【都市経営会議からの提言】

■10年後の千歳について「健常者もしょうがい者もみんな楽しくすごせるまちにしたい！」との意
　見がありました。

【ちとせの木プロジェクト】

市民の声

広報・啓発活動により、障がいのある人に対する市民の理解を促進するとともに、福祉教育の機会をつ
くり、障がいのある人もない人もお互いに尊重し、ともに支え合いながら暮らせる地域づくりに努めま
す。 

障がいのある子どもが、幼児期から学齢期における年齢に応じた相談支援や療育指導、機能訓練が
受けられるよう、保育・教育・福祉等の関係機関との連携体制の構築に努めます。 

地域で生活する障がいのある人や、その家族などのニーズに応じた適切な福祉・保健・医療サービス
を確保・充実に努めるとともに、関係機関との連携を強化し、包括的な相談支援体制の構築を推進し
ます。 

「児童発達支援センター」において相談から発達支援、保育所等における療育支援体制を強化するほ
か、関係機関との連携を密にし、児童の個々の障がいの状況に応じた療育支援を保護者や家族ととも
に効果的に推進します。

障がいのある人の住まいの場の確保、バリアフリー化を促進するとともに、地域や施設における生活
環境及び生活基盤の整備に努めます。 

障がいを理由とする差別の解消に向けた取組を推進するとともに、障がいのある人の権利擁護に努
めます。 

障がいのある人が意思表示や意思疎通を行うことができるように情報提供や支援の充実を図りま
す。 

障がいのある人の職場開拓や職場訓練、就労中の相談、就労定着支援等、就労支援体制の充実・強化
に努めるとともに、障がいのある人もない人も、ともに地域に学び、生活し、様々な活動を当たり前に
行うことができる「ともに生きる社会」づくりを推進します。 

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

障がいのある人が、安心して、自立した生活を
送ることができる地域づくりを推進します。

展開方針5

基本方向

■近年、身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者は増加傾向にあり、特に
　療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者の割合が高まっています。また、高齢化による障が
　いの重度化、重複化、家族等の介護負担が増加している状況にあり、一方で、障がい者自身の自立
　や社会参加への意欲の高まりなど、障がいのある人を取り巻く環境は大きく変化しています。 

■平成18年（2006年）の「障害者自立支援法」施行により身体、知的、精神の３分野の障害福祉サー
　ビスが共通の制度として整備されました。さらに平成25年（2013年）の「障害者総合支援法」によ
　り、サービスの対象が難病患者まで拡大されたほか、平成24年（2012年）の「障害者虐待防止法」、
　平成28年（2016年）の「障害者差別解消法」などにより、障がいのある人の権利擁護や社会的障
　壁※１を取り除く合理的配慮※２が定められるなど制度の充実が図られています。今後も、障がいの
　ある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援やサービスを地域にお
　いて計画的に提供されるシステムが求められています。 

■千歳市では、これまで、相談支援及びサービス提供体制の整備や、障がいのある人の自立と社会参
　加を促進してきましたが、今後も、住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けることができる社
　会の実現を目指し、生活支援や保健医療体制の整備、就労、社会参加などの取組を充実する必要
　があります。 

■障がいのある子どもが早期から適切な療育を受けることができるよう、認定こども園※３・保育所・
　幼稚園等と連携した相談支援対応とともに、障がいに合わせた療育指導等を進める必要がありま
　す。また、障がいのある子どもや、発達支援の必要がある子どもに対して、専門的な保育・療育を提
　供するとともに、保護者や家族への支援の取組を効果的に進めるため、関係機関の連携による総
　合的な療育支援が求められています。

※1 社会的障壁：施設や設備、ルールや条件、偏見などにより障がいのある人にとって日常生活を送るうえで妨げとなること。
※2 合理的配慮：障がいのある人が障がいのない人と平等に人権を自分のものとして行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障壁
　　 を取り除くため、個別に対応すること。
※3 認定こども園：幼稚園での幼児教育と保育所等での保育の機能を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設のこと。満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （29位／42項目）

 （16位／42項目）
重要度

-0.02

0.96

【障がい者（児）の生活支援】
市民アンケートより

用 語 解 説
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現状と課題 

■「障がい者（児）の生活支援」は満足度は平均的で、重要度
　は比較的高いと評価されています。
■当事者の意見が反映される障がい者の自立支援をとの声
　があります。（自由記述） 

【市民アンケート】

■子どもから大人まで、福祉教育に接する機会を増やし、豊かな人間性を育みましょう。 
■市民同士がつながり、必要な情報が必要な人に届くようにしましょう。

【都市経営会議からの提言】

■10年後の千歳について「健常者もしょうがい者もみんな楽しくすごせるまちにしたい！」との意
　見がありました。

【ちとせの木プロジェクト】

市民の声

広報・啓発活動により、障がいのある人に対する市民の理解を促進するとともに、福祉教育の機会をつ
くり、障がいのある人もない人もお互いに尊重し、ともに支え合いながら暮らせる地域づくりに努めま
す。 

障がいのある子どもが、幼児期から学齢期における年齢に応じた相談支援や療育指導、機能訓練が
受けられるよう、保育・教育・福祉等の関係機関との連携体制の構築に努めます。 

地域で生活する障がいのある人や、その家族などのニーズに応じた適切な福祉・保健・医療サービス
を確保・充実に努めるとともに、関係機関との連携を強化し、包括的な相談支援体制の構築を推進し
ます。 

「児童発達支援センター」において相談から発達支援、保育所等における療育支援体制を強化するほ
か、関係機関との連携を密にし、児童の個々の障がいの状況に応じた療育支援を保護者や家族ととも
に効果的に推進します。

障がいのある人の住まいの場の確保、バリアフリー化を促進するとともに、地域や施設における生活
環境及び生活基盤の整備に努めます。 

障がいを理由とする差別の解消に向けた取組を推進するとともに、障がいのある人の権利擁護に努
めます。 

障がいのある人が意思表示や意思疎通を行うことができるように情報提供や支援の充実を図りま
す。 

障がいのある人の職場開拓や職場訓練、就労中の相談、就労定着支援等、就労支援体制の充実・強化
に努めるとともに、障がいのある人もない人も、ともに地域に学び、生活し、様々な活動を当たり前に
行うことができる「ともに生きる社会」づくりを推進します。 

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

障がいのある人が、安心して、自立した生活を
送ることができる地域づくりを推進します。

展開方針5

基本方向

■近年、身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者は増加傾向にあり、特に
　療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者の割合が高まっています。また、高齢化による障が
　いの重度化、重複化、家族等の介護負担が増加している状況にあり、一方で、障がい者自身の自立
　や社会参加への意欲の高まりなど、障がいのある人を取り巻く環境は大きく変化しています。 

■平成18年（2006年）の「障害者自立支援法」施行により身体、知的、精神の３分野の障害福祉サー
　ビスが共通の制度として整備されました。さらに平成25年（2013年）の「障害者総合支援法」によ
　り、サービスの対象が難病患者まで拡大されたほか、平成24年（2012年）の「障害者虐待防止法」、
　平成28年（2016年）の「障害者差別解消法」などにより、障がいのある人の権利擁護や社会的障
　壁※１を取り除く合理的配慮※２が定められるなど制度の充実が図られています。今後も、障がいの
　ある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援やサービスを地域にお
　いて計画的に提供されるシステムが求められています。 

■千歳市では、これまで、相談支援及びサービス提供体制の整備や、障がいのある人の自立と社会参
　加を促進してきましたが、今後も、住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けることができる社
　会の実現を目指し、生活支援や保健医療体制の整備、就労、社会参加などの取組を充実する必要
　があります。 

■障がいのある子どもが早期から適切な療育を受けることができるよう、認定こども園※３・保育所・
　幼稚園等と連携した相談支援対応とともに、障がいに合わせた療育指導等を進める必要がありま
　す。また、障がいのある子どもや、発達支援の必要がある子どもに対して、専門的な保育・療育を提
　供するとともに、保護者や家族への支援の取組を効果的に進めるため、関係機関の連携による総
　合的な療育支援が求められています。

※1 社会的障壁：施設や設備、ルールや条件、偏見などにより障がいのある人にとって日常生活を送るうえで妨げとなること。
※2 合理的配慮：障がいのある人が障がいのない人と平等に人権を自分のものとして行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障壁
　　 を取り除くため、個別に対応すること。
※3 認定こども園：幼稚園での幼児教育と保育所等での保育の機能を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設のこと。満足度 高い低い
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0.7-0.7
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0.3
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 （29位／42項目）

 （16位／42項目）
重要度

-0.02

0.96

【障がい者（児）の生活支援】
市民アンケートより
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現状と課題 

■「子育ての環境や支援」は満足度が高く、重要度も比較的
　高いと評価されており、満足度は上昇傾向にあります。
■母子家庭や父子家庭になったひとり親へのフォローを求
　める声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

■子育て世代や自衛官から、子どもと遊べる場の確保や子
　どもの医療費の負担軽減、保育所やファミリー・サポー
　ト・センター※２の利便性の向上を求める声があります。 

【まちづくりインタビュー】

市民の声

安心して子どもを産み育てることができるよう、「子育てするなら、千歳市」をキャッチフレーズに、妊
娠、出産、子育てまでの切れ目のない各種の子育て支援サービスや子育て世帯への経済的負担の軽
減、地域で子育てを応援する取組の充実に努めます。また、ひとり親家庭に対し、自立促進に向けた支
援に努めます。 

教育・保育施設等の定員設定に当たっては、「教育」と「保育」の需要と供給のバランスに配慮するとと
もに、多様化するニーズに対応した保育サービスの提供を推進します。また、教育･保育施設等から小
学校へ円滑に移行できるよう取組を進め、連続性のある教育活動の充実に努めます。 

子育てに対する相談・指導・情報提供の実施、児童虐待を含む要保護児童等の早期発見や適切な保
護を図るため、関係機関と連携し、各種支援や家庭児童相談体制の充実に努めます。

放課後における児童の健全育成を支援するため、学童クラブ※や児童館事業の充実に努めます。

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

切れ目のない子育て支援の充実に
努めます。 

展開方針6

基本方向

■国は、「一人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会」を目指し、平成24年（2012年）に公布した
　「子ども・子育て関連３法」に基づき、平成27年（2015年）から「子ども・子育て支援新制度」を本格
　施行し、住民に最も身近な市区町村が幼児教育・保育、子育て支援のニーズを把握する中で、認定
　こども園※１や幼稚園、保育所等の整備を総合的に進めることとしています。

■少子化が進む一方で、核家族化や女性の就業率の向上、共働き世帯の増加などにより、依然として
　保育ニーズは増加していることから、引き続き、保育環境の整備に努める必要があります。また、令
　和元年（2019年）10月からの「幼児教育・保育の無償化」制度の導入により、親の就労状況にかか
　わらず、全ての子どもが質の高い幼児教育・保育を受けることができる環境づくりを進めていくこ
　とが重要です。

■子育て世代が安心して子どもを産み育てることができるよう、地域全体で子育て支援を進める必
　要があるほか、各地域での拠点となる子育て支援センターの機能充実や、親子に気軽に利用して
　もらえるきっかけづくりに取り組む必要があります。

※ 学童クラブ：小学１年生から６年生までを対象に、児童の保護者が就労または病気などの理由で、昼間長期にわたり留守家庭になる場合に利用
　 できる有料の登録制事業のこと。 

※1 認定こども園：幼稚園での幼児教育と保育所等での保育の機能を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設のこと。
※2 ファミリー・サポート・センター：子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人により会員組織をつくり、会員相互の信頼関係をもとに、地
　　 域の人が子育て家庭を支援していく仕組みのこと。

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （10位／42項目）

 （4位／42項目）
重要度

0.19

1.21

【子育ての環境や支援】
市民アンケートより

げんきっここどもセンターのあそびの広場

ちとせっここどもセンターの休日会館

用 語 解 説
用 語 解 説
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現状と課題 

■「消費生活に関する情報提供や相談体制」は満足度は平均
　的で、重要度は比較的低いと評価されています。

【市民アンケート】

■高齢者から、年金が増えていかない中、介護保険料など
　の出費が増えていくことへの不安の声があります。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

生活困窮者自立支援制度や生活保護制度などに基づき、生活に困窮している方からの相談を受け、
個々に応じた自立支援を行う体制の充実に努めます。 

北海道後期高齢者医療広域連合とともに後期高齢者医療制度の周知と適正な運営に努めます。 

生活上のあらゆる相談に対応するとともに、市民が相談しやすい体制づくりに努めます。 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止や根絶に向けた対策、相談体制の充実に努めます。

消費に関わるトラブルの防止や解決に努めるとともに、消費生活への知識が深まるよう啓発活動を
一層推進します。 

各種福祉制度の周知や相談・支援体制により、アイヌの人たちの福祉の向上に努めます。 

重複・頻回受診※の解消、後発医薬品の使用促進などによる医療費の適正化や保険料収入の確保によ
り、国民健康保険事業の適正な運営に努めます。 

国民年金制度を正しく理解してもらい、市民が年金を受給する権利を確保できるよう普及・啓発に努
めます。 

あたたかさとつながりを心で感じられるまち【基本目標1】 

誰もが安心して生活できるよう
相談や支援の充実に努めます。

展開方針7

基本方向

■生活保護世帯や生活困窮者に対する就労支援などの取組により、自立する世帯は微増傾向にあり 
　ますが、高齢者の生活保護受給世帯は増加傾向にあることから、今後も、世帯の実情や生活ニー
　ズに応じた自立支援のほか、制度の普及・啓発に係る取組を続けていく必要があります。 

■アイヌの人たちに対して住宅資金の貸付や生活相談員による相談対応を行うとともに、活動の拠
　点となる蘭越生活館の施設管理などの取組を継続し、安心して生活できる環境を作っていくこと
　が重要です。 

■国民健康保険は、高齢化の進展や医療の高度化などの影響により、被保険者１人当たりの医療費は増
　加傾向にあります。今後も医療費の適正化を図り、事業運営の健全化に努めていく必要があります。 

■市民が老後等に安心した生活を送れるよう年金制度の普及・啓発に努めていく必要があります。

■ＳＮＳ※やインターネットショッピングの普及に伴い、消費者トラブルは多様化する傾向にあります。
　今後もこれらのトラブルから消費者を守るため、被害を未然に防ぐための取組を充実していく必要が
　あります。 

■生活上の様々な悩みや問題に対して市民相談員による相談業務のほか、法律的な問題に対しては、
　弁護士による無料の法律相談業務を実施しています。また、人権擁護委員など各種相談員による
　相談業務も行っており、今後も市民のプライバシーに十分配慮しながら、相談体制の充実に努めて
　いく必要があります。

■暴力は重大な人権侵害であり、配偶者等から暴力を受けるドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の相
　談は増加傾向であるため、関連部署間や警察等との連携を強化し、これらの相談に適切に対応で
　きる体制づくりを進めていくことが必要です。

※ 重複・頻回受診：同じ病気で複数の医療機関を受診することを「重複受診」といい、同じ医療機関に月に何度も受診することを「頻回受診」という。
　 重複・頻回受診などの多受診は、重複する検査や投薬により、体に影響を与えるとともに、医療費の増加につながる。 ※ SNS：「Social Networking Service」の略で、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のWeb サイトのこと。

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （31位／42項目）

 （36位／42項目）
重要度

-0.06

0.50

【消費生活に関する情報提供や相談】
市民アンケートより

用 語 解 説
用 語 解 説
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豊かな自然を育み
快適で住みよいまち

4.安全で快適な生活環境の維持、向上に努めます。

3.廃棄物の減量化・再資源化が進んだ循環型社会の形成を推進します。 

2.美しい千歳の自然環境を守り、次の世代への継承に努めます。 

1.地球の環境を守る取組を推進します。 

展開方針展開方針展開方針

身近な生活空間から支笏湖を包む大自然まで、千歳に広がる豊かな自然環境を継承

し、快適に暮らすことができる「豊かな自然を育み快適で住みよいまち」を目指します。 

目標とするまちの姿

2基本目標2基本目標2基本目標2基本目標
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豊かな自然を育み
快適で住みよいまち

4.安全で快適な生活環境の維持、向上に努めます。

3.廃棄物の減量化・再資源化が進んだ循環型社会の形成を推進します。 

2.美しい千歳の自然環境を守り、次の世代への継承に努めます。 

1.地球の環境を守る取組を推進します。 

展開方針展開方針展開方針

身近な生活空間から支笏湖を包む大自然まで、千歳に広がる豊かな自然環境を継承

し、快適に暮らすことができる「豊かな自然を育み快適で住みよいまち」を目指します。 

目標とするまちの姿

2基本目標2基本目標2基本目標2基本目標
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現状と課題 

■「地球環境の保全に対する取組」は満足度・重要度ともに平
　均的と評価されています。 

【市民アンケート】

■約48％の団体が「環境保護（リサイクル、省エネルギーなど）」
　に関する活動を行っています。

【団体アンケート】

市民の声

市民一人ひとりの環境に関する意識の醸成を図るため、周知・啓発や環境学習の機会を提供するほか、
幅広い団体等との連携や情報交換の継続に努めます。 

地球環境問題や環境保全に対する市民・事業者の意識を高めるとともに、環境負荷を低減するため、
環境保全につながる取組の拡大に努めます。 

温室効果ガス排出削減のため、地球温暖化防止に特化した環境マネジメントシステム※や環境にやさ
しいエネルギーの普及・啓発に努めます。

豊かな自然を育み快適で住みよいまち【基本目標2】 

地球の環境を守る取組を推進します。 

展開方針1

基本方向

■地球温暖化をはじめ、オゾン層の破壊や酸性雨などの地球環境問題は、人口増加や経済の発展に
　伴うエネルギーの大量消費、森林伐採など人間の活動が大きく影響しています。 

■環境問題に対応するためには、現状を把握し、環境保全の大切さの認識を深め、将来に引き継いで
　いくことが重要です。 

■平成27年（2015年）のパリ協定※１や、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を中核とする「持続可能な開
　発のための2030アジェンダ※２」の採択など、地球環境を取り巻く国際的な取組が大きく変化して
　いく中、今後も引き続き、市民・事業者・行政が連携して低炭素社会の実現に向けた取組を進めて
　いくことが重要です。 

■企業や一般家庭における省エネルギーの取組や環境にやさしいエネルギーの利用などに関する意識は
　高まっていますが、これらの取組をより一層推進するため、普及・啓発に努めていく必要があります。 

※ 環境マネジメントシステム：環境に関する諸施策を推進するため、「計画（Plan）」「実施（Do）」「点検（Check）」及び「見直し（Action）」のステップ
　 を繰り返し実施することで成果を高める仕組みのこと。 

※1 パリ協定：地球温暖化を抑制するため、各国の取組を定めた国際的な協定で、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃未満に抑え、
　　さらに1.5℃未満を目指すこと。
※2 持続可能な開発のための2030アジェンダ：気候変動への対応など、次世代の経済利益を損なわないように社会発展を進めるため、国際連合
　　が策定した令和12年（2030年）までの指針のこと。

千歳市子ども環境教室

千歳市役所第2庁舎の太陽光パネル

用 語 解 説

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （18位／42項目）

 （22位／42項目）
重要度

0.09

0.81

【地球環境の保全に対する取組】
市民アンケートより
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現状と課題 

■「地球環境の保全に対する取組」は満足度・重要度ともに平
　均的と評価されています。 

【市民アンケート】

■約48％の団体が「環境保護（リサイクル、省エネルギーなど）」
　に関する活動を行っています。

【団体アンケート】

市民の声

市民一人ひとりの環境に関する意識の醸成を図るため、周知・啓発や環境学習の機会を提供するほか、
幅広い団体等との連携や情報交換の継続に努めます。 

地球環境問題や環境保全に対する市民・事業者の意識を高めるとともに、環境負荷を低減するため、
環境保全につながる取組の拡大に努めます。 

温室効果ガス排出削減のため、地球温暖化防止に特化した環境マネジメントシステム※や環境にやさ
しいエネルギーの普及・啓発に努めます。

豊かな自然を育み快適で住みよいまち【基本目標2】 

地球の環境を守る取組を推進します。 

展開方針1

基本方向

■地球温暖化をはじめ、オゾン層の破壊や酸性雨などの地球環境問題は、人口増加や経済の発展に
　伴うエネルギーの大量消費、森林伐採など人間の活動が大きく影響しています。 

■環境問題に対応するためには、現状を把握し、環境保全の大切さの認識を深め、将来に引き継いで
　いくことが重要です。 

■平成27年（2015年）のパリ協定※１や、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を中核とする「持続可能な開
　発のための2030アジェンダ※２」の採択など、地球環境を取り巻く国際的な取組が大きく変化して
　いく中、今後も引き続き、市民・事業者・行政が連携して低炭素社会の実現に向けた取組を進めて
　いくことが重要です。 

■企業や一般家庭における省エネルギーの取組や環境にやさしいエネルギーの利用などに関する意識は
　高まっていますが、これらの取組をより一層推進するため、普及・啓発に努めていく必要があります。 

※ 環境マネジメントシステム：環境に関する諸施策を推進するため、「計画（Plan）」「実施（Do）」「点検（Check）」及び「見直し（Action）」のステップ
　 を繰り返し実施することで成果を高める仕組みのこと。 

※1 パリ協定：地球温暖化を抑制するため、各国の取組を定めた国際的な協定で、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃未満に抑え、
　　さらに1.5℃未満を目指すこと。
※2 持続可能な開発のための2030アジェンダ：気候変動への対応など、次世代の経済利益を損なわないように社会発展を進めるため、国際連合
　　が策定した令和12年（2030年）までの指針のこと。

千歳市子ども環境教室

千歳市役所第2庁舎の太陽光パネル

用 語 解 説

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （18位／42項目）

 （22位／42項目）
重要度

0.09

0.81

【地球環境の保全に対する取組】
市民アンケートより
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現状と課題 

■「自然環境の保全」は、満足度が高く、重要度は平均的と評
　価されています。
■「騒音・振動・悪臭などの公害防止」は、満足度が低く、重要
　度は比較的高いと評価されていますが、満足度は上昇傾向
　にあります。
 ■向陽台地域などの住民からは、「今の場所に住み続けたい
　理由」として、「自然が豊かだから」という声が多くあります。

【市民アンケート】

■「自然環境」への評価が最も高くなっています。
【中高生・大学生アンケート】

■回答者全員が「自然環境」に良いイメージを持っています。
【東京千歳会アンケート】

■恵まれた自然環境の保全に引き続き取り組み、子どもや孫
　の代まで残しましょう。 

【都市経営会議からの提言】

■10年後の千歳について「しぜんゆたかでいてほしい。」、「自
　ぜんがいっぱいの町！！」にしたい、との意見がありました。

【ちとせの木プロジェクト】

市民の声

希少な動植物の生態系の変化などを把握するとともに、千歳市の豊かな自然環境の保全に努めます。 

自然に対する知識を深め、大切にする心を育むための啓発を進めるとともに、自然に親しみ、ふれあ
う機会の充実に努めます。 

環境保全に係る監視・指導を行い、公害発生の未然防止に努めます。 

正確な測定や新たな環境問題に対応するため、計画的な機器の更新に努めます。 

豊かな自然を育み快適で住みよいまち【基本目標2】 

美しい千歳の自然環境を守り、
次の世代への継承に努めます。

展開方針2

基本方向

■千歳市は清澄な水をたたえる支笏湖や千歳川、緑豊かな森林などの雄大な自然に恵まれ、多種多
　様な動植物が生息しており、樽前山や恵庭岳等の山々やオコタンペ湖など、支笏湖周辺地域は支
　笏洞爺国立公園に指定されているほか、内別川周辺や千歳川周辺、青葉公園などの特に自然環境
　を保全すべき地区については、「千歳市自然環境保全地区」に指定し保全に努めています。しかし、
　外来種の侵入や近年の気候変動など、野生生物の生息・生育環境に影響が見られることから、将
　来にわたり生態系を保全するため、これまで行ってきた自然環境保全の取組を継続する必要があ
　ります。

■近年のアウトドア活動は多種多様化しており、誰もが気軽に自然と親しむ機会が増加しています。
　その一方で、利用の集中やマナー違反などによる自然環境や野生動植物への影響が見られるため、
　適正な利用など人と自然との共生について理解を深めることが必要です。

■大気、水質などの生活環境は、継続的な監視や指導により保全されています。今後も健康で安全
　安心に暮らすことのできる環境を確保するため、取組を継続する必要があります。また、ＰＭ２.５※
　  など新たな環境問題については、情報収集し、市民周知や測定などに努める必要があります。 

※ PM2.5：大気中に浮遊している直径2.5マイクロメートル（１マイクロメートルは１mmの千分の１）以下の非常に小さな粒子で、工場や自動車、船
　 舶、航空機などから排出されたばい煙や粉じんなどの大気汚染の原因となる粒子状の物質のこと。 

支笏湖

春のバードウォッチング

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （35位／42項目）

 （15位／42項目）
重要度

-0.12

0.97

【騒音・振動・悪臭などの公害防止】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （4位／42項目）

 （20位／42項目）
重要度

0.26

0.84

【自然環境の保全】
市民アンケートより
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現状と課題 

■「自然環境の保全」は、満足度が高く、重要度は平均的と評
　価されています。
■「騒音・振動・悪臭などの公害防止」は、満足度が低く、重要
　度は比較的高いと評価されていますが、満足度は上昇傾向
　にあります。
 ■向陽台地域などの住民からは、「今の場所に住み続けたい
　理由」として、「自然が豊かだから」という声が多くあります。

【市民アンケート】

■「自然環境」への評価が最も高くなっています。
【中高生・大学生アンケート】

■回答者全員が「自然環境」に良いイメージを持っています。
【東京千歳会アンケート】

■恵まれた自然環境の保全に引き続き取り組み、子どもや孫
　の代まで残しましょう。 

【都市経営会議からの提言】

■10年後の千歳について「しぜんゆたかでいてほしい。」、「自
　ぜんがいっぱいの町！！」にしたい、との意見がありました。

【ちとせの木プロジェクト】

市民の声

希少な動植物の生態系の変化などを把握するとともに、千歳市の豊かな自然環境の保全に努めます。 

自然に対する知識を深め、大切にする心を育むための啓発を進めるとともに、自然に親しみ、ふれあ
う機会の充実に努めます。 

環境保全に係る監視・指導を行い、公害発生の未然防止に努めます。 

正確な測定や新たな環境問題に対応するため、計画的な機器の更新に努めます。 

豊かな自然を育み快適で住みよいまち【基本目標2】 

美しい千歳の自然環境を守り、
次の世代への継承に努めます。

展開方針2

基本方向

■千歳市は清澄な水をたたえる支笏湖や千歳川、緑豊かな森林などの雄大な自然に恵まれ、多種多
　様な動植物が生息しており、樽前山や恵庭岳等の山々やオコタンペ湖など、支笏湖周辺地域は支
　笏洞爺国立公園に指定されているほか、内別川周辺や千歳川周辺、青葉公園などの特に自然環境
　を保全すべき地区については、「千歳市自然環境保全地区」に指定し保全に努めています。しかし、
　外来種の侵入や近年の気候変動など、野生生物の生息・生育環境に影響が見られることから、将
　来にわたり生態系を保全するため、これまで行ってきた自然環境保全の取組を継続する必要があ
　ります。

■近年のアウトドア活動は多種多様化しており、誰もが気軽に自然と親しむ機会が増加しています。
　その一方で、利用の集中やマナー違反などによる自然環境や野生動植物への影響が見られるため、
　適正な利用など人と自然との共生について理解を深めることが必要です。

■大気、水質などの生活環境は、継続的な監視や指導により保全されています。今後も健康で安全
　安心に暮らすことのできる環境を確保するため、取組を継続する必要があります。また、ＰＭ２.５※
　  など新たな環境問題については、情報収集し、市民周知や測定などに努める必要があります。 

※ PM2.5：大気中に浮遊している直径2.5マイクロメートル（１マイクロメートルは１mmの千分の１）以下の非常に小さな粒子で、工場や自動車、船
　 舶、航空機などから排出されたばい煙や粉じんなどの大気汚染の原因となる粒子状の物質のこと。 

支笏湖

春のバードウォッチング

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （35位／42項目）

 （15位／42項目）
重要度

-0.12

0.97

【騒音・振動・悪臭などの公害防止】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （4位／42項目）

 （20位／42項目）
重要度

0.26

0.84

【自然環境の保全】
市民アンケートより
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現状と課題 

豊かな自然を育み快適で住みよいまち【基本目標2】 

廃棄物の減量化・再資源化が進んだ
循環型社会の形成を推進します。

展開方針3

市民・事業者・行政等が共通認識のもと、連携してごみの発生抑制やリサイクルを推進するとともに、
リサイクルへの理解と協力が得られるよう啓発に努めます。 

ごみの再資源化により資源を循環させるため、ごみの適正排出や再生品の利用などを促進します。 

ごみ処理施設の効率的な運営を長期的に維持するため、老朽化した施設の計画的な整備を推進します。 

効率的なごみ処理体制を構築するため、関係市町と連携した取組を推進します。 

基本方向

■様々な施策を市民・事業者・行政が連携・協働して取り組むことにより、家庭及び事業所から排出
　されるごみの搬入量は微減傾向になっていますが、リサイクル量は横ばい傾向となっています。循
　環型社会の形成に向け、今後も、ごみの減量化を推進するとともに、リサイクル意識の醸成に取り
　組む必要があります。 

■環境や安全に配慮したごみ処理施設の効率的な運営を維持するため、老朽化した施設を計画的に
　整備する必要があります。また、広域的な連携による効率的かつ安定的なごみ処理体制を構築す
　るため、焼却処理施設の整備を進めるとともに、ごみ処理施設全般に関する広域処理の方向性に
　ついて、関係市町と協議・検討していく必要があります。

市民の声

■「ごみの収集やリサイクル」は満足度が高く、重要度も比較
　的高いと評価されており、満足度は上昇傾向にあります。 

【市民アンケート】

現状と課題 

安全で快適な生活環境の維持、
向上に努めます。

展開方針4

■快適な生活環境を創出するためには身近な生活エリアの環境衛生の維持・向上が必要であり、防
　災や防犯の視点からも河川周辺や空き地などの美化推進が求められています。これまで、町内会
　等の地域団体と協働し、水辺の美化活動の支援や、空き地の雑草繁茂調査を行うなど適切な管理
　に努めてきましたが、これらの取組は今後も継続していく必要があります。

■少子高齢化の進展や経済的事情などにより、長期間管理されていない空き家が発生しており、対
　策を進めていく必要があります。 

■市内には、３か所の霊園、９か所の共同墓地、１か所の葬斎場がありますが、いずれも施設整備か
　ら年数が経過し、老朽化が進んでいるほか、合葬墓の申請件数増加など、霊園における利用者ニー
　ズに変化が見られることから、これらを踏まえ、計画的な施設の整備や周辺環境の美化に努めて
　いく必要があります。

■ペットの飼い主の一部に不適切な飼育が見られるなど、身近な生活エリアの環境衛生の維持・向上を
　図るため、動物の飼育や管理についてのモラル向上を促していく必要があります。

■新千歳空港は、平成６年（1994年）に国内初の24時間運用が開始され、これに伴う騒音等の影響
　を軽減するため、航路下の地域に対して、防音対策や地域振興策などに取り組んできました。今後
　も引き続き、北海道などと連携し、24時間運用に対する周辺住民の理解を得ながら、対策を進め
　ていく必要があります。 

■航空機騒音に係る住宅防音工事や移転事業では、騒音区域や告示日※１により、対象となる建物や
　土地などが決められているなど、制度上の課題があります。また、防音対策済みの建物については、
　経年劣化等の状況に応じて補修や大規模改修を行う必要があります。

■千歳市には２つの陸上自衛隊駐屯地と１つの航空自衛隊基地が所在しています。これら防衛施設
　の運用に起因する騒音や振動などの諸障害については、市民が快適に暮らすことができるよう、
　実態の把握に努めるとともに、国に対し各種障害の解消や軽減措置を求めていく必要があります。

■Ｃ経路※２においては、車道の拡幅や歩道の設置、耐キャタアスファルトによる整備を行ってきまし
　たが、舗装の老朽化により、大型車や装軌車が走行する際に騒音や振動が発生しています。また、
　航空機の飛行によるテレビの受信障害については、共同受信施設※３を整備してきましたが、施設
　の老朽化により、機能低下が見られることから、防衛施設周辺の住環境を良好に維持していくため、
　計画的な整備や適切な維持管理を続ける必要があります。

■在日米軍再編に係る訓練移転や諸外国との共同訓練について、市民の不安解消や、安全・安心の
　確保に努める必要があります。

※1 告示日：国が「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律及び施行令」に基づき、航空機の頻繁な離着陸等の実施により生ずる音響の影響度
　　を考慮して、その区域を定めた日のこと。
※2 C経路：東千歳駐屯地と北海道大演習場を結ぶ約10kmの公道のこと。装軌車（主に戦車）の移動ルートとなっている。
※3 共同受信施設：航空機の影響を受けてテレビの映像が乱れる地域の対策として、テレビ放送をケーブルで受信するために整備した施設のこと。

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （2位／42項目）

 （9位／42項目）
重要度

0.51

1.06

【ごみの収集やリサイクル】
市民アンケートより
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現状と課題 

豊かな自然を育み快適で住みよいまち【基本目標2】 

廃棄物の減量化・再資源化が進んだ
循環型社会の形成を推進します。

展開方針3

市民・事業者・行政等が共通認識のもと、連携してごみの発生抑制やリサイクルを推進するとともに、
リサイクルへの理解と協力が得られるよう啓発に努めます。 

ごみの再資源化により資源を循環させるため、ごみの適正排出や再生品の利用などを促進します。 

ごみ処理施設の効率的な運営を長期的に維持するため、老朽化した施設の計画的な整備を推進します。 

効率的なごみ処理体制を構築するため、関係市町と連携した取組を推進します。 

基本方向

■様々な施策を市民・事業者・行政が連携・協働して取り組むことにより、家庭及び事業所から排出
　されるごみの搬入量は微減傾向になっていますが、リサイクル量は横ばい傾向となっています。循
　環型社会の形成に向け、今後も、ごみの減量化を推進するとともに、リサイクル意識の醸成に取り
　組む必要があります。 

■環境や安全に配慮したごみ処理施設の効率的な運営を維持するため、老朽化した施設を計画的に
　整備する必要があります。また、広域的な連携による効率的かつ安定的なごみ処理体制を構築す
　るため、焼却処理施設の整備を進めるとともに、ごみ処理施設全般に関する広域処理の方向性に
　ついて、関係市町と協議・検討していく必要があります。

市民の声

■「ごみの収集やリサイクル」は満足度が高く、重要度も比較
　的高いと評価されており、満足度は上昇傾向にあります。 

【市民アンケート】

現状と課題 

安全で快適な生活環境の維持、
向上に努めます。

展開方針4

■快適な生活環境を創出するためには身近な生活エリアの環境衛生の維持・向上が必要であり、防
　災や防犯の視点からも河川周辺や空き地などの美化推進が求められています。これまで、町内会
　等の地域団体と協働し、水辺の美化活動の支援や、空き地の雑草繁茂調査を行うなど適切な管理
　に努めてきましたが、これらの取組は今後も継続していく必要があります。

■少子高齢化の進展や経済的事情などにより、長期間管理されていない空き家が発生しており、対
　策を進めていく必要があります。 

■市内には、３か所の霊園、９か所の共同墓地、１か所の葬斎場がありますが、いずれも施設整備か
　ら年数が経過し、老朽化が進んでいるほか、合葬墓の申請件数増加など、霊園における利用者ニー
　ズに変化が見られることから、これらを踏まえ、計画的な施設の整備や周辺環境の美化に努めて
　いく必要があります。

■ペットの飼い主の一部に不適切な飼育が見られるなど、身近な生活エリアの環境衛生の維持・向上を
　図るため、動物の飼育や管理についてのモラル向上を促していく必要があります。

■新千歳空港は、平成６年（1994年）に国内初の24時間運用が開始され、これに伴う騒音等の影響
　を軽減するため、航路下の地域に対して、防音対策や地域振興策などに取り組んできました。今後
　も引き続き、北海道などと連携し、24時間運用に対する周辺住民の理解を得ながら、対策を進め
　ていく必要があります。 

■航空機騒音に係る住宅防音工事や移転事業では、騒音区域や告示日※１により、対象となる建物や
　土地などが決められているなど、制度上の課題があります。また、防音対策済みの建物については、
　経年劣化等の状況に応じて補修や大規模改修を行う必要があります。

■千歳市には２つの陸上自衛隊駐屯地と１つの航空自衛隊基地が所在しています。これら防衛施設
　の運用に起因する騒音や振動などの諸障害については、市民が快適に暮らすことができるよう、
　実態の把握に努めるとともに、国に対し各種障害の解消や軽減措置を求めていく必要があります。

■Ｃ経路※２においては、車道の拡幅や歩道の設置、耐キャタアスファルトによる整備を行ってきまし
　たが、舗装の老朽化により、大型車や装軌車が走行する際に騒音や振動が発生しています。また、
　航空機の飛行によるテレビの受信障害については、共同受信施設※３を整備してきましたが、施設
　の老朽化により、機能低下が見られることから、防衛施設周辺の住環境を良好に維持していくため、
　計画的な整備や適切な維持管理を続ける必要があります。

■在日米軍再編に係る訓練移転や諸外国との共同訓練について、市民の不安解消や、安全・安心の
　確保に努める必要があります。

※1 告示日：国が「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律及び施行令」に基づき、航空機の頻繁な離着陸等の実施により生ずる音響の影響度
　　を考慮して、その区域を定めた日のこと。
※2 C経路：東千歳駐屯地と北海道大演習場を結ぶ約10kmの公道のこと。装軌車（主に戦車）の移動ルートとなっている。
※3 共同受信施設：航空機の影響を受けてテレビの映像が乱れる地域の対策として、テレビ放送をケーブルで受信するために整備した施設のこと。

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （2位／42項目）

 （9位／42項目）
重要度

0.51

1.06

【ごみの収集やリサイクル】
市民アンケートより
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市民の声

■「騒音・振動・悪臭などの公害防止」は、満足度が低く、
重要度は比較的高いと評価されていますが、満足度は
上昇傾向にあります。なお、青葉、日の出、東郊、住吉な
ど、航路下の地区で特に満足度が低くなっています。 

■ペットを飼う人のマナーの改善を求める声があります。
（自由記述）

【市民アンケート】

■中学生の約83％が、将来住む場所で「騒音・振動・悪臭などの公害防止」がとても重要と回答してい
ます。

【中高生アンケート】

■防音対策の充実を求める声があります。 （自由記述）
【市民・中高生・大学生アンケート】

災害や危険から
暮らしを守るまち

3.消防・救急体制の充実強化を図るとともに、火災予防を推進します。 

2.交通事故や犯罪のない社会の実現に努めます。 

1.防災・減災対策の充実強化を図り、災害等に強いまち・ひとづくりを推進します。

展開方針展開方針展開方針

災害への備えの意識や日常生活と隣り合わせにある交通事故、犯罪などを未然に防

ぐ意識を日頃から高め合い、安全・安心なまちづくりを着実に進め、被害を最小限に

抑え、災害時もみんなで助け合い、困難を乗り越えることができる「災害や危険から

暮らしを守るまち」を目指します。 

目標とするまちの姿

河川周辺の清掃活動や、空き地の適正な管理など、美化意識の高揚に向けた啓発の充実により、環境
衛生の向上に努めます。

空き家の所有者に適正な管理を促し、周辺住民の生活環境の維持・向上に努めます。

利用しやすい霊園、葬斎場となるよう設備等の整備や、良好な周辺環境の維持に努めます。

ペット等の適切な飼育についての啓発、指導に努め、モラルの向上を促進します。

航空機騒音に係る住宅防音対策の制度改善や事業促進に取り組み、良好な生活環境の確保に努めます。

防衛施設の運用に起因する諸障害について、実態の把握に努めるとともに、これらの改善を国に要請
し、防衛施設等と共存するまちづくりを目指します。

Ｃ経路や共同受信施設については、定期的な点検と診断結果に基づく整備を行うなど、計画的な整備
と、適切な維持管理に努めます。

在日米軍再編に係る訓練移転や諸外国との共同訓練等について、安全性の確保などを国に求めるとと
もに、市民への速やかな情報提供に努めます。

基本方向

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （35位／42項目）

 （15位／42項目）
重要度

-0.12

0.97

【騒音・振動・悪臭などの公害防止】
市民アンケートより

3基本目標3基本目標3基本目標3基本目標

豊かな自然を育み快適で住みよいまち【基本目標2】 

基本目標2
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市民の声

■「騒音・振動・悪臭などの公害防止」は、満足度が低く、
重要度は比較的高いと評価されていますが、満足度は
上昇傾向にあります。なお、青葉、日の出、東郊、住吉な
ど、航路下の地区で特に満足度が低くなっています。 

■ペットを飼う人のマナーの改善を求める声があります。
（自由記述）

【市民アンケート】

■中学生の約83％が、将来住む場所で「騒音・振動・悪臭などの公害防止」がとても重要と回答してい
ます。

【中高生アンケート】

■防音対策の充実を求める声があります。 （自由記述）
【市民・中高生・大学生アンケート】

災害や危険から
暮らしを守るまち

3.消防・救急体制の充実強化を図るとともに、火災予防を推進します。 

2.交通事故や犯罪のない社会の実現に努めます。 

1.防災・減災対策の充実強化を図り、災害等に強いまち・ひとづくりを推進します。

展開方針展開方針展開方針

災害への備えの意識や日常生活と隣り合わせにある交通事故、犯罪などを未然に防

ぐ意識を日頃から高め合い、安全・安心なまちづくりを着実に進め、被害を最小限に

抑え、災害時もみんなで助け合い、困難を乗り越えることができる「災害や危険から

暮らしを守るまち」を目指します。 

目標とするまちの姿

河川周辺の清掃活動や、空き地の適正な管理など、美化意識の高揚に向けた啓発の充実により、環境
衛生の向上に努めます。

空き家の所有者に適正な管理を促し、周辺住民の生活環境の維持・向上に努めます。

利用しやすい霊園、葬斎場となるよう設備等の整備や、良好な周辺環境の維持に努めます。

ペット等の適切な飼育についての啓発、指導に努め、モラルの向上を促進します。

航空機騒音に係る住宅防音対策の制度改善や事業促進に取り組み、良好な生活環境の確保に努めます。

防衛施設の運用に起因する諸障害について、実態の把握に努めるとともに、これらの改善を国に要請
し、防衛施設等と共存するまちづくりを目指します。

Ｃ経路や共同受信施設については、定期的な点検と診断結果に基づく整備を行うなど、計画的な整備
と、適切な維持管理に努めます。

在日米軍再編に係る訓練移転や諸外国との共同訓練等について、安全性の確保などを国に求めるとと
もに、市民への速やかな情報提供に努めます。

基本方向

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （35位／42項目）

 （15位／42項目）
重要度

-0.12

0.97

【騒音・振動・悪臭などの公害防止】
市民アンケートより

3基本目標3基本目標3基本目標3基本目標

豊かな自然を育み快適で住みよいまち【基本目標2】 

基本目標2
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現状と課題 

災害や予期せぬ危機から市民の生命及び財産を守るため、防災関係機関等※との連携を強化するとと
もに、市民の防災意識や災害対応力の向上を促し、女性や障がい者などの視点も取り入れた防災・減
災対策の充実に努めます。

災害時に、高齢者、障がい者、乳幼児などの要配慮者や外国人を含む観光客など様々な人々に対して
円滑に支援活動を実施するための対策を推進します。

災害や危険から暮らしを守るまち【基本目標3】 

防災・減災対策の充実強化を図り、災害等に
強いまち・ひとづくりを推進します。

展開方針1

基本方向

市民の声

■「自然災害に対する防災体制」は満足度が低く、重要度は
比較的高いと評価されており、満足度は低下傾向に、重要
度は上昇傾向にあります。

■北海道胆振東部地震の際、防災無線が聞き取りにくく、
災害時の情報発信の改善を求める声や避難所の対応の
充実を求める声があります。

【市民アンケート】

■高齢者から、町内会館を支援が必要な方が一時的に避難
　できる場所に指定してほしいとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

■胆振東部地震の経験を生かした、より災害に強いまちづくりをめざしましょう。
■インフラや交通網も含め居住環境において、住んでいる人の安心・安全、快適性、利便性、公平
　性の向上をめざしましょう。
■市民同士がつながり、必要な情報が必要な人に届くようにしましょう。

【都市経営会議からの提言】■自然災害のほかにも航空機事故、外国からの武力攻撃や大規模テロの脅威、さらには、新型コロナ
　ウイルス感染症など世界規模での感染症流行の懸念もあります。

■災害時の避難行動等において、特に支援を要する高齢者などの要配慮者や近年増加する外国人を
　含む観光客への対策のほか、女性など多様な視点を取り入れた対策を進めていく必要があります。

■千歳市には２つの陸上自衛隊駐屯地と１つの航空自衛隊基地が所在しており、日頃から緊急時の
　協力体制など良好な関係を築いています。今後も引き続き、防災関係機関及び協力機関との連携
　強化に努めていくことが必要です。

■災害の発生を未然に防ぐことは難しいことから、災害時に適切な対応ができるよう、市民の防災意
　識を高めるとともに、被害を最小限に抑える「減災」の視点に立った対策が求められています。ま
　た、感染症流行下における災害の発生に備え、感染防止対策を講じた避難所運営などに取り組む
　必要があります。

■東日本大震災や熊本地震などの大地震をはじめ、全国各地では、台風・集中豪雨による風水害、火 
　山噴火等の自然災害が頻発・激甚化※しており、北海道でも、平成30年（2018年）には、観測史上
　初めてとなる最大震度７を記録した北海道胆振東部地震が発生しました。

※ 防災関係機関等：災害予防、災害応急対策等の防災活動を実施するため、災害対策基本法の規定に基づき指定を受けている地方行政機関及び
    公共機関、自衛隊、警察などのこと。※ 激甚化：その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与える事態となること。

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （37位／42項目）

 （2位／42項目）
重要度

-0.16

1.36

【自然災害に対する防災体制】
市民アンケートより
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現状と課題 

災害や予期せぬ危機から市民の生命及び財産を守るため、防災関係機関等※との連携を強化するとと
もに、市民の防災意識や災害対応力の向上を促し、女性や障がい者などの視点も取り入れた防災・減
災対策の充実に努めます。

災害時に、高齢者、障がい者、乳幼児などの要配慮者や外国人を含む観光客など様々な人々に対して
円滑に支援活動を実施するための対策を推進します。

災害や危険から暮らしを守るまち【基本目標3】 

防災・減災対策の充実強化を図り、災害等に
強いまち・ひとづくりを推進します。

展開方針1

基本方向

市民の声

■「自然災害に対する防災体制」は満足度が低く、重要度は
比較的高いと評価されており、満足度は低下傾向に、重要
度は上昇傾向にあります。

■北海道胆振東部地震の際、防災無線が聞き取りにくく、
災害時の情報発信の改善を求める声や避難所の対応の
充実を求める声があります。

【市民アンケート】

■高齢者から、町内会館を支援が必要な方が一時的に避難
　できる場所に指定してほしいとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

■胆振東部地震の経験を生かした、より災害に強いまちづくりをめざしましょう。
■インフラや交通網も含め居住環境において、住んでいる人の安心・安全、快適性、利便性、公平
　性の向上をめざしましょう。
■市民同士がつながり、必要な情報が必要な人に届くようにしましょう。

【都市経営会議からの提言】■自然災害のほかにも航空機事故、外国からの武力攻撃や大規模テロの脅威、さらには、新型コロナ
　ウイルス感染症など世界規模での感染症流行の懸念もあります。

■災害時の避難行動等において、特に支援を要する高齢者などの要配慮者や近年増加する外国人を
　含む観光客への対策のほか、女性など多様な視点を取り入れた対策を進めていく必要があります。

■千歳市には２つの陸上自衛隊駐屯地と１つの航空自衛隊基地が所在しており、日頃から緊急時の
　協力体制など良好な関係を築いています。今後も引き続き、防災関係機関及び協力機関との連携
　強化に努めていくことが必要です。

■災害の発生を未然に防ぐことは難しいことから、災害時に適切な対応ができるよう、市民の防災意
　識を高めるとともに、被害を最小限に抑える「減災」の視点に立った対策が求められています。ま
　た、感染症流行下における災害の発生に備え、感染防止対策を講じた避難所運営などに取り組む
　必要があります。

■東日本大震災や熊本地震などの大地震をはじめ、全国各地では、台風・集中豪雨による風水害、火 
　山噴火等の自然災害が頻発・激甚化※しており、北海道でも、平成30年（2018年）には、観測史上
　初めてとなる最大震度７を記録した北海道胆振東部地震が発生しました。

※ 防災関係機関等：災害予防、災害応急対策等の防災活動を実施するため、災害対策基本法の規定に基づき指定を受けている地方行政機関及び
    公共機関、自衛隊、警察などのこと。※ 激甚化：その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与える事態となること。
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 （37位／42項目）

 （2位／42項目）
重要度

-0.16

1.36

【自然災害に対する防災体制】
市民アンケートより
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現状と課題 

交通ルール・マナー遵守の意識を一層高めるため、各種交通安全活動を展開し、市民に対する交通安
全思想の普及・啓発に努めます。

交通安全施設の整備や信号機などの設置について、引き続き北海道公安委員会に要請するなど、歩
行者や運転者の安全を推進します。

関係機関・団体や地域と連携・協働し、防犯の取組を進め、犯罪から地域住民を守ります。

災害や危険から暮らしを守るまち【基本目標3】 

交通事故や犯罪のない社会の
実現に努めます。

展開方針2

基本方向

■昭和37年（1962年）に「交通安全都市」宣言を行って以来、全市民が一致協力して交通安全運動
　に取り組んでいます。今後も、悲惨な交通事故を防ぐため、超高齢社会の進展など、近年の社会情
　勢について考慮しながら、交通事故防止の取組を継続的に進める必要があります。

■ＪＲ長都駅周辺の地域では人口が増加傾向にあるため、防犯及び交通安全対策を更に進める必要
　があります。

■地域の防犯性を高めるため、町内会などに防犯灯の設置・維持管理費を助成しています。今後も町
　内会などと役割分担し、協働による犯罪が発生しにくい地域づくりを進める必要があります。

■昭和63年（1988年）に「暴力追放・防犯都市」宣言を行い、犯罪のない明るいまちづくりを推進し
　ていますが、犯罪の多様化・複雑化が進んでいることから、これらに対応した取組を進めていく必
　要があります。

市民の声

【市民アンケート】

■街灯を増やしてほしいとの声が、また、中学生からはＪＲ長都駅に交番を設置してほしいとの声が
　あります。（自由記述）

【中高生・大学生アンケート】

■自衛官から他県と比べ、車のスピードが速いとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

■人口増加が続く長都駅周辺の安全確保や交通網の整備を推進しましょう。

【都市経営会議からの提言】

■「交通安全への取組」は満足度・重要度とも
　に平均的と評価されています。

■「地域での防犯対策」は満足度は平均的で、
　重要度は比較的高いと評価されています。

交通安全フェア 幼児の交通安全教室

■千歳市は、北海道縦貫自動車道や北海道横断自動車道をはじめ、国道、道道など多くの幹線道路
　があり交通量が多い地域です。幹線道路、生活道路問わず、交通事故はどこでも発生する可能性
　があるため、交通安全対策については、地域や学校、交通安全関係機関・団体と連携・協力しなが
　ら全市的に進めていく必要があります。

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （32位／42項目）

 （10位／42項目）
重要度

-0.06

0.99

【地域での防犯対策】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （17位／42項目）

 （23位／42項目）
重要度

0.10

0.80

【交通安全への取組】
市民アンケートより
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現状と課題 

交通ルール・マナー遵守の意識を一層高めるため、各種交通安全活動を展開し、市民に対する交通安
全思想の普及・啓発に努めます。

交通安全施設の整備や信号機などの設置について、引き続き北海道公安委員会に要請するなど、歩
行者や運転者の安全を推進します。

関係機関・団体や地域と連携・協働し、防犯の取組を進め、犯罪から地域住民を守ります。

災害や危険から暮らしを守るまち【基本目標3】 

交通事故や犯罪のない社会の
実現に努めます。

展開方針2

基本方向

■昭和37年（1962年）に「交通安全都市」宣言を行って以来、全市民が一致協力して交通安全運動
　に取り組んでいます。今後も、悲惨な交通事故を防ぐため、超高齢社会の進展など、近年の社会情
　勢について考慮しながら、交通事故防止の取組を継続的に進める必要があります。

■ＪＲ長都駅周辺の地域では人口が増加傾向にあるため、防犯及び交通安全対策を更に進める必要
　があります。

■地域の防犯性を高めるため、町内会などに防犯灯の設置・維持管理費を助成しています。今後も町
　内会などと役割分担し、協働による犯罪が発生しにくい地域づくりを進める必要があります。

■昭和63年（1988年）に「暴力追放・防犯都市」宣言を行い、犯罪のない明るいまちづくりを推進し
　ていますが、犯罪の多様化・複雑化が進んでいることから、これらに対応した取組を進めていく必
　要があります。

市民の声

【市民アンケート】

■街灯を増やしてほしいとの声が、また、中学生からはＪＲ長都駅に交番を設置してほしいとの声が
　あります。（自由記述）

【中高生・大学生アンケート】

■自衛官から他県と比べ、車のスピードが速いとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

■人口増加が続く長都駅周辺の安全確保や交通網の整備を推進しましょう。

【都市経営会議からの提言】

■「交通安全への取組」は満足度・重要度とも
　に平均的と評価されています。

■「地域での防犯対策」は満足度は平均的で、
　重要度は比較的高いと評価されています。

交通安全フェア 幼児の交通安全教室

■千歳市は、北海道縦貫自動車道や北海道横断自動車道をはじめ、国道、道道など多くの幹線道路
　があり交通量が多い地域です。幹線道路、生活道路問わず、交通事故はどこでも発生する可能性
　があるため、交通安全対策については、地域や学校、交通安全関係機関・団体と連携・協力しなが
　ら全市的に進めていく必要があります。

満足度 高い低い
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低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （32位／42項目）

 （10位／42項目）
重要度

-0.06

0.99

【地域での防犯対策】
市民アンケートより
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0.3

満足度
 （17位／42項目）

 （23位／42項目）
重要度

0.10

0.80

【交通安全への取組】
市民アンケートより
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現状と課題 
■千歳市は、中高層化する建築物の火災をはじめ、交通の要衝※1として航空機事故や鉄道事故、
　高速道路における交通事故のほか、大震災や大雨などの自然災害の発生が想定されます。こ
　れら各種災害に対応するため、消防組織を１本部１消防署５出張所と１団本部８分団で構成し、
　24時間体制で備えるとともに、北海道広域消防相互応援協定及び消防団相互応援協定※2等
　に基づいた応援体制を整えています。今後、複雑多様化する災害に対応できるよう、老朽化し
　た消防施設や消防車両については、計画的な維持管理に努め、災害対応力の更なる強化を図
　る必要があります。
■高齢化の進展に伴い、救急出動件数は増加傾向にあることから、より効率的かつ迅速な救急
　活動を実施するため、救急隊員の質の向上及び市民に対する応急手当の普及活動等に努め、
　救命率の低下を防ぐ必要があります。
■千歳市の火災件数は、近年、減少傾向にありますが、今後も住宅火災警報器の普及・啓発や広
　報活動により、市民の防火に対する意識づくりを進めるとともに、建築物や危険物施設等に対
　して、消防法に基づく立入検査を計画的に実施し、火災の抑制を図る必要があります。

■「消防・救急体制」は満足度が高く、重要度も比較的高いと
　評価されており、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

市民の声

地域の実情を踏まえた、消防施設、装備及び人員の計画的な整備、配置を推進します。

市民の生命を守るため、処置範囲の拡大に伴う救急隊員への教育や救急資機材等の充実を図
り、救急業務の高度化を推進します。

火災予防思想の普及・啓発を図るとともに、建築物や危険物施設等への立入検査を強化するな
ど、火災の抑制に努めます。

災害や危険から暮らしを守るまち【基本目標3】 

消防・救急体制の充実強化を図るとともに、
火災予防を推進します。

展開方針3

基本方向

※1 交通の要衝：新千歳空港をはじめ、ＪＲ鉄道、高速道路、国道などが結節し、交通面で重要な場所となっていること。
※2 北海道広域消防相互応援協定、消防団相互応援協定：大規模災害や特殊災害が発生した場合に、北海道内の市町等の消防及び消防団が相互に  
　　 応援することを取り決めた協定のこと。

充実した学びと豊かな文化・
スポーツのまち

1.生涯学習により市民が活躍するまちづくりを推進します。

6.誰もがスポーツに親しめる生涯スポーツの普及に努めます。

5.文化芸術の振興と文化財の保護・継承に努めます。

4.各世代の生活課題や地域課題に対応した社会教育の充実に努めます。

3.高等教育等の機会を確保するとともに、学園都市の形成に努めます。

2.生き生きと学び育つことができる小中学校教育の充実に努めます。

展開方針展開方針展開方針

教育環境の整備を進め、幼児期から生涯にわたって市民が生き生きと学び、教養を深

める機会を創出するとともに、文化芸術活動やスポーツ活動を通じて交流の輪を広

げ、まちづくりや地域活性化の力となっていく「充実した学びと豊かな文化・スポーツ

のまち」を目指します。

目標とするまちの姿

4基本目標4基本目標4基本目標4基本目標

用 語 解 説
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満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （5位／42項目）

 （5位／42項目）
重要度

0.25

1.19

【消防・救急体制】
市民アンケートより
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現状と課題 
■千歳市は、中高層化する建築物の火災をはじめ、交通の要衝※1として航空機事故や鉄道事故、
　高速道路における交通事故のほか、大震災や大雨などの自然災害の発生が想定されます。こ
　れら各種災害に対応するため、消防組織を１本部１消防署５出張所と１団本部８分団で構成し、
　24時間体制で備えるとともに、北海道広域消防相互応援協定及び消防団相互応援協定※2等
　に基づいた応援体制を整えています。今後、複雑多様化する災害に対応できるよう、老朽化し
　た消防施設や消防車両については、計画的な維持管理に努め、災害対応力の更なる強化を図
　る必要があります。
■高齢化の進展に伴い、救急出動件数は増加傾向にあることから、より効率的かつ迅速な救急
　活動を実施するため、救急隊員の質の向上及び市民に対する応急手当の普及活動等に努め、
　救命率の低下を防ぐ必要があります。
■千歳市の火災件数は、近年、減少傾向にありますが、今後も住宅火災警報器の普及・啓発や広
　報活動により、市民の防火に対する意識づくりを進めるとともに、建築物や危険物施設等に対
　して、消防法に基づく立入検査を計画的に実施し、火災の抑制を図る必要があります。

■「消防・救急体制」は満足度が高く、重要度も比較的高いと
　評価されており、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

市民の声

地域の実情を踏まえた、消防施設、装備及び人員の計画的な整備、配置を推進します。

市民の生命を守るため、処置範囲の拡大に伴う救急隊員への教育や救急資機材等の充実を図
り、救急業務の高度化を推進します。

火災予防思想の普及・啓発を図るとともに、建築物や危険物施設等への立入検査を強化するな
ど、火災の抑制に努めます。

災害や危険から暮らしを守るまち【基本目標3】 

消防・救急体制の充実強化を図るとともに、
火災予防を推進します。

展開方針3

基本方向

※1 交通の要衝：新千歳空港をはじめ、ＪＲ鉄道、高速道路、国道などが結節し、交通面で重要な場所となっていること。
※2 北海道広域消防相互応援協定、消防団相互応援協定：大規模災害や特殊災害が発生した場合に、北海道内の市町等の消防及び消防団が相互に  
　　 応援することを取り決めた協定のこと。

充実した学びと豊かな文化・
スポーツのまち

1.生涯学習により市民が活躍するまちづくりを推進します。

6.誰もがスポーツに親しめる生涯スポーツの普及に努めます。

5.文化芸術の振興と文化財の保護・継承に努めます。

4.各世代の生活課題や地域課題に対応した社会教育の充実に努めます。

3.高等教育等の機会を確保するとともに、学園都市の形成に努めます。

2.生き生きと学び育つことができる小中学校教育の充実に努めます。

展開方針展開方針展開方針

教育環境の整備を進め、幼児期から生涯にわたって市民が生き生きと学び、教養を深

める機会を創出するとともに、文化芸術活動やスポーツ活動を通じて交流の輪を広

げ、まちづくりや地域活性化の力となっていく「充実した学びと豊かな文化・スポーツ

のまち」を目指します。

目標とするまちの姿

4基本目標4基本目標4基本目標4基本目標

用 語 解 説

第

　章 

5
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開
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満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （5位／42項目）

 （5位／42項目）
重要度

0.25

1.19

【消防・救急体制】
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現状と課題 
■生涯学習は、自学自習のほか、社会教育や学校教育で行われる組織的で多様な学習活動を含め、
　各個人が生涯にわたって自主的・自発的に行うことを基本とした学習活動です。その振興に当たっ
　ては、市民一人ひとりが生涯にわたりあらゆる機会に、あらゆる場所において学習することがで
　き、その成果を適切に生かすことができる仕組みをつくることが重要です。また、学びを通じた
　まちづくりの担い手となる人材の育成・活用や市民の生涯学習活動を支える団体間の連携など、
　生涯学習をまちづくりの視点から推進する必要があります。

■家族形態の変容、価値観の多様化などを背景に、地域社会の教育力※が低下しています。地域で
　子どもたちの成長を支え、地域課題に向き合う市民が活躍できる環境づくりを推進する必要が
　あります。

■「生涯学習の情報や機会の提供」は満足度が高く、重要度
　は比較的低いと評価されていますが、今住んでいる場所
　から移りたい理由として、余暇や生きがい、娯楽を楽しむ
　場や機会が少ないことが上位にあげられています。

【市民アンケート】

■転入者や高齢者などが持つ様々な知識や技術を、地域づ
　くりに生かしましょう。

【都市経営会議からの提言】

市民の声

市民が生涯を通じて学ぶことができ、学びを通してまちづくりで活躍することができる基盤づくりを推
進します。

地域と学校の連携により、地域で子どもたちの学びや体験を支える活動を充実するとともに、市民が
学んだ成果を生かしてまちづくりに取り組む活動の支援に努めます。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

生涯学習により
市民が活躍するまちづくりを推進します。

展開方針1

基本方向

現状と課題 

■令和２年度（2020年度）から新たな学習指導要領が全面実施となり、学校教育においても更なるＩＣＴ
　の活用が求められています。基盤となる学校のＩＣＴ環境は、教育現場において不可欠なものとなり、
　ＩＣＴ機器の整備と併せて、運用方法の検討やそれに対応できる人材の確保などを進めていく必要
　があります。

■学校施設については、昭和40年代から昭和50年代にかけて建設したものが多く、中長期的な視点
　での整備の検討や学校運営の多様性への対応を進めていく必要があります。

■児童生徒がより良い教育環境で学校生活を送れるよう、北陽小学校の過大規模校解消に向けた分
　離校の整備を進めるとともに、市内小中学校の適正な学校規模の確保に取り組む必要があります。

■学習指導要領が求める「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向かう力・人間性」などの資
　質・能力を子どもたちに身につけさせるため、教育施策の検証や学習指導の改善を常に行う必要が
　あります。

■新型コロナウイルス感染症が拡大する状況では、教育活動全般に配慮する必要があります。感染予
　防策を講じるとともに、ＩＣＴの活用など様々な手法を組み合わせた「学びをとめない」環境づくりに
　取り組み、必要な学習内容を確実に指導することが求められています。

■子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は多様化・複雑化しており、学校段階間の連携、学校
　と地域の連携・協働の重要性が指摘されています。

■教育ニーズの多様化等により、教員の長時間労働が常態化するなど、教育現場の負担が増加してい
　ます。学校における働き方改革を進め、教員の負担軽減策を実施していく必要があります。

■規則正しい生活習慣や学習習慣の習得により、子どもたちが確かな学力を身につけられる環境を整
　えるとともに、スマートフォンやインターネットなどに関連する犯罪やトラブル、いじめ等から子ども
　たちを守ることが重要な課題となっています。これらの解決のためには、家庭における教育との連携
　が欠かせません。

※ 地域社会の教育力：地域の子どもを地域で育てる力や住民自ら認識した地域の課題を自ら解決し、地域としての価値を創造する力のこと。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

生き生きと学び育つことができる
小中学校教育の充実に努めます。

展開方針2

■児童生徒の登下校中に不審者による「声かけ」や「付きまとい」などが発生しています。発生件数は 
　減少傾向にありますが、引き続き、子どもたちが安全に安心して登下校できる環境づくりが求めら
　れています。

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （14位／42項目）

 （35位／42項目）
重要度

0.11

0.51

【生涯学習の情報や機会の提供】
市民アンケートより
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現状と課題 
■生涯学習は、自学自習のほか、社会教育や学校教育で行われる組織的で多様な学習活動を含め、
　各個人が生涯にわたって自主的・自発的に行うことを基本とした学習活動です。その振興に当たっ
　ては、市民一人ひとりが生涯にわたりあらゆる機会に、あらゆる場所において学習することがで
　き、その成果を適切に生かすことができる仕組みをつくることが重要です。また、学びを通じた
　まちづくりの担い手となる人材の育成・活用や市民の生涯学習活動を支える団体間の連携など、
　生涯学習をまちづくりの視点から推進する必要があります。

■家族形態の変容、価値観の多様化などを背景に、地域社会の教育力※が低下しています。地域で
　子どもたちの成長を支え、地域課題に向き合う市民が活躍できる環境づくりを推進する必要が
　あります。

■「生涯学習の情報や機会の提供」は満足度が高く、重要度
　は比較的低いと評価されていますが、今住んでいる場所
　から移りたい理由として、余暇や生きがい、娯楽を楽しむ
　場や機会が少ないことが上位にあげられています。

【市民アンケート】

■転入者や高齢者などが持つ様々な知識や技術を、地域づ
　くりに生かしましょう。

【都市経営会議からの提言】

市民の声

市民が生涯を通じて学ぶことができ、学びを通してまちづくりで活躍することができる基盤づくりを推
進します。

地域と学校の連携により、地域で子どもたちの学びや体験を支える活動を充実するとともに、市民が
学んだ成果を生かしてまちづくりに取り組む活動の支援に努めます。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

生涯学習により
市民が活躍するまちづくりを推進します。

展開方針1

基本方向

現状と課題 

■令和２年度（2020年度）から新たな学習指導要領が全面実施となり、学校教育においても更なるＩＣＴ
　の活用が求められています。基盤となる学校のＩＣＴ環境は、教育現場において不可欠なものとなり、
　ＩＣＴ機器の整備と併せて、運用方法の検討やそれに対応できる人材の確保などを進めていく必要
　があります。

■学校施設については、昭和40年代から昭和50年代にかけて建設したものが多く、中長期的な視点
　での整備の検討や学校運営の多様性への対応を進めていく必要があります。

■児童生徒がより良い教育環境で学校生活を送れるよう、北陽小学校の過大規模校解消に向けた分
　離校の整備を進めるとともに、市内小中学校の適正な学校規模の確保に取り組む必要があります。

■学習指導要領が求める「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向かう力・人間性」などの資
　質・能力を子どもたちに身につけさせるため、教育施策の検証や学習指導の改善を常に行う必要が
　あります。

■新型コロナウイルス感染症が拡大する状況では、教育活動全般に配慮する必要があります。感染予
　防策を講じるとともに、ＩＣＴの活用など様々な手法を組み合わせた「学びをとめない」環境づくりに
　取り組み、必要な学習内容を確実に指導することが求められています。

■子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は多様化・複雑化しており、学校段階間の連携、学校
　と地域の連携・協働の重要性が指摘されています。

■教育ニーズの多様化等により、教員の長時間労働が常態化するなど、教育現場の負担が増加してい
　ます。学校における働き方改革を進め、教員の負担軽減策を実施していく必要があります。

■規則正しい生活習慣や学習習慣の習得により、子どもたちが確かな学力を身につけられる環境を整
　えるとともに、スマートフォンやインターネットなどに関連する犯罪やトラブル、いじめ等から子ども
　たちを守ることが重要な課題となっています。これらの解決のためには、家庭における教育との連携
　が欠かせません。

※ 地域社会の教育力：地域の子どもを地域で育てる力や住民自ら認識した地域の課題を自ら解決し、地域としての価値を創造する力のこと。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

生き生きと学び育つことができる
小中学校教育の充実に努めます。

展開方針2

■児童生徒の登下校中に不審者による「声かけ」や「付きまとい」などが発生しています。発生件数は 
　減少傾向にありますが、引き続き、子どもたちが安全に安心して登下校できる環境づくりが求めら
　れています。

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （14位／42項目）

 （35位／42項目）
重要度

0.11

0.51
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多様化する学習ニーズに対応し、時代に応じた学習活動を行えるよう、学習者用コンピュータや電子黒板な
どのＩＣＴを活用したわかりやすい授業の実践と活用能力の育成を図るなど、教育環境の充実に努めます。

学習指導要領に則し、求められる資質・能力の育成を目指して必要な教育課程を確実に実施すると
ともに、学校の実態や地域の特徴を生かして、特色ある教育活動を推進します。

幼児教育施設・小中学校・高等学校・大学が連携し、円滑な接続を目指すことで児童生徒の育ちを一
貫して支援できる体制づくりに努めます。

児童生徒が学校生活を安全で快適に送れるよう学校施設の計画的な整備を推進します。

過大規模校の解消や、市内小中学校の適正規模・適正配置に努めます。

「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」のバランスが取れた子どもたちを育むため、学力向上・体力
の向上に資する施策を推進します。

基本方向

市民の声

■「小・中学校の教育環境」は満足度は平均的
　で、重要度は比較的高いと評価されており、
　満足度は上昇傾向にあります。

■「障がいのある児童などの教育環境」は満
　足度・重要度ともに平均的と評価されてい
　ます。

【市民アンケート】

■児童生徒数の増加に伴う教育環境の充実を望む声や増加する不登校への対策を求める声があり
　ます。（自由記述）

■中学生から学校の給食を美味しくしてほしいとの声があります。（自由記述）
【中高生アンケート】

■子育て世代から、末広小学校でアイヌの教育を取り入れているように、小規模な小学校で特色あ
　る教育を取り入れてはどうかとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

■10年後の千歳について「いじめがない学校がいいな」「きゅうしょくをおいしくしてください」との
　意見がありました。

【ちとせの木プロジェクト】

学校・家庭・地域が、「子どもをどのように育てていくか」、「どのような教育を実現していくか」という目標や
ビジョンを共有し、力を合わせて学校運営に取り組み「地域とともにある学校」の環境づくりを推進します。

教員の指導力やコミュニケーション能力の向上を図るとともに、業務の見直しや合理化などの働き
方改革を進め、教員が児童生徒とゆとりを持って向き合える環境づくりに努めます。

子どもの成長を見守り、支える主体として家庭の教育力向上を図るため、学校から保護者への働きか
けを継続するなど、学校教育と家庭教育の連携を推進します。

障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援することを目的に、児童生徒
一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服する
ため、特別支援教育体制の整備に努めます。

いじめ問題への対応は学校・家庭・地域・関係機関と連携し、根絶に向けた取組を推進します。

不登校等の悩みや問題行動を抱える児童生徒の現状を把握し、学校復帰に向けた適切な指導体制
を構築するとともに、学校や関係機関との連携の中で早期解決に努めます。

児童生徒が、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよう、食に関する指
導を実施するなど学校給食の充実に努めます。

安全・安心で栄養バランスのとれた学校給食を提供するとともに、食物アレルギーに対応した、新学
校給食センターの整備に努めます。

■障がいのある児童生徒への教育については、個々の障がいに応じた指導や施設の充実など、安心し
　て学習できる環境づくりが必要です。

■児童生徒を取り巻く環境の変化とともに、問題行動も多様化・複雑化しています。いじめや不登校
　等は初期対応が重要であることから、未然防止に加え早期発見、早期対応が必要です。

■学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の成長と健康を支えるうえで、重要な役割を果たして
　います。食に関する指導の充実に努めるとともに、バランスのとれた栄養豊かでおいしい食事を調
　理し、安全・安心な給食の提供が求められています。また、学校給食の提供に当たっては、施設面の
　制約から幅広い献立の作成や食物アレルギーに対応した給食の提供に課題があることから、抜本
　的に対応する必要があります。

千歳市立みどり台小学校 完成イメージ図 電子黒板を使った授業風景

満足度 高い低い
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満足度
 （26位／42項目）
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【障がいのある児童などの教育環境】
市民アンケートより
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【小・中学校の教育環境】
市民アンケートより
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多様化する学習ニーズに対応し、時代に応じた学習活動を行えるよう、学習者用コンピュータや電子黒板な
どのＩＣＴを活用したわかりやすい授業の実践と活用能力の育成を図るなど、教育環境の充実に努めます。

学習指導要領に則し、求められる資質・能力の育成を目指して必要な教育課程を確実に実施すると
ともに、学校の実態や地域の特徴を生かして、特色ある教育活動を推進します。

幼児教育施設・小中学校・高等学校・大学が連携し、円滑な接続を目指すことで児童生徒の育ちを一
貫して支援できる体制づくりに努めます。

児童生徒が学校生活を安全で快適に送れるよう学校施設の計画的な整備を推進します。

過大規模校の解消や、市内小中学校の適正規模・適正配置に努めます。

「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」のバランスが取れた子どもたちを育むため、学力向上・体力
の向上に資する施策を推進します。

基本方向

市民の声

■「小・中学校の教育環境」は満足度は平均的
　で、重要度は比較的高いと評価されており、
　満足度は上昇傾向にあります。

■「障がいのある児童などの教育環境」は満
　足度・重要度ともに平均的と評価されてい
　ます。

【市民アンケート】

■児童生徒数の増加に伴う教育環境の充実を望む声や増加する不登校への対策を求める声があり
　ます。（自由記述）

■中学生から学校の給食を美味しくしてほしいとの声があります。（自由記述）
【中高生アンケート】

■子育て世代から、末広小学校でアイヌの教育を取り入れているように、小規模な小学校で特色あ
　る教育を取り入れてはどうかとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

■10年後の千歳について「いじめがない学校がいいな」「きゅうしょくをおいしくしてください」との
　意見がありました。

【ちとせの木プロジェクト】

学校・家庭・地域が、「子どもをどのように育てていくか」、「どのような教育を実現していくか」という目標や
ビジョンを共有し、力を合わせて学校運営に取り組み「地域とともにある学校」の環境づくりを推進します。

教員の指導力やコミュニケーション能力の向上を図るとともに、業務の見直しや合理化などの働き
方改革を進め、教員が児童生徒とゆとりを持って向き合える環境づくりに努めます。

子どもの成長を見守り、支える主体として家庭の教育力向上を図るため、学校から保護者への働きか
けを継続するなど、学校教育と家庭教育の連携を推進します。

障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援することを目的に、児童生徒
一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服する
ため、特別支援教育体制の整備に努めます。

いじめ問題への対応は学校・家庭・地域・関係機関と連携し、根絶に向けた取組を推進します。

不登校等の悩みや問題行動を抱える児童生徒の現状を把握し、学校復帰に向けた適切な指導体制
を構築するとともに、学校や関係機関との連携の中で早期解決に努めます。

児童生徒が、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよう、食に関する指
導を実施するなど学校給食の充実に努めます。

安全・安心で栄養バランスのとれた学校給食を提供するとともに、食物アレルギーに対応した、新学
校給食センターの整備に努めます。

■障がいのある児童生徒への教育については、個々の障がいに応じた指導や施設の充実など、安心し
　て学習できる環境づくりが必要です。

■児童生徒を取り巻く環境の変化とともに、問題行動も多様化・複雑化しています。いじめや不登校
　等は初期対応が重要であることから、未然防止に加え早期発見、早期対応が必要です。

■学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の成長と健康を支えるうえで、重要な役割を果たして
　います。食に関する指導の充実に努めるとともに、バランスのとれた栄養豊かでおいしい食事を調
　理し、安全・安心な給食の提供が求められています。また、学校給食の提供に当たっては、施設面の
　制約から幅広い献立の作成や食物アレルギーに対応した給食の提供に課題があることから、抜本
　的に対応する必要があります。

千歳市立みどり台小学校 完成イメージ図 電子黒板を使った授業風景

満足度 高い低い
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度
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い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （26位／42項目）

 （21位／42項目）
重要度

0.05

0.84

【障がいのある児童などの教育環境】
市民アンケートより
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【小・中学校の教育環境】
市民アンケートより
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現状と課題 

市民の声

生徒や学生の学ぶ機会の確保に努め、より高度な専門知識を身につける機会を持てるよう努めます。

公立千歳科学技術大学が千歳市の知の拠点として展開できるように「スマートネイチャーシティち
とせ構想」の取組や地域社会との連携・協力の支援に努めます。 

市内にある高等教育機関が将来にわたって千歳市の活力となるよう連携した取組を進め、学園都市
の形成に努めます。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

高等教育等の機会を確保するとともに、
学園都市の形成に努めます。

展開方針3

基本方向

※ スマートネイチャーシティちとせ構想：公立千歳科学技術大学が有する理工系の人材と知識を千歳のまちづくりに展開することで地域経済活性 
　 化や市民生活向上などの効果を生み、地域の発展に寄与する公立千歳科学技術大学の構想のこと。

■市内には２校の高等学校と１校の高等支援学校があり、これらの高等学校等では、生徒の適性・
　能力、興味・関心、進路等の多様化や生徒数減少に対応した特色ある教育が進められています。

■近年の社会情勢の影響により、奨学金の給付希望者は増加傾向にあります。今後も、向学心の
　ある生徒・学生が修学できる環境を確保することが必要です。

■公立千歳科学技術大学が提唱する「スマートネイチャーシティちとせ構想※」を促進させ、千歳市
　の知の拠点として将来にわたり発展するためには、教育力を向上して学生を確保するとともに、地
　域との連携・協力を一層深めていく必要があります。

■少子高齢化が進展する中、将来にわたり活力あるまちづくりを進めるためには、市内にある大学
　などの高等教育機関と連携し、学生たちの若い力をまちづくりに生かしていくことが必要です。

■千歳市での暮らしに関する評価について、「学校、学習環境」への評価が比較的高くなってい
　ます。

【大学生アンケート】

■胆振東部地震の経験を生かした、より災害に強いまちづくりをめざしましょう。（公立千歳科学
　技術大学との連携）

【都市経営会議からの提言】

公立千歳科学技術大学（本部棟）

用 語 解 説
日本航空大学校 北海道 新千歳空港キャンパス（管理棟）

北海道千歳リハビリテーション大学
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現状と課題 

市民の声

生徒や学生の学ぶ機会の確保に努め、より高度な専門知識を身につける機会を持てるよう努めます。

公立千歳科学技術大学が千歳市の知の拠点として展開できるように「スマートネイチャーシティち
とせ構想」の取組や地域社会との連携・協力の支援に努めます。 

市内にある高等教育機関が将来にわたって千歳市の活力となるよう連携した取組を進め、学園都市
の形成に努めます。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

高等教育等の機会を確保するとともに、
学園都市の形成に努めます。

展開方針3

基本方向

※ スマートネイチャーシティちとせ構想：公立千歳科学技術大学が有する理工系の人材と知識を千歳のまちづくりに展開することで地域経済活性 
　 化や市民生活向上などの効果を生み、地域の発展に寄与する公立千歳科学技術大学の構想のこと。

■市内には２校の高等学校と１校の高等支援学校があり、これらの高等学校等では、生徒の適性・
　能力、興味・関心、進路等の多様化や生徒数減少に対応した特色ある教育が進められています。

■近年の社会情勢の影響により、奨学金の給付希望者は増加傾向にあります。今後も、向学心の
　ある生徒・学生が修学できる環境を確保することが必要です。

■公立千歳科学技術大学が提唱する「スマートネイチャーシティちとせ構想※」を促進させ、千歳市
　の知の拠点として将来にわたり発展するためには、教育力を向上して学生を確保するとともに、地
　域との連携・協力を一層深めていく必要があります。

■少子高齢化が進展する中、将来にわたり活力あるまちづくりを進めるためには、市内にある大学
　などの高等教育機関と連携し、学生たちの若い力をまちづくりに生かしていくことが必要です。

■千歳市での暮らしに関する評価について、「学校、学習環境」への評価が比較的高くなってい
　ます。

【大学生アンケート】

■胆振東部地震の経験を生かした、より災害に強いまちづくりをめざしましょう。（公立千歳科学
　技術大学との連携）

【都市経営会議からの提言】

公立千歳科学技術大学（本部棟）

用 語 解 説
日本航空大学校 北海道 新千歳空港キャンパス（管理棟）

北海道千歳リハビリテーション大学
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現状と課題 

保護者の家庭教育を支える学習機会の充実に努めます。 

安全で快適に利用できる社会教育施設の充実や、誰もが読書に親しみ、知識を深める環境づくりに努
めます。 

青少年のネットトラブルに対応していくため、スマートフォン等の正しい利用や情報モラルの向上を促
進します。

市民それぞれのライフステージにおいて、変化の激しい社会を自立して人生を豊かに生きていくこと
ができる学習機会の充実に努めます。 

地域課題・現代的課題に関する学習など、市民一人ひとりの関心を高め、まちづくりの当事者意識を
持って行動するために必要な学習機会の充実に努めます。 

青少年の学校外の体験活動や非行防止の取組を進め、青少年が健全に育つ環境づくりに努めます。 

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

各世代の生活課題や地域課題に対応した
社会教育の充実に努めます。

展開方針4

基本方向

■社会教育は、学校の教育課程を除き、主に青少年や成人に対して行われる教育活動です。情報化
　や国際化の進展、経済競争の激化、急速な高齢化と人口減少に伴う国内経済や財政の規模縮小な
　ど、社会の変化が一層激しくなることが想定される中、市民一人ひとりが生涯にわたって学び続け、
　豊かに生きる力を身につけることができるよう、ライフステージや地域課題・現代的課題に応じた
　学習機会の提供に一層努める必要があります。また、家庭教育支援については、家庭の教育力の低
　下が指摘される中、保護者等への情報や学習機会を提供することの重要性が高まっており、引き
　続きこれらの支援に取り組む必要があります。

■市立図書館や公民館などの社会教育施設の利用者満足度は、おおむね高い結果となっていますが、
　施設の老朽化が進んでいることから、今後は、中長期的な視点での計画的かつ効果的な更新・改
　修を進めていく必要があります。

■青少年期においては、人格を尊重しあうなど良好な人間関係をつくる方法や未来を開く創造力を
　養うことが求められており、学校教育のほかに地域社会での様々な体験や多くの人たちとの交流
　を積み重ねていく必要があります。

■青少年を取り巻く環境では、家庭、地域社会の教育力※１の低下、出会い系サイトや悪質商法サイト
　などの有害な情報の氾濫、ＳＮＳ※２を介した犯罪被害などが大きな問題となっています。今後も、
　千歳市の未来を担う青少年の健全育成の重要性を啓発するとともに、健全育成活動や非行防止の
　取組の充実に努める必要があります。

■青少年指導センターによる定期的な巡回における指導件数は減少傾向となっています。今後も引
　き続き、青少年が犯罪に巻き込まれないための取組の充実に努める必要があります。

※1 地域社会の教育力：地域の子どもを地域で育てる力や住民自ら認識した地域の課題を自ら解決し、地域としての価値を創造する力のこと。
※2 SNS：「Social Networking Service」の略で、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のWeb サイトのこと。

市民の声

■「生涯学習の情報や機会の提供」は満足度
　が高く、重要度は比較的低いと評価されて
　います。

■「青少年の健全育成」は満足度が高く、重
　要度は平均的と評価されており、満足度は
　上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■市外から通勤している方から、小さい時から千歳を好きになってもらえる取組など若い人が千歳に
　戻ってくれるようなまちづくりが大事との声があります。
■子育て世代からは、営利団体等が公民館やコミュニティセンターを使用する際の制限を、目的に応
　じて緩和するよう望む声があります。

■将来日本の礎となる青少年の育成を大切にしてほしいとの声や図書機能の充実を望む声があり 
　ます。（自由記述）
【まちづくりインタビュー】

■文化施設の利用時間帯や設備の改善を望む声があります。（自由記述）
【団体アンケート】

用 語 解 説
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低
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高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （15位／42項目）

 （27位／42項目）
重要度

0.11

0.72

【青少年の健全育成】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （14位／42項目）

 （35位／42項目）
重要度

0.11

0.51

【生涯学習の情報や機会の提供】
市民アンケートより

市立図書館
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現状と課題 

保護者の家庭教育を支える学習機会の充実に努めます。 

安全で快適に利用できる社会教育施設の充実や、誰もが読書に親しみ、知識を深める環境づくりに努
めます。 

青少年のネットトラブルに対応していくため、スマートフォン等の正しい利用や情報モラルの向上を促
進します。

市民それぞれのライフステージにおいて、変化の激しい社会を自立して人生を豊かに生きていくこと
ができる学習機会の充実に努めます。 

地域課題・現代的課題に関する学習など、市民一人ひとりの関心を高め、まちづくりの当事者意識を
持って行動するために必要な学習機会の充実に努めます。 

青少年の学校外の体験活動や非行防止の取組を進め、青少年が健全に育つ環境づくりに努めます。 

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

各世代の生活課題や地域課題に対応した
社会教育の充実に努めます。

展開方針4

基本方向

■社会教育は、学校の教育課程を除き、主に青少年や成人に対して行われる教育活動です。情報化
　や国際化の進展、経済競争の激化、急速な高齢化と人口減少に伴う国内経済や財政の規模縮小な
　ど、社会の変化が一層激しくなることが想定される中、市民一人ひとりが生涯にわたって学び続け、
　豊かに生きる力を身につけることができるよう、ライフステージや地域課題・現代的課題に応じた
　学習機会の提供に一層努める必要があります。また、家庭教育支援については、家庭の教育力の低
　下が指摘される中、保護者等への情報や学習機会を提供することの重要性が高まっており、引き
　続きこれらの支援に取り組む必要があります。

■市立図書館や公民館などの社会教育施設の利用者満足度は、おおむね高い結果となっていますが、
　施設の老朽化が進んでいることから、今後は、中長期的な視点での計画的かつ効果的な更新・改
　修を進めていく必要があります。

■青少年期においては、人格を尊重しあうなど良好な人間関係をつくる方法や未来を開く創造力を
　養うことが求められており、学校教育のほかに地域社会での様々な体験や多くの人たちとの交流
　を積み重ねていく必要があります。

■青少年を取り巻く環境では、家庭、地域社会の教育力※１の低下、出会い系サイトや悪質商法サイト
　などの有害な情報の氾濫、ＳＮＳ※２を介した犯罪被害などが大きな問題となっています。今後も、
　千歳市の未来を担う青少年の健全育成の重要性を啓発するとともに、健全育成活動や非行防止の
　取組の充実に努める必要があります。

■青少年指導センターによる定期的な巡回における指導件数は減少傾向となっています。今後も引
　き続き、青少年が犯罪に巻き込まれないための取組の充実に努める必要があります。

※1 地域社会の教育力：地域の子どもを地域で育てる力や住民自ら認識した地域の課題を自ら解決し、地域としての価値を創造する力のこと。
※2 SNS：「Social Networking Service」の略で、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のWeb サイトのこと。

市民の声

■「生涯学習の情報や機会の提供」は満足度
　が高く、重要度は比較的低いと評価されて
　います。

■「青少年の健全育成」は満足度が高く、重
　要度は平均的と評価されており、満足度は
　上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■市外から通勤している方から、小さい時から千歳を好きになってもらえる取組など若い人が千歳に
　戻ってくれるようなまちづくりが大事との声があります。
■子育て世代からは、営利団体等が公民館やコミュニティセンターを使用する際の制限を、目的に応
　じて緩和するよう望む声があります。

■将来日本の礎となる青少年の育成を大切にしてほしいとの声や図書機能の充実を望む声があり 
　ます。（自由記述）
【まちづくりインタビュー】

■文化施設の利用時間帯や設備の改善を望む声があります。（自由記述）
【団体アンケート】

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （15位／42項目）

 （27位／42項目）
重要度

0.11

0.72

【青少年の健全育成】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （14位／42項目）

 （35位／42項目）
重要度

0.11

0.51

【生涯学習の情報や機会の提供】
市民アンケートより

市立図書館
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現状と課題 

市民の声

多様な文化芸術に親しむことができる機会や地域に根ざした文化芸術活動の支援の充実に努めます。

千歳の貴重な文化財を大切に保存、活用し、将来にわたり市民が文化財の持つ価値や魅力を享受でき
るよう、次世代へと確実に伝えるとともに、市民と一緒になって文化財を地域で守り継承していくこと
を目指します。

先人から受け継がれてきたアイヌ語や伝統舞踊、伝統儀礼をはじめとしたアイヌの伝統及び文化の保
存・継承に努めるとともに、普及・啓発の取組を進め、アイヌの歴史や伝統・文化の魅力について市民
の理解を深めます。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

文化芸術の振興と
文化財の保護・継承に努めます。 

展開方針5

基本方向

■北ガス文化ホール（市民文化センター）や市民ギャラリーは、指定管理者により、コンサートなどの
　魅力的な自主文化事業等を企画・実施しています。利用者数は、おおむね横ばい傾向となっていま
　すが、今後もより魅力ある事業の展開を進め、市民に良好な文化鑑賞機会を提供できるよう、施設
　の効果的な管理運営を進めていく必要があります。

■市民が豊かな心を持ち潤いのある生活を送るために、文化芸術の果たす役割は高いものがありま
　す。個人や団体が自主的・主体的に文化芸術活動を行い、相互に高め合い向上していくことができ
　る環境づくりを進めていく必要があります。

■千歳には豊かな自然とともに数多くの文化財が残され、時を超えたメッセージを伝えてくれます。
　特に埋蔵文化財は豊富で、令和２年（2020年）10月までに確認した遺跡の数は305か所に上り、
　国指定史跡２か所、国指定重要文化財３件、市指定史跡１か所、市指定有形文化財３件があります。
　また、埋蔵文化財以外では、近代・現代の歴史と文化を伝える有形文化財３件、無形文化財１件と、
　アイヌの人々が伝承してきた無形文化財１件を市の文化財として指定しています。

■国指定史跡キウス周堤墓群※は、平成24年（2012年）、ユネスコ世界遺産暫定一覧表記載資産「北
　海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産となりました。「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、令和２
　年（2020年）、国によりユネスコ世界文化遺産に推薦されています。

■現在の社会情勢では、自然や歴史・文化を大切にし、環境に配慮した生活空間を望むようになって
　きた一方、少子高齢化・人口減少などにより、文化財の保存や伝統芸能の継承が困難になりつつあ
　ります。これらを保存し確実に未来に継承するためには、多くの市民にその内容や価値を示してい
　く必要があります。

■将来にわたり文化財の保存・活用、継承を実践していくためには、市民との持続可能な連携・協働
　体制を構築する必要があります。

■「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の施行に伴い、
　「千歳市アイヌ施策推進地域計画」を策定し、多くの方がアイヌ文化に関心を持ち、理解を深めるた
　めの環境整備や情報発信を進めています。今後もアイヌ文化の保存・継承に向けた取組や普及・
　啓発活動など、幅広い施策を実施していく必要があります。

■「芸術・文化活動の促進」は満足度は平均
　的で、重要度は比較的低いと評価されてい
　ます。

■「文化財や史跡の伝承保存」は満足度は平
　均的で、重要度は比較的低いと評価されて
　います。 

■千歳の文化や歴史を子どもや興味を持った人が知りやすい環境づくりを望む声や、キウス遺跡
　の重要さが周知されていないとの声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （28位／42項目）

 （42位／42項目）
重要度

0.01

0.40

【文化財や史跡の伝承保存】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （24位／42項目）

 （41位／42項目）
重要度

0.06

0.45

【芸術・文化活動の促進】
市民アンケートより

国指定史跡キウス周堤墓群アシリパノミ（新年の平和を願いカムイ（神）に祈りを捧げる伝統儀式）

※ キウス周堤墓群：縄文時代後期後葉(紀元前1,200年頃)に構築された集団墓のこと。地面を円形に掘り下げ、周囲に土を環状に盛った区画の中に墓坑
　 を設け遺体を埋葬した。史跡指定地内には非常に大型のものを含め９基の周堤墓が存在。世界的にも狩猟採集民の築いた構造物としては最大級。

用 語 解 説
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現状と課題 

市民の声

多様な文化芸術に親しむことができる機会や地域に根ざした文化芸術活動の支援の充実に努めます。

千歳の貴重な文化財を大切に保存、活用し、将来にわたり市民が文化財の持つ価値や魅力を享受でき
るよう、次世代へと確実に伝えるとともに、市民と一緒になって文化財を地域で守り継承していくこと
を目指します。

先人から受け継がれてきたアイヌ語や伝統舞踊、伝統儀礼をはじめとしたアイヌの伝統及び文化の保
存・継承に努めるとともに、普及・啓発の取組を進め、アイヌの歴史や伝統・文化の魅力について市民
の理解を深めます。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

文化芸術の振興と
文化財の保護・継承に努めます。 

展開方針5

基本方向

■北ガス文化ホール（市民文化センター）や市民ギャラリーは、指定管理者により、コンサートなどの
　魅力的な自主文化事業等を企画・実施しています。利用者数は、おおむね横ばい傾向となっていま
　すが、今後もより魅力ある事業の展開を進め、市民に良好な文化鑑賞機会を提供できるよう、施設
　の効果的な管理運営を進めていく必要があります。

■市民が豊かな心を持ち潤いのある生活を送るために、文化芸術の果たす役割は高いものがありま
　す。個人や団体が自主的・主体的に文化芸術活動を行い、相互に高め合い向上していくことができ
　る環境づくりを進めていく必要があります。

■千歳には豊かな自然とともに数多くの文化財が残され、時を超えたメッセージを伝えてくれます。
　特に埋蔵文化財は豊富で、令和２年（2020年）10月までに確認した遺跡の数は305か所に上り、
　国指定史跡２か所、国指定重要文化財３件、市指定史跡１か所、市指定有形文化財３件があります。
　また、埋蔵文化財以外では、近代・現代の歴史と文化を伝える有形文化財３件、無形文化財１件と、
　アイヌの人々が伝承してきた無形文化財１件を市の文化財として指定しています。

■国指定史跡キウス周堤墓群※は、平成24年（2012年）、ユネスコ世界遺産暫定一覧表記載資産「北
　海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産となりました。「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、令和２
　年（2020年）、国によりユネスコ世界文化遺産に推薦されています。

■現在の社会情勢では、自然や歴史・文化を大切にし、環境に配慮した生活空間を望むようになって
　きた一方、少子高齢化・人口減少などにより、文化財の保存や伝統芸能の継承が困難になりつつあ
　ります。これらを保存し確実に未来に継承するためには、多くの市民にその内容や価値を示してい
　く必要があります。

■将来にわたり文化財の保存・活用、継承を実践していくためには、市民との持続可能な連携・協働
　体制を構築する必要があります。

■「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の施行に伴い、
　「千歳市アイヌ施策推進地域計画」を策定し、多くの方がアイヌ文化に関心を持ち、理解を深めるた
　めの環境整備や情報発信を進めています。今後もアイヌ文化の保存・継承に向けた取組や普及・
　啓発活動など、幅広い施策を実施していく必要があります。

■「芸術・文化活動の促進」は満足度は平均
　的で、重要度は比較的低いと評価されてい
　ます。

■「文化財や史跡の伝承保存」は満足度は平
　均的で、重要度は比較的低いと評価されて
　います。 

■千歳の文化や歴史を子どもや興味を持った人が知りやすい環境づくりを望む声や、キウス遺跡
　の重要さが周知されていないとの声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （28位／42項目）

 （42位／42項目）
重要度

0.01

0.40

【文化財や史跡の伝承保存】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （24位／42項目）

 （41位／42項目）
重要度

0.06

0.45

【芸術・文化活動の促進】
市民アンケートより

国指定史跡キウス周堤墓群アシリパノミ（新年の平和を願いカムイ（神）に祈りを捧げる伝統儀式）

※ キウス周堤墓群：縄文時代後期後葉(紀元前1,200年頃)に構築された集団墓のこと。地面を円形に掘り下げ、周囲に土を環状に盛った区画の中に墓坑
　 を設け遺体を埋葬した。史跡指定地内には非常に大型のものを含め９基の周堤墓が存在。世界的にも狩猟採集民の築いた構造物としては最大級。

用 語 解 説
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現状と課題 
■子どもから高齢者まで多くの市民が生涯を通じて、健康で楽しく、スポーツに親しむことができる  
　生涯スポーツ社会を実現するため、スポーツ関係団体等との連携や情報提供の整備、指導者の充
　実・確保、団体の育成、競技スポーツの推進など、多様化するニーズに対応した環境づくりを進める
　ことが必要です。

■市内のスポーツ施設は、設置から25年以上経過し、老朽化が進んでいる施設が多く、施設の改修
　を望む声が多くあります。今後もバリアフリー化、機能性の向上などニーズの多様化に対応したス
　ポーツ施設の整備改修を進めるとともに、施設の安全性や快適性の維持・向上を図り、市民に一層
　親しまれる運営管理を進めていく必要があります。

■「スポーツ活動の推進」は満足度が高く、重要度は比較的
　低いと評価されています。

【市民アンケート】

■大学生から、運動やスポーツなど体を動かせる施設の充
　実を求める声があります。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

健康づくりや体力増進に関する市民の意識を高めるとともに、生涯を通じて誰もがスポーツに親しむ
ことができる場や機会の充実に努めます。

多様化するスポーツニーズを把握し、スポーツ活動や指導者体制の充実に努めます。

既存スポーツ施設の老朽化に伴う整備改修を進め、快適で安全なスポーツ施設の充実に努めます。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

誰もがスポーツに親しめる
生涯スポーツの普及に努めます。

展開方針6

基本方向

地の利と資源を生かした
産業のまち

1.地域資源を生かし次世代につなぐ農林業を推進します。

7.雇用者、求職者の支援と安定に努めます。

6.多様な地域と様々な分野でつながる交流を推進します。

5.色々な千歳を知り楽しむことができる、観光の振興に努めます。

4.身近な買い物やサービスを支える商工業の振興に努めます。

3.強みを生かした企業誘致と円滑な企業活動への支援を推進します。

2.支笏湖チップの保全と活用に努めます。

展開方針展開方針展開方針

豊かな自然環境をはじめ、新千歳空港や多くの立地企業・人材など、千歳市が持つ地

域資源を生かし産業を振興することで、市民の生活が豊かになり、地域経済も発展

する「地の利と資源を生かした産業のまち」を目指します。

目標とするまちの姿

5基本目標5基本目標5基本目標5基本目標

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （11位／42項目）

 （38位／42項目）
重要度

0.14

0.49

【スポーツ活動の推進】
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現状と課題 
■子どもから高齢者まで多くの市民が生涯を通じて、健康で楽しく、スポーツに親しむことができる  
　生涯スポーツ社会を実現するため、スポーツ関係団体等との連携や情報提供の整備、指導者の充
　実・確保、団体の育成、競技スポーツの推進など、多様化するニーズに対応した環境づくりを進める
　ことが必要です。

■市内のスポーツ施設は、設置から25年以上経過し、老朽化が進んでいる施設が多く、施設の改修
　を望む声が多くあります。今後もバリアフリー化、機能性の向上などニーズの多様化に対応したス
　ポーツ施設の整備改修を進めるとともに、施設の安全性や快適性の維持・向上を図り、市民に一層
　親しまれる運営管理を進めていく必要があります。

■「スポーツ活動の推進」は満足度が高く、重要度は比較的
　低いと評価されています。

【市民アンケート】

■大学生から、運動やスポーツなど体を動かせる施設の充
　実を求める声があります。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

健康づくりや体力増進に関する市民の意識を高めるとともに、生涯を通じて誰もがスポーツに親しむ
ことができる場や機会の充実に努めます。

多様化するスポーツニーズを把握し、スポーツ活動や指導者体制の充実に努めます。

既存スポーツ施設の老朽化に伴う整備改修を進め、快適で安全なスポーツ施設の充実に努めます。

充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち【基本目標4】 

誰もがスポーツに親しめる
生涯スポーツの普及に努めます。

展開方針6

基本方向

地の利と資源を生かした
産業のまち

1.地域資源を生かし次世代につなぐ農林業を推進します。

7.雇用者、求職者の支援と安定に努めます。

6.多様な地域と様々な分野でつながる交流を推進します。

5.色々な千歳を知り楽しむことができる、観光の振興に努めます。

4.身近な買い物やサービスを支える商工業の振興に努めます。

3.強みを生かした企業誘致と円滑な企業活動への支援を推進します。

2.支笏湖チップの保全と活用に努めます。

展開方針展開方針展開方針

豊かな自然環境をはじめ、新千歳空港や多くの立地企業・人材など、千歳市が持つ地

域資源を生かし産業を振興することで、市民の生活が豊かになり、地域経済も発展

する「地の利と資源を生かした産業のまち」を目指します。

目標とするまちの姿

5基本目標5基本目標5基本目標5基本目標

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （11位／42項目）

 （38位／42項目）
重要度

0.14

0.49

【スポーツ活動の推進】
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現状と課題 
■千歳市は、農業基盤整備や農地の利用集積をもとに大規模経営と近代化が進んでおり、小麦、大豆、
　てん菜などの畑作物をはじめ、様々な種類の野菜、果実などを生産しているほか、道内一の鶏卵産出
　額を誇る養鶏や酪農・養豚など畜産も盛んに行われている石狩管内一の農業生産地域となってい
　ます。

■農業生産を支える農業者の高齢化が進んでおり、国際的には、ＴＰＰ11※1や日ＥＵ･ＥＰＡ※2、日米貿
　易協定などによる国内農業への影響が懸念されています。このような状況のもと、ＪＡ等の関係機
　関と連携し、次世代を担う農業者の育成・確保や農業用機械・施設の導入への支援を進めるととも
　に、農畜産物の高付加価値化の取組など農業経営の安定確保を図ることが重要です。

■市営牧場は、市内の酪農家から育成牛の預託を受けることにより、酪農家の労働時間の短縮や経
　営コストの削減に寄与しています。駒里地区に移転し、施設の整備後25年以上が経過しているこ
　とから、牧場施設や農業用機械などの計画的な修繕・更新が必要です。

■食や健康への関心の高まりを受け、たい肥などの有機物を使用し、化学肥料や農薬の使用を低減
　した安全・安心で品質の高い農産物を求める消費者が増えていることから、今後も環境と調和した
　クリーン農業を推進する必要があります。

■国内の令和元年度（2019年度）の食料自給率は38％（カロリーベース）であり、先進国の中では極
　めて低い状況となっています。限られた国土の中、耕作地を拡大することは難しいことから、土地
　基盤整備等により単位面積当たりの生産性を高めていくことが重要です。

■千歳市が管理する農業用施設は過去に土地改良事業で整備したものですが、施設の老朽化や経
　年変化による機能低下、破損などが生じています。施設点検・修繕による適切な維持管理のほか、
　計画的な設備の更新を行い、施設の長寿命化※3を図るとともに、災害に強い施設としていく必要が
　あります。

■農業・農村は生産の場としての役割を果たすほか、水源かん養※4、自然環境、美しい景観など多面
　的機能を有しており、その維持・向上を図ることが重要です。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

地域資源を生かし
次世代につなぐ農林業を推進します。

展開方針1

■千歳市は、森林面積の大部分が国有林となっており、林業を行うことができる民有林はごく一部で
　す。そのような中で森林法に基づいた各種施策を推進していますが、民有林にあっては、長期にわ
　たり木材価格が低迷する一方で林業施業※5費は増大しており、除間伐などの施業が難しくなって
　います。今後、施業面積を増加させるためには、小規模森林所有者の施業を推進するとともに、森
　林整備事業の重要性について、よりきめ細やかな普及啓発を進めていく必要があります。

市民の声

■「農業の振興」は満足度・重要度ともに平均的と評価
　されており、満足度は上昇傾向にあります。
■各種災害の未然防止のため、森林資源の保全を望む
　声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

■市外から通勤している方から、イベントを開催するな
　ど、全道一の産出額を誇る千歳の卵をもっとアピール
　してはとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

■「作る」だけではなく、情報発信をして、「食す・楽しむ・学ぶ」ことのできる農林業にしましょう。
【都市経営会議からの提言】

東千歳の畑作風景

※1 ＴＰＰ11：日本を含む環太平洋11か国の経済自由化を目的とした経済連携協定のこと。
※2 日ＥＵ・ＥＰＡ：日ＥＵ経済連携協定。令和元年（2019年）に発効した、日本とＥＵ間の経済活動強化を図るための協定のこと。
※3 長寿命化：老朽化した建物などについて、不具合を直し耐久性を高めるなど、将来にわたり長く使い続けること。
※4 水源かん養：降った雨水を地下水として蓄えたり、河川に流出する水の量を調節し、洪水を緩和する等の水田の持つ機能のこと。
※5 施業：目的とする森林を造成、維持するために行う、植林・下刈り（苗木のために雑草や雑木を刈り払う）・除伐（育てようとする樹木の生育を妨げる
　　 他の樹木を刈り払う）・間伐（育てようとする樹木どうしの競争を軽減するため一部の樹木を伐採する）等のこと。

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （19位／42項目）

 （24位／42項目）
重要度

0.08

0.77

【農業の振興】
市民アンケートより
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現状と課題 
■千歳市は、農業基盤整備や農地の利用集積をもとに大規模経営と近代化が進んでおり、小麦、大豆、
　てん菜などの畑作物をはじめ、様々な種類の野菜、果実などを生産しているほか、道内一の鶏卵産出
　額を誇る養鶏や酪農・養豚など畜産も盛んに行われている石狩管内一の農業生産地域となってい
　ます。

■農業生産を支える農業者の高齢化が進んでおり、国際的には、ＴＰＰ11※1や日ＥＵ･ＥＰＡ※2、日米貿
　易協定などによる国内農業への影響が懸念されています。このような状況のもと、ＪＡ等の関係機
　関と連携し、次世代を担う農業者の育成・確保や農業用機械・施設の導入への支援を進めるととも
　に、農畜産物の高付加価値化の取組など農業経営の安定確保を図ることが重要です。

■市営牧場は、市内の酪農家から育成牛の預託を受けることにより、酪農家の労働時間の短縮や経
　営コストの削減に寄与しています。駒里地区に移転し、施設の整備後25年以上が経過しているこ
　とから、牧場施設や農業用機械などの計画的な修繕・更新が必要です。

■食や健康への関心の高まりを受け、たい肥などの有機物を使用し、化学肥料や農薬の使用を低減
　した安全・安心で品質の高い農産物を求める消費者が増えていることから、今後も環境と調和した
　クリーン農業を推進する必要があります。

■国内の令和元年度（2019年度）の食料自給率は38％（カロリーベース）であり、先進国の中では極
　めて低い状況となっています。限られた国土の中、耕作地を拡大することは難しいことから、土地
　基盤整備等により単位面積当たりの生産性を高めていくことが重要です。

■千歳市が管理する農業用施設は過去に土地改良事業で整備したものですが、施設の老朽化や経
　年変化による機能低下、破損などが生じています。施設点検・修繕による適切な維持管理のほか、
　計画的な設備の更新を行い、施設の長寿命化※3を図るとともに、災害に強い施設としていく必要が
　あります。

■農業・農村は生産の場としての役割を果たすほか、水源かん養※4、自然環境、美しい景観など多面
　的機能を有しており、その維持・向上を図ることが重要です。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

地域資源を生かし
次世代につなぐ農林業を推進します。

展開方針1

■千歳市は、森林面積の大部分が国有林となっており、林業を行うことができる民有林はごく一部で
　す。そのような中で森林法に基づいた各種施策を推進していますが、民有林にあっては、長期にわ
　たり木材価格が低迷する一方で林業施業※5費は増大しており、除間伐などの施業が難しくなって
　います。今後、施業面積を増加させるためには、小規模森林所有者の施業を推進するとともに、森
　林整備事業の重要性について、よりきめ細やかな普及啓発を進めていく必要があります。

市民の声

■「農業の振興」は満足度・重要度ともに平均的と評価
　されており、満足度は上昇傾向にあります。
■各種災害の未然防止のため、森林資源の保全を望む
　声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

■市外から通勤している方から、イベントを開催するな
　ど、全道一の産出額を誇る千歳の卵をもっとアピール
　してはとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

■「作る」だけではなく、情報発信をして、「食す・楽しむ・学ぶ」ことのできる農林業にしましょう。
【都市経営会議からの提言】

東千歳の畑作風景

※1 ＴＰＰ11：日本を含む環太平洋11か国の経済自由化を目的とした経済連携協定のこと。
※2 日ＥＵ・ＥＰＡ：日ＥＵ経済連携協定。令和元年（2019年）に発効した、日本とＥＵ間の経済活動強化を図るための協定のこと。
※3 長寿命化：老朽化した建物などについて、不具合を直し耐久性を高めるなど、将来にわたり長く使い続けること。
※4 水源かん養：降った雨水を地下水として蓄えたり、河川に流出する水の量を調節し、洪水を緩和する等の水田の持つ機能のこと。
※5 施業：目的とする森林を造成、維持するために行う、植林・下刈り（苗木のために雑草や雑木を刈り払う）・除伐（育てようとする樹木の生育を妨げる
　　 他の樹木を刈り払う）・間伐（育てようとする樹木どうしの競争を軽減するため一部の樹木を伐採する）等のこと。

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （19位／42項目）

 （24位／42項目）
重要度

0.08

0.77
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現状と課題 
■支笏湖チップは、明治27年（1894年）に原産の阿寒湖から移殖されて以来、増殖のために継続して
　ふ化放流事業に取り組んでおり、平成８年（1996年）にはサケとともに千歳市の魚に指定されるな
　ど、重要な観光資源の１つになっています。一方、チップの資源量は、昭和50年代後半から減少して
　いることから、千歳市ではチップの資源保護と増殖に取り組んでおり、これにより一定の成果を得
　ていますが、全盛期の資源量には至っていません。今後も、資源のより一層の回復に向けた取組を
　継続するとともに、ヒメマスふ化場の機能の充実を図り、良好な生育環境の確保に向けた取組を
　進めていく必要があります。

■支笏湖チップを千歳市の貴重な観光資源として活用するため、支笏湖チップを使った新たな商品
　開発や、効果的なプロモーション活動に取り組む必要があります。

千歳さけます事業所などの関係機関からの指導などを通して増殖技術の向上を図り、支笏湖漁業協同
組合と連携し、支笏湖チップの資源保護と増殖に努めます。

ヒメマスふ化場の適正な維持管理と計画的な施設改修に努めます。

支笏湖チップを用いた商品開発や効果的なプロモーションなどにより、ブランド化に向けた取組を積
極的に推進します。

支笏湖チップの保全と活用に努めます。

展開方針2

基本方向

土地基盤整備や農業用施設の機能向上を推進し、生産性の向上や農作業の効率化、農地災害の未然
防止、農業経営の安定化などを促進します。

森林の持つ多様な機能に配慮しつつ、森林の間伐や保育などの施業を進め、健全な森林の維持・造成
を推進します。

商工など他分野と連携した取組や農業イベントなどにより千歳産農畜産物のPRに努めます。

環境への負荷が低く、安全・安心な農産物の生産を促進します。

牧場施設の修繕や農業用機械の更新を計画的に実施し、市営牧場の施設環境の整備に努めます。

農業・農村が持つ多面的機能の維持・向上を図るため、地域の共同活動を支援します。

経営規模の拡大や中小規模農業者への支援のほか、有害鳥獣の被害防止など、経営の体質強化と安
定化を促進します。

認定農業者※の確保や新規就農者の受入れを促進し、担い手不足の解消に努めます。

基本方向

市民の声

■大学生や市外から通勤している方から、支笏湖チップが知られていないので、もっとアピールしてほ
　しいとの声や、市内の飲食店でも食べられるようにしてほしいとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

※ 認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村から農業経営改善計画の認定を受けた農業者のこと。担い手支援のための各種施策を重        
　 点的に受けることができる。

※ 支笏湖チップ：支笏湖に生息するヒメマスのこと。釣り人や地元から”チップ”の名称で親しまれており、平成30年度（2018年度）から支笏湖 
　 チップの名称で地域ブランド化に取り組んでいる。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

※

支笏湖チップ ヒメマスふ化場における採卵の様子

伐採樹木の玉切り状況

東小学校での稲刈りの様子

用 語 解 説用 語 解 説
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現状と課題 
■支笏湖チップは、明治27年（1894年）に原産の阿寒湖から移殖されて以来、増殖のために継続して
　ふ化放流事業に取り組んでおり、平成８年（1996年）にはサケとともに千歳市の魚に指定されるな
　ど、重要な観光資源の１つになっています。一方、チップの資源量は、昭和50年代後半から減少して
　いることから、千歳市ではチップの資源保護と増殖に取り組んでおり、これにより一定の成果を得
　ていますが、全盛期の資源量には至っていません。今後も、資源のより一層の回復に向けた取組を
　継続するとともに、ヒメマスふ化場の機能の充実を図り、良好な生育環境の確保に向けた取組を
　進めていく必要があります。

■支笏湖チップを千歳市の貴重な観光資源として活用するため、支笏湖チップを使った新たな商品
　開発や、効果的なプロモーション活動に取り組む必要があります。

千歳さけます事業所などの関係機関からの指導などを通して増殖技術の向上を図り、支笏湖漁業協同
組合と連携し、支笏湖チップの資源保護と増殖に努めます。

ヒメマスふ化場の適正な維持管理と計画的な施設改修に努めます。

支笏湖チップを用いた商品開発や効果的なプロモーションなどにより、ブランド化に向けた取組を積
極的に推進します。

支笏湖チップの保全と活用に努めます。

展開方針2

基本方向

土地基盤整備や農業用施設の機能向上を推進し、生産性の向上や農作業の効率化、農地災害の未然
防止、農業経営の安定化などを促進します。

森林の持つ多様な機能に配慮しつつ、森林の間伐や保育などの施業を進め、健全な森林の維持・造成
を推進します。

商工など他分野と連携した取組や農業イベントなどにより千歳産農畜産物のPRに努めます。

環境への負荷が低く、安全・安心な農産物の生産を促進します。

牧場施設の修繕や農業用機械の更新を計画的に実施し、市営牧場の施設環境の整備に努めます。

農業・農村が持つ多面的機能の維持・向上を図るため、地域の共同活動を支援します。

経営規模の拡大や中小規模農業者への支援のほか、有害鳥獣の被害防止など、経営の体質強化と安
定化を促進します。

認定農業者※の確保や新規就農者の受入れを促進し、担い手不足の解消に努めます。

基本方向

市民の声

■大学生や市外から通勤している方から、支笏湖チップが知られていないので、もっとアピールしてほ
　しいとの声や、市内の飲食店でも食べられるようにしてほしいとの声があります。

【まちづくりインタビュー】

※ 認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村から農業経営改善計画の認定を受けた農業者のこと。担い手支援のための各種施策を重        
　 点的に受けることができる。

※ 支笏湖チップ：支笏湖に生息するヒメマスのこと。釣り人や地元から”チップ”の名称で親しまれており、平成30年度（2018年度）から支笏湖 
　 チップの名称で地域ブランド化に取り組んでいる。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

※

支笏湖チップ ヒメマスふ化場における採卵の様子

伐採樹木の玉切り状況

東小学校での稲刈りの様子

用 語 解 説用 語 解 説
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現状と課題 
■千歳市は、新千歳空港、鉄道、高速道路、苫小牧港など空・陸・海のネットワークが有機的に結びつ
　く北海道の一大交通拠点となっており、良質で豊富な水資源をはじめとする産業インフラにも恵
　まれています。また、台風・落雷・雪害などの自然災害が少ないほか、平成30年（2018年）９月に発
　生した北海道胆振東部地震においても大きな被害はなく、リスク分散の適地としての条件も整っ
　ていることから、これらの優位性を生かした企業誘致を進めており、工業団地内での立地企業数
　は増加しています。

■11か所ある工業団地には、自動車、半導体、食品、飲料、物流、研究施設など260社を超える多様な
　業種の企業が立地しています。立地企業の活発な企業活動は、まちの活力を維持・向上させるた
　めに重要な要素となることから、日頃から積極的に企業ニーズを把握し、適切なサポートや、社会
　情勢の変化に対応した支援制度の検討を行っていく必要があります。

■新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、リモートアクセスなどを活用し、地方への事業拠点など
　を設けることを検討する企業が今後も増加することが予想されることから、これらの需要に着目し
　た新たな取組が必要となっています。

■公立千歳科学技術大学は、理工学の幅広い研究に分野を広げ、産学官連携※１により産業の振興に
　貢献し、知の拠点として地域との共生や発展に寄与しています。このことから、引き続き、公立千歳
　科学技術大学とホトニクスワールドコンソーシアム※２を中心として学術・産業の振興を促進する必
　要があります。

■市内企業では道央産業振興財団などの助成事業を活用し、新製品・新技術開発、公立千歳科学技
　術大学との共同研究などが行われており、引き続き、企業の開発活動を支援する必要があります。

企業立地における千歳市の優位性をアピールし、効果的な企業誘致を推進します。 

北海道を牽引する新産業の創出・集積を進め、高度技術産業集積地域※の形成に努めます。 

立地企業とパートナーシップを深め、円滑に企業活動を継続できるよう、設備投資や雇用拡大などの
多面的な支援に努めます。

公立千歳科学技術大学やホトニクスワールドコンソーシアムなどの取組を支援し、産学官連携による
先端科学技術に関する研究開発を促進することにより、研究開発拠点の形成と立地企業の課題解決
や産業の振興に努めます。

強みを生かした企業誘致と
円滑な企業活動への支援を推進します。

展開方針3

基本方向

※ 高度技術産業集積地域：ITや電子部品などの高度な産業技術を有する企業や大学等の集積する地域のこと。

※1 産学官連携：新しい技術の研究開発や新しい事業の創出、新しい製品の開発などを行うため、企業（産）と大学等（学）と政府や地方公共団体等
　　（官）が連携すること。
※2 ホトニクスワールドコンソーシアム：先端科学技術をプラットフォームとした研究開発拠点を形成するため、公立千歳科学技術大学を核として産
　　学官の連携を図り、人材育成から共同研究、技術開発、事業化などを実践し推進する組織のこと。

市民の声

■「企業誘致や企業活動の支援」は満足度が高
　く、重要度は比較的低いと評価されており、
　満足度は上昇傾向にあります。

■「高度技術産業の振興」は満足度は平均的で、
　重要度は比較的低いと評価されています。 

【市民アンケート】

■地の利を生かし、多様な企業を誘致することに努め、同時に、産業の種をまいて、未来の企業づくり
　をめざしましょう。

【都市経営会議からの提言】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （13位／42項目）

 （28位／42項目）
重要度

0.13

0.69

【企業誘致や企業活動の支援】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （20位／42項目）

 （37位／42項目）
重要度

0.08

0.49

【高度技術産業の振興】
市民アンケートより

第1工業団地から第4工業団地全景

キリンビール(株)北海道千歳工場(株)デンソー北海道

用 語 解 説

用 語 解 説

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 
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現状と課題 
■千歳市は、新千歳空港、鉄道、高速道路、苫小牧港など空・陸・海のネットワークが有機的に結びつ
　く北海道の一大交通拠点となっており、良質で豊富な水資源をはじめとする産業インフラにも恵
　まれています。また、台風・落雷・雪害などの自然災害が少ないほか、平成30年（2018年）９月に発
　生した北海道胆振東部地震においても大きな被害はなく、リスク分散の適地としての条件も整っ
　ていることから、これらの優位性を生かした企業誘致を進めており、工業団地内での立地企業数
　は増加しています。

■11か所ある工業団地には、自動車、半導体、食品、飲料、物流、研究施設など260社を超える多様な
　業種の企業が立地しています。立地企業の活発な企業活動は、まちの活力を維持・向上させるた
　めに重要な要素となることから、日頃から積極的に企業ニーズを把握し、適切なサポートや、社会
　情勢の変化に対応した支援制度の検討を行っていく必要があります。

■新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、リモートアクセスなどを活用し、地方への事業拠点など
　を設けることを検討する企業が今後も増加することが予想されることから、これらの需要に着目し
　た新たな取組が必要となっています。

■公立千歳科学技術大学は、理工学の幅広い研究に分野を広げ、産学官連携※１により産業の振興に
　貢献し、知の拠点として地域との共生や発展に寄与しています。このことから、引き続き、公立千歳
　科学技術大学とホトニクスワールドコンソーシアム※２を中心として学術・産業の振興を促進する必
　要があります。

■市内企業では道央産業振興財団などの助成事業を活用し、新製品・新技術開発、公立千歳科学技
　術大学との共同研究などが行われており、引き続き、企業の開発活動を支援する必要があります。

企業立地における千歳市の優位性をアピールし、効果的な企業誘致を推進します。 

北海道を牽引する新産業の創出・集積を進め、高度技術産業集積地域※の形成に努めます。 

立地企業とパートナーシップを深め、円滑に企業活動を継続できるよう、設備投資や雇用拡大などの
多面的な支援に努めます。

公立千歳科学技術大学やホトニクスワールドコンソーシアムなどの取組を支援し、産学官連携による
先端科学技術に関する研究開発を促進することにより、研究開発拠点の形成と立地企業の課題解決
や産業の振興に努めます。

強みを生かした企業誘致と
円滑な企業活動への支援を推進します。

展開方針3

基本方向

※ 高度技術産業集積地域：ITや電子部品などの高度な産業技術を有する企業や大学等の集積する地域のこと。

※1 産学官連携：新しい技術の研究開発や新しい事業の創出、新しい製品の開発などを行うため、企業（産）と大学等（学）と政府や地方公共団体等
　　（官）が連携すること。
※2 ホトニクスワールドコンソーシアム：先端科学技術をプラットフォームとした研究開発拠点を形成するため、公立千歳科学技術大学を核として産
　　学官の連携を図り、人材育成から共同研究、技術開発、事業化などを実践し推進する組織のこと。

市民の声

■「企業誘致や企業活動の支援」は満足度が高
　く、重要度は比較的低いと評価されており、
　満足度は上昇傾向にあります。

■「高度技術産業の振興」は満足度は平均的で、
　重要度は比較的低いと評価されています。 

【市民アンケート】

■地の利を生かし、多様な企業を誘致することに努め、同時に、産業の種をまいて、未来の企業づくり
　をめざしましょう。

【都市経営会議からの提言】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （13位／42項目）

 （28位／42項目）
重要度

0.13

0.69

【企業誘致や企業活動の支援】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （20位／42項目）

 （37位／42項目）
重要度

0.08

0.49

【高度技術産業の振興】
市民アンケートより

第1工業団地から第4工業団地全景

キリンビール(株)北海道千歳工場(株)デンソー北海道

用 語 解 説

用 語 解 説

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 
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現状と課題 
■市内の住宅地には、スーパーマーケットやドラッグストアなど中規模の商業施設が分布しています
が、今後は高齢化の進展等に伴い不便を感じる市民が増加することを念頭に、都市計画や公共交
通などの分野と連携し、利便性の高い買い物環境を確保することが必要です。

■車社会の定着やインターネットショッピング等による消費者の購買形態の変化のほか、居住地区
の拡大に伴う日常の買い物環境の分散等により、中心市街地の商店街等においては、空き店舗や
遊休不動産が見られるなど、市民や観光客に対する魅力が不足しています。中心市街地は、「まち
の顔」としての役割が期待されており、引き続き、中心市街地や商店街の活性化を進めていく必要
があります。

■近年は、「まちゼミ※１」の開催などによる個店の魅力発信や、商店街による新しい集客イベントの
実施など、消費者にとって魅力のある取組が進められています。今後も市民に対し多様な価値観に
対応したサービスを提供するとともに、観光客などの中心市街地における回遊性の向上を図り、こ
れにより商店街等における消費を喚起し、さらなる地域経済の活性化を進めることが重要です。

■地域経済を活性化するため、地元の産品や技術を活用した魅力ある地場生産品の創出が求められ
ており、今後も事業者の自主的な商品開発や販売などを促進する必要があります。

■国内経済の回復基調※2に伴い、市内企業においても設備投資や雇用が促進されていましたが、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響による企業収益の減少や景気の先行き不透明感の高まりに
より、当面、慎重な動きが続くと見込まれるほか、新しい生活様式※3がもたらす社会経済活動の変
化の中で、経済動向の影響を受けやすい中小企業に対しては、引き続き、長期的な視点からその育
成を進め、経営の安定化を図ることが必要です。

■国内においては、中小企業をはじめとした事業者の減少が深刻化しており、起業を促進する政策が
進められています。市内においても今後の事業者減少が懸念される中、起業を目指す市民の健全
な事業活動のための知識習得や、起業に対する機運醸成を図ることにより、長期的に事業者数を
維持することが大切です。また、廃業増加の背景の一つとして、いわゆる後継ぎがいないことによ
る黒字廃業を余儀なくされる事業者も多く、必要な支援を実施することにより、健全で活発な産
業構造を維持する必要があります。

■千歳市公設地方卸売市場は、市民などに生鮮食料品等を迅速かつ効率的に提供するとともに、生
産者に対しては安定した販路、生鮮食料品取扱事業者に対しては安定的な仕入れの場をそれぞれ
提供していますが、取引形態の多様化や少子高齢化の進展などにより生鮮食料品の需要が減少
傾向にあり、卸売市場を取り巻く環境は厳しい状況にあるほか、施設の老朽化等も進んでいます。
今後も生産者と消費者を結ぶパイプ役として、市場関係者と連携し、市場が有する集荷・物流機能
を維持するとともに、安定した生鮮食料品の流通確保に努めていく必要があります。

■「日常の買い物環境」は満足度が高く、重要度も比較的高
いと評価されており、満足度は上昇傾向にありますが、今
住んでいる場所から移りたい理由として買い物の不便さ
が最も高くなっています。

【市民アンケート】

■「買い物環境」や「娯楽環境」への評価が比較的低くなって
います。
■友人との交流や勉強等で利用するスペースとして、カフェ
を望む声があります。（自由記述）

【中高生・大学生アンケート】

■向陽台に住む大学生や自衛官から、買い物の場が少ないとの声があります。
【まちづくりインタビュー】

■市街地の立地や既存の施設などを生かし、観光客も市民も楽しめ、にぎわう“まちなか”にしま
しょう。

【都市経営会議からの提言】

市民の声

日常の買い物環境の維持・向上、市民や観光客などの中心市街地における回遊性の向上を図るほか、
地場生産品の振興につながる取組を促進します。

産業構造や経済変化の動向に影響を受けやすい中小企業に対する経営の安定化のための支援の充
実に努めるほか、地域経済の活性化と身近なサービスの充実・確保を図るため、起業とともに事業承
継を促進します。

安全で良質な生鮮食料品等を安定的に流通させる公設地方卸売市場の機能を維持し、品揃えの充実
と集荷力の向上とともに市場取扱量・取扱額の増加を図り、市場取引を促進します。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

身近な買い物やサービスを支える
商工業の振興に努めます。

展開方針4

基本方向

※1 まちゼミ：得するまちのゼミナールの略語で、店の店主等が講師となり、専門的な知識、情報等を無料で受講者に提供する少人数制の講座
のこと。

※2 経済の回復基調：景気が回復の傾向にある状態のこと。
※3 新しい生活様式：新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、従来の生活では考慮しなかったような場において、身体的距離の確保、マ

スクの着用、手洗いを基本とした一人ひとりの基本的感染対策などを日常生活に取り入れた生活様式のこと。

ニューサンロード商店街におけるシャッターアート 公設地方卸売市場におけるせりの様子

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （7位／42項目）

 （12位／42項目）
重要度

0.24

0.99

【日常の買い物環境】
市民アンケートより
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現状と課題 
■市内の住宅地には、スーパーマーケットやドラッグストアなど中規模の商業施設が分布しています
が、今後は高齢化の進展等に伴い不便を感じる市民が増加することを念頭に、都市計画や公共交
通などの分野と連携し、利便性の高い買い物環境を確保することが必要です。

■車社会の定着やインターネットショッピング等による消費者の購買形態の変化のほか、居住地区
の拡大に伴う日常の買い物環境の分散等により、中心市街地の商店街等においては、空き店舗や
遊休不動産が見られるなど、市民や観光客に対する魅力が不足しています。中心市街地は、「まち
の顔」としての役割が期待されており、引き続き、中心市街地や商店街の活性化を進めていく必要
があります。

■近年は、「まちゼミ※１」の開催などによる個店の魅力発信や、商店街による新しい集客イベントの
実施など、消費者にとって魅力のある取組が進められています。今後も市民に対し多様な価値観に
対応したサービスを提供するとともに、観光客などの中心市街地における回遊性の向上を図り、こ
れにより商店街等における消費を喚起し、さらなる地域経済の活性化を進めることが重要です。

■地域経済を活性化するため、地元の産品や技術を活用した魅力ある地場生産品の創出が求められ
ており、今後も事業者の自主的な商品開発や販売などを促進する必要があります。

■国内経済の回復基調※2に伴い、市内企業においても設備投資や雇用が促進されていましたが、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響による企業収益の減少や景気の先行き不透明感の高まりに
より、当面、慎重な動きが続くと見込まれるほか、新しい生活様式※3がもたらす社会経済活動の変
化の中で、経済動向の影響を受けやすい中小企業に対しては、引き続き、長期的な視点からその育
成を進め、経営の安定化を図ることが必要です。

■国内においては、中小企業をはじめとした事業者の減少が深刻化しており、起業を促進する政策が
進められています。市内においても今後の事業者減少が懸念される中、起業を目指す市民の健全
な事業活動のための知識習得や、起業に対する機運醸成を図ることにより、長期的に事業者数を
維持することが大切です。また、廃業増加の背景の一つとして、いわゆる後継ぎがいないことによ
る黒字廃業を余儀なくされる事業者も多く、必要な支援を実施することにより、健全で活発な産
業構造を維持する必要があります。

■千歳市公設地方卸売市場は、市民などに生鮮食料品等を迅速かつ効率的に提供するとともに、生
産者に対しては安定した販路、生鮮食料品取扱事業者に対しては安定的な仕入れの場をそれぞれ
提供していますが、取引形態の多様化や少子高齢化の進展などにより生鮮食料品の需要が減少
傾向にあり、卸売市場を取り巻く環境は厳しい状況にあるほか、施設の老朽化等も進んでいます。
今後も生産者と消費者を結ぶパイプ役として、市場関係者と連携し、市場が有する集荷・物流機能
を維持するとともに、安定した生鮮食料品の流通確保に努めていく必要があります。

■「日常の買い物環境」は満足度が高く、重要度も比較的高
いと評価されており、満足度は上昇傾向にありますが、今
住んでいる場所から移りたい理由として買い物の不便さ
が最も高くなっています。

【市民アンケート】

■「買い物環境」や「娯楽環境」への評価が比較的低くなって
います。
■友人との交流や勉強等で利用するスペースとして、カフェ
を望む声があります。（自由記述）

【中高生・大学生アンケート】

■向陽台に住む大学生や自衛官から、買い物の場が少ないとの声があります。
【まちづくりインタビュー】

■市街地の立地や既存の施設などを生かし、観光客も市民も楽しめ、にぎわう“まちなか”にしま
しょう。

【都市経営会議からの提言】

市民の声

日常の買い物環境の維持・向上、市民や観光客などの中心市街地における回遊性の向上を図るほか、
地場生産品の振興につながる取組を促進します。

産業構造や経済変化の動向に影響を受けやすい中小企業に対する経営の安定化のための支援の充
実に努めるほか、地域経済の活性化と身近なサービスの充実・確保を図るため、起業とともに事業承
継を促進します。

安全で良質な生鮮食料品等を安定的に流通させる公設地方卸売市場の機能を維持し、品揃えの充実
と集荷力の向上とともに市場取扱量・取扱額の増加を図り、市場取引を促進します。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

身近な買い物やサービスを支える
商工業の振興に努めます。

展開方針4

基本方向

※1 まちゼミ：得するまちのゼミナールの略語で、店の店主等が講師となり、専門的な知識、情報等を無料で受講者に提供する少人数制の講座
のこと。

※2 経済の回復基調：景気が回復の傾向にある状態のこと。
※3 新しい生活様式：新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、従来の生活では考慮しなかったような場において、身体的距離の確保、マ

スクの着用、手洗いを基本とした一人ひとりの基本的感染対策などを日常生活に取り入れた生活様式のこと。

ニューサンロード商店街におけるシャッターアート 公設地方卸売市場におけるせりの様子

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （7位／42項目）

 （12位／42項目）
重要度

0.24

0.99

【日常の買い物環境】
市民アンケートより
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 （17位／42項目）
重要度

-0.23

0.88

【観光都市としての魅力づくり】
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現状と課題 
■情報化や少子高齢化の進展、環境意識の高まり、観光のグローバル化による外国人観光客の増加
など、観光を取り巻く環境は大きく変化しており、ライフスタイル等の変化により旅行形態や観光
客のニーズも多様化しています。近年は、アジア圏を中心に北海道を訪れる外国人観光客が増加
しており、市内においても観光入込客数は増加傾向になっています。また、新千歳空港国際線ター
ミナルビルの拡張など国際機能の強化により、更に多くの外国人観光客の来道が予想されている
ことから、今後も、多様化する観光ニーズや外国人観光客に対応できる環境の整備、人材の育成・
確保に努めていく必要があります。

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大により観光客をはじめ旅行者が激減しており、回復には感
染症対策やワーケーション※などの新たなニーズに対応する必要があります。

■市内には、支笏洞爺国立公園に指定されている支笏湖地域をはじめ、体験農場や市街地のアウト
レットモール、道の駅サーモンパーク千歳やサケのふるさと千歳水族館、施設見学できる工場、四
季や地域の魅力を発信する各種イベントなど、様々な観光資源・施設が存在していることから、こ
れらの観光資源を有効に活用し、市内の回遊性向上を図っていく必要があります。

■陸上競技を中心にスポーツ合宿誘致に取り組んでおり、東京2020オリンピックの日本代表チーム
による直前合宿地に選ばれたことから、この実績をまちの知名度向上につなげるため、今後も日本
陸上競技連盟との関係強化や施設等の受入環境の充実を図っていく必要があります。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

色々な千歳を知り楽しむことができる、
観光の振興に努めます。

展開方針5 ■「観光都市としての魅力づくり」は満足度が低く、重要度は平
均的と評価されていますが、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■より多くの観光客に訪れてもらえる魅力づくりや取組を望
む声があります。（自由記述）

■大学生から、イベントに関する情報発信の充実を求める
声があります。
■自衛官からは、道の駅の駐車場の混雑や付近の道路の渋
滞を懸念する声があります。

【まちづくりインタビュー】

■「観る・食べる・泊まる」ことを身近にし、通過点ではなく“楽しめるまち・千歳”をめざしましょう。
■「作る」だけではなく、情報発信をして、「食す・楽しむ・学ぶ」ことのできる農林業にしましょう。
■恵まれた自然環境の保全に引き続き取り組み、子どもや孫の代まで残しましょう。

【都市経営会議からの提言】

市民の声

観光地としての魅力向上を図るとともに、感染症対策やワーケーション等の新しい生活様式※1に対応
した観光事業を創出するなど、観光客のニーズに応じた受入環境の整備を促進します。

支笏湖地域をはじめ様々な観光資源を生かしたツーリズムを創出することで観光客の誘客を図り、市
内の回遊や滞在延長を促進します。

新千歳空港を含む道内７空港との連携を図り、新千歳空港を利用する観光客が市内へ宿泊し、また、
観光資源を回遊する取組を促進します。

地域特性を生かしたスポーツ合宿や大会などの誘致を進め、まちの知名度向上と交流人口※2の拡大
に努めます。

千歳市の観光情報を効率的かつ効果的に広めることを意識し、情報発信に努めます。

基本方向

※1 新しい生活様式：新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、従来の生活では考慮しなかったような場において、身体的距離の確保、マ
スクの着用、手洗いを基本とした一人ひとりの基本的感染対策などを日常生活に取り入れた生活様式のこと。

※2 交流人口：地域外からの旅行者や短期滞在者のこと。
※ ワーケーション：「ワーク」（労働）と「バケーション」（休暇）を組み合わせた造語で、観光地でテレワークなどにより働きながら休暇をとる過
　  ごし方のこと。

支笏湖ポスター サケのふるさと千歳水族館
用 語 解 説

用 語 解 説
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現状と課題 
■情報化や少子高齢化の進展、環境意識の高まり、観光のグローバル化による外国人観光客の増加
など、観光を取り巻く環境は大きく変化しており、ライフスタイル等の変化により旅行形態や観光
客のニーズも多様化しています。近年は、アジア圏を中心に北海道を訪れる外国人観光客が増加
しており、市内においても観光入込客数は増加傾向になっています。また、新千歳空港国際線ター
ミナルビルの拡張など国際機能の強化により、更に多くの外国人観光客の来道が予想されている
ことから、今後も、多様化する観光ニーズや外国人観光客に対応できる環境の整備、人材の育成・
確保に努めていく必要があります。

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大により観光客をはじめ旅行者が激減しており、回復には感
染症対策やワーケーション※などの新たなニーズに対応する必要があります。

■市内には、支笏洞爺国立公園に指定されている支笏湖地域をはじめ、体験農場や市街地のアウト
レットモール、道の駅サーモンパーク千歳やサケのふるさと千歳水族館、施設見学できる工場、四
季や地域の魅力を発信する各種イベントなど、様々な観光資源・施設が存在していることから、こ
れらの観光資源を有効に活用し、市内の回遊性向上を図っていく必要があります。

■陸上競技を中心にスポーツ合宿誘致に取り組んでおり、東京2020オリンピックの日本代表チーム
による直前合宿地に選ばれたことから、この実績をまちの知名度向上につなげるため、今後も日本
陸上競技連盟との関係強化や施設等の受入環境の充実を図っていく必要があります。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

色々な千歳を知り楽しむことができる、
観光の振興に努めます。

展開方針5 ■「観光都市としての魅力づくり」は満足度が低く、重要度は平
均的と評価されていますが、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■より多くの観光客に訪れてもらえる魅力づくりや取組を望
む声があります。（自由記述）

■大学生から、イベントに関する情報発信の充実を求める
声があります。
■自衛官からは、道の駅の駐車場の混雑や付近の道路の渋
滞を懸念する声があります。

【まちづくりインタビュー】

■「観る・食べる・泊まる」ことを身近にし、通過点ではなく“楽しめるまち・千歳”をめざしましょう。
■「作る」だけではなく、情報発信をして、「食す・楽しむ・学ぶ」ことのできる農林業にしましょう。
■恵まれた自然環境の保全に引き続き取り組み、子どもや孫の代まで残しましょう。

【都市経営会議からの提言】

市民の声

観光地としての魅力向上を図るとともに、感染症対策やワーケーション等の新しい生活様式※1に対応
した観光事業を創出するなど、観光客のニーズに応じた受入環境の整備を促進します。

支笏湖地域をはじめ様々な観光資源を生かしたツーリズムを創出することで観光客の誘客を図り、市
内の回遊や滞在延長を促進します。

新千歳空港を含む道内７空港との連携を図り、新千歳空港を利用する観光客が市内へ宿泊し、また、
観光資源を回遊する取組を促進します。

地域特性を生かしたスポーツ合宿や大会などの誘致を進め、まちの知名度向上と交流人口※2の拡大
に努めます。

千歳市の観光情報を効率的かつ効果的に広めることを意識し、情報発信に努めます。

基本方向

※1 新しい生活様式：新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、従来の生活では考慮しなかったような場において、身体的距離の確保、マ
スクの着用、手洗いを基本とした一人ひとりの基本的感染対策などを日常生活に取り入れた生活様式のこと。

※2 交流人口：地域外からの旅行者や短期滞在者のこと。
※ ワーケーション：「ワーク」（労働）と「バケーション」（休暇）を組み合わせた造語で、観光地でテレワークなどにより働きながら休暇をとる過
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支笏湖ポスター サケのふるさと千歳水族館
用 語 解 説

用 語 解 説
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現状と課題 
■国際空港がある千歳市では外国人の来訪も多く、国際定期路線の拡大などにより、今後も来訪者
が増加することが予想されます。様々な分野において国際的な交流活動が日常化している今日、
国際化に対応できる人材づくりを推進するとともに国際交流の必要性などについて啓発していく
必要があります。

■新型コロナウイルス感染症の拡大により、広域移動の自粛や海外への渡航制限などが生じている
ことから、従来の相互訪問交流のほか、オンラインを活用した新たな交流スタイルについて検討す
る必要があります。

■市内に住む外国人は増加傾向にあり、市民窓口や福祉・医療・防災・教育において外国人居住者が
不便を感じないような配慮を行う必要があります。

■市内では直売所や観光農園、農業体験の取組を行っており、各種イベントなどへの参加者数は増
加傾向にあります。今後も農業体験や農産物販売を通した地産地消の推進など、都市と農村の交
流を促進することが必要です。

■国際交流や姉妹都市交流を通じて、国際交流に対する意識を醸成するとともに豊かな心を持っ
た人材の育成を図るため、より多くの市民が関わることができる交流事業を実施する必要があり
ます。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

多様な地域と様々な分野で
つながる交流を推進します。

展開方針6

姉妹都市アンカレジ市訪問

国際交流の夕べ

■「国際交流・都市間交流」は満足度が高く、重要度は比較的
低いと評価されています。

【市民アンケート】

■外国人居住者から外国語併記が不足しているとの声があ
ります。

【まちづくりインタビュー】

■「作る」だけではなく、情報発信をして、「食す・楽しむ・学
ぶ」ことのできる農林業にしましょう。

【都市経営会議からの提言】

市民の声

国際化に対応した人材の育成や市内に住む外国人の生活環境の整備に取り組むとともに、様々な分野
から国際交流機会の充実に努めます。

姉妹都市などとの都市間交流を通して、他地域の文化や生活習慣を学ぶとともに、多くの市民が関わ
ることができる交流を推進します。

農産物やその加工品の販売、農業体験などを通じて都市と農村の交流を推進します。

基本方向

いちご狩り体験

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （12位／42項目）

 （40位／42項目）
重要度

0.13

0.45

【国際交流・都市間交流】
市民アンケートより
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現状と課題 
■国内経済の回復基調※1に伴い、正規就業者の採用増や賃金の上昇など、雇用情勢は改善傾向に
ありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、求人数が減少しており、今後の経
済状況による雇用調整※2の動向によっては、企業の新規採用の抑制、非正規就業者の削減等の
姿勢が一段と高まるおそれもあり、雇用情勢の悪化が懸念されます。その一方で、技能技術者の
減少や求職者の希望業種・職種の偏りなどから、一部の業種においては、依然として人手不足が
見られます。

■今後も雇用情勢に対応した雇用対策として、企業の人材確保に向けた採用活動の支援や女性、高
齢者を含めた求職者等の就職活動の支援を進めていく必要があります。

■勤労者は、事業者の経営状況や社会経済情勢の変化により、様々な影響を受けるおそれがあるこ
とから、勤労者が健康で安心して働くことのできる環境づくりを進めていく必要があります。

地の利と資源を生かした産業のまち【基本目標5】 

雇用者、求職者の支援と安定に努めます。

展開方針7

■「働く場の確保」は満足度は平均的で、重要度は比較的高い
と評価されており、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■多方面での雇用がもっと増えることを望む声があります。
（自由記述）

■就職が近づくにつれて、千歳市で働きたいと思う回答者
が少なくなる傾向が見られますが、千歳市出身の大学生
の約半数は千歳市で働くことを希望しています。

【中高生・大学生アンケート】

■大学生から卒業後は職場の近くに住みたいという声があります。
■自衛官からは、退職後の再就職先を懸念する声があります。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

働く人を求める企業と働く場を求める人とを結びつけるため、市内企業に関する情報の充実に努める
など企業の見える化を図り、その魅力を積極的に周知するとともに、求職者の就労支援に努めます。

社会経済情勢が変化する中でも勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るため、労働相談や一時的な
生活資金の支援など、労働福祉の充実、労働環境の向上等に努めます。

基本方向

※1 経済の回復基調：景気が回復の傾向にある状態のこと。
※2 雇用調整：不況などにより、企業収益が減少した場合など企業の行う業務が減少した際に、経営の判断に基づき、新規採用の抑制や解雇等

によって、雇用の量を調整すること。

合同企業説明会

用 語 解 説

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （33位／42項目）

 （7位／42項目）
重要度

-0.09

1.08

【働く場の確保】
市民アンケートより
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暮らしやすく便利な
都市基盤があるまち

1.住みよさとにぎわいを生み出す市街地の形成に努めます。

7.緑豊かなまちづくりを推進します。

8.未来につなげる強靭な水道・下水道づくりを推進します。

6.川とともに安心して暮らせるまちづくりに努めます。

5.安全で快適な道路環境の確保に努めます。

4.快適で利用しやすい公共交通の充実に努めます。

3.空港を核としたまちづくりを推進します。

2.誰もが安心して暮らせる住まいづくりを推進します。

展開方針展開方針展開方針

これまで整備してきた都市基盤の利便性や強さを更に高め、市民が安心して快適に

暮らし、にぎわいを生み出すことのできる「暮らしやすく便利な都市基盤があるまち」

を目指します。

目標とするまちの姿

6基本目標6基本目標6基本目標6基本目標
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現状と課題 
■豊かな自然に恵まれ、空・陸交通の要衝※1として発展してきた千歳市は、人口の増加に合わせて
　計画的に市街地の整備を進めてきました。今後も、まちづくりに関する市民ニーズを把握するとと
　もに、空き地、空き家などの低未利用地※2の有効活用、景観形成に関する啓発などに努め、より魅
　力ある都市づくりを進めていく必要があります。

■国においてはコンパクト・プラス・ネットワーク型※3の都市づくりとして、医療・福祉・商業等の生活
　機能を確保するとともに、高齢者が安心して暮らせるよう地域公共交通と連携し、都市機能が集積
　したまちづくりが進められており、千歳市においても検討が必要です。

■ＪＲ長都駅周辺地域は、低層住宅を主体としたゆとりある良好な住宅地が形成され、人口が増加し
　ており、地域拠点として生活利便性の向上に努める必要があります。

■今後も人口増加を継続し市内に定住を促進させるためには、良質な宅地を供給する必要がありま
　す。

■住みよい・過ごしやすい・魅力的なまちとしていくためには、「まちの顔」となる中心市街地の魅力
　を向上させることが重要な要素の１つです。このため、市民や事業者、行政が連携して、ＪＲ千歳駅
　やグリーンベルト※4、千歳川周辺などの公共空間※５を活用したにぎわいづくりに取り組み、市民の
　活動や交流に加え、観光客やビジネス客などの回遊を促し、中心市街地の活性化を促進する必要
　があります。

長期的な視野に立ち、道路や公園、駅など既存の施設や自然環境を生かしつつ、低未利用地などの有
効活用や土地利用の見直しを図り、成熟した市街地の形成を推進します。

市有低未利用地の活用により、市街地における良好な居住環境の形成に努めます。

公共空間の有効活用を促進し、市民の活動や交流に加え、観光客やビジネス客などの回遊を促し、中
心市街地としてのにぎわい再生に努めます。

支笏湖や千歳川などの豊かな自然環境を保全しつつ、良好な農村景観や、交通の要衝として持ちあわ
せてきた高い都市機能と融合した「千歳らしい都市景観」の形成を市民とともに推進します。

都市機能などの集積と快適で安全かつ景観に配慮した都市空間の形成に努めます。

計画的な土地利用と魅力ある市街地の形成を推進し、市街地の無秩序な拡大を抑制しつつ、市街地
整備の見通しが確実となった区域について市街化区域への編入を検討します。

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 

住みよさとにぎわいを生み出す
市街地の形成に努めます。

展開方針1

基本方向

※1 交通の要衝：新千歳空港をはじめ、ＪＲ鉄道、高速道路、国道などが結節し、交通面で重要な場所となっていること。
※2 低未利用地：空き地、空き家となっているなど、周辺と比較して有効に活用されていない土地のこと。
※3 コンパクト・プラス・ネットワーク型：地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせ
　  るよう、地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進めること。
※4 グリーンベルト：ＪＲ千歳駅から南西約350メートルに位置する、幅約40メートル延長約１キロメートルに渡る公共広場のこと。市民
　  や観光客などの「憩い・遊び・集い」の場として様々なイベントが行われている。
※5 公共空間：個人に属さない公（おおやけ）の空間のこと。必ずしも公的に整備された空間でなくとも、一般に開放されている公共性の
　  高い空間を含む人が集えるスペースのこと。
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市民の声

■「市街地の整備やまちの景観向上」は満足度
　は平均的で、重要度は比較的低いと評価され
　ています。

【市民アンケート】
■「中心市街地のにぎわいづくり」は満足度が
　低く、重要度も比較的低いと評価されていま
　すが、満足度は上昇傾向にあります。

■「観る・食べる・泊まる」ことを身近にし、通過点ではなく“楽しめるまち・千歳”をめざしましょう。
■恵まれた自然環境の保全に引き続き取り組み、子どもや孫の代まで残しましょう。
■市街地の立地や既存の施設などを生かし、観光客も市民も楽しめ、にぎわう“まちなか”にしましょう。

【都市経営会議からの提言】
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 （42位／42項目）
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重要度

-0.42

0.68

【中心市街地のにぎわいづくり】
市民アンケートより
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現状と課題 
■豊かな自然に恵まれ、空・陸交通の要衝※1として発展してきた千歳市は、人口の増加に合わせて
　計画的に市街地の整備を進めてきました。今後も、まちづくりに関する市民ニーズを把握するとと
　もに、空き地、空き家などの低未利用地※2の有効活用、景観形成に関する啓発などに努め、より魅
　力ある都市づくりを進めていく必要があります。

■国においてはコンパクト・プラス・ネットワーク型※3の都市づくりとして、医療・福祉・商業等の生活
　機能を確保するとともに、高齢者が安心して暮らせるよう地域公共交通と連携し、都市機能が集積
　したまちづくりが進められており、千歳市においても検討が必要です。

■ＪＲ長都駅周辺地域は、低層住宅を主体としたゆとりある良好な住宅地が形成され、人口が増加し
　ており、地域拠点として生活利便性の向上に努める必要があります。

■今後も人口増加を継続し市内に定住を促進させるためには、良質な宅地を供給する必要がありま
　す。

■住みよい・過ごしやすい・魅力的なまちとしていくためには、「まちの顔」となる中心市街地の魅力
　を向上させることが重要な要素の１つです。このため、市民や事業者、行政が連携して、ＪＲ千歳駅
　やグリーンベルト※4、千歳川周辺などの公共空間※５を活用したにぎわいづくりに取り組み、市民の
　活動や交流に加え、観光客やビジネス客などの回遊を促し、中心市街地の活性化を促進する必要
　があります。

長期的な視野に立ち、道路や公園、駅など既存の施設や自然環境を生かしつつ、低未利用地などの有
効活用や土地利用の見直しを図り、成熟した市街地の形成を推進します。

市有低未利用地の活用により、市街地における良好な居住環境の形成に努めます。

公共空間の有効活用を促進し、市民の活動や交流に加え、観光客やビジネス客などの回遊を促し、中
心市街地としてのにぎわい再生に努めます。

支笏湖や千歳川などの豊かな自然環境を保全しつつ、良好な農村景観や、交通の要衝として持ちあわ
せてきた高い都市機能と融合した「千歳らしい都市景観」の形成を市民とともに推進します。

都市機能などの集積と快適で安全かつ景観に配慮した都市空間の形成に努めます。

計画的な土地利用と魅力ある市街地の形成を推進し、市街地の無秩序な拡大を抑制しつつ、市街地
整備の見通しが確実となった区域について市街化区域への編入を検討します。

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 

住みよさとにぎわいを生み出す
市街地の形成に努めます。

展開方針1

基本方向

※1 交通の要衝：新千歳空港をはじめ、ＪＲ鉄道、高速道路、国道などが結節し、交通面で重要な場所となっていること。
※2 低未利用地：空き地、空き家となっているなど、周辺と比較して有効に活用されていない土地のこと。
※3 コンパクト・プラス・ネットワーク型：地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせ
　  るよう、地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進めること。
※4 グリーンベルト：ＪＲ千歳駅から南西約350メートルに位置する、幅約40メートル延長約１キロメートルに渡る公共広場のこと。市民
　  や観光客などの「憩い・遊び・集い」の場として様々なイベントが行われている。
※5 公共空間：個人に属さない公（おおやけ）の空間のこと。必ずしも公的に整備された空間でなくとも、一般に開放されている公共性の
　  高い空間を含む人が集えるスペースのこと。
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市民の声

■「市街地の整備やまちの景観向上」は満足度
　は平均的で、重要度は比較的低いと評価され
　ています。

【市民アンケート】
■「中心市街地のにぎわいづくり」は満足度が
　低く、重要度も比較的低いと評価されていま
　すが、満足度は上昇傾向にあります。

■「観る・食べる・泊まる」ことを身近にし、通過点ではなく“楽しめるまち・千歳”をめざしましょう。
■恵まれた自然環境の保全に引き続き取り組み、子どもや孫の代まで残しましょう。
■市街地の立地や既存の施設などを生かし、観光客も市民も楽しめ、にぎわう“まちなか”にしましょう。

【都市経営会議からの提言】
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市民の声

■「公営住宅環境の整備」は満足度は平均的で、重要度は比
　較的低いと評価されています。

【市民アンケート】

■市外に住んでいる大学生の約27％は家賃が安い賃貸住宅
　があれば在学中に千歳市に住みたいと回答しています。

【大学生アンケート】

■大学生から通勤環境が良く家賃が安ければ、卒業後も千歳
　市に引き続き住みたいという声があります。

【まちづくりインタビュー】

■大学生から通勤環境が良く家賃が安ければ、卒業後も千歳市に引き続き住みたいという声があり
　ます。

■インフラや交通網も含め居住環境において、住んでいる人の安心・安全、快適性、利便性、公平性の
　向上をめざしましょう。

【都市経営会議からの提言】

現状と課題 
■千歳市の住宅は人口とともに増加しており、住まいの相談・情報提供に努めてきましたが、少子高
　齢化の進展やライフスタイルの多様化など住宅を取り巻く環境が変化していることから、千歳市
　が住みよいまちとして発展を続けるためには、高齢者や子育て世帯等の多様な住宅ニーズに対応
　した住宅を普及させる取組が必要です。

■良質な住宅の普及を目指し、これまで情報提供や助成制度などにより住宅改修の促進に努めてき
　ましたが、豊かな市民生活の実現を図るため、リフォームや耐震改修などの更なる促進が必要です。

■公営住宅については、これまで予防保全的な修繕や長寿命化※1に資する改善などを実施してき
　ましたが、今後もライフサイクルコスト※2を縮減するため、より効率的・計画的な維持管理や整備
　を進めていくとともに、借上げ型市営住宅や高齢者向け優良賃貸住宅など民間住宅との連携を図
　りながら、住宅セーフティネット※3の役割を果たしていく必要があります。

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 

誰もが安心して暮らせる
住まいづくりを推進します。

展開方針2

※ 住宅確保要配慮者：低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者のこと。

※1 長寿命化：老朽化した建物などについて、不具合を直し耐久性を高めるなど、将来にわたり長く使い続けること。
※2 ライフサイクルコスト：企画・設計から建設、維持管理・最終的な解体まで、施設の一生にかかる費用のこと。初期建設費のイニシャルコスト
　　 と維持保全改修費・解体改築費のランニングコストにより構成される。
※3 住宅セーフティネット：住宅市場の中で独力では住宅を確保することが困難な方々が、それぞれの所得、家族構成、身体の状況等に適し
　　 た住宅を確保できるような様々な仕組みのこと。

高齢者や子育て世帯など誰もが安全に安心して暮らせる住まいづくりを実現するため、バリアフリー化
やリフォームなどに関する相談のほか、民間賃貸住宅に関する情報提供や耐震改修の支援などに努め
ます。

公営住宅については、住宅確保要配慮者※の居住の安定確保などを踏まえながら、適切な維持管理や
整備に努めます。

基本方向

満足度 高い低い

重
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低
い

高
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0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （23位／42項目）

 （33位／42項目）
重要度

0.06

0.52

【公営住宅環境の整備】
市民アンケートより

公営住宅 みどり団地

車いす対応住戸のトイレ
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市民の声

■「公営住宅環境の整備」は満足度は平均的で、重要度は比
　較的低いと評価されています。

【市民アンケート】

■市外に住んでいる大学生の約27％は家賃が安い賃貸住宅
　があれば在学中に千歳市に住みたいと回答しています。

【大学生アンケート】

■大学生から通勤環境が良く家賃が安ければ、卒業後も千歳
　市に引き続き住みたいという声があります。

【まちづくりインタビュー】

■大学生から通勤環境が良く家賃が安ければ、卒業後も千歳市に引き続き住みたいという声があり
　ます。

■インフラや交通網も含め居住環境において、住んでいる人の安心・安全、快適性、利便性、公平性の
　向上をめざしましょう。

【都市経営会議からの提言】

現状と課題 
■千歳市の住宅は人口とともに増加しており、住まいの相談・情報提供に努めてきましたが、少子高
　齢化の進展やライフスタイルの多様化など住宅を取り巻く環境が変化していることから、千歳市
　が住みよいまちとして発展を続けるためには、高齢者や子育て世帯等の多様な住宅ニーズに対応
　した住宅を普及させる取組が必要です。

■良質な住宅の普及を目指し、これまで情報提供や助成制度などにより住宅改修の促進に努めてき
　ましたが、豊かな市民生活の実現を図るため、リフォームや耐震改修などの更なる促進が必要です。

■公営住宅については、これまで予防保全的な修繕や長寿命化※1に資する改善などを実施してき
　ましたが、今後もライフサイクルコスト※2を縮減するため、より効率的・計画的な維持管理や整備
　を進めていくとともに、借上げ型市営住宅や高齢者向け優良賃貸住宅など民間住宅との連携を図
　りながら、住宅セーフティネット※3の役割を果たしていく必要があります。

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 

誰もが安心して暮らせる
住まいづくりを推進します。

展開方針2

※ 住宅確保要配慮者：低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者のこと。

※1 長寿命化：老朽化した建物などについて、不具合を直し耐久性を高めるなど、将来にわたり長く使い続けること。
※2 ライフサイクルコスト：企画・設計から建設、維持管理・最終的な解体まで、施設の一生にかかる費用のこと。初期建設費のイニシャルコスト
　　 と維持保全改修費・解体改築費のランニングコストにより構成される。
※3 住宅セーフティネット：住宅市場の中で独力では住宅を確保することが困難な方々が、それぞれの所得、家族構成、身体の状況等に適し
　　 た住宅を確保できるような様々な仕組みのこと。

高齢者や子育て世帯など誰もが安全に安心して暮らせる住まいづくりを実現するため、バリアフリー化
やリフォームなどに関する相談のほか、民間賃貸住宅に関する情報提供や耐震改修の支援などに努め
ます。

公営住宅については、住宅確保要配慮者※の居住の安定確保などを踏まえながら、適切な維持管理や
整備に努めます。
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現状と課題 
■大正15年（1926年）に村民総出で造った着陸場に端を発する新千歳空港は、北海道における空の
　玄関として、地域経済の成長に大きく寄与するなど、北海道や千歳市の発展において重要な役割
　を担ってきました。令和８年（2026年）の空港開港100年の節目に向けて機運を醸成しつつ、空港
　とともに発展してきたまちの歴史を市民と共有する必要があります。

■これまで空港を核としたまちづくりを進めてきましたが、空港が持つ機能や特長を最大限に活用
　し、地域経済を活性化するための取組を継続して推進していく必要があります。

■新千歳空港の令和元年（2019年）の年間乗降客数は、国内線が2,073万人、国際線が387万人で、
　いずれも過去最高を更新し続け、10年前と比べ、国内線が約1.3倍、国際線が約4.9倍となってお
　り、特に外国人観光客の増加を背景に国際線の乗降客数及び就航路線数が増加しています。これ
　らの航空需要に対応するため、平成29年（2017年）３月には１時間当たりの発着枠が32枠から42
　枠に拡大され、令和２年（2020年）３月からは、さらに50枠に拡大されています。

■新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、新千歳空港の令和２年（2020年）の乗降客数
　は、国内線が５月に前年の10％以下となったほか、国際線が３月下旬から全便運休となるなど、極め
　て厳しい状況となりました。また、国際航空運送協会（IATA）からは、世界的な航空需要が令和元
　年（2019年）水準に戻るのは、令和６年（2024年）となる見通しが示されています。

■新型コロナウイルス感染症収束後の社会経済活動再開による航空需要回復に備えて、利用者にと
　って、さらに利便性の高い空港とするために、新千歳空港の「国際拠点空港化」を推進するととも
　に、航空需要の増加に対応した施設整備や空港機能の充実強化に努める必要があります。

■国管理空港である新千歳空港を中心に、北海道内７空港の一括運営委託が実施され、令和２年
　（2020年）１月に空港運営事業者による７空港一体のビル経営が開始、同年６月には、他の６空港
　に先駆けて新千歳空港の運営事業が開始されました。空港運営事業者と連携して、民間の知恵や
　資本を活用しながら、千歳市が持続的に発展する取組を推進していく必要があります。

空港が持つ機能や特長を生かした産業集積を促進するなど、地域活性化に努めます。

空港とともに発展してきた千歳市のまちづくりの歴史を市民と共有し、空港を核としたまちづくりへ
の理解を促進します。

航空機の安定運航や利用者の利便性向上、国際拠点空港化の実現を目指し、空港機能の拡充や路線
の開設・拡充などを促進します。

道内７空港をはじめとする道内空港の航空ネットワークの充実や交通アクセスの拡充など、広域的な
視点から新千歳空港の機能拡充に努めます。

空港運営事業者と緊密な連携を図り、地域との共生と調和のある発展を目指します。

空港を核としたまちづくりを推進します。

展開方針3

基本方向

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 市民の声

■今の場所に住み続けたい理由について、空港があるからが上位になっています。
【市民アンケート】

【まちづくりインタビュー】
■空港があることが千歳の魅力であるとの声が多くあげられています。

■空港を訪れる多くの人が千歳を通過するのではなく、立ち寄りたいと思うまちづくりが必要との声
　があります。（自由記述）
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現状と課題 
■大正15年（1926年）に村民総出で造った着陸場に端を発する新千歳空港は、北海道における空の
　玄関として、地域経済の成長に大きく寄与するなど、北海道や千歳市の発展において重要な役割
　を担ってきました。令和８年（2026年）の空港開港100年の節目に向けて機運を醸成しつつ、空港
　とともに発展してきたまちの歴史を市民と共有する必要があります。

■これまで空港を核としたまちづくりを進めてきましたが、空港が持つ機能や特長を最大限に活用
　し、地域経済を活性化するための取組を継続して推進していく必要があります。

■新千歳空港の令和元年（2019年）の年間乗降客数は、国内線が2,073万人、国際線が387万人で、
　いずれも過去最高を更新し続け、10年前と比べ、国内線が約1.3倍、国際線が約4.9倍となってお
　り、特に外国人観光客の増加を背景に国際線の乗降客数及び就航路線数が増加しています。これ
　らの航空需要に対応するため、平成29年（2017年）３月には１時間当たりの発着枠が32枠から42
　枠に拡大され、令和２年（2020年）３月からは、さらに50枠に拡大されています。

■新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、新千歳空港の令和２年（2020年）の乗降客数
　は、国内線が５月に前年の10％以下となったほか、国際線が３月下旬から全便運休となるなど、極め
　て厳しい状況となりました。また、国際航空運送協会（IATA）からは、世界的な航空需要が令和元
　年（2019年）水準に戻るのは、令和６年（2024年）となる見通しが示されています。

■新型コロナウイルス感染症収束後の社会経済活動再開による航空需要回復に備えて、利用者にと
　って、さらに利便性の高い空港とするために、新千歳空港の「国際拠点空港化」を推進するととも
　に、航空需要の増加に対応した施設整備や空港機能の充実強化に努める必要があります。

■国管理空港である新千歳空港を中心に、北海道内７空港の一括運営委託が実施され、令和２年
　（2020年）１月に空港運営事業者による７空港一体のビル経営が開始、同年６月には、他の６空港
　に先駆けて新千歳空港の運営事業が開始されました。空港運営事業者と連携して、民間の知恵や
　資本を活用しながら、千歳市が持続的に発展する取組を推進していく必要があります。

空港が持つ機能や特長を生かした産業集積を促進するなど、地域活性化に努めます。

空港とともに発展してきた千歳市のまちづくりの歴史を市民と共有し、空港を核としたまちづくりへ
の理解を促進します。

航空機の安定運航や利用者の利便性向上、国際拠点空港化の実現を目指し、空港機能の拡充や路線
の開設・拡充などを促進します。

道内７空港をはじめとする道内空港の航空ネットワークの充実や交通アクセスの拡充など、広域的な
視点から新千歳空港の機能拡充に努めます。

空港運営事業者と緊密な連携を図り、地域との共生と調和のある発展を目指します。

空港を核としたまちづくりを推進します。

展開方針3

基本方向

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 市民の声

■今の場所に住み続けたい理由について、空港があるからが上位になっています。
【市民アンケート】

【まちづくりインタビュー】
■空港があることが千歳の魅力であるとの声が多くあげられています。

■空港を訪れる多くの人が千歳を通過するのではなく、立ち寄りたいと思うまちづくりが必要との声
　があります。（自由記述）
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JR千歳駅 西口広場 市内を運行する路線バス

市民の声

■「バスの利用のしやすさ」は満足度が低く、重要度は平均的
　と評価されています。

【市民アンケート】

■バスの利便性を高めてほしいとの声があります。（自由記述）

■将来暮らす場所について「交通環境（ＪＲ、バスなど）」が最
　も重要と回答されています。

【中高生アンケート】

■向陽台に住む大学生や自衛官から、バスの便数やルートについて改善を求める声があります。
【まちづくりインタビュー】

■10年後の千歳について「車がなくても移動手段にこまらない街になってほしい。」との意見がありました。
【ちとせの木プロジェクト】

■千歳市での暮らしに関する評価について「交通環境（ＪＲ、
　バスなど）」への評価が比較的低く、約42％が良くないイメー
　ジを持っています。

【大学生アンケート】

■人口増加が続くＪＲ長都駅周辺の安全確保や交通網の整備を推進しましょう。
■インフラや交通網も含め居住環境において、住んでいる人の安心・安全、快適性、利便性、公平性の
　向上をめざしましょう。

【都市経営会議からの提言】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （41位／42項目）

 （19位／42項目）
重要度

-0.33

0.88

【バスの利用のしやすさ】
市民アンケートより

現状と課題 
■市民の身近な公共交通機関である路線バスは、自家用車の普及などにより利用者が減少していた
　ことから、平成28年（2016年）10月に全市的なバス路線の再編を行いました。この再編によりバ
　スの利用者は増加に転じましたが、令和２年（2020年）には、新型コロナウイルス感染症の拡大に
　よる外出自粛から利用者が大きく減少するなど、バス事業者の経営に影響を与えています。今後も
　社会情勢の変化や市民ニーズ、事業者の経営状況などを踏まえ感染防止対策を講じるとともに、
　利用回復に向けた取組や路線等の見直しを行う必要があります。

■市内のＪＲ駅は、新千歳空港や主要都市とつながりを持つ交通拠点であり、また、国内外からの観
　光客等の利用も増加していることから、誰もが利用しやすい施設整備が必要です。

■千歳市を含め全国的にバスの乗務員は不足しており、バス路線及び運行便数の維持・確保が困難
　となっているほか、多くのバス路線は赤字運行の状況です。市民生活の足として欠かすことのでき
　ない交通手段を確保するため、利便性・採算性・公共性のバランスを考慮した取組が必要です。

■ＪＲ千歳駅については、交通結節機能強化と利便性向上を図るとともに、広場の利活用等について
　観光振興、商業振興と連携した取組が必要です。

■ＪＲ長都駅については、周辺の宅地開発により土地利用が進み、駅周辺の人口が増加しており、今
　後、駅利用者が更に増加することが見込まれることから、鉄道管理者と連携した施設整備等の取
　組が必要です。

※1 MaaS（マース）：航空機、鉄道、バス、タクシーなど複数の交通形態を一つの交通サービスと捉え、スマートフォンなどのICTを活用して、出発地
　  から目的地までの様々な交通手段での予約、決済を一つのサービスパッケージとして提供するもの。
※2 モビリティサービス：自動車を移動・輸送の用途に利用するサービスの手段と位置付け、このサービスを円滑に提供するための一連のサービスのこと。
※3 ユニバーサルデザイン：心身に障がいのある人、高齢者、子ども、健常者の区別なく、誰でも使いやすいように設計（デザイン）された製品や空
　　間のこと。

路線バスの利用状況や社会情勢の変化、市民ニーズ、事業者の経営状況などを踏まえながら、快適で
利用しやすいバス路線や運行便数の維持・確保に努めます。

ＪＲ千歳駅は重要な交通拠点であり、まちの玄関口としてふさわしい駅前広場の再整備を進めるとと
もに、鉄道管理者や関係機関と連携し、交通結節機能の強化やユニバーサルデザイン※3を踏まえた施
設整備を促進します。

ＪＲ新千歳空港駅、南千歳駅については、鉄道管理者、空港運営事業者と連携し、駅周辺の環境整備や
利便性の向上を促進します。

充実した交通手段を確保するため、MaaS※1（Mobility as a Service）をはじめとする新たなモビリティ
サービス※2の導入に向けた取組を促進します。

ＪＲ長都駅については、鉄道管理者と連携し、プラットホームの安全対策の強化及び利便性の向上を促
進します。

快適で利用しやすい公共交通の充実に
努めます。

展開方針4

基本方向

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 

用 語 解 説
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JR千歳駅 西口広場 市内を運行する路線バス

市民の声

■「バスの利用のしやすさ」は満足度が低く、重要度は平均的
　と評価されています。

【市民アンケート】

■バスの利便性を高めてほしいとの声があります。（自由記述）

■将来暮らす場所について「交通環境（ＪＲ、バスなど）」が最
　も重要と回答されています。

【中高生アンケート】

■向陽台に住む大学生や自衛官から、バスの便数やルートについて改善を求める声があります。
【まちづくりインタビュー】

■10年後の千歳について「車がなくても移動手段にこまらない街になってほしい。」との意見がありました。
【ちとせの木プロジェクト】

■千歳市での暮らしに関する評価について「交通環境（ＪＲ、
　バスなど）」への評価が比較的低く、約42％が良くないイメー
　ジを持っています。

【大学生アンケート】

■人口増加が続くＪＲ長都駅周辺の安全確保や交通網の整備を推進しましょう。
■インフラや交通網も含め居住環境において、住んでいる人の安心・安全、快適性、利便性、公平性の
　向上をめざしましょう。

【都市経営会議からの提言】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （41位／42項目）

 （19位／42項目）
重要度

-0.33

0.88

【バスの利用のしやすさ】
市民アンケートより

現状と課題 
■市民の身近な公共交通機関である路線バスは、自家用車の普及などにより利用者が減少していた
　ことから、平成28年（2016年）10月に全市的なバス路線の再編を行いました。この再編によりバ
　スの利用者は増加に転じましたが、令和２年（2020年）には、新型コロナウイルス感染症の拡大に
　よる外出自粛から利用者が大きく減少するなど、バス事業者の経営に影響を与えています。今後も
　社会情勢の変化や市民ニーズ、事業者の経営状況などを踏まえ感染防止対策を講じるとともに、
　利用回復に向けた取組や路線等の見直しを行う必要があります。

■市内のＪＲ駅は、新千歳空港や主要都市とつながりを持つ交通拠点であり、また、国内外からの観
　光客等の利用も増加していることから、誰もが利用しやすい施設整備が必要です。

■千歳市を含め全国的にバスの乗務員は不足しており、バス路線及び運行便数の維持・確保が困難
　となっているほか、多くのバス路線は赤字運行の状況です。市民生活の足として欠かすことのでき
　ない交通手段を確保するため、利便性・採算性・公共性のバランスを考慮した取組が必要です。

■ＪＲ千歳駅については、交通結節機能強化と利便性向上を図るとともに、広場の利活用等について
　観光振興、商業振興と連携した取組が必要です。

■ＪＲ長都駅については、周辺の宅地開発により土地利用が進み、駅周辺の人口が増加しており、今
　後、駅利用者が更に増加することが見込まれることから、鉄道管理者と連携した施設整備等の取
　組が必要です。

※1 MaaS（マース）：航空機、鉄道、バス、タクシーなど複数の交通形態を一つの交通サービスと捉え、スマートフォンなどのICTを活用して、出発地
　  から目的地までの様々な交通手段での予約、決済を一つのサービスパッケージとして提供するもの。
※2 モビリティサービス：自動車を移動・輸送の用途に利用するサービスの手段と位置付け、このサービスを円滑に提供するための一連のサービスのこと。
※3 ユニバーサルデザイン：心身に障がいのある人、高齢者、子ども、健常者の区別なく、誰でも使いやすいように設計（デザイン）された製品や空
　　間のこと。

路線バスの利用状況や社会情勢の変化、市民ニーズ、事業者の経営状況などを踏まえながら、快適で
利用しやすいバス路線や運行便数の維持・確保に努めます。

ＪＲ千歳駅は重要な交通拠点であり、まちの玄関口としてふさわしい駅前広場の再整備を進めるとと
もに、鉄道管理者や関係機関と連携し、交通結節機能の強化やユニバーサルデザイン※3を踏まえた施
設整備を促進します。

ＪＲ新千歳空港駅、南千歳駅については、鉄道管理者、空港運営事業者と連携し、駅周辺の環境整備や
利便性の向上を促進します。

充実した交通手段を確保するため、MaaS※1（Mobility as a Service）をはじめとする新たなモビリティ
サービス※2の導入に向けた取組を促進します。

ＪＲ長都駅については、鉄道管理者と連携し、プラットホームの安全対策の強化及び利便性の向上を促
進します。

快適で利用しやすい公共交通の充実に
努めます。

展開方針4

基本方向

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 
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現状と課題 
■千歳市における広域道路網は、これまで、北海道の空の玄関口である新千歳空港を中心とした人
　や物流の円滑化、支笏湖をはじめとする観光施設間の連絡などの役割を果たす道路として整備を
　進めてきました。今後も、地域間の連携による産業・観光の振興や流通の発展、災害時の緊急輸送
　対策などの機能強化を図るため、広域道路網の整備を進めることが必要です。

■千歳市が管理する道路や橋梁、街路灯などの道路施設については、昭和50年代前半から本格的に
　整備を進めてきましたが、近年、老朽化により整備が必要となる道路施設が増加し、維持管理費も
　年々増加傾向にあることから、安全で快適な市民生活や災害時の通行を確保するため、計画的な
　整備や適切な維持管理を続ける必要があります。

■ＪＲ千歳駅周辺など人の往来が多い地域の歩道については、高齢者や障がい者などに配慮した整
　備を進めていますが、誰もが安全に安心して歩行できる地域社会を形成するため、引き続き、歩道
　のバリアフリー化を進める必要があります。

■建設業界全体で人材が不足している現状の中、千歳市は、適切な除排雪体制を構築し、除雪作業
　を行うなど、冬期間の交通確保に努めていますが、除雪機械の不足や作業員の高齢化などが課題
　となっています。また、近年、記録的な大雪による交通障害が発生していることから、安全で安心で
　きる道路交通を確保するため、安定した除排雪体制を維持していくことが必要です。

■記録的な大雪や冬期間の降雨など、気象状況が変化し、除雪作業が複雑化しているほか、地域除
　雪の担い手の高齢化などにより、除排雪に関する要望が多様化しています。今後、冬期間における
　生活環境の向上を図るため、地域特有の除排雪に関する課題の検討や、市の除雪方法などについ
　て市民と情報共有を図るとともに、地域力を生かした除排雪を支援することが必要です。

※ 視程障害：雪や霧などのため、肉眼で物体がはっきり確認できなくなること。

ＪＲ千歳駅と公共施設を結ぶ主要道路などにおいては、安全で移動しやすい道路環境を維持するた
め、計画的に歩道のバリアフリー化を推進します。

市民の理解と協力を得ながら、地域力を生かした除排雪の体制づくりに努めます。

道内の主要都市を結び、経済の活性化をはじめ、観光の振興、災害時の救援活動や緊急物資輸送に欠
かせない広域道路網の整備を促進します。

市道は最も身近な道路であり、安全で快適な道路環境を維持するため、定期的な点検と診断結果に基
づく整備や、橋梁の耐震化など、道路施設の計画的な整備と適切な維持管理に努めます。

吹雪による視程障害※などの対策を進めるとともに、除排雪体制の安定的な確保を図り、冬期間におけ
る交通環境の安全性向上に努めます。

安全で快適な道路環境の確保に努めます。

展開方針5

基本方向

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 市民の声

■「道路の整備」は満足度が低く、重要度は比
　較的高いと評価されており、重要度は上昇
　傾向にあります。

【市民アンケート】
■「道路や歩道の除排雪」は満足度が低く、重要度
　は比較的高いと評価されていますが、満足度は
　上昇傾向にあります。

■除排雪の対応や体制を改善してほしいとの声があります。（自由記述）

■道路の凸凹の解消や横断歩道の設置などを求める声があります。（自由記述）
【中高生アンケート】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （40位／42項目）

 （3位／42項目）
重要度

-0.30

1.34

【道路や歩道の除排雪】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （36位／42項目）

 （8位／42項目）
重要度

-0.15

1.06

【道路の整備】
市民アンケートより

道路の整備前 道路の整備後 除雪作業

用 語 解 説
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現状と課題 
■千歳市における広域道路網は、これまで、北海道の空の玄関口である新千歳空港を中心とした人
　や物流の円滑化、支笏湖をはじめとする観光施設間の連絡などの役割を果たす道路として整備を
　進めてきました。今後も、地域間の連携による産業・観光の振興や流通の発展、災害時の緊急輸送
　対策などの機能強化を図るため、広域道路網の整備を進めることが必要です。

■千歳市が管理する道路や橋梁、街路灯などの道路施設については、昭和50年代前半から本格的に
　整備を進めてきましたが、近年、老朽化により整備が必要となる道路施設が増加し、維持管理費も
　年々増加傾向にあることから、安全で快適な市民生活や災害時の通行を確保するため、計画的な
　整備や適切な維持管理を続ける必要があります。

■ＪＲ千歳駅周辺など人の往来が多い地域の歩道については、高齢者や障がい者などに配慮した整
　備を進めていますが、誰もが安全に安心して歩行できる地域社会を形成するため、引き続き、歩道
　のバリアフリー化を進める必要があります。

■建設業界全体で人材が不足している現状の中、千歳市は、適切な除排雪体制を構築し、除雪作業
　を行うなど、冬期間の交通確保に努めていますが、除雪機械の不足や作業員の高齢化などが課題
　となっています。また、近年、記録的な大雪による交通障害が発生していることから、安全で安心で
　きる道路交通を確保するため、安定した除排雪体制を維持していくことが必要です。

■記録的な大雪や冬期間の降雨など、気象状況が変化し、除雪作業が複雑化しているほか、地域除
　雪の担い手の高齢化などにより、除排雪に関する要望が多様化しています。今後、冬期間における
　生活環境の向上を図るため、地域特有の除排雪に関する課題の検討や、市の除雪方法などについ
　て市民と情報共有を図るとともに、地域力を生かした除排雪を支援することが必要です。

※ 視程障害：雪や霧などのため、肉眼で物体がはっきり確認できなくなること。

ＪＲ千歳駅と公共施設を結ぶ主要道路などにおいては、安全で移動しやすい道路環境を維持するた
め、計画的に歩道のバリアフリー化を推進します。

市民の理解と協力を得ながら、地域力を生かした除排雪の体制づくりに努めます。

道内の主要都市を結び、経済の活性化をはじめ、観光の振興、災害時の救援活動や緊急物資輸送に欠
かせない広域道路網の整備を促進します。

市道は最も身近な道路であり、安全で快適な道路環境を維持するため、定期的な点検と診断結果に基
づく整備や、橋梁の耐震化など、道路施設の計画的な整備と適切な維持管理に努めます。

吹雪による視程障害※などの対策を進めるとともに、除排雪体制の安定的な確保を図り、冬期間におけ
る交通環境の安全性向上に努めます。

安全で快適な道路環境の確保に努めます。

展開方針5

基本方向

暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 市民の声

■「道路の整備」は満足度が低く、重要度は比
　較的高いと評価されており、重要度は上昇
　傾向にあります。

【市民アンケート】
■「道路や歩道の除排雪」は満足度が低く、重要度
　は比較的高いと評価されていますが、満足度は
　上昇傾向にあります。

■除排雪の対応や体制を改善してほしいとの声があります。（自由記述）

■道路の凸凹の解消や横断歩道の設置などを求める声があります。（自由記述）
【中高生アンケート】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （40位／42項目）

 （3位／42項目）
重要度

-0.30

1.34

【道路や歩道の除排雪】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （36位／42項目）

 （8位／42項目）
重要度

-0.15

1.06

【道路の整備】
市民アンケートより

道路の整備前 道路の整備後 除雪作業

用 語 解 説
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※ 浚渫（しゅんせつ）：河川などの水深を深くするため、水底の土砂などを取り除くこと。

千歳川沿いなどの河川敷地において、市民や観光客などが親しむことができる水辺空間の創出に向け
た遊歩道の整備や平常時における河川敷地の有効利用を促進します。

河川の機能が維持されるよう国や千歳川流域の関係機関と連携を図り、総合的な治水対策を促進し
ます。

市が管理する河川について、河川の機能を損なわないよう、適切な維持管理に努めます。

基本方向

子育てや健康づくりの場、観光地としても魅力的な公園緑地の情報や、様々な緑化振興事業について
広く情報発信に努めます。

施設の日常的な点検により適切な維持管理を行うとともに、誰もが安心して利用でき、魅力ある公園緑
地となるよう、市民ニーズを把握し、施設のバリアフリー化など計画的な整備の推進と保全に努めます。

広報活動の推進により市民や企業の積極的な参加を促し、緑化や花壇づくりなど緑化振興に努めます。

基本方向

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （3位／42項目）

 （25位／42項目）
重要度

0.31

0.77

【公園や緑地の整備】
市民アンケートより

現状と課題 
■千歳川流域は低平地が広がっており、石狩川の水位が高くなると洪水が発生しやすい状況になっ
　ています。水害から市民の安全を守るため、堤防の整備など、適切に河川整備事業を続けていく必
　要があります。

■大雨などの影響により、河川が増水した際に、河川の役割である治水機能を確保できるよう、河川
　敷地の草刈や浚渫（しゅんせつ）※など適切な維持管理を行う必要があります。

■千歳川沿いの河川敷地などは、市民や観光客の散策、休憩、イベントなどに活用されていることか
　ら、多くの人に親しまれる場とするため、水辺空間の創出に取り組む必要があります。

■自然災害が多い中、千歳川の氾濫を心配する声があります。（自由記述）
【市民アンケート】

■中学生からきれいな川があるとの声があります。（自由記述）
【中高生アンケート】

■大学生や高齢者から川の美しさが千歳市の魅力になっていることや河川敷の整備を求める声があ
　ります。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

現状と課題 
■千歳市では、緑豊かなまちづくりを進めており、209か所の公園緑地を開設しています。

■公園緑地については、利用者の安全・安心を確保するため、適切な維持管理を行うとともに、高齢者
　や子育て世代など様々な世代からの多様な市民ニーズを反映した魅力ある公園づくりを進めていく
　必要があります。また、これら公園緑地の魅力や適切な利用方法などを周知する必要があります。

■緑化については、緑化振興事業などの実施により、まちの魅力向上に努めていますが、緑豊かで魅
　力的なまちづくりのため、緑化思想の普及・啓発を進めるとともに、担い手の育成などに取り組ん
　でいく必要があります。

■「公園や緑地の整備」は満足度が高く、重要度は平均的と
　評価されています。

【市民アンケート】

■公園を整備・充実してほしいとの声があります。（自由記述）
【中高生アンケート】

■子育て世代から老朽化している遊具の更新など公園の整備
　を求める声があります。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

川とともに安心して暮らせる
まちづくりに努めます。

展開方針6

緑豊かなまちづくりを推進します。

展開方針7

用 語 解 説
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※ 浚渫（しゅんせつ）：河川などの水深を深くするため、水底の土砂などを取り除くこと。

千歳川沿いなどの河川敷地において、市民や観光客などが親しむことができる水辺空間の創出に向け
た遊歩道の整備や平常時における河川敷地の有効利用を促進します。

河川の機能が維持されるよう国や千歳川流域の関係機関と連携を図り、総合的な治水対策を促進し
ます。

市が管理する河川について、河川の機能を損なわないよう、適切な維持管理に努めます。

基本方向

子育てや健康づくりの場、観光地としても魅力的な公園緑地の情報や、様々な緑化振興事業について
広く情報発信に努めます。

施設の日常的な点検により適切な維持管理を行うとともに、誰もが安心して利用でき、魅力ある公園緑
地となるよう、市民ニーズを把握し、施設のバリアフリー化など計画的な整備の推進と保全に努めます。

広報活動の推進により市民や企業の積極的な参加を促し、緑化や花壇づくりなど緑化振興に努めます。

基本方向

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （3位／42項目）

 （25位／42項目）
重要度

0.31

0.77

【公園や緑地の整備】
市民アンケートより

現状と課題 
■千歳川流域は低平地が広がっており、石狩川の水位が高くなると洪水が発生しやすい状況になっ
　ています。水害から市民の安全を守るため、堤防の整備など、適切に河川整備事業を続けていく必
　要があります。

■大雨などの影響により、河川が増水した際に、河川の役割である治水機能を確保できるよう、河川
　敷地の草刈や浚渫（しゅんせつ）※など適切な維持管理を行う必要があります。

■千歳川沿いの河川敷地などは、市民や観光客の散策、休憩、イベントなどに活用されていることか
　ら、多くの人に親しまれる場とするため、水辺空間の創出に取り組む必要があります。

■自然災害が多い中、千歳川の氾濫を心配する声があります。（自由記述）
【市民アンケート】

■中学生からきれいな川があるとの声があります。（自由記述）
【中高生アンケート】

■大学生や高齢者から川の美しさが千歳市の魅力になっていることや河川敷の整備を求める声があ
　ります。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

現状と課題 
■千歳市では、緑豊かなまちづくりを進めており、209か所の公園緑地を開設しています。

■公園緑地については、利用者の安全・安心を確保するため、適切な維持管理を行うとともに、高齢者
　や子育て世代など様々な世代からの多様な市民ニーズを反映した魅力ある公園づくりを進めていく
　必要があります。また、これら公園緑地の魅力や適切な利用方法などを周知する必要があります。

■緑化については、緑化振興事業などの実施により、まちの魅力向上に努めていますが、緑豊かで魅
　力的なまちづくりのため、緑化思想の普及・啓発を進めるとともに、担い手の育成などに取り組ん
　でいく必要があります。

■「公園や緑地の整備」は満足度が高く、重要度は平均的と
　評価されています。

【市民アンケート】

■公園を整備・充実してほしいとの声があります。（自由記述）
【中高生アンケート】

■子育て世代から老朽化している遊具の更新など公園の整備
　を求める声があります。

【まちづくりインタビュー】

市民の声

川とともに安心して暮らせる
まちづくりに努めます。

展開方針6

緑豊かなまちづくりを推進します。

展開方針7

用 語 解 説
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現状と課題 
■水道・下水道は、市民の安全・安心を確保し生命と暮らしを守る重要な役割を担っているライフ
　ラインであり、また、豊かな水の保全と循環に不可欠な存在として社会の重要なインフラ施設で
　もあることから、将来にわたって安定的に事業を継続していく必要があります。

■これまで、豊富で良質な水道と快適な下水道機能の提供の維持に努めながら、千歳市の料金水
　準は比較的低廉なものとなっています。ただし、水道事業会計にあっては受水費※の増加に伴い、
　料金収入で必要な経費を賄えていない状況にあることから、収支を改善するとともに施設更新
　経費の財源を確保するため、経営の健全化を図る必要があります。

■水道の普及率が99.9％、下水道の普及率が98.3％に達し、これまでの施設の整備拡大を進める
　時代から既存の施設を適切に維持管理する時代へと移行しています。

■水道は昭和40年代後半、下水道は昭和50年代前半に本格的な施設整備を開始したことから、
　耐用年数の比較的長い水道・下水道管や建物などの構造物について更新時期はまだ到来してい
　ませんが、耐用年数の比較的短い機械・電気・計装設備については順次更新時期を迎えています。

■水道・下水道は、災害時にあっても可能な限りサービスを提供し続ける役割があります。北海道
　胆振東部地震の際には、停電に伴いポンプで稼働する貯水槽設置の建物で市民等に影響が生じ
　ましたが、水道の供給や汚水の処理に支障はありませんでした。

未来につなげる強靭な
水道・下水道づくりを推進します。

展開方針8

アセットマネジメント※を活用して、適切で計画的な点検・調査、維持・修繕を行うとともに、中長期的な
視点で改築や再構築の施設更新を行います。

災害などにより長期にわたり水道の供給や下水道機能が停止すると、市民生活や事業活動に与える影
響は極めて大きくなることから、災害対策を着実に進め、影響を最小化するとともに、災害などへの対
応能力を高めます。

将来的な人口減少などに伴う水量の変動も見据え、現状を的確に把握しながら、中長期の経営見通し
を持って、効率的で持続可能な事業運営となるよう、経営基盤を強化します。

持続可能な事業運営への理解を促進し、信頼され続ける水道・下水道となるよう、正確で必要な情報を
提供するなど、市民とのコミュニケーションを深めます。

これまでも、豊富で良質な水道の供給、快適な下水道機能の提供の維持に努めていますが、さらに完
全な普及を目指すことや資源の再利用などに取り組みます。

基本方向

市民の声

■「上下水道の整備」は満足度が高く、重要度も比較的高いと
　評価されており、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■老朽化が進む水道施設への対応を求める声があります。　
　（自由記述）

■恵まれた自然環境の保全に引き続き取り組み、子どもや孫
　の代まで残しましょう。

【都市経営会議からの提言】

※ アセットマネジメント：水道・下水道施設を資産と捉え、持続可能な水道・下水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、ライフサイクル
　 全体（新規建設、維持管理、改築更新）にわたって財政面を考慮しながら、効率的かつ効果的に管理運営する手法のこと。※ 受水費：自己水源の不足などのために、水道用水供給事業者（千歳市にあっては、石狩東部広域水道企業団）から水道水を購入する費用のこと。

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （1位／42項目）

 （14位／42項目）
重要度

0.53

0.97

【上下水道の整備】
市民アンケートより

職員自主制作 下水道ＰＲ動画の一コマ
川北商業地区浸水対策工事（合流改善及び浸水対策を行うための工事） 重要給水施設配水管整備工事（配水管路の耐震化を行うための工事）

用 語 解 説
用 語 解 説
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暮らしやすく便利な都市基盤があるまち【基本目標6】 
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現状と課題 
■水道・下水道は、市民の安全・安心を確保し生命と暮らしを守る重要な役割を担っているライフ
　ラインであり、また、豊かな水の保全と循環に不可欠な存在として社会の重要なインフラ施設で
　もあることから、将来にわたって安定的に事業を継続していく必要があります。

■これまで、豊富で良質な水道と快適な下水道機能の提供の維持に努めながら、千歳市の料金水
　準は比較的低廉なものとなっています。ただし、水道事業会計にあっては受水費※の増加に伴い、
　料金収入で必要な経費を賄えていない状況にあることから、収支を改善するとともに施設更新
　経費の財源を確保するため、経営の健全化を図る必要があります。

■水道の普及率が99.9％、下水道の普及率が98.3％に達し、これまでの施設の整備拡大を進める
　時代から既存の施設を適切に維持管理する時代へと移行しています。

■水道は昭和40年代後半、下水道は昭和50年代前半に本格的な施設整備を開始したことから、
　耐用年数の比較的長い水道・下水道管や建物などの構造物について更新時期はまだ到来してい
　ませんが、耐用年数の比較的短い機械・電気・計装設備については順次更新時期を迎えています。

■水道・下水道は、災害時にあっても可能な限りサービスを提供し続ける役割があります。北海道
　胆振東部地震の際には、停電に伴いポンプで稼働する貯水槽設置の建物で市民等に影響が生じ
　ましたが、水道の供給や汚水の処理に支障はありませんでした。

未来につなげる強靭な
水道・下水道づくりを推進します。

展開方針8

アセットマネジメント※を活用して、適切で計画的な点検・調査、維持・修繕を行うとともに、中長期的な
視点で改築や再構築の施設更新を行います。

災害などにより長期にわたり水道の供給や下水道機能が停止すると、市民生活や事業活動に与える影
響は極めて大きくなることから、災害対策を着実に進め、影響を最小化するとともに、災害などへの対
応能力を高めます。

将来的な人口減少などに伴う水量の変動も見据え、現状を的確に把握しながら、中長期の経営見通し
を持って、効率的で持続可能な事業運営となるよう、経営基盤を強化します。

持続可能な事業運営への理解を促進し、信頼され続ける水道・下水道となるよう、正確で必要な情報を
提供するなど、市民とのコミュニケーションを深めます。

これまでも、豊富で良質な水道の供給、快適な下水道機能の提供の維持に努めていますが、さらに完
全な普及を目指すことや資源の再利用などに取り組みます。

基本方向

市民の声

■「上下水道の整備」は満足度が高く、重要度も比較的高いと
　評価されており、満足度は上昇傾向にあります。

【市民アンケート】

■老朽化が進む水道施設への対応を求める声があります。　
　（自由記述）

■恵まれた自然環境の保全に引き続き取り組み、子どもや孫
　の代まで残しましょう。

【都市経営会議からの提言】

※ アセットマネジメント：水道・下水道施設を資産と捉え、持続可能な水道・下水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、ライフサイクル
　 全体（新規建設、維持管理、改築更新）にわたって財政面を考慮しながら、効率的かつ効果的に管理運営する手法のこと。※ 受水費：自己水源の不足などのために、水道用水供給事業者（千歳市にあっては、石狩東部広域水道企業団）から水道水を購入する費用のこと。

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （1位／42項目）

 （14位／42項目）
重要度

0.53

0.97

【上下水道の整備】
市民アンケートより

職員自主制作 下水道ＰＲ動画の一コマ
川北商業地区浸水対策工事（合流改善及び浸水対策を行うための工事） 重要給水施設配水管整備工事（配水管路の耐震化を行うための工事）

用 語 解 説
用 語 解 説
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多彩な市民とオール千歳で
挑戦するまち

1.市民協働によるまちづくりを推進します。

4.健全で効率的な行財政運営に努めます。

3.シティセールスを戦略的に推進します。

2.自衛隊とともに発展するまちづくりに努めます。

展開方針展開方針展開方針

時代とともに生まれる様々な課題や目標に対し、千歳市民をはじめ、千歳市に縁のあ

る人たちが持つ多彩な知恵や経験を結集し、解決に向けて取り組んでいくことがで

きる「多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち」を目指します。

目標とするまちの姿

7基本目標7基本目標7基本目標7基本目標
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多彩な市民とオール千歳で
挑戦するまち

1.市民協働によるまちづくりを推進します。

4.健全で効率的な行財政運営に努めます。

3.シティセールスを戦略的に推進します。

2.自衛隊とともに発展するまちづくりに努めます。

展開方針展開方針展開方針

時代とともに生まれる様々な課題や目標に対し、千歳市民をはじめ、千歳市に縁のあ

る人たちが持つ多彩な知恵や経験を結集し、解決に向けて取り組んでいくことがで

きる「多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち」を目指します。

目標とするまちの姿

7基本目標7基本目標7基本目標7基本目標
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■行政活動（まちづくり）に関心がある市民の割合は高いものの、意見を提言する機会への参加意
　欲は低い状況にあります。
■イクボスなど家庭における男性の参画が進んでいないとの声があります。（自由記述）

■「市民ボランティア活動の育成・支援」は満
　足度は平均的で、重要度は比較的低いと評
　価されています。

■「市民と行政の協働によるまちづくり体制」
　は満足度は平均的で、重要度は比較的低い
　と評価されています。

■「男女が等しく社会参加できる環境づくり」
　は満足度は平均的で、重要度は比較的低い
　と評価されています。

■「町内会活動などのコミュニティ活動」は満
　足度は平均的で、重要度は比較的低いと評
　価されています。

現状と課題 
■地域の自主性を目指した地域主権型社会※の確立に向けて自治体への権限移譲などが進められる
　中、特性ある住みよい地域を実現するために、市民の自主的な活動に基づくまちづくりの重要性が
　高まっています。

■行政文書に関する情報公開・個人情報保護制度の運用にあたっては、行政情報の有用な活用と個
　人のプライバシー保護の両立を図っていくことが必要です。

■千歳市では、まちづくりにおける行政や市民、事業者などの役割分担のほか、市民がまちづくりに
　参加しやすい仕組みづくりなど、住民自治の確立に向けた取組を進めてきました。人口増加を目指
　し、性別や年齢、国籍などにかかわらず多彩な市民が居住する中で更なる住民自治を推進するた
　めには、今後もまちづくりに関する情報提供や人材育成、まちづくりに関わる機会の充実などに努
　めることが必要です。

■市長への手紙や市長へのポストなどを通じて市民の意見を聴く機会を設けてきました。今後も市
　政への参画を促し、多様なニーズに対応していくために、引き続き広聴活動を推進する必要があり
　ます。

■コミュニティ活動の拠点となるコミュニティ施設については、町内会などのニーズや利用状況を踏
　まえながら計画的に改修や整備などを進めていく必要があります。

■成熟型のより魅力あるまちづくりを進めていくためには、男女が性別によらず個性と能力を十分に
　発揮できる環境を作っていくことが重要です。子育てや介護などで女性のみに過度な負担がかか
　らないようにするとともに、女性が意思決定の場に参画しやすい機運を作り、様々な場面で女性
　の目線を取り入れていくことが重要です。

■女性の社会参加について、千歳市内の女性の就業状況をみると、結婚等に伴う一時的な離職など
　により、20歳代、30歳代の就業率が低い傾向にあることから、再び社会で活躍したいと考えてい
　る女性が仕事などに就きやすい環境を整備していくことが必要です。

■コミュニティ活動の重要な担い手である町内会の加入世帯数は、年々減少傾向にあるほか、役員
　の高齢化などによる担い手不足が問題となっていることから、市民が地域活動に積極的に関わる
　ことのできる仕組みづくりが必要です。

■地域で活動する町内会などの団体が互いに連携できるきっかけづくりなど、コミュニティ活動をよ
　り活発にするために引き続き取り組んでいく必要があります。また、地域活動やボランティアに参
　加したいと考えている学生がいる状況を踏まえ、若者がコミュニティ活動に参加しやすい仕組み
　を作っていくことが必要です。

多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち【基本目標7】 

市民協働によるまちづくりを推進します。
展開方針1

※ 地域主権型社会：地域の課題解決や活性化のために、国からの視点ではなく、一人ひとりの個人、共に力を合わせた住民、地方自治体が、自ら主
　 体的に考え、決断し、行動する社会のこと。

【市民アンケート】

市民の声

■地域活動やボランティア活動へ参加する意向がある学生が約６割を占めていますが、「地域の交流、
　つながり」については、学年が上がるほど重要と感じていない結果となっています。

【中高生・大学生アンケート】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （25位／42項目）

 （34位／42項目）
重要度

0.05

0.51

【市民ボランティア活動の育成・支援】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （27位／42項目）

 （30位／42項目）
重要度

0.02

0.68

【市民と行政の協働によるまちづくり体制】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （21位／42項目）

 （32位／42項目）
重要度

0.07

0.57

【男女が等しく社会参加できる環境づくり】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （16位／42項目）

 （39位／42項目）
重要度

0.10

0.46

【町内会活動などのコミュニティ活動】
市民アンケートより

用 語 解 説
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■行政活動（まちづくり）に関心がある市民の割合は高いものの、意見を提言する機会への参加意
　欲は低い状況にあります。
■イクボスなど家庭における男性の参画が進んでいないとの声があります。（自由記述）

■「市民ボランティア活動の育成・支援」は満
　足度は平均的で、重要度は比較的低いと評
　価されています。

■「市民と行政の協働によるまちづくり体制」
　は満足度は平均的で、重要度は比較的低い
　と評価されています。

■「男女が等しく社会参加できる環境づくり」
　は満足度は平均的で、重要度は比較的低い
　と評価されています。

■「町内会活動などのコミュニティ活動」は満
　足度は平均的で、重要度は比較的低いと評
　価されています。

現状と課題 
■地域の自主性を目指した地域主権型社会※の確立に向けて自治体への権限移譲などが進められる
　中、特性ある住みよい地域を実現するために、市民の自主的な活動に基づくまちづくりの重要性が
　高まっています。

■行政文書に関する情報公開・個人情報保護制度の運用にあたっては、行政情報の有用な活用と個
　人のプライバシー保護の両立を図っていくことが必要です。

■千歳市では、まちづくりにおける行政や市民、事業者などの役割分担のほか、市民がまちづくりに
　参加しやすい仕組みづくりなど、住民自治の確立に向けた取組を進めてきました。人口増加を目指
　し、性別や年齢、国籍などにかかわらず多彩な市民が居住する中で更なる住民自治を推進するた
　めには、今後もまちづくりに関する情報提供や人材育成、まちづくりに関わる機会の充実などに努
　めることが必要です。

■市長への手紙や市長へのポストなどを通じて市民の意見を聴く機会を設けてきました。今後も市
　政への参画を促し、多様なニーズに対応していくために、引き続き広聴活動を推進する必要があり
　ます。

■コミュニティ活動の拠点となるコミュニティ施設については、町内会などのニーズや利用状況を踏
　まえながら計画的に改修や整備などを進めていく必要があります。

■成熟型のより魅力あるまちづくりを進めていくためには、男女が性別によらず個性と能力を十分に
　発揮できる環境を作っていくことが重要です。子育てや介護などで女性のみに過度な負担がかか
　らないようにするとともに、女性が意思決定の場に参画しやすい機運を作り、様々な場面で女性
　の目線を取り入れていくことが重要です。

■女性の社会参加について、千歳市内の女性の就業状況をみると、結婚等に伴う一時的な離職など
　により、20歳代、30歳代の就業率が低い傾向にあることから、再び社会で活躍したいと考えてい
　る女性が仕事などに就きやすい環境を整備していくことが必要です。

■コミュニティ活動の重要な担い手である町内会の加入世帯数は、年々減少傾向にあるほか、役員
　の高齢化などによる担い手不足が問題となっていることから、市民が地域活動に積極的に関わる
　ことのできる仕組みづくりが必要です。

■地域で活動する町内会などの団体が互いに連携できるきっかけづくりなど、コミュニティ活動をよ
　り活発にするために引き続き取り組んでいく必要があります。また、地域活動やボランティアに参
　加したいと考えている学生がいる状況を踏まえ、若者がコミュニティ活動に参加しやすい仕組み
　を作っていくことが必要です。

多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち【基本目標7】 

市民協働によるまちづくりを推進します。
展開方針1

※ 地域主権型社会：地域の課題解決や活性化のために、国からの視点ではなく、一人ひとりの個人、共に力を合わせた住民、地方自治体が、自ら主
　 体的に考え、決断し、行動する社会のこと。

【市民アンケート】

市民の声

■地域活動やボランティア活動へ参加する意向がある学生が約６割を占めていますが、「地域の交流、
　つながり」については、学年が上がるほど重要と感じていない結果となっています。

【中高生・大学生アンケート】

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （25位／42項目）

 （34位／42項目）
重要度

0.05

0.51

【市民ボランティア活動の育成・支援】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （27位／42項目）

 （30位／42項目）
重要度

0.02

0.68

【市民と行政の協働によるまちづくり体制】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （21位／42項目）

 （32位／42項目）
重要度

0.07

0.57

【男女が等しく社会参加できる環境づくり】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （16位／42項目）

 （39位／42項目）
重要度

0.10

0.46

【町内会活動などのコミュニティ活動】
市民アンケートより

用 語 解 説
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自衛隊とともに発展するまちづくりに努めます。
展開方針2

※ ワーク・ライフ・バランス：「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる
　 働き方・生き方のこと。 ※ 充足率：自衛官の定員に対して、実際に配置されている自衛官数の割合のこと。

自衛隊員による花ロード支援

多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち【基本目標7】 

一人ひとりが、自ら希望する分野で活躍できる社会の実現を目指すため、性別役割分担意識の解消や
ワーク・ライフ・バランス※の考え方などの普及に努め、家庭・学校・職場・地域などでの男女共同参画
の拡大に向けた取組を市民協働により促進します。

利用者のニーズや利用状況を踏まえながら、計画的にコミュニティ施設の改修や整備などを推進します。

開かれた市政と個人情報を保護し基本的人権を守ることの両立を目指します。

みんなで進めるまちづくり（市民協働によるまちづくり）を進めるため、「まちづくりに関する情報の共
有」、「市民協働の担い手となる人材の育成」、「行政活動への市民の積極的な参加」を更に推進します。

市民の声を聴き、まちづくりに反映するように努めます。

地域住民の自主的な参加を促しながら、地域住民自らが地域の課題解決を図るとともに、地域で活動
する団体などと連携し、活発にコミュニティ活動に取り組むことができるよう支援に努めます。

基本方向

■「活動や会議などに利用できる場所の提供」への満足度は比較的高い一方、「地域に貢献する活動
　を行ううえでの経済的な支援（補助金など）」「活動運営に役立つ情報の提供」への満足度が低く
　なっています。
■地域福祉を支えている町内会やボランティア団体の役員や会員の高齢化やなり手不足が課題とし
　てあげられています。
■若い世代や現役世代、集合住宅世帯などの町内会活動への参加者が少ないとの声があります。（自
　由記述）

【団体アンケート】

■市民一人一人の知識、経験、特性を生かし、地域に貢献できる活動を促し、広げていきましょう。
【都市経営会議からの提言】

■10年後の千歳について「男女かんけいなくなかよくくらす。」まちにしたいとの意見がありました。
【ちとせの木プロジェクト】

現状と課題 
■千歳市と自衛隊の歴史は、昭和25年（1950年）８月に自衛隊の前身である警察予備隊が現在の航
　空自衛隊千歳基地に駐屯したことに始まり、その後、昭和27年（1952年）には北千歳駐屯地が、昭
　和29年（1954年）には東千歳駐屯地が開庁し、千歳市は、日本の北方防衛を担う重要な拠点とな
　りました。
■千歳市に所在する自衛隊は、我が国の防衛に加え、災害派遣の任務などを通じて市民の生命や財
　産を守る大きな存在となっているほか、地域に住む自衛隊員は、町内会をはじめスポーツ・文化な
　ど、多方面の団体活動を通して、市民生活と大きな関わり合いを持っており、まちづくりの担い手
　として必要不可欠な存在となっています。

■近年、自衛隊の体制の変革が進んでおり、北海道における自衛隊の体制縮小に加え、充足率※の低
　下が懸念されています。自衛隊員の減少は千歳市の人口減少に直結し、まちづくり全般に大きな影
　響を及ぼすことから、自衛隊の体制維持・強化を求める活動に取り組み、自衛隊とともに発展する
　まちづくりを一層進めていくことが必要です。

地域活動、コミュニティの形成や地域経済の活性化に大きな役割を担っている自衛隊との共存共栄に
よるまちづくりに努めます。

積極的な自衛隊の体制維持・強化を求める活動に努めます。

千歳市に所在する意義を広く市民に周知し、自衛隊への理解を促進します。

基本方向

■他都府県から転入してくる自衛隊員が定住したくなるような取組が必要との声があります。（自由
　記述）

【市民アンケート】

市民の声

ミナクールまつり（市民協働プロモーション事業） 障がい者理解のための研修会（市民提案型協働事業）

用 語 解 説
用 語 解 説
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自衛隊とともに発展するまちづくりに努めます。
展開方針2

※ ワーク・ライフ・バランス：「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる
　 働き方・生き方のこと。 ※ 充足率：自衛官の定員に対して、実際に配置されている自衛官数の割合のこと。

自衛隊員による花ロード支援

多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち【基本目標7】 

一人ひとりが、自ら希望する分野で活躍できる社会の実現を目指すため、性別役割分担意識の解消や
ワーク・ライフ・バランス※の考え方などの普及に努め、家庭・学校・職場・地域などでの男女共同参画
の拡大に向けた取組を市民協働により促進します。

利用者のニーズや利用状況を踏まえながら、計画的にコミュニティ施設の改修や整備などを推進します。

開かれた市政と個人情報を保護し基本的人権を守ることの両立を目指します。

みんなで進めるまちづくり（市民協働によるまちづくり）を進めるため、「まちづくりに関する情報の共
有」、「市民協働の担い手となる人材の育成」、「行政活動への市民の積極的な参加」を更に推進します。

市民の声を聴き、まちづくりに反映するように努めます。

地域住民の自主的な参加を促しながら、地域住民自らが地域の課題解決を図るとともに、地域で活動
する団体などと連携し、活発にコミュニティ活動に取り組むことができるよう支援に努めます。

基本方向

■「活動や会議などに利用できる場所の提供」への満足度は比較的高い一方、「地域に貢献する活動
　を行ううえでの経済的な支援（補助金など）」「活動運営に役立つ情報の提供」への満足度が低く
　なっています。
■地域福祉を支えている町内会やボランティア団体の役員や会員の高齢化やなり手不足が課題とし
　てあげられています。
■若い世代や現役世代、集合住宅世帯などの町内会活動への参加者が少ないとの声があります。（自
　由記述）

【団体アンケート】

■市民一人一人の知識、経験、特性を生かし、地域に貢献できる活動を促し、広げていきましょう。
【都市経営会議からの提言】

■10年後の千歳について「男女かんけいなくなかよくくらす。」まちにしたいとの意見がありました。
【ちとせの木プロジェクト】

現状と課題 
■千歳市と自衛隊の歴史は、昭和25年（1950年）８月に自衛隊の前身である警察予備隊が現在の航
　空自衛隊千歳基地に駐屯したことに始まり、その後、昭和27年（1952年）には北千歳駐屯地が、昭
　和29年（1954年）には東千歳駐屯地が開庁し、千歳市は、日本の北方防衛を担う重要な拠点とな
　りました。
■千歳市に所在する自衛隊は、我が国の防衛に加え、災害派遣の任務などを通じて市民の生命や財
　産を守る大きな存在となっているほか、地域に住む自衛隊員は、町内会をはじめスポーツ・文化な
　ど、多方面の団体活動を通して、市民生活と大きな関わり合いを持っており、まちづくりの担い手
　として必要不可欠な存在となっています。

■近年、自衛隊の体制の変革が進んでおり、北海道における自衛隊の体制縮小に加え、充足率※の低
　下が懸念されています。自衛隊員の減少は千歳市の人口減少に直結し、まちづくり全般に大きな影
　響を及ぼすことから、自衛隊の体制維持・強化を求める活動に取り組み、自衛隊とともに発展する
　まちづくりを一層進めていくことが必要です。

地域活動、コミュニティの形成や地域経済の活性化に大きな役割を担っている自衛隊との共存共栄に
よるまちづくりに努めます。

積極的な自衛隊の体制維持・強化を求める活動に努めます。

千歳市に所在する意義を広く市民に周知し、自衛隊への理解を促進します。

基本方向

■他都府県から転入してくる自衛隊員が定住したくなるような取組が必要との声があります。（自由
　記述）

【市民アンケート】

市民の声

ミナクールまつり（市民協働プロモーション事業） 障がい者理解のための研修会（市民提案型協働事業）

用 語 解 説
用 語 解 説
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満足度 高い低い
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要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （6位／42項目）

 （26位／42項目）
重要度

0.25

0.74

【広報紙やHPなどの情報提供】
市民アンケートより

満足度 高い低い

重
要
度

低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （9位／42項目）

 （18位／42項目）
重要度

0.20

0.88

【職員対応や窓口サービスの提供】
市民アンケートより

多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち【基本目標7】 多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち【基本目標7】 

■広報ちとせやホームページ、ＳＮＳ※2等を通じて、市民生活やまちづくりに関する情報の積極的な
　広報活動を推進してきました。市民がまちづくりについての理解を深めるとともに関心を高められ
　るよう、情報発信の充実に努める必要があります。

■千歳市には、恵まれた自然や交通利便性、多くの雇用の場、子育てしやすい環境、充実した都市機
　能、道内で最も「若いまち」など、様々な特性や強みがあります。こうした「まちが持つ『価値』」を、
　市内外に積極的に伝え、認知度やイメージを向上させていくことが重要です。

■近年、定住人口や交流人口※3に加え、地域と多様に関わる関係人口※4の重要性が高まっていま
　す。転出入者が多い千歳市は、全国各地に千歳市にゆかりのある方々が多くいることから、これら
　の方 と々のつながりを深めるとともに、新たな交流・関係づくりにより、まちの活性化に寄与する関
　係人口を創出することが重要となっています。

■「広報紙やホームページなどの情報提供」は満足度が高
　く、重要度は平均的と評価されていますが、満足度は低
　下傾向にあります。
■ホームページの改善など行政からの情報提供方法をよ
　り充実させてほしいとの声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

■大学生から市の広報等は読まないとの声があります。
【まちづくりインタビュー】

市民の声

シティセールス    を戦略的に推進します。
展開方針3

広域市町村圏や近隣自治体との連携により、効率的で効果的な広域行政を推進します。

人材育成や民間活力の活用に加え、行政・民間事業者等が保有する各種データの共有・利活用や行政
のデジタル化などＩＣＴを積極的かつ安全に活用することにより、新たな価値の創出や市民生活の利便
性向上を図るとともに、施策・事務事業の更なる見直しや公共施設の機能充実・再編等に努め、行政運
営の効率化と適正化を推進します。

経費の節減や効果的な事業投資など効率的な財政運営を推進するとともに、自主財源の確保や将来負
担の軽減など財政運営の適正化に努めます。

基本方向
広報ちとせや市ホームページをはじめ、多様な媒体を通じ、よりわかりやすい情報発信の充実に努めます。

まちづくりに関する情報や千歳市が有する価値を発信するシティセールスを戦略的に展開し、市民の
郷土愛やシビックプライド※5の醸成を図るとともに、定住人口の増加・交流人口の拡大・関係人口の創
出に取り組み、市内の経済活性化など様々な分野への効果の波及に努めます。

基本方向

※1

※1 シティセールス：定住・交流人口の増加や地域活性化、発展等を目的に、まちが有する資源や特性を市内外に売り込むこと。
※2 SNS：「Social Networking Service」の略で、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のWeb サイトのこと。
※3 交流人口：地域外からの旅行者や短期滞在者のこと。
※4 関係人口：通勤・通学者や過去に観光等で来訪経験のある人、ふるさと納税の寄附者など、まちにゆかりのある人たちのこと。
※5 シビックプライド：市民が「住んでよかった」と感じ、わがまちに誇りをもつこと。

現状と課題 
■近年の地方財政状況は、人口減少・高齢社会の進展などにより、一層厳しさを増す状況にありま
　す。また、地方分権が進展する中、行政サービスに対する市民ニーズが多様化・複雑化し、これまで
　以上に幅広い行政サービスが求められており、一つの自治体では解決できない課題への対応や、
　圏域全体の資源を有効活用した相乗効果の創出を図るとともに、限られた行財政基盤の中で市民
　ニーズに対応しつつ行政事務の効率化を進めることが必要です。

■新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う企業活動の縮小や消費低迷などにより、税収等の大幅な
　減少が見込まれる中、今後も持続的に発展することができる行政運営を目指すためには、長期的
　な財政収支見通しのもと、事業の選択と集中などによって財政収支の均衡を維持するとともに、計
　画的に資産の確保及び負債の減少を進め、強固で持続可能な財政基盤を確立する必要がありま
　す。また、市民へのサービス水準を維持していくため、公共施設等の修繕及び更新費用の抑制や施
　設の配置や規模の見直しについて検討する必要があります。

■「職員対応や窓口サービスの提供」は満足度が高く、重
　要度は平均的と評価されており、満足度は上昇傾向に
　あります。
■職員の対応の改善を求める声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

■市役所の終業時間を遅くしてほしいとの声があります。
　（自由記述）

【大学生アンケート】

市民の声

健全で効率的な行財政運営に努めます。
展開方針4

用 語 解 説
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【広報紙やHPなどの情報提供】
市民アンケートより

満足度 高い低い
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低
い

高
い

0.7-0.7

1.6

0.3

満足度
 （9位／42項目）

 （18位／42項目）
重要度

0.20

0.88

【職員対応や窓口サービスの提供】
市民アンケートより

多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち【基本目標7】 多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち【基本目標7】 

■広報ちとせやホームページ、ＳＮＳ※2等を通じて、市民生活やまちづくりに関する情報の積極的な
　広報活動を推進してきました。市民がまちづくりについての理解を深めるとともに関心を高められ
　るよう、情報発信の充実に努める必要があります。

■千歳市には、恵まれた自然や交通利便性、多くの雇用の場、子育てしやすい環境、充実した都市機
　能、道内で最も「若いまち」など、様々な特性や強みがあります。こうした「まちが持つ『価値』」を、
　市内外に積極的に伝え、認知度やイメージを向上させていくことが重要です。

■近年、定住人口や交流人口※3に加え、地域と多様に関わる関係人口※4の重要性が高まっていま
　す。転出入者が多い千歳市は、全国各地に千歳市にゆかりのある方々が多くいることから、これら
　の方 と々のつながりを深めるとともに、新たな交流・関係づくりにより、まちの活性化に寄与する関
　係人口を創出することが重要となっています。

■「広報紙やホームページなどの情報提供」は満足度が高
　く、重要度は平均的と評価されていますが、満足度は低
　下傾向にあります。
■ホームページの改善など行政からの情報提供方法をよ
　り充実させてほしいとの声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

■大学生から市の広報等は読まないとの声があります。
【まちづくりインタビュー】

市民の声

シティセールス    を戦略的に推進します。
展開方針3

広域市町村圏や近隣自治体との連携により、効率的で効果的な広域行政を推進します。

人材育成や民間活力の活用に加え、行政・民間事業者等が保有する各種データの共有・利活用や行政
のデジタル化などＩＣＴを積極的かつ安全に活用することにより、新たな価値の創出や市民生活の利便
性向上を図るとともに、施策・事務事業の更なる見直しや公共施設の機能充実・再編等に努め、行政運
営の効率化と適正化を推進します。

経費の節減や効果的な事業投資など効率的な財政運営を推進するとともに、自主財源の確保や将来負
担の軽減など財政運営の適正化に努めます。

基本方向
広報ちとせや市ホームページをはじめ、多様な媒体を通じ、よりわかりやすい情報発信の充実に努めます。

まちづくりに関する情報や千歳市が有する価値を発信するシティセールスを戦略的に展開し、市民の
郷土愛やシビックプライド※5の醸成を図るとともに、定住人口の増加・交流人口の拡大・関係人口の創
出に取り組み、市内の経済活性化など様々な分野への効果の波及に努めます。

基本方向

※1

※1 シティセールス：定住・交流人口の増加や地域活性化、発展等を目的に、まちが有する資源や特性を市内外に売り込むこと。
※2 SNS：「Social Networking Service」の略で、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のWeb サイトのこと。
※3 交流人口：地域外からの旅行者や短期滞在者のこと。
※4 関係人口：通勤・通学者や過去に観光等で来訪経験のある人、ふるさと納税の寄附者など、まちにゆかりのある人たちのこと。
※5 シビックプライド：市民が「住んでよかった」と感じ、わがまちに誇りをもつこと。

現状と課題 
■近年の地方財政状況は、人口減少・高齢社会の進展などにより、一層厳しさを増す状況にありま
　す。また、地方分権が進展する中、行政サービスに対する市民ニーズが多様化・複雑化し、これまで
　以上に幅広い行政サービスが求められており、一つの自治体では解決できない課題への対応や、
　圏域全体の資源を有効活用した相乗効果の創出を図るとともに、限られた行財政基盤の中で市民
　ニーズに対応しつつ行政事務の効率化を進めることが必要です。

■新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う企業活動の縮小や消費低迷などにより、税収等の大幅な
　減少が見込まれる中、今後も持続的に発展することができる行政運営を目指すためには、長期的
　な財政収支見通しのもと、事業の選択と集中などによって財政収支の均衡を維持するとともに、計
　画的に資産の確保及び負債の減少を進め、強固で持続可能な財政基盤を確立する必要がありま
　す。また、市民へのサービス水準を維持していくため、公共施設等の修繕及び更新費用の抑制や施
　設の配置や規模の見直しについて検討する必要があります。

■「職員対応や窓口サービスの提供」は満足度が高く、重
　要度は平均的と評価されており、満足度は上昇傾向に
　あります。
■職員の対応の改善を求める声があります。（自由記述）

【市民アンケート】

■市役所の終業時間を遅くしてほしいとの声があります。
　（自由記述）

【大学生アンケート】

市民の声

健全で効率的な行財政運営に努めます。
展開方針4

用 語 解 説
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千歳市の総合計画の変遷

年末風景 友楽通り空港ビルに1番機着

千歳駅国道36号線

市民交通安全大パレード

昭和38年度～昭和45年度（8か年）

平成3年度～平成12年度（10か年）計画期間

120,000人（21世紀初頭）
100,000人（平成12年）

将来人口

将来都市像

将来都市像

将来都市像

人口９万７千人達成記念

市立千歳市民病院開院

新千歳空港ターミナルビル供用開始

昭和46年度～昭和55年度（10か年）

昭和56年度～平成2年度（10か年）計画期間

未来へ向かって豊かな　すこやかに支えあう　ふるさとづくり副題

102,250人（平成2年）将来人口

平成23年度～令和2年度（10か年）計画期間 95,000人（令和2年）将来人口

健康で豊かな生活のできる福祉社会の建設

１.豊かな自然と活力に満ちた
　未来のあるまち
２.創造性豊かに生涯をすこやかに
　支えあう快適なまち

まちづくりの目標

平成１3年度～平成２２年度（10か年）計画期間

２１・千歳きらめきプランサブタイトル

10４,000人（平成22年）将来人口

１.心がかよい幸せ感じる都市づくり
２.安全で人と地球にやさしい都市づくり
３.学びあい心ふれあう都市づくり
４.魅力と活力あふれる都市づくり
５.参加と連携による都市づくり

まちづくりの目標

ひと・まち☆きらり　地球の笑顔が見えるまち　千歳

みんなで生き生き　活力創造都市　ちとせ

市民協働による自主自立の行政経営
行政経営の基本目標

せせらぎに創造し　世界にはばたく　つどいの里

１.健康でふれあい豊かな”人間都市・ちとせ”
２.水と緑に包まれた”快適都市・ちとせ”
３.人間性と個性を培う”教育文化都市・ちとせ”
４.創意と活力に満ちた”知的産業都市・ちとせ”
５.機能的で安全に暮らせる”生活都市・ちとせ”
６.世界にはばたく”交流都市・ちとせ”

まちづくりの目標

１.あったかみのある地域福祉のまち
２.人と地球にやさしい環境のまち
３.安全で安心して暮らせるまち
４.学びの意欲と豊かな心を育む
    教育文化のまち
５.活力ある産業拠点のまち
６.都市機能が充実したまち

まちづくりの目標

計画期間 69,140人（昭和45年）将来人口

計画期間

まちづくりの目標

95,000人（昭和55年）将来人口
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千歳市総合建設計画

千歳市第2期総合開発計画

千歳市第4期総合計画

千歳市第3期総合開発計画

千歳市新長期総合計画

千歳市第6期総合計画 
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千歳市の総合計画の変遷

年末風景 友楽通り空港ビルに1番機着

千歳駅国道36号線

市民交通安全大パレード

昭和38年度～昭和45年度（8か年）

平成3年度～平成12年度（10か年）計画期間

120,000人（21世紀初頭）
100,000人（平成12年）

将来人口

将来都市像

将来都市像

将来都市像

人口９万７千人達成記念

市立千歳市民病院開院

新千歳空港ターミナルビル供用開始

昭和46年度～昭和55年度（10か年）

昭和56年度～平成2年度（10か年）計画期間

未来へ向かって豊かな　すこやかに支えあう　ふるさとづくり副題

102,250人（平成2年）将来人口

平成23年度～令和2年度（10か年）計画期間 95,000人（令和2年）将来人口

健康で豊かな生活のできる福祉社会の建設

１.豊かな自然と活力に満ちた
　未来のあるまち
２.創造性豊かに生涯をすこやかに
　支えあう快適なまち

まちづくりの目標

平成１3年度～平成２２年度（10か年）計画期間

２１・千歳きらめきプランサブタイトル

10４,000人（平成22年）将来人口

１.心がかよい幸せ感じる都市づくり
２.安全で人と地球にやさしい都市づくり
３.学びあい心ふれあう都市づくり
４.魅力と活力あふれる都市づくり
５.参加と連携による都市づくり

まちづくりの目標

ひと・まち☆きらり　地球の笑顔が見えるまち　千歳

みんなで生き生き　活力創造都市　ちとせ

市民協働による自主自立の行政経営
行政経営の基本目標

せせらぎに創造し　世界にはばたく　つどいの里

１.健康でふれあい豊かな”人間都市・ちとせ”
２.水と緑に包まれた”快適都市・ちとせ”
３.人間性と個性を培う”教育文化都市・ちとせ”
４.創意と活力に満ちた”知的産業都市・ちとせ”
５.機能的で安全に暮らせる”生活都市・ちとせ”
６.世界にはばたく”交流都市・ちとせ”

まちづくりの目標

１.あったかみのある地域福祉のまち
２.人と地球にやさしい環境のまち
３.安全で安心して暮らせるまち
４.学びの意欲と豊かな心を育む
    教育文化のまち
５.活力ある産業拠点のまち
６.都市機能が充実したまち

まちづくりの目標

計画期間 69,140人（昭和45年）将来人口

計画期間

まちづくりの目標

95,000人（昭和55年）将来人口
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千歳市総合建設計画

千歳市第2期総合開発計画

千歳市第4期総合計画

千歳市第3期総合開発計画

千歳市新長期総合計画

千歳市第6期総合計画 
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基本
目標
区分

個別計画の名称 計画期間 個別計画の概要 所管部署名

基本
目標
区分

個別計画の名称 計画期間 個別計画の概要 所管部署名

基本目標6

分野別の主な個別計画の一覧
（第7期総合計画期間中の個別計画）

保健福祉部
福祉課

保健福祉部
健康づくり課

保健福祉部
健康づくり課

保健福祉部
健康づくり課

市民病院事務局
経営戦略室
経営企画課

保健福祉部
高齢者支援課

保健福祉部
障がい者支援課

こども福祉部
こども政策課

市民環境部
国保医療課

令和２年度～
令和６年度

令和元年度～
令和５年度

平成28年度～
令和４年度

令和元年度～
令和５年度

令和４年度～
概ね５年
（予定）

令和３年度～
令和５年度

令和３年度～
令和５年度

令和２年度～
令和６年度

平成30年度～
令和５年度

第４期千歳市地域福祉計画

第３次千歳市食育推進計画

第２次千歳市健康づくり計画

千歳市生きるを支える自殺対策
計画

（仮称）市立千歳市民病院
中期経営計画

千歳市高齢者福祉計画・
第８期千歳市介護保険事業計画

千歳市障がい者計画・
第６期千歳市障がい福祉計画・
第２期千歳市障がい児福祉計画

第２期千歳市子ども・子育て支援
事業計画

第２期千歳市国民健康保険データ
ヘルス計画・第３期千歳市国民健
康保険特定健康診査等実施計画

人々が住み慣れた地域で自分らしく暮らして
いけるよう、住民などが支え合い、地域をとも
につくっていくことのできる「地域共生社会」
の実現に向けた計画

食育基本法に基づき、食を通じて市民に健康
づくり等を総合的かつ継続的に働きかけ、食
育への関心を高めるための計画

健康増進法等に基づき、市民主体の健康づく
り等をライフステージごとに総合的かつ計画
的に推進し、健康寿命の延伸を図るための計
画

自殺対策基本法に基づき、自殺を社会的な問
題と捉え、「誰も自殺に追い込まれることのな
い社会の実現」を目指すための計画

地域の基幹病院として良質な医療水準の維
持・向上を図るとともに、健全で持続可能な病
院経営を確保するための計画

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその
有する能力に応じ自立した生活を営むことが
できるよう、地域包括ケアシステムを深化・推
進する計画

障がいのある人もない人も、お互いに人格と
個性を尊重し、共に支えあい住み慣れた地域
で暮らせる社会の実現を目指す計画

幼児の教育・保育や地域の子ども・子育て支
援事業について、「量の見込み」と「提供体制
の確保の内容及びその実施時期」を定める計
画

市民環境部
環境課

令和３年度～
令和12年度第３次千歳市環境基本計画

千歳市環境基本条例に基づき、千歳市の環境
の保全及び創造について、総合計画の施策を
環境面から総合的・計画的に推進する計画

市民環境部
環境センター
廃棄物管理課

総務部
危機管理課
【千歳市防災会議】

総務部
危機管理課
【千歳市国民保護協議会】

市民環境部
市民生活課
【千歳市交通安全対策会議】

消防本部
総務課

平成28年度～
令和12年度千歳市一般廃棄物処理基本計画

家庭及び事業所から排出される廃棄物の発
生抑制やリサイクルの推進及び効率的かつ安
定的な処理体制の構築など、循環型社会の形
成に向けた取組に関する基本的な事項を定
めた計画

期間設定無し

期間設定無し

千歳市地域防災計画
災害対策基本法に基づき、自然災害や事故災
害から市民の生命等を保護するための予防、
応急及び復旧等の災害対策を定めた計画

千歳市国民保護計画
国民保護法に基づき、武力攻撃事態等から市
民の生命等を保護するための国民保護措置
の実施体制、避難及び救援等の措置を定めた
計画

令和３年度～
令和７年度第11次千歳市交通安全計画

交通安全対策基本法に基づき、歩行者の安
全を確保する「人優先」の交通安全思想の普
及とともに、交通事故のない社会を目指す施
策を推進するための計画

令和３年度～
令和12年度千歳市消防整備計画

消防施設の整備や消防・救急体制の充実、火
災予防への取組など、消防力の強化を図るた
めの指針となる計画

教育部
企画総務課

企画部
公立大学政策課

教育部
文化施設課

企画部
主幹（アイヌ政策
推進担当）

令和３年度～
令和12年度

平成31年度～
令和６年度

令和３年度～
令和12年度

千歳市教育振興基本計画
教育環境の整備や文化・芸術活動への支援な
ど、未来を担う人づくりを推進するため、教育
に関する施策を総合的・体系的に進めていく
ことを目的とした計画

公立大学法人公立千歳科学技術
大学中期目標

地方独立行政法人法に基づき、６年間の期間
において公立大学法人が達成すべき業務運
営に関する目標

第３次千歳市子どもの読書活動
推進計画

子どもの読書活動の推進に関する法律に基
づく、千歳市の子どもの読書活動の推進に関
する施策についての計画

令和元年度～
令和５年度千歳市アイヌ施策推進地域計画

アイヌ文化の保存継承、理解促進、その他ア
イヌ文化振興に資する施策について、アイヌ
の方々の意見を聴いて策定し、内閣総理大臣
の認定を受けて推進する計画

産業振興部
農村整備課

産業振興部
農業振興課

平成30年度～
令和10年度千歳市森林整備計画

森林の有する多面的機能を発揮させるため、
適正な森林の整備と保全により健全な森林
資源の維持造成を推進する計画

平成30年度～
概ね10年千歳市農業振興地域整備計画

国の指針等に基づき、農業の振興を図るべき
地域を明確にし、土地の有効活用を図るため
市が定めた計画

産業振興部
農業振興課

産業振興部
産業支援室
企業振興課

産業振興部
商業労働課

観光スポーツ部
観光課

令和３年度～
令和12年度

平成29年度～
令和4年度

令和３年度～
令和７年度

千歳市農業振興計画（第４次） 農業・農村の健全な発展を図るため、その方
向性と、必要な施策について定めた計画

地域未来投資促進法
北海道千歳市基本計画

地域未来投資促進法の趣旨に鑑み地域活性
化を図るため、区域、目標、地域特性など地域
経済牽引事業の促進に必要な事項を定めた
計画

第３期千歳市商業振興プラン 商業の振興及び中心市街地のにぎわい創出
に向けた方針や施策を定めた計画

令和３年度～
令和７年度千歳市観光振興計画

観光振興を図る上での主要課題や基本方針、
主要施設等の目指すべき方向を観光事業者
等と共有しながら、観光振興を展開する計画

特定健康診査の実施やレセプト・健診情報等
のデータ分析に基づく、効果的かつ効率的な
保健事業を実施するための計画

基
本
目
標
1

基
本
目
標
2

基
本
目
標
３

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５
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基本
目標
区分

個別計画の名称 計画期間 個別計画の概要 所管部署名

基本
目標
区分

個別計画の名称 計画期間 個別計画の概要 所管部署名

基本目標6

分野別の主な個別計画の一覧
（第7期総合計画期間中の個別計画）

保健福祉部
福祉課

保健福祉部
健康づくり課

保健福祉部
健康づくり課

保健福祉部
健康づくり課

市民病院事務局
経営戦略室
経営企画課

保健福祉部
高齢者支援課

保健福祉部
障がい者支援課

こども福祉部
こども政策課

市民環境部
国保医療課

令和２年度～
令和６年度

令和元年度～
令和５年度

平成28年度～
令和４年度

令和元年度～
令和５年度

令和４年度～
概ね５年
（予定）

令和３年度～
令和５年度

令和３年度～
令和５年度

令和２年度～
令和６年度

平成30年度～
令和５年度

第４期千歳市地域福祉計画

第３次千歳市食育推進計画

第２次千歳市健康づくり計画

千歳市生きるを支える自殺対策
計画

（仮称）市立千歳市民病院
中期経営計画

千歳市高齢者福祉計画・
第８期千歳市介護保険事業計画

千歳市障がい者計画・
第６期千歳市障がい福祉計画・
第２期千歳市障がい児福祉計画

第２期千歳市子ども・子育て支援
事業計画

第２期千歳市国民健康保険データ
ヘルス計画・第３期千歳市国民健
康保険特定健康診査等実施計画

人々が住み慣れた地域で自分らしく暮らして
いけるよう、住民などが支え合い、地域をとも
につくっていくことのできる「地域共生社会」
の実現に向けた計画

食育基本法に基づき、食を通じて市民に健康
づくり等を総合的かつ継続的に働きかけ、食
育への関心を高めるための計画

健康増進法等に基づき、市民主体の健康づく
り等をライフステージごとに総合的かつ計画
的に推進し、健康寿命の延伸を図るための計
画

自殺対策基本法に基づき、自殺を社会的な問
題と捉え、「誰も自殺に追い込まれることのな
い社会の実現」を目指すための計画

地域の基幹病院として良質な医療水準の維
持・向上を図るとともに、健全で持続可能な病
院経営を確保するための計画

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその
有する能力に応じ自立した生活を営むことが
できるよう、地域包括ケアシステムを深化・推
進する計画

障がいのある人もない人も、お互いに人格と
個性を尊重し、共に支えあい住み慣れた地域
で暮らせる社会の実現を目指す計画

幼児の教育・保育や地域の子ども・子育て支
援事業について、「量の見込み」と「提供体制
の確保の内容及びその実施時期」を定める計
画

市民環境部
環境課

令和３年度～
令和12年度第３次千歳市環境基本計画

千歳市環境基本条例に基づき、千歳市の環境
の保全及び創造について、総合計画の施策を
環境面から総合的・計画的に推進する計画

市民環境部
環境センター
廃棄物管理課

総務部
危機管理課
【千歳市防災会議】

総務部
危機管理課
【千歳市国民保護協議会】

市民環境部
市民生活課
【千歳市交通安全対策会議】

消防本部
総務課

平成28年度～
令和12年度千歳市一般廃棄物処理基本計画

家庭及び事業所から排出される廃棄物の発
生抑制やリサイクルの推進及び効率的かつ安
定的な処理体制の構築など、循環型社会の形
成に向けた取組に関する基本的な事項を定
めた計画

期間設定無し

期間設定無し

千歳市地域防災計画
災害対策基本法に基づき、自然災害や事故災
害から市民の生命等を保護するための予防、
応急及び復旧等の災害対策を定めた計画

千歳市国民保護計画
国民保護法に基づき、武力攻撃事態等から市
民の生命等を保護するための国民保護措置
の実施体制、避難及び救援等の措置を定めた
計画

令和３年度～
令和７年度第11次千歳市交通安全計画

交通安全対策基本法に基づき、歩行者の安
全を確保する「人優先」の交通安全思想の普
及とともに、交通事故のない社会を目指す施
策を推進するための計画

令和３年度～
令和12年度千歳市消防整備計画

消防施設の整備や消防・救急体制の充実、火
災予防への取組など、消防力の強化を図るた
めの指針となる計画

教育部
企画総務課

企画部
公立大学政策課

教育部
文化施設課

企画部
主幹（アイヌ政策
推進担当）

令和３年度～
令和12年度

平成31年度～
令和６年度

令和３年度～
令和12年度

千歳市教育振興基本計画
教育環境の整備や文化・芸術活動への支援な
ど、未来を担う人づくりを推進するため、教育
に関する施策を総合的・体系的に進めていく
ことを目的とした計画

公立大学法人公立千歳科学技術
大学中期目標

地方独立行政法人法に基づき、６年間の期間
において公立大学法人が達成すべき業務運
営に関する目標

第３次千歳市子どもの読書活動
推進計画

子どもの読書活動の推進に関する法律に基
づく、千歳市の子どもの読書活動の推進に関
する施策についての計画

令和元年度～
令和５年度千歳市アイヌ施策推進地域計画

アイヌ文化の保存継承、理解促進、その他ア
イヌ文化振興に資する施策について、アイヌ
の方々の意見を聴いて策定し、内閣総理大臣
の認定を受けて推進する計画

産業振興部
農村整備課

産業振興部
農業振興課

平成30年度～
令和10年度千歳市森林整備計画

森林の有する多面的機能を発揮させるため、
適正な森林の整備と保全により健全な森林
資源の維持造成を推進する計画

平成30年度～
概ね10年千歳市農業振興地域整備計画

国の指針等に基づき、農業の振興を図るべき
地域を明確にし、土地の有効活用を図るため
市が定めた計画

産業振興部
農業振興課

産業振興部
産業支援室
企業振興課

産業振興部
商業労働課

観光スポーツ部
観光課

令和３年度～
令和12年度

平成29年度～
令和4年度

令和３年度～
令和７年度

千歳市農業振興計画（第４次） 農業・農村の健全な発展を図るため、その方
向性と、必要な施策について定めた計画

地域未来投資促進法
北海道千歳市基本計画

地域未来投資促進法の趣旨に鑑み地域活性
化を図るため、区域、目標、地域特性など地域
経済牽引事業の促進に必要な事項を定めた
計画

第３期千歳市商業振興プラン 商業の振興及び中心市街地のにぎわい創出
に向けた方針や施策を定めた計画

令和３年度～
令和７年度千歳市観光振興計画

観光振興を図る上での主要課題や基本方針、
主要施設等の目指すべき方向を観光事業者
等と共有しながら、観光振興を展開する計画

特定健康診査の実施やレセプト・健診情報等
のデータ分析に基づく、効果的かつ効率的な
保健事業を実施するための計画

基
本
目
標
1

基
本
目
標
2

基
本
目
標
３

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５

付
属
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基本
目標
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個別計画の名称 計画期間 個別計画の概要 所管部署名

【その他の計画】

基
本
目
標
６

基
本
目
標
６

基
本
目
標
７

建設部
事業庶務課

建設部
都市整備課

建設部
都市整備課

水道局
経営管理課

平成14年度～

平成18年度～
令和７年度

千歳駅周辺交通バリアフリー
基本構想

ＪＲ千歳駅周辺の公共施設や商業施設などに
向かう高齢者や障がい者等の安全かつ円滑な
移動を確保するために必要な道路などの特定
事業を定めた計画

千歳市緑の基本計画
都市計画区域内の公園や河川などの緑地の
適正な保全と緑化に関する施策を総合的かつ
計画的に実施するため、緑づくりや配置など
緑に関する総合的な方針を定めた計画

平成30年度～
令和９年度千歳市公園施設等更新計画

都市公園において、公園利用者の安全確保、
施設の機能保全やライフサイクルコストの縮
減を図るため、大規模な修繕や更新などの整
備方針を定めた計画

令和４年度～
令和13年度
（予定）

（仮称）千歳市水道事業・下水道
事業経営計画

水道・下水道事業が、将来にわたって安定的に
事業を継続していくための中長期的な経営の
基本計画

水道局
水道整備課

水道局
水道整備課

水道局
下水道整備課

平成28年度～
令和７年度

平成17年度～
令和４年度

令和３年度～
令和12年度

千歳市水道ビジョン
施設更新、維持修繕、災害対策など、「安全・強
靭・持続」の観点で目標となる将来像とその実
現方策を長期的視点に立って、戦略的に取り
組むことを推進する計画

千歳市水道事業計画第６期拡張
事業（変更）

水道法に基づき、事業計画の確実性や合理
性、施設基準への適合、供給条件の要件など
を定める計画

千歳市公共下水道基本計画
まちの発展と快適な生活環境の実現に向け
て、計画的かつ効果的な下水道の整備拡充を
図る計画

企画部
市民協働推進課単年度市民協働行動計画

みんなで進める千歳のまちづくり条例に基づ
き、協働事業や市民参加手続などの実績と取
組概要を毎年度行動計画としてまとめ、市民
協働によるまちづくりを推進する計画

企画部
市民協働推進課

平成29年度～
令和８年度

第３次ちとせ男女共同参画推進
プラン

男女共同参画社会基本法第９条に規定される
地方公共団体の責務を果たすとともに、より主
体的に地域や職場など、多くの市民と協働し
ながら課題に取り組み、事業を推進する計画

総務部
行政管理課

令和２年度～
令和４年度

千歳市行政改革基本方針
（業務改革・定数管理）

「行政サービスのアウトソーシングの推進」及
び「ＩＣＴ等を活用した業務の見直し」を中心
とした行政改革の重点推進項目を定めた計画

総務部
職員課期間設定無し千歳市人材育成基本方針

千歳市職員の人材育成の指針として、取り組む
べき方策と方向性を明らかにするための基本
方針

企画部
企画課平成29年度～千歳市本庁舎周辺再整備基本計画

本庁舎周辺地区における公共施設等の機能
集約・分散及び施設の配置展開など当該地区
の機能整備充実と高度な土地利用を推進す
る計画

企画部
企画課
【さっぽろ連携中枢都市圏】

平成31年度～
令和５年度さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン

札幌市を核とした圏域市町村の密接な連携と
役割分担の下、経済成長のけん引、高次の都
市機能の集積強化、生活関連機能サービスの
向上の取組を推進する計画

企画部
企画課令和元年度～千歳市・恵庭市連携施策推進計画

千歳市と恵庭市の両市が相互に有益な協力関
係を強化し、最小の経費で最大の効果を挙げ
るため、連携施策の充実拡大に向けた取組を
推進する計画

企画部
主幹(政策推進担
当)

令和３年度～
令和７年度千歳市シティセールス戦略プラン

シティセールスを推進するための体制づくり・
基盤づくりや、千歳ブランドの育成・発信を戦
略的に行い、「選ばれるまち」を目指すための
情報戦略計画

総務部
財政課

令和３年度～
令和12年度

（仮称）第２次千歳市財政標準化
計画

より強固で持続可能な財政基盤の確立を目指
し、財政運営の目標像と達成に向けた道筋を
示す計画

総務部
財政課

平成29年度～
令和28年度千歳市公共施設等総合管理計画

市民が安全・安心して利用できる公共施設を
将来にわたり持続的に提供するため、長期的
な視点に基づき公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を図る計画

千歳市強靭化計画

企画部
まちづくり推進課
【北海道】

企画部
まちづくり推進課

企画部
まちづくり推進課

企画部
まちづくり推進課

令和３年度～
令和12年度

令和４年度～
概ね20年
（予定）

千歳恵庭圏都市計画 都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針

都市計画区域毎に北海道が定める都市計画
の総合的な方針

千歳市第３期都市計画マスター
プラン

都市計画に関わる土地利用の方針、都市施設
の整備方針について策定する計画

令和４年度～
概ね20年
（予定）

千歳市立地適正化計画
居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の誘
導により、コンパクトなまちづくりと地域交通
の再編・連携を図る計画

令和３年度～千歳市景観計画
景観法に基づき、景観形成上重要な公共施設
の保全や、整備の方針、景観形成に関わる基
準等を定めた計画

建設部
建築課

建設部
主幹（建築政策担
当）

建設部
主幹（建築政策担
当）

建設部
市営住宅課

平成29年度～
令和３年度

平成24年度～
令和３年度

令和４年度～
令和13年度
（予定）

千歳市耐震改修促進計画
今後予想される大規模地震による建築物の倒
壊等の被害から、市民の生命及び財産を保護
するために、既存建築物の耐震性の向上を図
る計画

千歳市住宅マスタープラン
（改訂版）

公共と民間が連携し、高齢者が安心して暮らせ
る住まいづくりや活力あるまちなかの住まい
づくり、誰もが住みたくなるような住まいづく
りを目指す計画

千歳市住生活基本計画 高齢者や子育て世帯など誰もが安全に安心し
て暮らせる住まいづくりを目指す計画

平成25年度～
令和４年度千歳市公営住宅等長寿命化計画

公営住宅を将来にわたり長く良好に使用でき
るよう、ライフサイクルコストの縮減を目的に、
長寿命化に資する予防保全的な管理や改善を
示す計画

企画部
企画課
【千歳・苫小牧地方拠点都
市地域整備推進協議会】

企画部
主幹（交通政策担
当）

平成28年度～
概ね10年

千歳・苫小牧地方拠点都市地域
基本計画

地方拠点法に基づき、新千歳空港を核とし、構
成市町が一体となって高次都市機能・産業機
能等の集積を促進することにより、地方拠点
都市地域形成を図る計画

平成28年度～
令和７年度

千歳市交通戦略プラン Part１
（千歳市地域公共交通網形成計画）

持続可能な公共交通網の形成・維持に向けた
基本的な方針や、目標及びその実現に向けた
事業などを定めたマスタープランとなる計画

企画部
主幹（交通政策担
当）

建設部
道路建設課

建設部
道路建設課

建設部
道路建設課

平成28年度～
令和７年度

令和２年度～
令和11年度

平成26年度～
令和５年度

千歳市交通戦略プラン Part２
（千歳市地域公共交通再編実施計画）

地域公共交通を運行する事業者やダイヤなど
具体的な運行内容を定めた計画

千歳市道路施設維持修繕計画
老朽化の進む舗装や街路灯などの道路施設に
ついて、定期的な点検と診断結果に基づく計画
的な整備や更新を推進する計画

千歳市橋梁長寿命化修繕計画
老朽化の進む橋梁について、定期的な点検と
診断結果に基づく計画的な修繕を推進する計
画

平成26年度～
令和５年度千歳市橋梁耐震補強計画

大規模地震時の交通ネットワークを効率的に
確保するため、効果的に耐震化を推進する計
画

個別計画の名称 計画期間 個別計画の概要 所管部署名

計画の名称 計画期間 計画の概要 所管部署名

企画部
企画課

令和３年度～
令和７年度

市民の生命と財産を守り、経済社会活動を安全に
営むことができるまちづくりに向けて、地域の特
性に合わせた国土強靭化の取組を推進する計画
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付
属
資
料

付
属
資
料

基本
目標
区分

基本
目標
区分

個別計画の名称 計画期間 個別計画の概要 所管部署名

【その他の計画】

基
本
目
標
６

基
本
目
標
６

基
本
目
標
７

建設部
事業庶務課

建設部
都市整備課

建設部
都市整備課

水道局
経営管理課

平成14年度～

平成18年度～
令和７年度

千歳駅周辺交通バリアフリー
基本構想

ＪＲ千歳駅周辺の公共施設や商業施設などに
向かう高齢者や障がい者等の安全かつ円滑な
移動を確保するために必要な道路などの特定
事業を定めた計画

千歳市緑の基本計画
都市計画区域内の公園や河川などの緑地の
適正な保全と緑化に関する施策を総合的かつ
計画的に実施するため、緑づくりや配置など
緑に関する総合的な方針を定めた計画

平成30年度～
令和９年度千歳市公園施設等更新計画

都市公園において、公園利用者の安全確保、
施設の機能保全やライフサイクルコストの縮
減を図るため、大規模な修繕や更新などの整
備方針を定めた計画

令和４年度～
令和13年度
（予定）

（仮称）千歳市水道事業・下水道
事業経営計画

水道・下水道事業が、将来にわたって安定的に
事業を継続していくための中長期的な経営の
基本計画

水道局
水道整備課

水道局
水道整備課

水道局
下水道整備課

平成28年度～
令和７年度

平成17年度～
令和４年度

令和３年度～
令和12年度

千歳市水道ビジョン
施設更新、維持修繕、災害対策など、「安全・強
靭・持続」の観点で目標となる将来像とその実
現方策を長期的視点に立って、戦略的に取り
組むことを推進する計画

千歳市水道事業計画第６期拡張
事業（変更）

水道法に基づき、事業計画の確実性や合理
性、施設基準への適合、供給条件の要件など
を定める計画

千歳市公共下水道基本計画
まちの発展と快適な生活環境の実現に向け
て、計画的かつ効果的な下水道の整備拡充を
図る計画

企画部
市民協働推進課単年度市民協働行動計画

みんなで進める千歳のまちづくり条例に基づ
き、協働事業や市民参加手続などの実績と取
組概要を毎年度行動計画としてまとめ、市民
協働によるまちづくりを推進する計画

企画部
市民協働推進課

平成29年度～
令和８年度

第３次ちとせ男女共同参画推進
プラン

男女共同参画社会基本法第９条に規定される
地方公共団体の責務を果たすとともに、より主
体的に地域や職場など、多くの市民と協働し
ながら課題に取り組み、事業を推進する計画

総務部
行政管理課

令和２年度～
令和４年度

千歳市行政改革基本方針
（業務改革・定数管理）

「行政サービスのアウトソーシングの推進」及
び「ＩＣＴ等を活用した業務の見直し」を中心
とした行政改革の重点推進項目を定めた計画

総務部
職員課期間設定無し千歳市人材育成基本方針

千歳市職員の人材育成の指針として、取り組む
べき方策と方向性を明らかにするための基本
方針

企画部
企画課平成29年度～千歳市本庁舎周辺再整備基本計画

本庁舎周辺地区における公共施設等の機能
集約・分散及び施設の配置展開など当該地区
の機能整備充実と高度な土地利用を推進す
る計画

企画部
企画課
【さっぽろ連携中枢都市圏】

平成31年度～
令和５年度さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン

札幌市を核とした圏域市町村の密接な連携と
役割分担の下、経済成長のけん引、高次の都
市機能の集積強化、生活関連機能サービスの
向上の取組を推進する計画

企画部
企画課令和元年度～千歳市・恵庭市連携施策推進計画

千歳市と恵庭市の両市が相互に有益な協力関
係を強化し、最小の経費で最大の効果を挙げ
るため、連携施策の充実拡大に向けた取組を
推進する計画

企画部
主幹(政策推進担
当)

令和３年度～
令和７年度千歳市シティセールス戦略プラン

シティセールスを推進するための体制づくり・
基盤づくりや、千歳ブランドの育成・発信を戦
略的に行い、「選ばれるまち」を目指すための
情報戦略計画

総務部
財政課

令和３年度～
令和12年度

（仮称）第２次千歳市財政標準化
計画

より強固で持続可能な財政基盤の確立を目指
し、財政運営の目標像と達成に向けた道筋を
示す計画

総務部
財政課

平成29年度～
令和28年度千歳市公共施設等総合管理計画

市民が安全・安心して利用できる公共施設を
将来にわたり持続的に提供するため、長期的
な視点に基づき公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を図る計画

千歳市強靭化計画

企画部
まちづくり推進課
【北海道】

企画部
まちづくり推進課

企画部
まちづくり推進課

企画部
まちづくり推進課

令和３年度～
令和12年度

令和４年度～
概ね20年
（予定）

千歳恵庭圏都市計画 都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針

都市計画区域毎に北海道が定める都市計画
の総合的な方針

千歳市第３期都市計画マスター
プラン

都市計画に関わる土地利用の方針、都市施設
の整備方針について策定する計画

令和４年度～
概ね20年
（予定）

千歳市立地適正化計画
居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の誘
導により、コンパクトなまちづくりと地域交通
の再編・連携を図る計画

令和３年度～千歳市景観計画
景観法に基づき、景観形成上重要な公共施設
の保全や、整備の方針、景観形成に関わる基
準等を定めた計画

建設部
建築課

建設部
主幹（建築政策担
当）

建設部
主幹（建築政策担
当）

建設部
市営住宅課

平成29年度～
令和３年度

平成24年度～
令和３年度

令和４年度～
令和13年度
（予定）

千歳市耐震改修促進計画
今後予想される大規模地震による建築物の倒
壊等の被害から、市民の生命及び財産を保護
するために、既存建築物の耐震性の向上を図
る計画

千歳市住宅マスタープラン
（改訂版）

公共と民間が連携し、高齢者が安心して暮らせ
る住まいづくりや活力あるまちなかの住まい
づくり、誰もが住みたくなるような住まいづく
りを目指す計画

千歳市住生活基本計画 高齢者や子育て世帯など誰もが安全に安心し
て暮らせる住まいづくりを目指す計画

平成25年度～
令和４年度千歳市公営住宅等長寿命化計画

公営住宅を将来にわたり長く良好に使用でき
るよう、ライフサイクルコストの縮減を目的に、
長寿命化に資する予防保全的な管理や改善を
示す計画

企画部
企画課
【千歳・苫小牧地方拠点都
市地域整備推進協議会】

企画部
主幹（交通政策担
当）

平成28年度～
概ね10年

千歳・苫小牧地方拠点都市地域
基本計画

地方拠点法に基づき、新千歳空港を核とし、構
成市町が一体となって高次都市機能・産業機
能等の集積を促進することにより、地方拠点
都市地域形成を図る計画

平成28年度～
令和７年度

千歳市交通戦略プラン Part１
（千歳市地域公共交通網形成計画）

持続可能な公共交通網の形成・維持に向けた
基本的な方針や、目標及びその実現に向けた
事業などを定めたマスタープランとなる計画

企画部
主幹（交通政策担
当）

建設部
道路建設課

建設部
道路建設課

建設部
道路建設課

平成28年度～
令和７年度

令和２年度～
令和11年度

平成26年度～
令和５年度

千歳市交通戦略プラン Part２
（千歳市地域公共交通再編実施計画）

地域公共交通を運行する事業者やダイヤなど
具体的な運行内容を定めた計画

千歳市道路施設維持修繕計画
老朽化の進む舗装や街路灯などの道路施設に
ついて、定期的な点検と診断結果に基づく計画
的な整備や更新を推進する計画

千歳市橋梁長寿命化修繕計画
老朽化の進む橋梁について、定期的な点検と
診断結果に基づく計画的な修繕を推進する計
画

平成26年度～
令和５年度千歳市橋梁耐震補強計画

大規模地震時の交通ネットワークを効率的に
確保するため、効果的に耐震化を推進する計
画

個別計画の名称 計画期間 個別計画の概要 所管部署名

計画の名称 計画期間 計画の概要 所管部署名

企画部
企画課

令和３年度～
令和７年度

市民の生命と財産を守り、経済社会活動を安全に
営むことができるまちづくりに向けて、地域の特
性に合わせた国土強靭化の取組を推進する計画
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総合計画審議会

第７期総合計画調査特別委員会

総合計画策定会議

都市経営会議

ちとせの木プロジェクトまちづくりインタビュー

都市経営会議を設置
（15回開催〈オリエンテーション１回を含む〉）

都市経営会議に「これからのまちづくりの課題と目標」を諮問

第１回定例市議会において「千歳市総合計画条例」を議決（原案可決）

市議会総務文教常任委員会に市民まちづくりアンケートの概要を報告

千歳市まちづくり白書を作成

庁内に総合計画策定会議を設置

市議会総務文教常任委員会に第７期総合計画基本構想素案骨子の
概要を報告

市議会第７期総合計画調査特別委員会の
設置（14回開催）

千歳市第７期総合計画基本構想原案を決定

市議会第７期総合計画調査特別委員会に第７期総合計画基本構想原案
の概要を報告

総合計画審議会を設置
（全体会議５回 専門部会９回開催）
総合計画審議会に「第７期総合計画基本
構想原案」を諮問

パブリックコメントを実施

千歳市第７期総合計画実施計画素案を決定

総合計画審議会から市長へ第７期総合計画基本構想原案を答申

第４回定例市議会に「千歳市第７期総合計画基本構想」を議案提出

第４回定例市議会において「千歳市第７期総合計画基本構想」を議決（原
案可決）

千歳市第7期総合計画の策定経過  

第７期総合計画の策定作業を開始

市長への手紙（テーマ：新しい総合計画）を実施

第７期総合計画策定方針を決定

市民まちづくりアンケートを実施
アンケート対象者から都市経営会議委員を募集

市議会総務文教常任委員会に策定方針の概要を報告

中高生まちづくりアンケートを実施

大学生等まちづくりアンケートを実施
まちづくり団体アンケートを実施

市議会総務文教常任委員会に「千歳市総合計画条例（案）」の概要を報告

第４回定例市議会に「千歳市総合計画条例」を議案提出

定住促進アンケートを実施
東京千歳会まちづくりアンケートを実施

年 月 日 事　　　項

令和元年 ５月 30日

 ７月 

 10月 30日

 １１月 ５日

 12月 ３日

市議会総務文教常任委員会にまちづくり白書の概要を報告

まちづくりインタビューを実施、ちとせの木プロジェクトを実施

都市経営会議から市長へ提言書の提出

庁内に策定部会を設置

市議会総務文教常任委員会に計画策定状況と都市経営会議からの提言
の概要を報告

令和２年 ３月  ３日

 

３月 1１日

 ５月 14日

 ５月 18日

 ６月 25日

 ７月 10日

 10月 12日

 10月 2１日

 １１月 30日

 12月 １１日

年 月 日 事　　　項

平成30年４月 １日

 ６月 10日

 ８月 21日

 ９月 12日

 ９月 13日

 10月 

 １１月 

 １１月 28日

 12月 ３日

 12月 

平成31年 ２月 17日

 ２月 27日

 ３月 ８日

 ４月 18日

令和元年 ５月 10日

 ５月 24日

付
属
資
料

付
属
資
料
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総合計画審議会

第７期総合計画調査特別委員会

総合計画策定会議

都市経営会議

ちとせの木プロジェクトまちづくりインタビュー

都市経営会議を設置
（15回開催〈オリエンテーション１回を含む〉）

都市経営会議に「これからのまちづくりの課題と目標」を諮問

第１回定例市議会において「千歳市総合計画条例」を議決（原案可決）

市議会総務文教常任委員会に市民まちづくりアンケートの概要を報告

千歳市まちづくり白書を作成

庁内に総合計画策定会議を設置

市議会総務文教常任委員会に第７期総合計画基本構想素案骨子の
概要を報告

市議会第７期総合計画調査特別委員会の
設置（14回開催）

千歳市第７期総合計画基本構想原案を決定

市議会第７期総合計画調査特別委員会に第７期総合計画基本構想原案
の概要を報告

総合計画審議会を設置
（全体会議５回 専門部会９回開催）
総合計画審議会に「第７期総合計画基本
構想原案」を諮問

パブリックコメントを実施

千歳市第７期総合計画実施計画素案を決定

総合計画審議会から市長へ第７期総合計画基本構想原案を答申

第４回定例市議会に「千歳市第７期総合計画基本構想」を議案提出

第４回定例市議会において「千歳市第７期総合計画基本構想」を議決（原
案可決）

千歳市第7期総合計画の策定経過  

第７期総合計画の策定作業を開始

市長への手紙（テーマ：新しい総合計画）を実施

第７期総合計画策定方針を決定

市民まちづくりアンケートを実施
アンケート対象者から都市経営会議委員を募集

市議会総務文教常任委員会に策定方針の概要を報告

中高生まちづくりアンケートを実施

大学生等まちづくりアンケートを実施
まちづくり団体アンケートを実施

市議会総務文教常任委員会に「千歳市総合計画条例（案）」の概要を報告

第４回定例市議会に「千歳市総合計画条例」を議案提出

定住促進アンケートを実施
東京千歳会まちづくりアンケートを実施

年 月 日 事　　　項

令和元年 ５月 30日

 ７月 

 10月 30日

 １１月 ５日

 12月 ３日

市議会総務文教常任委員会にまちづくり白書の概要を報告

まちづくりインタビューを実施、ちとせの木プロジェクトを実施

都市経営会議から市長へ提言書の提出

庁内に策定部会を設置

市議会総務文教常任委員会に計画策定状況と都市経営会議からの提言
の概要を報告

令和２年 ３月  ３日

 

３月 1１日

 ５月 14日

 ５月 18日

 ６月 25日

 ７月 10日

 10月 12日

 10月 2１日

 １１月 30日

 12月 １１日

年 月 日 事　　　項

平成30年４月 １日

 ６月 10日

 ８月 21日

 ９月 12日

 ９月 13日

 10月 

 １１月 

 １１月 28日

 12月 ３日

 12月 

平成31年 ２月 17日

 ２月 27日

 ３月 ８日

 ４月 18日

令和元年 ５月 10日

 ５月 24日

付
属
資
料

付
属
資
料
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【市民の皆さんからいただいた意見】

【実施結果について】

千歳市第7期総合計画の策定体制図

　より多くの市民の皆さんの意見を
把握し計画に取り入れていくことを
目的として、”10年後の千歳”や”おす
すめしたいまちの魅力”などをテーマ
に、花やりんごの形の「ふせん」を用
いた意見募集を実施しました。

●「福祉にやさしいまちにしてほしい」
●「健常者もしょうがい者もみんな楽しくすごせるまちにし
たい！」

●「しぜんゆたかでいてほしい」、「自ぜんがいっぱいの町！！
にしたい」

●「いじめがない学校がいいな」、「きゅうしょくをおいしくし
てください」

●「車がなくても移動手段にこまらない街になってほしい」
●「男女かんけいなくなかよくくらす」まちにしたい

●「水道水がおいしい！みなさん親切です！！」
●「子供の支援がじゅうじつしてます」
●「札幌まで30分。東京まで90分。抜群の交通アクセス！」
●「千歳の卵は道内生産量1位！千歳バーガーもおいしいで
す！」

●「青葉公園でのランニングはサイコー！」
●「『千歳（せんさい）』っていう名前そのものが素敵！市民
の笑顔と幸せが千歳（せんさい）まで続くまちであって
欲しい」

市民参加

（1）ちとせの木プロジェクト

「10年後の千歳について」 「おすすめしたいまちの魅力について」

千歳市総合福祉センター受付前

実施期間： 令和元年8月5日（月）から
 令和元年8月16日（金）まで
いただいたご意見：29件

千歳市役所第2庁舎入口

実施期間： 令和元年7月22日（月）から
 令和元年8月2日（金）まで
いただいたご意見：54件
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【市民の皆さんからいただいた意見】

【実施結果について】

千歳市第7期総合計画の策定体制図

　より多くの市民の皆さんの意見を
把握し計画に取り入れていくことを
目的として、”10年後の千歳”や”おす
すめしたいまちの魅力”などをテーマ
に、花やりんごの形の「ふせん」を用
いた意見募集を実施しました。

●「福祉にやさしいまちにしてほしい」
●「健常者もしょうがい者もみんな楽しくすごせるまちにし
たい！」

●「しぜんゆたかでいてほしい」、「自ぜんがいっぱいの町！！
にしたい」

●「いじめがない学校がいいな」、「きゅうしょくをおいしくし
てください」

●「車がなくても移動手段にこまらない街になってほしい」
●「男女かんけいなくなかよくくらす」まちにしたい

●「水道水がおいしい！みなさん親切です！！」
●「子供の支援がじゅうじつしてます」
●「札幌まで30分。東京まで90分。抜群の交通アクセス！」
●「千歳の卵は道内生産量1位！千歳バーガーもおいしいで
す！」

●「青葉公園でのランニングはサイコー！」
●「『千歳（せんさい）』っていう名前そのものが素敵！市民
の笑顔と幸せが千歳（せんさい）まで続くまちであって
欲しい」

市民参加

（1）ちとせの木プロジェクト

「10年後の千歳について」 「おすすめしたいまちの魅力について」

千歳市総合福祉センター受付前

実施期間： 令和元年8月5日（月）から
 令和元年8月16日（金）まで
いただいたご意見：29件

千歳市役所第2庁舎入口

実施期間： 令和元年7月22日（月）から
 令和元年8月2日（金）まで
いただいたご意見：54件

政策会議
・
庁　議市　民

総合計画審議会 市　長

都市経営会議

【意見把握】
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見

提言

答申

議　会

諮問 提案

議決

アンケート調査

まちづくりインタビュー

ちとせの木プロジェクト

パブリックコメント

市長への手紙

ホームページ
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　まちづくりに対する評価や意向を把握するため、18歳以上の市民3,000名や学生、団体などを対象に
アンケート調査を実施しました。

（2）アンケート調査

　令和２年７月10日から８月10日まで、市内公共施設で実施したパブリックコメントでは、ごみの分
別やバスの利用制度など、全部で16件の意見が提出されました。
＜意見の取扱い＞
・今後の参考とするもの　14件　
・意見として伺ったもの（案件に直接関係がないため）　２件　

（3）パブリックコメント

 

 

■保健・医療・福祉について　　　　●環境保全について　　　◆都市環境や都市基盤の整備について　　▲市民参加や市民協働について 
▲生活環境や安全・安心について 　 ■教育・スポーツ・文化・国際交流などについて　　●産業の振興について 

分野の凡例 

              千歳市内の大学（千歳科学技術大学、北海道千歳リハビリテーション大学）、                 
              専門学校（日本航空専門学校）に通う学生
              〈配付数〉約1,740票　〈回収数〉1,376票
              平成30年11月中旬～12月上旬

              千歳市内の中学校（９校）、高等学校（２校）に通う２年生
              中学生〈配付数〉約870票　〈回収数〉779票
              高校生〈配付数〉約520票　〈回収数〉496票
              合計〈配付数〉約1,390票　〈回収数〉1,275票
              平成30年10月下旬～11月中旬

              町内会や福祉団体など、千歳市内で活動する各種団体
              〈配付数〉305票　〈回収数〉238 票（郵送 224 票、web14 票）
              〈回収率〉78.0％
              平成30年11月中旬～12月上旬

              市外に居住する東京千歳会メール会員
              〈配付数〉160票　〈回収数〉61票　〈回収率〉38.1％
              平成30年12月下旬～平成31年1月中旬

調査対象
調査状況

調査対象
調査状況

調査期間

調査期間

調査対象

調査状況

調査期間

調査対象

調査状況

調査期間

市民参加

調査対象
調査状況

調査期間

              千歳市に在住する18歳以上の男女
              〈配付数〉3,000 票　〈回収数〉851 票（郵送 743 票、web108 票）
              〈回収率〉28.4％　　
              平成30年9月

　比較的重要度が高く、満足度が高いものとして「子育ての環境や支援」「消防・救急体制」「ごみの収
集・リサイクル」などがあります。一方、比較的重要度が高く、満足度が低い項目として、「病院・診療所な
どの医療環境」「自然災害などに対する防災体制」「道路や歩道の除排雪」などがみられます。 

＜要素分析（ＣＳポートフォリオ）＞

 

高い

 

低い

低い

0.6
0.1

1.6

0.0

0

防災体制

医療環境

道路の整備
働く場の確保

高齢者の自立支援
防犯対策

観光都市としての魅力づくり 公害防止

バスの利用のしやすさ
障がい者（児）支援

子育て環境、支援

消防・救急体制

健康づくりや病気予防
ごみの収集・リサイクル

 小・中学校の教育環境

日常の買い物環境

障がい児童等の教育環境

地球環境保全

窓口対応、サービス提供

自然環境の保全

農業の振興 公園や緑地

広報紙やHP等の情報提供
企業誘致や企業支援中心市街地のにぎわいづくり

消費生活の情報提供、相談

ボランティア活動支援

文化財や史跡の保存

芸術文化活動

男女共同参画
公営住宅環境
生涯学習の情報、機会

スポーツ活動

国際交流・都市間交流

コミュニティ活動

光科学技術など高度技術産業

上下水道の整備

満足度

重
要
度

道路や歩道の除排雪

満足度が低く、
重要度は平均的

満足度が低く、
重要度は比較的高い

満足度が低く、
重要度も比較的低い

満足度が高く、
重要度は比較的低い

満足度が高く、
重要度も比較的高い

満足度が高く、
重要度は平均的

満足度は平均的で、
重要度は比較的高い

満足度は平均的で、
重要度は比較的低い

青少年の 健全育成市街地整備やまちの景観

満足度・重要度
ともに平均的

-0.6
-0.1

交通安全

協働によるまちづくり

高い

0.8

0.9

0.7

①千歳市民まちづくりアンケート

②千歳市大学生等まちづくりアンケート

③千歳市中高生まちづくりアンケート

④千歳市まちづくり団体アンケート

⑤東京千歳会まちづくりアンケート
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　まちづくりに対する評価や意向を把握するため、18歳以上の市民3,000名や学生、団体などを対象に
アンケート調査を実施しました。

（2）アンケート調査

　令和２年７月10日から８月10日まで、市内公共施設で実施したパブリックコメントでは、ごみの分
別やバスの利用制度など、全部で16件の意見が提出されました。
＜意見の取扱い＞
・今後の参考とするもの　14件　
・意見として伺ったもの（案件に直接関係がないため）　２件　

（3）パブリックコメント

 

 

■保健・医療・福祉について　　　　●環境保全について　　　◆都市環境や都市基盤の整備について　　▲市民参加や市民協働について 
▲生活環境や安全・安心について 　 ■教育・スポーツ・文化・国際交流などについて　　●産業の振興について 

分野の凡例 

              千歳市内の大学（千歳科学技術大学、北海道千歳リハビリテーション大学）、                 
              専門学校（日本航空専門学校）に通う学生
              〈配付数〉約1,740票　〈回収数〉1,376票
              平成30年11月中旬～12月上旬

              千歳市内の中学校（９校）、高等学校（２校）に通う２年生
              中学生〈配付数〉約870票　〈回収数〉779票
              高校生〈配付数〉約520票　〈回収数〉496票
              合計〈配付数〉約1,390票　〈回収数〉1,275票
              平成30年10月下旬～11月中旬

              町内会や福祉団体など、千歳市内で活動する各種団体
              〈配付数〉305票　〈回収数〉238 票（郵送 224 票、web14 票）
              〈回収率〉78.0％
              平成30年11月中旬～12月上旬

              市外に居住する東京千歳会メール会員
              〈配付数〉160票　〈回収数〉61票　〈回収率〉38.1％
              平成30年12月下旬～平成31年1月中旬

調査対象
調査状況

調査対象
調査状況

調査期間

調査期間

調査対象

調査状況

調査期間

調査対象

調査状況

調査期間

市民参加

調査対象
調査状況

調査期間

              千歳市に在住する18歳以上の男女
              〈配付数〉3,000 票　〈回収数〉851 票（郵送 743 票、web108 票）
              〈回収率〉28.4％　　
              平成30年9月

　比較的重要度が高く、満足度が高いものとして「子育ての環境や支援」「消防・救急体制」「ごみの収
集・リサイクル」などがあります。一方、比較的重要度が高く、満足度が低い項目として、「病院・診療所な
どの医療環境」「自然災害などに対する防災体制」「道路や歩道の除排雪」などがみられます。 

＜要素分析（ＣＳポートフォリオ）＞

 

高い

 

低い

低い

0.6
0.1

1.6

0.0

0

防災体制

医療環境

道路の整備
働く場の確保

高齢者の自立支援
防犯対策

観光都市としての魅力づくり 公害防止

バスの利用のしやすさ
障がい者（児）支援

子育て環境、支援

消防・救急体制

健康づくりや病気予防
ごみの収集・リサイクル

 小・中学校の教育環境

日常の買い物環境

障がい児童等の教育環境

地球環境保全

窓口対応、サービス提供

自然環境の保全

農業の振興 公園や緑地

広報紙やHP等の情報提供
企業誘致や企業支援中心市街地のにぎわいづくり

消費生活の情報提供、相談

ボランティア活動支援

文化財や史跡の保存

芸術文化活動

男女共同参画
公営住宅環境
生涯学習の情報、機会

スポーツ活動

国際交流・都市間交流

コミュニティ活動

光科学技術など高度技術産業

上下水道の整備

満足度

重
要
度

道路や歩道の除排雪

満足度が低く、
重要度は平均的

満足度が低く、
重要度は比較的高い

満足度が低く、
重要度も比較的低い

満足度が高く、
重要度は比較的低い

満足度が高く、
重要度も比較的高い

満足度が高く、
重要度は平均的

満足度は平均的で、
重要度は比較的高い

満足度は平均的で、
重要度は比較的低い

青少年の 健全育成市街地整備やまちの景観

満足度・重要度
ともに平均的

-0.6
-0.1

交通安全

協働によるまちづくり

高い

0.8

0.9

0.7

①千歳市民まちづくりアンケート

②千歳市大学生等まちづくりアンケート

③千歳市中高生まちづくりアンケート

④千歳市まちづくり団体アンケート

⑤東京千歳会まちづくりアンケート
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（4）まちづくりインタビュー

公立千歳科学技術大学生の皆さん
参加人数:6名（全員市外出身、うち3名が市内に居住）

Q.千歳を売り込むにはどうしたら
　 いいと思うか

Q.千歳でアピールしたらいいと思うことや
 ものについて

Q.千歳の住み心地について

市内企業に勤務する外国人従業員の皆さん 参加人数：6名（来日して約1年、フィリピン国籍）

・千歳市では様々なイベントをやっている。楽しそうだ 
な、行きたいなと思うイベントがあっても知るのが直
前なので参加するのが難しいし、参加した時も参加者
が少ないように感じる。ホテルに宿泊している人に
も、イベントを知らせて来てもらうようにしたら良い
と思う。

・札幌が近いので、「札幌と比べて」不便と感じることが
ある。
・千歳は住みやすい。洋服はサイズが大きいので札幌ま
で行くが、買い物も概ね市内で済ませられる。朝日町
はランニングしやすい公園があるし、河川敷もあって
走りやすい。気軽に運動できるところが良い。

日本航空専門学校生の皆さん
参加人数:9名（全員市外出身、市内に居住）

・涼しさが強みだと思うので、避暑地としてアピールし
てはどうか。
・自然、空港、自衛隊があること。
・公園や建物が規模が大きくて、開放感がある。自然に
囲まれ、キツネ、シカ、タヌキなどの野生の動物もいる。

Q.千歳市での生活について
・鉄道で札幌に行く時に、バスの乗り方が分からな
い。行きたいところに、バスでどのように行くのかが
分からない。
・全体的に、英語表記が少ないので増やしてほしい。
外食時もメニューに英語表記がないと、料理の写真
で判断し、指で差して注文する。

子育て世代の皆さん
参加人数:10名（子育て関係の市民会議委員）

Q.千歳市を開業の場、働く場として
　選んだきっかけは何か

・飛行機が好きであることが理由の１つ。千歳に住む前
から、空港にも行っていた。建物重視で今の店舗を決
めた。
・こどもが多いまちというところに、可能性を感じた。若
いパワーを感じる。

中心市街地で活動している若い皆さん
参加人数:5名（千歳市出身1名、市外出身4名）

Q.千歳の住み心地について

・バスがたくさん通っているので便利だと思う。
・2018年の地震の際には、臨時の避難場所として町内
会館を利用した。町内会で軽トラを出し、拡声機で呼
びかけ、毛布は市に借りて、３～４人が町内会館に避難
した。指定避難所はコミセンだが、遠い。要支援者の方
が避難するなど、一時避難場所に指定してほしいと市
に要望している。

高齢者の皆さん
参加人数:12名

Q.千歳は、暮らしの場として考えるとどうか

・小さい時から千歳を好きになってもらえる取組など
をするのも良いと思う。若い人が千歳に戻ってくれる
ようなまちづくりが大事だと思う。Ｕターンされない
まちは高齢化する。
・千歳は、乳幼児の医療費助成の所得制限がないのは
良い。

市外から通勤している市内企業従業員の皆さん
参加人数:6名（全員市外に居住）

Q.退職後に千歳市への定住の可能性は
   あるか、その場合の条件はあるか

・子育て分野のまちづくりの取組は聞くが、高齢者を対
象としたまちづくりの取組はあまり聞かない。高齢者
にとって、住みやすいまちづくりを進めてほしい。
・夏が涼しいのは良いが、高齢者になった時の事を考
えると厳しい。仕事があるかどうかも気になる。

自衛隊の皆さん
参加人数:7名（全員市外出身、市内に居住）

北海道千歳リハビリテーション大学生の皆さん
参加人数：8名（全員市外出身、市内に居住）

　アンケート結果では把握しきれなかった内容等について、より詳細に調査するため、令和元年7月
から9月にかけて、学生や子育て世代、高齢者など、9つのグループを対象に直接話を伺う「まちづくり
インタビュー」を実施しました。インタビューで出た意見の一部を紹介します。

Q.子育てをするうえで、良いと感じるところ・
　 住みづらいと感じるところ・
　 もっとこうしたらいいと思うことについて

・公園の東屋や遊具などが老朽化している。公園は多い
が、修繕が必要な遊具が多い。長く使える遊具を設置
してほしい。
・不妊治療にかかる費用の助成など、支援に力を入れて
ほしい。
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インタビュー5

インタビュー2インタビュー1

インタビュー6インタビュー5

インタビュー8インタビュー7

インタビュー9

インタビュー4インタビュー3

付
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（4）まちづくりインタビュー

公立千歳科学技術大学生の皆さん
参加人数:6名（全員市外出身、うち3名が市内に居住）

Q.千歳を売り込むにはどうしたら
　 いいと思うか

Q.千歳でアピールしたらいいと思うことや
 ものについて

Q.千歳の住み心地について

市内企業に勤務する外国人従業員の皆さん 参加人数：6名（来日して約1年、フィリピン国籍）

・千歳市では様々なイベントをやっている。楽しそうだ 
な、行きたいなと思うイベントがあっても知るのが直
前なので参加するのが難しいし、参加した時も参加者
が少ないように感じる。ホテルに宿泊している人に
も、イベントを知らせて来てもらうようにしたら良い
と思う。

・札幌が近いので、「札幌と比べて」不便と感じることが
ある。
・千歳は住みやすい。洋服はサイズが大きいので札幌ま
で行くが、買い物も概ね市内で済ませられる。朝日町
はランニングしやすい公園があるし、河川敷もあって
走りやすい。気軽に運動できるところが良い。

日本航空専門学校生の皆さん
参加人数:9名（全員市外出身、市内に居住）

・涼しさが強みだと思うので、避暑地としてアピールし
てはどうか。
・自然、空港、自衛隊があること。
・公園や建物が規模が大きくて、開放感がある。自然に
囲まれ、キツネ、シカ、タヌキなどの野生の動物もいる。

Q.千歳市での生活について
・鉄道で札幌に行く時に、バスの乗り方が分からな
い。行きたいところに、バスでどのように行くのかが
分からない。
・全体的に、英語表記が少ないので増やしてほしい。
外食時もメニューに英語表記がないと、料理の写真
で判断し、指で差して注文する。

子育て世代の皆さん
参加人数:10名（子育て関係の市民会議委員）

Q.千歳市を開業の場、働く場として
　選んだきっかけは何か

・飛行機が好きであることが理由の１つ。千歳に住む前
から、空港にも行っていた。建物重視で今の店舗を決
めた。
・こどもが多いまちというところに、可能性を感じた。若
いパワーを感じる。

中心市街地で活動している若い皆さん
参加人数:5名（千歳市出身1名、市外出身4名）

Q.千歳の住み心地について

・バスがたくさん通っているので便利だと思う。
・2018年の地震の際には、臨時の避難場所として町内
会館を利用した。町内会で軽トラを出し、拡声機で呼
びかけ、毛布は市に借りて、３～４人が町内会館に避難
した。指定避難所はコミセンだが、遠い。要支援者の方
が避難するなど、一時避難場所に指定してほしいと市
に要望している。

高齢者の皆さん
参加人数:12名

Q.千歳は、暮らしの場として考えるとどうか

・小さい時から千歳を好きになってもらえる取組など
をするのも良いと思う。若い人が千歳に戻ってくれる
ようなまちづくりが大事だと思う。Ｕターンされない
まちは高齢化する。
・千歳は、乳幼児の医療費助成の所得制限がないのは
良い。

市外から通勤している市内企業従業員の皆さん
参加人数:6名（全員市外に居住）

Q.退職後に千歳市への定住の可能性は
   あるか、その場合の条件はあるか

・子育て分野のまちづくりの取組は聞くが、高齢者を対
象としたまちづくりの取組はあまり聞かない。高齢者
にとって、住みやすいまちづくりを進めてほしい。
・夏が涼しいのは良いが、高齢者になった時の事を考
えると厳しい。仕事があるかどうかも気になる。

自衛隊の皆さん
参加人数:7名（全員市外出身、市内に居住）

北海道千歳リハビリテーション大学生の皆さん
参加人数：8名（全員市外出身、市内に居住）

　アンケート結果では把握しきれなかった内容等について、より詳細に調査するため、令和元年7月
から9月にかけて、学生や子育て世代、高齢者など、9つのグループを対象に直接話を伺う「まちづくり
インタビュー」を実施しました。インタビューで出た意見の一部を紹介します。

Q.子育てをするうえで、良いと感じるところ・
　 住みづらいと感じるところ・
　 もっとこうしたらいいと思うことについて

・公園の東屋や遊具などが老朽化している。公園は多い
が、修繕が必要な遊具が多い。長く使える遊具を設置
してほしい。
・不妊治療にかかる費用の助成など、支援に力を入れて
ほしい。
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都市経営会議

設置について

　市民の手による目標づくりに取り組むた
め、24名の公募市民で構成する都市経営
会議を平成31年2月に設置しました。
　令和元年10月には、都市経営会議から、
市長へ提言書が提出されました。 
　提言書は、”人口増加が続く活気あふれる
まちづくりに向けて”との副題がつけられ、
観光や防災、自然環境や情報発信等をテー
マとする11の提言で構成されています。

諮問テーマ

「私たちが目指すまちづくり
～これからのまちづくりの課題と目標～」 

 

各部会が選んだテーマ

産業部会
①観光発展のために
②人・生活を支える千歳の農林業
③企業誘致・産業発展に向けて

都市づくり
部会

①都市基盤の整備 
②中心市街地の活性化
③住宅地対策 

福祉・
教育部会

①人材の育成・活用
②連携 
③情報発信 

安全安心・
環境部会 

①防災・災害に強いまちづくり 
②長都駅周辺の防犯と
　交通安全に対する取組強化 
③千歳市の自然環境の保全について 

千歳市の魅力を効果的に発信し、市内への誘客と滞在を促しましょう。

今ある観光資源をもっと楽しみやすく、使いやすくしましょう。 

多様なニーズをふまえ、人の集まるスポットを増やしましょう。

1
2
3

「観る・食べる・泊まる」ことを身近にし、
通過点ではなく“楽しめるまち・千歳”をめ
ざしましょう 

提言1

千歳の農業・林業をイメージづけるための情報を、もっともっと広めましょう。

農業・林業を観光資源としてとらえ、「食す・楽しむ・学ぶ」ことができるように発展させましょう。

千歳市内で「作る」から「造る」、そして「食べる」まで楽しめるようにしましょう。

1
2
3

「作る」だけではなく、情報発信をして、
「食す・楽しむ・学ぶ」ことのできる農林業
にしましょう

提言2

千歳の強みを生かした企業誘致を進めるとともに、千歳の産業の特色づくりを進めましょう。

千歳へ進出した企業とのパートナーシップを深めて産業活動を支えましょう。

長期的な展望を持ちながら千歳独自の、自立性の高い産業を育てましょう。

1
2
3

地の利を生かし、多様な企業を誘致する
ことに努め、同時に、産業の種をまいて、
未来の企業づくりをめざしましょう

提言3

北海道らしい景観を守りながら、千歳らしい景観づくりを進めましょう。3

千歳の“おいしい水”を来訪者にアピールするとともに、地域の活性化に生かしましょう。

千歳の“おいしい水”を育んでいる広大な自然環境を守り続けましょう。

1
2恵まれた自然環境の保全に引き続き取り

組み、子どもや孫の代まで残しましょう提言6

地域の災害対応能力を高めるために、町内会とともに防災活動の活性化に取り組みましょう。

千歳市防災学習交流センター「そなえーる」をもっと活用して、市民の防災に対する意識を強めましょう。

防災の観点から、公立千歳科学技術大学との連携を深めましょう。

1
2
3

胆振東部地震の経験を生かした、より災
害に強いまちづくりをめざしましょう

海外からの来訪者、居住者のことも考え、国際化に対応した防災対策を進めましょう。4

提言4

空港のにぎわいが中心市街地でもみられるよう、“まちなか”で楽しめることを増やしましょう。

市民も観光客も日常的に楽しめる｢人のたまり場」を“まちなか”につくりましょう。

おもてなしの気持ちが伝わる工夫とともに、一年を通して「まちあるき」が楽しいと思われる環境をつくりましょう。

1
2
3

市街地の立地や既存の施設などを生か
し、観光客も市民も楽しめ、にぎわう“ま
ちなか”にしましょう

“まちなか”のにぎわいづくりに向け、起業する人たちを応援しましょう。4

提言7

市民がいつまでも安心して生活できるよう、住環境の向上をめざしましょう。

自然災害や住宅街への野生動物の侵入による被害を未然に防ぐとともに、市民一人一人の災害対応能力を高めましょう。

1
2

インフラや交通網も含め居住環境におい
て、住民の安心・安全、快適性、利便性、公
平性の向上をめざしましょう

災害時の避難経路の確保や、誰もが快適に利用できる交通網を整備しましょう。3

提言8

福祉の心や知識を子ども達に広め、豊かな人間性を育みましょう 。

持続した福祉教育を進めるため、人材の確保、育成に取り組みましょう。

1
2

子どもから大人まで、福祉教育に接する
機会を増やし、豊かな人間性を育みま
しょう

提言9

福祉や教育など、市民団体の活動がより充実するような、活動拠点を整備しましょう。

転入者や高齢者などが持つ様々な知識や技術を、地域づくりに生かしましょう。

1
2

市民一人一人の知識、経験、特性を生か
し、地域に貢献できる活動を促し、広げ
ていきましょう

提言10

必要な人に必要な情報が伝わるよう、多様な情報発信環境を整備しましょう。1
目や耳から情報を得ることが難しい人たちに、正しく情報を伝える手段を普及させましょう。2

市民同士がつながり、必要な情報が必要
な人に届くようにしましょう

提言11

座　長：橋本 峰宏
副座長：鈴木 毅裕   大髙 考雄   榎本 紀允   中村 秀子

部会長　大髙　考雄
　　　　伊藤　文泰
　　　　越智　伊素子
　　　　高口　慎太郎
　　　　佐藤　知子
　　　　末村　恭子

安全安心・環境部会
部会長　鈴木　毅裕

伊藤　政枝
浦　　時雄
菊池　哲郎
髙木　猛雄
村田　岳史

産業部会

元沢 季子
※転居による途中辞退

福祉・教育部会
部会長 中村　秀子

大寺　勉
熊木　史幸
谷口　聖
林　　みよ子

 

 

部会長　榎本　紀允
　　　　市村　一郎
　　　　小笠原　航
　　　　小野寺　真澄
　　　　菊地　弘
　　　　橋本　峰宏

都市づくり部会

委員名簿  委員数24名

人口が増加している長都駅周辺をより安全で安心できるエリアにしましょう。

ＪＲ千歳線の増便により生じる影響をふまえ、長都駅周辺の交通環境を見直しましょう。

1
2

人口増加が続く長都駅周辺の安全確保
や交通網の整備を推進しましょう提言5

提言内容

付
属
資
料

付
属
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都市経営会議

設置について

　市民の手による目標づくりに取り組むた
め、24名の公募市民で構成する都市経営
会議を平成31年2月に設置しました。
　令和元年10月には、都市経営会議から、
市長へ提言書が提出されました。 
　提言書は、”人口増加が続く活気あふれる
まちづくりに向けて”との副題がつけられ、
観光や防災、自然環境や情報発信等をテー
マとする11の提言で構成されています。

諮問テーマ

「私たちが目指すまちづくり
～これからのまちづくりの課題と目標～」 

 

各部会が選んだテーマ

産業部会
①観光発展のために
②人・生活を支える千歳の農林業
③企業誘致・産業発展に向けて

都市づくり
部会

①都市基盤の整備 
②中心市街地の活性化
③住宅地対策 

福祉・
教育部会

①人材の育成・活用
②連携 
③情報発信 

安全安心・
環境部会 

①防災・災害に強いまちづくり 
②長都駅周辺の防犯と
　交通安全に対する取組強化 
③千歳市の自然環境の保全について 

千歳市の魅力を効果的に発信し、市内への誘客と滞在を促しましょう。

今ある観光資源をもっと楽しみやすく、使いやすくしましょう。 

多様なニーズをふまえ、人の集まるスポットを増やしましょう。

1
2
3

「観る・食べる・泊まる」ことを身近にし、
通過点ではなく“楽しめるまち・千歳”をめ
ざしましょう 

提言1

千歳の農業・林業をイメージづけるための情報を、もっともっと広めましょう。

農業・林業を観光資源としてとらえ、「食す・楽しむ・学ぶ」ことができるように発展させましょう。

千歳市内で「作る」から「造る」、そして「食べる」まで楽しめるようにしましょう。

1
2
3

「作る」だけではなく、情報発信をして、
「食す・楽しむ・学ぶ」ことのできる農林業
にしましょう

提言2

千歳の強みを生かした企業誘致を進めるとともに、千歳の産業の特色づくりを進めましょう。

千歳へ進出した企業とのパートナーシップを深めて産業活動を支えましょう。

長期的な展望を持ちながら千歳独自の、自立性の高い産業を育てましょう。

1
2
3

地の利を生かし、多様な企業を誘致する
ことに努め、同時に、産業の種をまいて、
未来の企業づくりをめざしましょう

提言3

北海道らしい景観を守りながら、千歳らしい景観づくりを進めましょう。3

千歳の“おいしい水”を来訪者にアピールするとともに、地域の活性化に生かしましょう。

千歳の“おいしい水”を育んでいる広大な自然環境を守り続けましょう。

1
2恵まれた自然環境の保全に引き続き取り

組み、子どもや孫の代まで残しましょう提言6

地域の災害対応能力を高めるために、町内会とともに防災活動の活性化に取り組みましょう。

千歳市防災学習交流センター「そなえーる」をもっと活用して、市民の防災に対する意識を強めましょう。

防災の観点から、公立千歳科学技術大学との連携を深めましょう。

1
2
3

胆振東部地震の経験を生かした、より災
害に強いまちづくりをめざしましょう

海外からの来訪者、居住者のことも考え、国際化に対応した防災対策を進めましょう。4

提言4

空港のにぎわいが中心市街地でもみられるよう、“まちなか”で楽しめることを増やしましょう。

市民も観光客も日常的に楽しめる｢人のたまり場」を“まちなか”につくりましょう。

おもてなしの気持ちが伝わる工夫とともに、一年を通して「まちあるき」が楽しいと思われる環境をつくりましょう。

1
2
3

市街地の立地や既存の施設などを生か
し、観光客も市民も楽しめ、にぎわう“ま
ちなか”にしましょう

“まちなか”のにぎわいづくりに向け、起業する人たちを応援しましょう。4

提言7

市民がいつまでも安心して生活できるよう、住環境の向上をめざしましょう。

自然災害や住宅街への野生動物の侵入による被害を未然に防ぐとともに、市民一人一人の災害対応能力を高めましょう。

1
2

インフラや交通網も含め居住環境におい
て、住民の安心・安全、快適性、利便性、公
平性の向上をめざしましょう

災害時の避難経路の確保や、誰もが快適に利用できる交通網を整備しましょう。3

提言8

福祉の心や知識を子ども達に広め、豊かな人間性を育みましょう 。

持続した福祉教育を進めるため、人材の確保、育成に取り組みましょう。

1
2

子どもから大人まで、福祉教育に接する
機会を増やし、豊かな人間性を育みま
しょう

提言9

福祉や教育など、市民団体の活動がより充実するような、活動拠点を整備しましょう。

転入者や高齢者などが持つ様々な知識や技術を、地域づくりに生かしましょう。

1
2

市民一人一人の知識、経験、特性を生か
し、地域に貢献できる活動を促し、広げ
ていきましょう

提言10

必要な人に必要な情報が伝わるよう、多様な情報発信環境を整備しましょう。1
目や耳から情報を得ることが難しい人たちに、正しく情報を伝える手段を普及させましょう。2

市民同士がつながり、必要な情報が必要
な人に届くようにしましょう

提言11

座　長：橋本 峰宏
副座長：鈴木 毅裕   大髙 考雄   榎本 紀允   中村 秀子

部会長　大髙　考雄
　　　　伊藤　文泰
　　　　越智　伊素子
　　　　高口　慎太郎
　　　　佐藤　知子
　　　　末村　恭子

安全安心・環境部会
部会長　鈴木　毅裕

伊藤　政枝
浦　　時雄
菊池　哲郎
髙木　猛雄
村田　岳史

産業部会

元沢 季子
※転居による途中辞退

福祉・教育部会
部会長 中村　秀子

大寺　勉
熊木　史幸
谷口　聖
林　　みよ子

 

 

部会長　榎本　紀允
　　　　市村　一郎
　　　　小笠原　航
　　　　小野寺　真澄
　　　　菊地　弘
　　　　橋本　峰宏

都市づくり部会

委員名簿  委員数24名

人口が増加している長都駅周辺をより安全で安心できるエリアにしましょう。

ＪＲ千歳線の増便により生じる影響をふまえ、長都駅周辺の交通環境を見直しましょう。

1
2

人口増加が続く長都駅周辺の安全確保
や交通網の整備を推進しましょう提言5

提言内容
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総合計画審議会

会　長：川瀬　正明
副会長：浜　　一穂

所属専門部会

保健福祉医療部会

一般社団法人千歳医師会
千歳市子ども・子育て会議
千歳身体障害者福祉協会
千歳市民生委員児童委員連絡協議会
千歳市老人クラブ連合会
社会福祉法人千歳市社会福祉協議会
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
ちとせエコロジー市民会議
公益社団法人隊友会千歳支部
北海道札幌方面千歳警察署
環境省北海道地方環境事務所
千歳市防災マスターリーダー会
千歳市文化団体連絡協議会
千歳市ＰＴＡ連合会
公立大学法人公立千歳科学技術大学
公益財団法人千歳市体育協会
みんなで、ひと・まちづくり委員会
千歳市社会教育委員の会議
千歳商工会議所
千歳市商店街振興組合連合会
千歳の観光を考える会
道央農業協同組合
厚生労働省北海道労働局千歳公共職業安定所
千歳工業クラブ
千歳相互観光バス株式会社
北海道開発局札幌開発建設部千歳川河川事務所
千歳市環境整備事業協同組合
北海道空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所
北海道旅客鉄道株式会社
北海道エアポート株式会社
千歳市町内会連合会
ちとせ・まち魅力検定実行委員会
千歳市女性団体協議会
一般社団法人千歳青年会議所
公益社団法人自衛隊家族会千歳支部

坂本　孝志
兼平　尚子
伊東　ミツ子
佐藤　貞
村上　松夫
力示　武文
佐久間　裕也
斉藤　正志
岡　　昭雄
藤澤　宏
向田　健太郎
山口　満
國政　平
街道　美恵
川瀬　正明
西本　隆史
浜　　一穂
蓬田　恒春
石川　勇人
藤本　誠司
太田　康裕
鐘下　富一
佐藤　学
立田　京平
中村　敬臣
正木　孝治
茎津　俊爾
野田　政志
古林　正司
山本　貴之
沼田　常好
小林　美樹
阿部　貞枝
曙　　嘉輝
芝　　敬雄

部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃

生活環境部会

教育文化部会

産業観光部会

都市整備部会

総合調整部会

推薦依頼団体氏名

委員名簿  委員数35名

　計画の策定について調査・審議することを目的とし、有識者や関係機関から推薦をいただいた35名を
委員とする総合計画審議会を令和２年6月に設置しました。
　令和2年10月には、市長に対し答申されました。
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総合計画審議会

会　長：川瀬　正明
副会長：浜　　一穂

所属専門部会

保健福祉医療部会

一般社団法人千歳医師会
千歳市子ども・子育て会議
千歳身体障害者福祉協会
千歳市民生委員児童委員連絡協議会
千歳市老人クラブ連合会
社会福祉法人千歳市社会福祉協議会
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
ちとせエコロジー市民会議
公益社団法人隊友会千歳支部
北海道札幌方面千歳警察署
環境省北海道地方環境事務所
千歳市防災マスターリーダー会
千歳市文化団体連絡協議会
千歳市ＰＴＡ連合会
公立大学法人公立千歳科学技術大学
公益財団法人千歳市体育協会
みんなで、ひと・まちづくり委員会
千歳市社会教育委員の会議
千歳商工会議所
千歳市商店街振興組合連合会
千歳の観光を考える会
道央農業協同組合
厚生労働省北海道労働局千歳公共職業安定所
千歳工業クラブ
千歳相互観光バス株式会社
北海道開発局札幌開発建設部千歳川河川事務所
千歳市環境整備事業協同組合
北海道空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所
北海道旅客鉄道株式会社
北海道エアポート株式会社
千歳市町内会連合会
ちとせ・まち魅力検定実行委員会
千歳市女性団体協議会
一般社団法人千歳青年会議所
公益社団法人自衛隊家族会千歳支部

坂本　孝志
兼平　尚子
伊東　ミツ子
佐藤　貞
村上　松夫
力示　武文
佐久間　裕也
斉藤　正志
岡　　昭雄
藤澤　宏
向田　健太郎
山口　満
國政　平
街道　美恵
川瀬　正明
西本　隆史
浜　　一穂
蓬田　恒春
石川　勇人
藤本　誠司
太田　康裕
鐘下　富一
佐藤　学
立田　京平
中村　敬臣
正木　孝治
茎津　俊爾
野田　政志
古林　正司
山本　貴之
沼田　常好
小林　美樹
阿部　貞枝
曙　　嘉輝
芝　　敬雄

部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃
 〃
部会長
副部会長
委員
 〃
 〃

生活環境部会

教育文化部会

産業観光部会

都市整備部会

総合調整部会

推薦依頼団体氏名

委員名簿  委員数35名

　計画の策定について調査・審議することを目的とし、有識者や関係機関から推薦をいただいた35名を
委員とする総合計画審議会を令和２年6月に設置しました。
　令和2年10月には、市長に対し答申されました。
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千歳市第7期総合計画策定庁内組織図

総合計画
策定会議（16名）

事務局（5名）

千歳市総合計画条例 平成31年３月８日条例第１号

（目的）
第１条　この条例は、市の総合計画に関し必要な事項を定めることにより、市政の総合的かつ計画的な運営を図り、もって市の
発展と住民福祉の向上に資することを目的とする。
（定義）
第２条　この条例において「総合計画」とは、市のまちづくりの基本的な指針であって、基本構想（将来都市像、将来人口の展望、
まちづくりの目標及びこれらを実現するための施策展開の方針についての構想をいう。以下同じ。）及び実施計画（基本構想
を実現するための施策及びその具体的な実施方法についての計画をいう。）からなる市の最上位の計画をいう。
（総合計画の策定）
第３条　市長は、市政の総合的かつ計画的な運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
（基本構想の策定等）
第４条　市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第７条に規定する審議会に諮問した上、議会の
議決を経なければならない。
（総合計画の公表等）
第５条　市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
２　市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況を公表
しなければならない。
（総合計画との整合性の確保）
第６条　市の個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合性の確保を図らなければ
ならない。
（審議会）
第７条　総合計画に関する事項を調査審議させるため、市長の附属機関として、千歳市総合計画審議会（以下「審議会」という。）
を置く。
２　審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(１)　基本構想の策定又は変更に関すること。
(２)　その他総合計画に関すること。
３　審議会は、委員35人以内をもって組織する。
４　特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
５　委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(１)　知識経験を有する者
(２)　関係行政機関の職員
(３)　その他市長が必要と認める者
（任期）
第８条　委員の任期は、総合計画に関する答申が終了したときまでとする。
２　特別委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときまでとする。
（会長及び副会長）
第９条　審議会に会長及び副会長を置く。
２　会長及び副会長は、委員が互選する。
３　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）
第10条　審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２　審議会は、委員及び特別委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、会議に出席した委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（専門部会）
第11条　専門的な事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
（委任）
第1２条　第７条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則
（施行期日）
1　この条例は、公布の日から施行する。
      （千歳市総合計画審議会条例の廃止）
２　千歳市総合計画審議会条例（昭和55年千歳市条例第１号）は、廃止する。

教育長
公営企業管理者 

副市長

企画課長
企画課主査
企画課主査付

事務局次長

事 務 局 長

事 務 局 員

委　　員

副委員長

委 員 長

総合調整部会（２５名）
総務部長 

総務部次長（総務・財務担当）・総務部次長（組織・人事担当）・企画部企画課長・企画部主幹（政策推進担当）
企画部市民協働推進課長・企画部まちづくり推進課長・企画部秘書課長・企画部広報広聴課長・総務部総務課長
総務部主幹（第２庁舎等建設担当）・総務部危機管理課長・総務部契約管財課長・総務部財政課長・総務部税務課長
総務部納税課長・総務部職員課長・総務部主幹（職員健康管理担当）・総務部行政管理課長
総務部主幹（業務改革推進担当）・総務部主幹（働き方改革推進担当）・市民環境部市民生活課長
市民環境部主幹（個人番号カード担当）・会計室会計課長

企画部次長副部会長部 会 長
部 会 員

生活環境部会（２５名）
市民環境部長

市民環境部環境センター長・消防本部次長・消防署長・企画部まちづくり推進課長・企画部基地政策課長
総務部危機管理課長・総務部参事（危機管理担当）・市民環境部市民生活課長・市民環境部環境課長
市民環境部向陽台支所長・市民環境部東部支所長・市民環境部支笏湖支所長
市民環境部環境センター廃棄物管理課長・市民環境部環境センター廃棄物対策課長・保健福祉部福祉課長
建設部道路管理課長・建設部事業庶務課長・建設部道路建設課長・建設部電気設備課長・消防本部総務課長
消防本部警防課長・消防本部予防課長・消防署救急課長

市民環境部次長副部会長部 会 長
部 会 員

教育文化部会（１８名）
教育部長

教育部学校指導室長・企画部企画課長・企画部主幹（アイヌ政策推進担当）・企画部公立大学政策課長
こども福祉部こども政策課長・観光スポーツ部スポーツ振興課長・教育部企画総務課長・教育部主幹（新設校建設担当）
教育部学校教育課長・教育部青少年課長・教育部生涯学習課長・教育部埋蔵文化財センター長
教育部主幹（国指定史跡担当）・教育部学校給食センター長・教育部文化施設課長・教育部学校指導課長

教育部次長副部会長部 会 長
部 会 員

産業観光部会（１８名）
産業振興部長

産業振興部次長・産業振興部産業支援室長・企画部主幹（アイヌ政策推進担当）・産業振興部商業労働課長
産業振興部公設卸売市場長・産業振興部農業振興課長・産業振興部農村整備課長・産業振興部主幹（産業政策担当）
産業振興部産業支援室企業振興課長・産業振興部産業支援室科学技術振興課長
産業振興部産業支援室開発振興課長・観光スポーツ部交流推進課長・観光スポーツ部観光課長
観光スポーツ部スポーツ振興課長・観光スポーツ部主幹（支笏湖観光担当）・農業委員会管理課長

観光スポーツ部次長副部会長部 会 長
部 会 員

都市整備部会（２０名）
建設部長

建設部次長・企画部まちづくり推進課長・企画部主幹（交通政策担当）・企画部空港政策課長
産業振興部商業労働課長・建設部道路管理課長・建設部市営住宅課長・建設部主幹（建築政策担当）
建設部事業庶務課長・建設部道路建設課長・建設部都市整備課長・建設部建築課長・建設部営繕課長
建設部電気設備課長・水道局経営管理課長・水道局水道整備課長・水道局下水道整備課長・水道局水道サービス課長

水道局次長副部会長部 会 長
部 会 員

人口戦略部会（１５名）
企画部長

企画部次長・市民環境部次長・保健福祉部次長（福祉・救急医療担当）・保健福祉部次長（保健担当）
こども福祉部次長・産業振興部次長・産業振興部産業支援室長・観光スポーツ部次長・建設部次長
市立千歳市民病院事務局次長・消防本部次長・水道局次長・教育部次長

総務部次長（総務・財務担当）副部会長部 会 長
部 会 員

保健福祉医療部会（２７名）
保健福祉部長

保健福祉部次長（福祉・救急医療担当）・保健福祉部次長（保健担当）・市立千歳市民病院事務局次長
企画部主幹（アイヌ政策推進担当）・市民環境部市民生活課長・市民環境部市民課長・市民環境部国保医療課長
保健福祉部福祉課長・保健福祉部高齢者支援課長・保健福祉部障がい者支援課長・保健福祉部救急医療課長
保健福祉部健康づくり課長・保健福祉部母子保健課長・保健福祉部主幹（産前産後ケア担当）
保健福祉部市民健康課長・こども福祉部こども政策課長・こども福祉部こども家庭課長
こども福祉部子育て総合支援センター長・こども福祉部認定こども園つばさ園長
こども福祉部認定こども園ひまわり園長・こども福祉部こども療育課長・市立千歳市民病院事務局総務課長
市立千歳市民病院事務局施設課長・市立千歳市民病院事務局経営企画課長・市立千歳市民病院事務局医事課長

こども福祉部次長副部会長部 会 長
部 会 員

企画部長
総務部長
市民環境部長
保健福祉部長
こども福祉部長
産業振興部長
観光スポーツ部長 
建設部長
会計管理者
市立千歳市民病院事務局長
消防長
水道局長
教育部長

企画部長

企画部次長
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千歳市第7期総合計画策定庁内組織図

総合計画
策定会議（16名）

事務局（5名）

千歳市総合計画条例 平成31年３月８日条例第１号

（目的）
第１条　この条例は、市の総合計画に関し必要な事項を定めることにより、市政の総合的かつ計画的な運営を図り、もって市の
発展と住民福祉の向上に資することを目的とする。
（定義）
第２条　この条例において「総合計画」とは、市のまちづくりの基本的な指針であって、基本構想（将来都市像、将来人口の展望、
まちづくりの目標及びこれらを実現するための施策展開の方針についての構想をいう。以下同じ。）及び実施計画（基本構想
を実現するための施策及びその具体的な実施方法についての計画をいう。）からなる市の最上位の計画をいう。
（総合計画の策定）
第３条　市長は、市政の総合的かつ計画的な運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
（基本構想の策定等）
第４条　市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第７条に規定する審議会に諮問した上、議会の
議決を経なければならない。
（総合計画の公表等）
第５条　市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
２　市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況を公表
しなければならない。
（総合計画との整合性の確保）
第６条　市の個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合性の確保を図らなければ
ならない。
（審議会）
第７条　総合計画に関する事項を調査審議させるため、市長の附属機関として、千歳市総合計画審議会（以下「審議会」という。）
を置く。
２　審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(１)　基本構想の策定又は変更に関すること。
(２)　その他総合計画に関すること。
３　審議会は、委員35人以内をもって組織する。
４　特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
５　委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(１)　知識経験を有する者
(２)　関係行政機関の職員
(３)　その他市長が必要と認める者
（任期）
第８条　委員の任期は、総合計画に関する答申が終了したときまでとする。
２　特別委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときまでとする。
（会長及び副会長）
第９条　審議会に会長及び副会長を置く。
２　会長及び副会長は、委員が互選する。
３　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）
第10条　審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２　審議会は、委員及び特別委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、会議に出席した委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（専門部会）
第11条　専門的な事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
（委任）
第1２条　第７条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則
（施行期日）
1　この条例は、公布の日から施行する。
      （千歳市総合計画審議会条例の廃止）
２　千歳市総合計画審議会条例（昭和55年千歳市条例第１号）は、廃止する。

教育長
公営企業管理者 

副市長

企画課長
企画課主査
企画課主査付

事務局次長

事 務 局 長

事 務 局 員

委　　員

副委員長

委 員 長

総合調整部会（２５名）
総務部長 

総務部次長（総務・財務担当）・総務部次長（組織・人事担当）・企画部企画課長・企画部主幹（政策推進担当）
企画部市民協働推進課長・企画部まちづくり推進課長・企画部秘書課長・企画部広報広聴課長・総務部総務課長
総務部主幹（第２庁舎等建設担当）・総務部危機管理課長・総務部契約管財課長・総務部財政課長・総務部税務課長
総務部納税課長・総務部職員課長・総務部主幹（職員健康管理担当）・総務部行政管理課長
総務部主幹（業務改革推進担当）・総務部主幹（働き方改革推進担当）・市民環境部市民生活課長
市民環境部主幹（個人番号カード担当）・会計室会計課長

企画部次長副部会長部 会 長
部 会 員

生活環境部会（２５名）
市民環境部長

市民環境部環境センター長・消防本部次長・消防署長・企画部まちづくり推進課長・企画部基地政策課長
総務部危機管理課長・総務部参事（危機管理担当）・市民環境部市民生活課長・市民環境部環境課長
市民環境部向陽台支所長・市民環境部東部支所長・市民環境部支笏湖支所長
市民環境部環境センター廃棄物管理課長・市民環境部環境センター廃棄物対策課長・保健福祉部福祉課長
建設部道路管理課長・建設部事業庶務課長・建設部道路建設課長・建設部電気設備課長・消防本部総務課長
消防本部警防課長・消防本部予防課長・消防署救急課長

市民環境部次長副部会長部 会 長
部 会 員

教育文化部会（１８名）
教育部長

教育部学校指導室長・企画部企画課長・企画部主幹（アイヌ政策推進担当）・企画部公立大学政策課長
こども福祉部こども政策課長・観光スポーツ部スポーツ振興課長・教育部企画総務課長・教育部主幹（新設校建設担当）
教育部学校教育課長・教育部青少年課長・教育部生涯学習課長・教育部埋蔵文化財センター長
教育部主幹（国指定史跡担当）・教育部学校給食センター長・教育部文化施設課長・教育部学校指導課長

教育部次長副部会長部 会 長
部 会 員

産業観光部会（１８名）
産業振興部長

産業振興部次長・産業振興部産業支援室長・企画部主幹（アイヌ政策推進担当）・産業振興部商業労働課長
産業振興部公設卸売市場長・産業振興部農業振興課長・産業振興部農村整備課長・産業振興部主幹（産業政策担当）
産業振興部産業支援室企業振興課長・産業振興部産業支援室科学技術振興課長
産業振興部産業支援室開発振興課長・観光スポーツ部交流推進課長・観光スポーツ部観光課長
観光スポーツ部スポーツ振興課長・観光スポーツ部主幹（支笏湖観光担当）・農業委員会管理課長

観光スポーツ部次長副部会長部 会 長
部 会 員

都市整備部会（２０名）
建設部長

建設部次長・企画部まちづくり推進課長・企画部主幹（交通政策担当）・企画部空港政策課長
産業振興部商業労働課長・建設部道路管理課長・建設部市営住宅課長・建設部主幹（建築政策担当）
建設部事業庶務課長・建設部道路建設課長・建設部都市整備課長・建設部建築課長・建設部営繕課長
建設部電気設備課長・水道局経営管理課長・水道局水道整備課長・水道局下水道整備課長・水道局水道サービス課長

水道局次長副部会長部 会 長
部 会 員

人口戦略部会（１５名）
企画部長

企画部次長・市民環境部次長・保健福祉部次長（福祉・救急医療担当）・保健福祉部次長（保健担当）
こども福祉部次長・産業振興部次長・産業振興部産業支援室長・観光スポーツ部次長・建設部次長
市立千歳市民病院事務局次長・消防本部次長・水道局次長・教育部次長

総務部次長（総務・財務担当）副部会長部 会 長
部 会 員

保健福祉医療部会（２７名）
保健福祉部長

保健福祉部次長（福祉・救急医療担当）・保健福祉部次長（保健担当）・市立千歳市民病院事務局次長
企画部主幹（アイヌ政策推進担当）・市民環境部市民生活課長・市民環境部市民課長・市民環境部国保医療課長
保健福祉部福祉課長・保健福祉部高齢者支援課長・保健福祉部障がい者支援課長・保健福祉部救急医療課長
保健福祉部健康づくり課長・保健福祉部母子保健課長・保健福祉部主幹（産前産後ケア担当）
保健福祉部市民健康課長・こども福祉部こども政策課長・こども福祉部こども家庭課長
こども福祉部子育て総合支援センター長・こども福祉部認定こども園つばさ園長
こども福祉部認定こども園ひまわり園長・こども福祉部こども療育課長・市立千歳市民病院事務局総務課長
市立千歳市民病院事務局施設課長・市立千歳市民病院事務局経営企画課長・市立千歳市民病院事務局医事課長

こども福祉部次長副部会長部 会 長
部 会 員

企画部長
総務部長
市民環境部長
保健福祉部長
こども福祉部長
産業振興部長
観光スポーツ部長 
建設部長
会計管理者
市立千歳市民病院事務局長
消防長
水道局長
教育部長

企画部長

企画部次長
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千歳市総合計画審議会規則 平成31年３月８日規則第６号

（趣旨）
第１条　この規則は、千歳市総合計画条例（平成31年千歳市条例第１号。次条において「条例」という。）第12条の規定
に基づき、千歳市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
（専門部会）
第２条　条例第１１条の専門部会（以下「部会」という。）は、審議会から付託された事項について調査審議するものと
する。
２　部会は、会長の指名する委員又は特別委員をもって組織する。
（部会長及び副部会長）
第３条　部会に部会長及び副部会長を置く。
２　部会長及び副部会長は、部会に属する委員が互選する。
３　部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
４　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議） 
第４条　部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
２　部会は、部会に属する委員及び特別委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
３　部会の議事は、会議に出席した委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
（審議会への報告）
第５条　部会長は、付託事項について調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。
（庶務）
第６条　審議会の庶務は、企画担当課において行う。
（委任）
第７条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附　則
（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
      （千歳市総合計画審議会条例施行規則の廃止）
２　千歳市総合計画審議会条例施行規則（昭和55年千歳市規則第４号）は、廃止する。

千歳市総合計画策定会議設置要綱 平成21年６月15日市長決裁

（設置） 
第１条　市の総合計画の策定を総合的かつ、有機的に推進するため、千歳市総合計画策定会議（以下「策定会議」とい
う。）を置く。
（所掌事項） 
第２条　策定会議は、総合計画の策定を円滑に進めるため、次の事項について調査審議し、かつ、調整する。
(1)　基本構想（案）
(2）  その他総合計画の策定に必要な調査・研究 
（組織） 
第３条　策定会議は、委員長、副委員長及び委員で構成し、別表に掲げる職員をもって充てる。 
（任期） 
第４条　前条に掲げる委員長、副委員長、委員の任期は、第２条に定める事項について、調査審議等が終了するまでの
間とする。
（職務） 
第５条　委員長は、会務を総括し、会議を主宰する。 
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 
（会議の招集） 
第６条　策定会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
２　委員長が必要と認めたときは、会議構成員以外の者を会議に出席させ、その者の説明又は意見を聴くことがで
きる。 
（策定部会の設置）　 
第７条　第２条に掲げる事項を調査審議するため、策定会議に策定部会を置く。
２　策定部会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。 
（庶務） 
第８条　策定会議及び策定部会の庶務は、企画部において処理する。
（委員長への委任） 
第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

附　則
１　この要綱は、平成21年６月15日から施行する。 
２　千歳市新長期総合計画策定会議設置要綱（平成元年５月17日市長決裁）は、廃止する。 
附　則
この要綱は、令和元年５月24日から施行する。 

別表（第３条関係） 
　委 員 長　　副市長　　　　　　
　副委員長　　教育長　公営企業管理者 
　委　  員　　企画部長　総務部長　市民環境部長　保健福祉部長　こども福祉部長
　　  　　　　産業振興部長　観光スポーツ部長　建設部長　会計管理者
　　  　　　　市立千歳市民病院事務局長　消防長　水道局長　教育部長 
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千歳市総合計画審議会規則 平成31年３月８日規則第６号

（趣旨）
第１条　この規則は、千歳市総合計画条例（平成31年千歳市条例第１号。次条において「条例」という。）第12条の規定
に基づき、千歳市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
（専門部会）
第２条　条例第１１条の専門部会（以下「部会」という。）は、審議会から付託された事項について調査審議するものと
する。
２　部会は、会長の指名する委員又は特別委員をもって組織する。
（部会長及び副部会長）
第３条　部会に部会長及び副部会長を置く。
２　部会長及び副部会長は、部会に属する委員が互選する。
３　部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
４　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議） 
第４条　部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
２　部会は、部会に属する委員及び特別委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
３　部会の議事は、会議に出席した委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
（審議会への報告）
第５条　部会長は、付託事項について調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。
（庶務）
第６条　審議会の庶務は、企画担当課において行う。
（委任）
第７条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附　則
（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
      （千歳市総合計画審議会条例施行規則の廃止）
２　千歳市総合計画審議会条例施行規則（昭和55年千歳市規則第４号）は、廃止する。

千歳市総合計画策定会議設置要綱 平成21年６月15日市長決裁

（設置） 
第１条　市の総合計画の策定を総合的かつ、有機的に推進するため、千歳市総合計画策定会議（以下「策定会議」とい
う。）を置く。
（所掌事項） 
第２条　策定会議は、総合計画の策定を円滑に進めるため、次の事項について調査審議し、かつ、調整する。
(1)　基本構想（案）
(2）  その他総合計画の策定に必要な調査・研究 
（組織） 
第３条　策定会議は、委員長、副委員長及び委員で構成し、別表に掲げる職員をもって充てる。 
（任期） 
第４条　前条に掲げる委員長、副委員長、委員の任期は、第２条に定める事項について、調査審議等が終了するまでの
間とする。
（職務） 
第５条　委員長は、会務を総括し、会議を主宰する。 
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 
（会議の招集） 
第６条　策定会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
２　委員長が必要と認めたときは、会議構成員以外の者を会議に出席させ、その者の説明又は意見を聴くことがで
きる。 
（策定部会の設置）　 
第７条　第２条に掲げる事項を調査審議するため、策定会議に策定部会を置く。
２　策定部会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。 
（庶務） 
第８条　策定会議及び策定部会の庶務は、企画部において処理する。
（委員長への委任） 
第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

附　則
１　この要綱は、平成21年６月15日から施行する。 
２　千歳市新長期総合計画策定会議設置要綱（平成元年５月17日市長決裁）は、廃止する。 
附　則
この要綱は、令和元年５月24日から施行する。 

別表（第３条関係） 
　委 員 長　　副市長　　　　　　
　副委員長　　教育長　公営企業管理者 
　委　  員　　企画部長　総務部長　市民環境部長　保健福祉部長　こども福祉部長
　　  　　　　産業振興部長　観光スポーツ部長　建設部長　会計管理者
　　  　　　　市立千歳市民病院事務局長　消防長　水道局長　教育部長 
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